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況

（定員の移行，名称の変更
等）

令和５年４月設置予定
　日本大学大学院
　　スポーツ科学研究科
　　　スポーツ科学専攻　 　　　　 （    8）（令和４年4月届出予定）
　日本大学
　生物資源科学部
　　バイオサイエンス学科〔定員増〕（　210）（令和４年４月届出予定）
　　動物学科〔定員増〕  　　　　  （　136）（令和４年４月届出予定）
　　海洋生物学科〔定員増〕        （　146）（令和４年４月届出予定）
　　森林学科〔定員増〕            （　120）（令和４年４月届出予定）
　　環境学科〔定員増〕            （　130）（令和４年４月届出予定）
　　アグリサイエンス学科〔定員増〕（　140）（令和４年４月届出予定）
　　食品開発学科〔定員増〕        （　146）（令和４年４月届出予定）
　　国際共生学科〔定員増〕        （　146）（令和４年４月届出予定）
　　獣医保健看護学科〔定員増〕    （　 80）（令和４年４月届出予定）
　　生命農学科（廃止）            （△130）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　生命化学科（廃止）            （△130）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　動物資源科学科（廃止）        （△136）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　森林資源科学科（廃止）        （△130）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　海洋生物資源科学科（廃止）    （△136）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　生物環境工学科（廃止）        （△130）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　食品生命学科（廃止）          （△136）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　国際地域開発学科（廃止）      （△130）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　応用生物科学科（廃止）        （△126）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　くらしの生物学科（廃止）      （△ 80）
　　※令和５年４月学生募集停止
　　食品ビジネス学科〔定員増〕    （　 10）

計 8

年

2

16

所　在　地

ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

学校法人　日本大学

ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ

日本大学大学院　（Nihon University Graduate Schools）

東京都千代田区九段南四丁目８番２４号

本大学は，日本精神にもとづき，道統をたっとび，憲章にしたがい，自主創造の気風をや
しない，文化の進展をはかり，世界の平和と人類の福祉とに寄与することを目的とする。

大学院危機管理学研究科
　災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代の様々な危機に，法学を中核とし，政治学，
国際関係学等の社会科学の知見を統合した危機管理学の学識を適用して的確に対処し，
翻ってレジリエントな社会の創造に貢献する，指導的人材及び高度専門職業人を養成する
ことを目的とする。
危機管理学専攻
　拡大するグローバルな危機と，ローカルな社会課題と向き合い，社会・自然環境の劇的
変化に対応しつつ，世界に指針を示し，リーダーシップを発揮できる危機管理人材への
ニーズに応えて，①危機や社会課題を学術的に探求し，危機管理を解明し普及させる指導
的人材，及び②危機管理の実践的知識とを有する高度専門職業人として，危機管理の適用
法を立案し，実践することのできる有為な人材を養成する。

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基本計画

事項 記入欄

研究科の設置計画の区分

フリガナ

新設学部等の目的

新
設
学
部
等
の
概
要

修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

人

新設学部等の名称

危機管理学研究科
[Graduate School of
Risk Management]
危機管理学専攻
[Course of Risk
Management]

8 東京都世田谷区下馬3-
34-1

― 16

【基礎となる学
部】
危機管理学部
危機管理学科

修士
(危機管理学)
【Master of
Risk
Management】

　　年　月
第　年次
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　相関理化学専攻 19 6 0 0 25 0 0

（博士後期課程） ( 21 ) ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) (28) ( 0 ) ( 0 )

　地球情報数理科学専攻 18 4 0 0 22 0 8

（博士後期課程） ( 18 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 0 ) (23) ( 0 ) ( 8 )

　相関理化学専攻 19 6 0 0 25 0 10

（博士前期課程） ( 21 ) ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) (28) ( 0 ) ( 10 )

 総合基礎科学研究科
　地球情報数理科学専攻

18 6 0 0 24 0 0

（博士前期課程） ( 18 ) ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) (25) ( 0 ) ( 0 )

　心理学専攻 12 1 0 0 13 0 0

（博士後期課程） ( 12 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (14) ( 0 ) ( 0 )

　教育学専攻 11 0 0 0 11 0 0

（博士後期課程） ( 11 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 0 )

　社会学専攻 15 1 0 0 16 0 0

（博士後期課程） ( 16 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (17) ( 0 ) ( 0 )

　ドイツ文学専攻 7 0 0 0 7 0 0

（博士後期課程） ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 0 )

　英文学専攻 7 0 0 0 7 0 0

（博士後期課程） ( 8 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (8) ( 0 ) ( 0 )

　中国学専攻 6 1 0 0 7 0 0

（博士後期課程） ( 7 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (8) ( 0 ) ( 0 )

　国文学専攻 9 1 0 0 10 10 0

（博士後期課程） ( 11 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (12) ( 0 ) ( 0 )

　外国史専攻 4 1 0 0 5 0 0

（博士後期課程） ( 3 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (5) ( 0 ) ( 0 )

　日本史専攻 5 0 0 0 5 0 0

（博士後期課程） ( 5 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (5) ( 0 ) ( 0 )

　哲学専攻 3 2 0 0 5 0 0

（博士後期課程） ( 3 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (5) ( 0 ) ( 0 )

　心理学専攻 12 1 0 0 13 0 24

（博士前期課程） ( 12 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (14) ( 0 ) ( 24 )

　教育学専攻 11 3 0 0 14 0 3

（博士前期課程） ( 11 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 3 )

　社会学専攻 15 2 0 0 17 0 0

（博士前期課程） ( 16 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (18) ( 0 ) ( 0 )

　ドイツ文学専攻 7 0 0 0 7 0 2

（博士前期課程） ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 2 )

　英文学専攻 7 0 0 0 7 0 2

（博士前期課程） ( 8 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (8) ( 0 ) ( 2 )

　中国学専攻 6 1 0 0 7 0 1

（博士前期課程） ( 7 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (8) ( 0 ) ( 1 )

　国文学専攻 9 1 0 0 10 0 0

（博士前期課程） ( 11 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (12) ( 0 ) ( 0 )

　史学専攻 9 2 0 0 11 0 16

（博士前期課程） ( 8 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 16 )

 文学研究科
　哲学専攻

3 4 0 0 7 0 1

（博士前期課程） ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 1 )

　新聞学専攻 5 2 0 0 7 0 3

（博士後期課程） ( 5 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 3 )

 新聞学研究科
　新聞学専攻

5 3 0 0 8 0 9

（博士前期課程） ( 5 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (8) ( 0 ) ( 9 )

　政治学専攻 8 0 0 0 8 0 0

（博士後期課程） ( 8 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (8) ( 0 ) ( 0 )

　私法学専攻 15 0 0 0 15 15 0

（博士後期課程） ( 15 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 0 )

 法学研究科
　公法学専攻

11 1 0 0 12 0 6

（博士前期課程） ( 12 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (13)

（博士前期課程） ( 9 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (9) ( 0 ) ( 12 )

（博士前期課程） ( 18 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (19) ( 0 ) ( 11 )

　政治学専攻 9 0 0 0 9 0 12

（博士後期課程） ( 10 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 0 )

　公法学専攻 9

( 0 ) ( 5 )

　私法学専攻 18 1 0 0 19 0 12

1 0 0 10 0 0

教育
課程 危機管理学研究科

危機管理学専攻

新
設
分

　
既
設
分

新設学部等の名称
講義

28　科目

学　部　等　の　名　称

危機管理学研究科　危機管理学専攻

スポーツ科学研究科　スポーツ科学専攻

計

開設する授業科目の総数

（6) （1) （0) （28)

（0) （0) （18)

卒業要件単位数
計

助教 計

0　人 16　人 　0　人 　4　人

（0) ―（21)

（3) （1)（6)

6 1 0 26 0 ―19

　0　人 　3　人 令和４年４月届出
予定（0) （10) （0) （3)

（0) （2)

0　人 10　人6　人 3　人 1　人

准教授 講師

13　人 3　人 0　人

（15) （3)

4　科目

教授

演習 実験・実習

 - 科目 　32　科目 　32　単位

専任教員等 兼任
教員等助手
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　海洋建築工学専攻 6 1 0 0 7 0 0

（博士後期課程） ( 5 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 0 )

　建築学専攻 12 0 0 0 12 0 0

（博士後期課程） ( 12 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (12) ( 0 ) ( 0 )

（博士後期課程） ( 9 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (9) ( 0 ) ( 0 )

　土木工学専攻 10 0 0 0 10 0 0

（博士後期課程） ( 10 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (10) ( 0 ) ( 0 )

　量子理工学専攻 7 2 0 0 9 0 2

（博士前期課程） ( 6 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 1 ) (9) ( 0 ) ( 2 )

　交通システム工学専攻 9 0 0 0 9 0 0

　地理学専攻 7 0 0 0 7 0 5

（博士前期課程） ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 5 )

　数学専攻 10 3 0 2 15 0 0

（博士前期課程） ( 8 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 1 ) (14) ( 0 ) ( 0 )

　物理学専攻 11 2 0 0 13 0 2

（博士前期課程） ( 12 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (13) ( 0 ) ( 2 )

　物質応用化学専攻 13 5 0 0 18 0 9

（博士前期課程） ( 11 ) ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) (18) ( 0 ) ( 9 )

　情報科学専攻 8 4 0 0 12 0 4

（博士前期課程） ( 8 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 4 )

　電子工学専攻 7 2 0 0 9 0 10

（博士前期課程） ( 7 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (9) ( 0 ) ( 10 )

　電気工学専攻 8 5 0 0 13 0 6

（博士前期課程） ( 8 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 0 ) (13) ( 0 ) ( 6 )

　航空宇宙工学専攻 8 6 0 0 14 0 13

（博士前期課程） ( 7 ) ( 6 ) ( 0 ) ( 0 ) (13) ( 0 ) ( 13 )

　精密機械工学専攻 9 5 0 0 14 0 5

（博士前期課程） ( 10 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) (14) ( 0 ) ( 5 )

　機械工学専攻 13 2 0 0 15 0 12

（博士前期課程） ( 13 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 12 )

　まちづくり工学専攻 8 2 0 0 10 0 10

（博士前期課程） ( 7 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (9) ( 0 ) ( 10 )

　海洋建築工学専攻 6 4 0 2 12 0 17

（博士前期課程） ( 5 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 2 ) (12) ( 0 ) ( 17 )

　建築学専攻 12 5 0 0 17 0 24

（博士前期課程） ( 12 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) (16) ( 0 ) ( 24 )

　交通システム工学専攻 9 3 0 0 12 0 4

（博士前期課程） ( 9 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (12) ( 0 ) ( 4 )

 理工学研究科
　土木工学専攻

10 8 0 0 18 0 28

（博士前期課程） ( 10 ) ( 8 ) ( 0 ) ( 0 ) (18) ( 0 ) ( 28 )

　国際関係研究専攻 19 0 7 0 26 0 0

（博士後期課程） ( 19 ) ( 0 ) ( 7 ) ( 0 ) (26) ( 0 ) ( 0 )

 国際関係研究科
  国際関係研究専攻

23 2 8 0 33 0 0

（博士前期課程） ( 23 ) ( 2 ) ( 8 ) ( 0 ) (33) ( 0 ) ( 0 )

　芸術専攻 35 0 0 0 35 0 16

（博士後期課程） ( 35 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (35) ( 0 ) ( 16 )

　舞台芸術専攻 6 2 0 0 8 0 10

（博士前期課程） ( 6 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (8) ( 0 ) ( 10 )

　音楽芸術専攻 7 2 0 0 9 0 8

（博士前期課程） ( 7 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (9) ( 0 ) ( 8 )

　造形芸術専攻 12 3 0 0 15 0 25

（博士前期課程） ( 12 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 25 )

　映像芸術専攻 22 3 0 0 25 0 15

（博士前期課程） ( 22 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (25) ( 0 ) ( 15 )

 芸術学研究科
　文芸学専攻

7 2 0 0 9 0 7

（博士前期課程） ( 7 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (9) ( 0 ) ( 7 )

　会計学専攻 11 0 0 0 11 0 1

（博士後期課程） ( 11 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 1 )

　経営学専攻 12 0 0 0 12 0 0

（博士後期課程） ( 12 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (12) ( 0 ) ( 0 )

　商学専攻 16 0 0 0 16 0 0

（博士後期課程） ( 16 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (16) ( 0 ) ( 0 )

　会計学専攻 11 0 0 0 11 0 1

（博士前期課程） ( 11 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 1 )

　経営学専攻 10 2 0 0 12 0 7

（博士前期課程） ( 10 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (12) ( 0 ) ( 7 )

 商学研究科
　商学専攻

13 2 0 0 15 0 3

（博士前期課程） ( 13 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 3 )

　経済学専攻 28 0 0 0 28 0 0

（博士後期課程） ( 31 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (31) ( 0 ) ( 0 )

 経済学研究科
　経済学専攻

41 11 1 0 53 0 15

（博士前期課程） ( 44 ) ( 11 ) ( 1 ) ( 0 ) (56) ( 0 ) ( 15 )

教
員
組
織
の
概
要

　まちづくり工学専攻 8 0 0 0 8 0 0

（博士後期課程） ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 0 )
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　情報工学専攻 8 8 0 0 16 0 0

（博士後期課程） ( 8 ) ( 8 ) ( 0 ) ( 0 ) (16) ( 0 ) ( 0 )

　生命応用化学専攻 9 5 0 0 14 0 0

（博士後期課程） ( 10 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 0 )

　電気電子工学専攻 8 7 0 0 15 0 0

（博士後期課程） ( 8 ) ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 0 )

　機械工学専攻 8 7 0 0 15 0 0

（博士後期課程） ( 8 ) ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 0 )

　建築学専攻 8 3 0 0 11 0 0

（博士後期課程） ( 9 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 0 )

　土木工学専攻 8 4 0 0 12 0 0

（博士後期課程） ( 8 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) (12) ( 0 ) ( 0 )

　情報工学専攻 8 8 0 0 16 0 1

（博士前期課程） ( 8 ) ( 8 ) ( 0 ) ( 0 ) (16) ( 0 ) ( 1 )

　生命応用化学専攻 9 5 0 0 14 0 0

（博士前期課程） ( 10 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 0 )

　電気電子工学専攻 8 7 0 0 15 0 1

（博士前期課程） ( 8 ) ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 1 )

　機械工学専攻 8 7 0 0 15 0 9

（博士前期課程） ( 8 ) ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 9 )

　建築学専攻 8 3 0 0 11 0 3

（博士前期課程） ( 9 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 3 )

 工学研究科
　土木工学専攻

6 6 0 0 12 0 2

（博士前期課程） ( 6 ) ( 6 ) ( 0 ) ( 0 ) (12) ( 0 ) ( 2 )

　数理情報工学専攻 10 0 0 0 10 0 0

（博士後期課程） ( 11 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 0 )

　マネジメント工学専攻 11 0 0 0 11 0 0

（博士後期課程） ( 11 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 0 )

　応用分子化学専攻 16 0 0 0 16 0 0

（博士後期課程） ( 14 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (14) ( 0 ) ( 0 )

　建築工学専攻 13 0 0 0 13 0 0

（博士後期課程） ( 13 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (13) ( 0 ) ( 0 )

　土木工学専攻 13 0 0 0 13 0 0

（博士後期課程） ( 12 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (12) ( 0 ) ( 0 )

　電気電子工学専攻 10 0 0 0 10 0 0

（博士後期課程） ( 10 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (10) ( 0 ) ( 0 )

　機械工学専攻 12 0 0 0 12 0 0

（博士後期課程） ( 13 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (13) ( 0 ) ( 0 )

　数理情報工学専攻 10 3 0 0 13 0 0

（博士前期課程） ( 11 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (14) ( 0 ) ( 0 )

　マネジメント工学専攻 11 2 0 0 13 0 0

（博士前期課程） ( 11 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 0 )

　応用分子化学専攻 17 5 0 0 22 0 0

（博士前期課程） ( 16 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 0 ) (21) ( 0 ) ( 0 )

　建築工学専攻 13 2 0 0 15 0 0

（博士前期課程） ( 13 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (16) ( 0 ) ( 0 )

　土木工学専攻 15 3 0 0 18 0 0

（博士前期課程） ( 14 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) (18) ( 0 ) ( 0 )

（博士前期課程） ( 10 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 0 )

 生産工学研究科
　機械工学専攻

12 3 0 0 15 0 0

（博士前期課程） ( 12 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (14) ( 0 ) ( 0 )

　量子理工学専攻 7 2 0 0 9 0 0

（博士後期課程） ( 6 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 1 ) (9) ( 0 ) ( 0 )

　電気電子工学専攻 10 3 0 0 13 0 0

　地理学専攻 7 0 0 0 7 0 0

（博士後期課程） ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 0 )

　数学専攻 10 3 0 0 13 0 0

（博士後期課程） ( 8 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 0 ) (13) ( 0 ) ( 0 )

　物理学専攻 11 0 0 0 11 0 0

（博士後期課程） ( 11 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 0 )

　物質応用化学専攻 13 0 0 0 13 0 0

（博士後期課程） ( 11 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 0 )

　情報科学専攻 8 0 0 0 8 0 0

（博士後期課程） ( 8 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) (9) ( 0 ) ( 0 )

　電子工学専攻 7 0 0 0 7 0 0

（博士後期課程） ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 0 )

　電気工学専攻 8 0 0 0 8 0 0

（博士後期課程） ( 8 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (8) ( 0 ) ( 0 )

　航空宇宙工学専攻 8 0 0 0 8 0 0

（博士後期課程） ( 7 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (7) ( 0 ) ( 0 )

　精密機械工学専攻 9 0 0 0 9 0 0

（博士後期課程） ( 10 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (10) ( 0 ) ( 0 )

　機械工学専攻 13 0 0 0 13 0 0

（博士後期課程） ( 13 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (13) ( 0 ) ( 0 )
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 法務研究科
　法務専攻

15 2 0 0 17 0 35

（専門職学位課程） ( 15 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (17) ( 0 ) ( 35 )

　総合社会情報専攻 9 3 0 0 12 0 12

（博士後期課程） ( 10 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (13) ( 0 ) ( 12 )

　人間科学専攻 6 4 0 0 10 0 8

（博士前期課程） ( 7 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) (11) ( 0 ) ( 8 )

　文化情報専攻 6 2 0 0 8 0 7

（博士前期課程） ( 6 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (8) ( 0 ) ( 7 )

 総合社会情報研究科
　国際情報専攻

6 3 0 0 9 0 13

（博士前期課程） ( 6 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) (9) ( 0 ) ( 13 )

 薬学研究科
　薬学専攻

27 5 5 0 37 0 4

（博士課程） ( 27 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 0 ) (37) ( 0 ) ( 4 )

 獣医学研究科
　獣医学専攻

21 4 3 0 28 0 0

（博士課程） ( 21 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 0 ) (28) ( 0 ) ( 0 )

　生物資源経済学専攻 9 5 0 0 14 0 0

（博士後期課程） ( 9 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 0 ) (14) ( 0 ) ( 0 )

　生物環境科学専攻 16 0 0 0 16 0 0

（博士後期課程） ( 16 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (16) ( 0 ) ( 0 )

　応用生命科学専攻 10 7 3 0 20 0 0

（博士後期課程） ( 10 ) ( 7 ) ( 3 ) ( 0 ) (20) ( 0 ) ( 0 )

　生物資源利用科学専攻 12 2 0 0 14 0 0

（博士後期課程） ( 12 ) ( 2 ) ( 0 ) ( 0 ) (14) ( 0 ) ( 0 )

　生物資源生産科学専攻 11 4 0 0 15 0 0

（博士後期課程） ( 11 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) (15) ( 0 ) ( 0 )

　生物資源経済学専攻 9 5 4 0 18 0 1

（博士前期課程） ( 9 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 0 ) (18) ( 0 ) ( 1 )

　生物環境科学専攻 16 4 5 0 25 0 1

（博士前期課程） ( 16 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 0 ) (25) ( 0 ) ( 1 )

　応用生命科学専攻 10 7 5 1 23 0 1

（博士前期課程） ( 10 ) ( 7 ) ( 5 ) ( 1 ) (23) ( 0 ) ( 1 )

　生物資源利用科学専攻 12 8 5 0 25 0 5

（博士前期課程） ( 12 ) ( 8 ) ( 5 ) ( 0 ) (25) ( 0 ) ( 5 )

 生物資源科学研究科
　生物資源生産科学専攻

11 13 7 0 31 0 1

（博士前期課程） ( 11 ) ( 13 ) ( 7 ) ( 0 ) (31) ( 0 ) ( 1 )

  松戸歯学研究科　歯学専攻 14 16 19 0 49 0 0

（博士課程） ( 17 ) ( 17 ) ( 20 ) ( 0 ) (54) ( 0 ) ( 0 )

  歯学研究科　歯学専攻 30 33 26 54 143 2 1

（博士課程） ( 31 ) ( 33 ) ( 28 ) ( 51 ) (143) ( 2 ) ( 1 )

　外科系 14 34 6 42 96 0 0

（博士課程） ( 14 ) ( 34 ) ( 6 ) ( 42 ) (96) ( 0 ) ( 0 )

　内科系 15 33 1 66 115 0 0

（博士課程） ( 15 ) ( 33 ) ( 1 ) ( 66 ) (115) ( 0 ) ( 0 )

　社会医学系 3 4 1 4 12 0 0

（博士課程） ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 4 ) (12) ( 0 ) ( 0 )

　病理系 4 6 2 8 20 0 0

（博士課程） ( 4 ) ( 6 ) ( 2 ) ( 8 ) (20) ( 0 ) ( 0 )

 医学研究科
　生理系

9 11 2 17 39 0 0

（博士課程） ( 9 ) ( 11 ) ( 2 ) ( 17 ) (39) ( 0 ) ( 0 )

27 ―

( 115 ) ( 194 ) ( 2 ) ―

計

合　　　　計
1460 457 111 196 2223

( 2255 )( 1478 ) ( 470 )

( 1457 ) 464 114 194 2227 2 ―

1441 451 110 196 2197 27 ―

 総合科学研究所
0 0 0 0 0 0 0

( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 1 )

 量子科学研究所
0 1 0 0 0 0 0

( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
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大学全体

危機管理学研究科
のみ

危機管理学部と合わせて
14,640千円

共用
　日本大学短期大学部
　
　日本大学医学部
　附属看護専門学校
　（収容定員240人）
   (面積基準860㎡）
　日本大学歯学部附属
　歯科技工専門学校
　（収容定員105人）
　 (面積基準455㎡）
　日本大学歯学部附属
　歯科衛生専門学校
　（収容定員120人）
　 (面積基準500㎡）
　日本大学松戸歯学部
　附属歯科衛生専門
　学校
　（収容定員120人）
   (面積基準500㎡）
　
  日本大学櫻丘高等
　学校
　（収容定員1,806人）
　日本大学三島高等
　学校
　（収容定員2,040人）

共用
　日本大学短期大学部
　
　日本大学医学部附属
　看護専門学校
　（収容定員240人）
   (面積基準860㎡）
　日本大学歯学部附属
　歯科技工専門学校
　（収容定員105人）
　 (面積基準455㎡）
　日本大学歯学部附属
　歯科衛生専門学校
　（収容定員120人）
　 (面積基準500㎡）
　日本大学松戸歯学部
　附属歯科衛生専門
　学校
　（収容定員120人）
   (面積基準500㎡）

大学全体

第１年次 第２年次

－　千円

点 点

561〔160〕　 27〔27〕　 723 6,961 7

　－　千円

資産運用収入，雑収入，寄付金　等

　－　千円

危機管理学部，ス
ポーツ科学部，大
学院スポーツ科学
研究科との共用分（27〔27〕） （7)

視聴覚資料 機械・器具 標本

（          0㎡） （          0㎡） （   3,080.95㎡）

108人 70人 178人

（64） （83）

（109） （70）

教室等

講義室 演習室 実験実習室

図書 学術雑誌

〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

情報処理学習施設 語学学習施設

2044室
62室

（補助職員3人）

12室

（補助職員3人）

室　　　数

40 室

921室 282室

専任教員研究室
新設学部等の名称

危機管理学研究科危機管理学専攻

図
書
・
設
備

（60,106〔9,275〕）

冊 種 〔うち外国書〕

危機管理学研究科
危機管理学専攻

68,588〔9,405〕　

（60,106〔9,275〕）

（179）

19人 64人 83人

（19）

専　　任 兼　　任 計

703人 1,852人1,149人

(1,156) (710) （1,866）

　－　千円 －　千円

　－　千円 －　千円

第５年次 第６年次

　－　千円 　－　千円

学生納付金以外の維持方法の概要

500千円 500千円 　－　千円

第３年次 第４年次

930千円 730千円

－　千円

　－　千円

設備購入費 500千円

第６年次

－　千円

500千円 　－　千円 －　千円

第４年次

－　千円 　－　千円 －　千円

0千円 　－　千円

200千円 　－　千円

（721) 6,936

723 6,961 7

（721) 6,936 （7)

収納可能冊数

561〔160〕　 27〔27〕　

（561〔160〕）

（561〔160〕） （27〔27〕）

4,575,960

体育館以外のスポーツ施設の概要

プール

第５年次

閲覧座席数

60,186.66㎡ 7,199

面積

43,044.5㎡ 武道場

開設前年度 第１年次 第２年次 第３年次区　分

新設学部等の名称

計

図書館

体育館

経費の
見積り
及び維
持方法
の概要

経費
の見
積り

学生１人当り
納付金

68,588〔9,405〕　

面積

教員１人当り研究費等 200千円

共同研究費等 0千円

図書購入費 500千円 500千円

点

16,355.03㎡ 1,070,540.11㎡

303,623.02㎡ 20,893.14㎡ 2,399,911.20㎡

共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

20,216.72㎡

0㎡ 95,657.70㎡

81,392.13㎡ 13,430.44㎡ 982,483.90㎡

285,875.65㎡ 20,893.14㎡ 2,304,253.50㎡

17,747.37㎡

校　　　舎

専　　用

1,033,968.36㎡

（   3,080.95㎡）

区　　　分

校舎敷地 1,109,823.38㎡

運動場用地 887,661.33㎡

小 計 1,997,484.71㎡

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

校
　
　
地
　
　
等

職　　　種

事務職員

技術職員

図書館専門職員

その他の職員

計

2,075,395.04㎡

7,462.70㎡ 1,321,769.60㎡

（1,320） （964） （2,284）

共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

204,483.52㎡

957人 2,268人

35人 120人 155人

（36） （120） （156）

1,311人

専　　用

その他 77,910.33㎡

合計
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既
設
大
学
等
の
状
況

総合基礎科学研究科
東京都世田谷区桜
上水3-25-40

地球情報数理科学専攻 2 12 － 24 修士(理学) 1.78 平成10年度

(博士前期課程)

(博士後期課程)

心理学専攻 3 3 － 9 博士(心理学) 0.33 昭和28年度

(博士後期課程)

教育学専攻 3 3 － 9 博士(教育学) 0.88 昭和36年度

(博士後期課程)

社会学専攻 3 3 － 9 博士(社会学) 0.00 昭和38年度

(博士後期課程)

ドイツ文学専攻 3 3 － 9 博士(文学) 0.00 昭和39年度

(博士後期課程)

英文学専攻 3 3 － 9 博士(文学) 0.11 昭和36年度

(博士後期課程)

中国学専攻 3 3 － 9 博士(文学) 0.00 昭和50年度

(博士後期課程)

国文学専攻 3 3 － 9 博士(文学) 0.33 昭和36年度

(博士後期課程)

外国史専攻 3 3 － 9 博士(文学) 0.00 昭和28年度

(博士後期課程)

日本史専攻 3 3 － 9 博士(文学) 0.66 昭和38年度

(博士後期課程)

哲学専攻 3 3 － 9 博士(文学) 0.33 昭和36年度

(博士前期課程)

心理学専攻 2 20 － 40 修士(心理学) 0.65 昭和26年度

(博士前期課程)

教育学専攻 2 10 － 20 修士(教育学) 1.35 昭和36年度

(博士前期課程)

社会学専攻 2 15 － 30 修士(社会学) 0.56 昭和29年度

(博士前期課程)

ドイツ文学専攻 2 5 － 10 修士(文学) 0.40 昭和39年度

(博士前期課程)

英文学専攻 2 20 － 40 修士(文学) 0.12 昭和26年度

(博士前期課程)

中国学専攻 2 10 － 20 修士(文学) 0.05 昭和48年度

(博士前期課程)

国文学専攻 2 15 － 30 修士(文学) 0.36 昭和26年度

(博士前期課程)

史学専攻 2 20 － 40 修士(文学) 0.25 昭和26年度

東京都世田谷区桜
上水3-25-40

哲学専攻 2 10 － 20 修士(文学) 0.25 昭和30年度

(博士前期課程)

(博士後期課程)

文学研究科

新聞学専攻 3 3 － 9 博士(新聞学) 0.11 平成25年度

(博士前期課程)

新聞学研究科 東京都千代田区神
田三崎町2-3-1新聞学専攻 2 10 － 20 修士(新聞学) 0.65 平成22年度

(博士後期課程)

政治学専攻 3 4 － 12 博士(政治学) 0.08 昭和30年度

(博士後期課程)

私法学専攻 3 4 － 12 博士(法学) 0.41 昭和28年度

(博士後期課程)

公法学専攻 3 4 － 12 博士(法学) 0.00 昭和29年度

(博士前期課程)
政治学専攻 2 15 － 30 修士(政治学) 0.36 昭和30年度

(博士前期課程)
私法学専攻 2 30 － 60 修士(法学) 0.51 昭和26年度

(博士前期課程)

東京都千代田区神
田三崎町2-3-1

法学研究科
公法学専攻 2 30 － 60 修士(法学) 0.34 昭和26年度

大学の名称

学部等の名称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

年 人 年次
人

人

日本大学

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

倍
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(博士前期課程)

電気工学専攻 2 35 － 70 修士(工学) 0.95 昭和26年度

(博士前期課程)

航空宇宙工学専攻 2 25 － 50 修士(工学) 1.54 昭和54年度

(博士前期課程)

精密機械工学専攻 2 25 － 50 修士(工学) 1.48 昭和54年度

(博士前期課程)

機械工学専攻 2 35 － 70 修士(工学) 1.12 昭和26年度

(博士前期課程)

まちづくり工学専攻 2 15 － 30 修士(工学) 0.59 平成29年度

(博士前期課程)

海洋建築工学専攻 2 30 － 60 修士(工学) 1.20 昭和54年度

(博士前期課程)

建築学専攻 2 50 － 100 修士(工学) 1.42 昭和48年度

(博士前期課程)

(博士前期課程) 千葉県船橋市習志
野台7-24-1交通システム工学専攻 2 20 － 40 修士(工学) 0.67 昭和54年度

理工学研究科 東京都千代田区神
田駿河台1-8-14土木工学専攻 2 40 － 80 修士(工学) 0.65 昭和48年度

(博士後期課程)

国際関係研究専攻 3 3 － 9 博士(国際関係) 0.22 平成８年度

(博士前期課程)

国際関係研究科 静岡県三島市文教
町2-31-145国際関係研究専攻 2 10 － 20 修士(国際学) 0.60 昭和58年度

(博士後期課程)

芸術専攻 3 8 － 24 博士(芸術学) 0.62 平成７年度

(博士前期課程)

舞台芸術専攻 2 10 － 20 修士(芸術学) 0.85 平成５年度

(博士前期課程)

音楽芸術専攻 2 10 － 20 修士(芸術学) 1.15 平成５年度

(博士前期課程)

造形芸術専攻 2 15 － 30 修士(芸術学) 2.16 平成５年度

(博士前期課程)

映像芸術専攻 2 20 － 40 修士(芸術学) 1.17 平成５年度

昭和26年度

(博士前期課程)

芸術学研究科 東京都練馬区旭丘
2-42-1文芸学専攻 2 20 － 40 修士(芸術学) 0.70

(博士後期課程)

会計学専攻 3 5 － 15 博士(商学) 0.06 昭和42年度

(博士後期課程)

経営学専攻 3 5 － 15 博士(商学) 0.13 昭和48年度

(博士後期課程)

商学専攻 3 3 － 9 博士(商学) 0.00 昭和38年度

(博士前期課程)

会計学専攻 2 30 － 60 修士(商学) 0.03 昭和42年度

(博士前期課程)

経営学専攻 2 30 － 60 修士(商学) 0.48 昭和46年度

(博士前期課程)

商学研究科 東京都世田谷区砧
5-2-1商学専攻 2 30 － 60 修士(商学) 0.41 昭和35年度

(博士後期課程)

経済学専攻 3 6 － 18 博士(経済学) 0.27 昭和51年度

(博士前期課程)

経済学研究科 東京都千代田区神
田三崎町1-3-2経済学専攻 2 30 － 60 修士(経済学) 0.88 昭和26年度

(博士後期課程)

(博士前期課程)

相関理化学専攻 3 2 － 6 博士(理学) 0.33 平成12年度

(博士後期課程)

相関理化学専攻 2 23 － 46 修士(理学) 1.47 平成10年度

地球情報数理科学専攻 3 2 － 6 博士(理学) 1.00 平成12年度
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(博士後期課程)

電気電子工学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.22 昭和47年度

(博士後期課程)

機械工学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.22 昭和47年度

(博士前期課程)

数理情報工学専攻 2 10 － 20 修士(工学) 1.40 昭和55年度

(博士前期課程)

マネジメント工学専攻 2 20 － 40 修士(工学) 0.87 昭和45年度

(博士前期課程)

応用分子化学専攻 2 20 － 40 修士(工学) 1.05 昭和45年度

(博士前期課程)

建築工学専攻 2 20 － 40 修士(工学) 1.92 昭和45年度

(博士前期課程)

土木工学専攻 2 20 － 40 修士(工学) 0.70 昭和45年度

(博士前期課程)

電気電子工学専攻 2 20 － 40 修士(工学) 0.90 昭和45年度

(博士前期課程)

生産工学研究科 千葉県習志野市泉
町1-2-1機械工学専攻 2 30 － 60 修士(工学) 1.15 昭和45年度

量子理工学専攻 3 5 － 15 博士(理学)
又は(工学)

0.00 平成６年度

(博士後期課程)

(博士後期課程)

地理学専攻 3 5 － 15 博士(理学) 0.33 昭和38年度

(博士後期課程)

数学専攻 3 5 － 15 博士(理学) 0.06 昭和38年度

(博士後期課程)

物理学専攻 3 5 － 15 博士(理学) 0.13 昭和38年度

物質応用化学専攻 3 7 － 21 博士(工学)
又は(理学)

0.28 昭和28年度

(博士後期課程)

情報科学専攻 3 4 － 12 博士(工学)
又は(理学)

0.00 平成６年度

(博士後期課程)

(博士後期課程)

電子工学専攻 3 5 － 15 博士(工学) 0.13 昭和54年度

(博士後期課程)

電気工学専攻 3 5 － 15 博士(工学) 0.20 昭和28年度

(博士後期課程)

航空宇宙工学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.33 昭和54年度

(博士後期課程)

精密機械工学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.33 昭和54年度

(博士後期課程)

機械工学専攻 3 4 － 12 博士(工学) 0.16 昭和28年度

(博士後期課程)

まちづくり工学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.22 令和元年度

(博士後期課程)

海洋建築工学専攻 3 5 － 15 博士(工学) 0.40 昭和54年度

(博士後期課程)

建築学専攻 3 5 － 15 博士(工学) 0.06 昭和48年度

(博士後期課程)

交通システム工学専攻 3 5 － 15 博士(工学) 0.20 昭和54年度

(博士後期課程)

土木工学専攻 3 5 － 15 博士(工学) 0.26 昭和48年度

量子理工学専攻 2 20 － 40 修士(理学)
又は(工学)

0.30 平成４年度

(博士前期課程)

(博士前期課程)

地理学専攻 2 20 － 40 修士(理学) 0.22 昭和38年度

(博士前期課程)

数学専攻 2 20 － 40 修士(理学) 0.62 昭和38年度

(博士前期課程)

物理学専攻 2 25 － 50 修士(理学) 1.16 昭和38年度

物質応用化学専攻 2 40 － 80 修士(工学)
又は(理学)

0.81 昭和26年度

(博士前期課程)

情報科学専攻 2 15 － 30 修士(工学)
又は(理学)

1.53 平成４年度

(博士前期課程)

(博士前期課程)

電子工学専攻 2 35 － 70 修士(工学) 0.72 昭和54年度
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（博士前期課程）

生物環境科学専攻 2 22 - 44 修士(生物資源科学) 0.33 平成12年度

（博士前期課程）

応用生命科学専攻 2 22 - 44 修士(生物資源科学) 1.29 平成12年度

（博士前期課程）

生物資源利用科学専攻 2 22 - 44 修士(生物資源科学) 0.65 平成12年度

（博士前期課程）

生物資源科学研究科 神奈川県藤沢市亀
井野1866生物資源生産科学専攻 2 27 - 54 修士(生物資源科学) 0.83 平成12年度

(博士課程)

歯学専攻 4 30 － 120 博士(歯学) 0.59 昭和52年度 栄町西2-870-1

松戸歯学研究科 千葉県松戸市

(博士課程)

歯学研究科 東京都千代田区神
田駿河台1-8-13歯学専攻 4 30 － 120 博士(歯学) 0.90 平成17年度

(博士課程)

外科系専攻 4 22 － 88 博士(医学) 0.54 昭和31年度

(博士課程)

内科系専攻 4 16 － 64 博士(医学) 0.94 昭和31年度

(博士課程)

社会医学系専攻 4 8 － 32 博士(医学) 0.15 昭和31年度

(博士課程)

病理系専攻 4 6 － 24 博士(医学) 0.24 昭和31年度

(博士課程)

医学研究科 東京都板橋区大谷
口上町30-1生理系専攻 4 12 － 48 博士(医学) 0.16 昭和31年度

(博士後期課程)

情報工学専攻 3 2 － 6 博士(工学) 0.50 平成11年度

(博士後期課程)

生命応用化学専攻 3 2 － 6 博士(工学) 0.00 昭和47年度

(博士後期課程)

電気電子工学専攻 3 2 － 6 博士(工学) 0.16 昭和47年度

(博士後期課程)

機械工学専攻 3 2 － 6 博士(工学) 0.16 昭和47年度

(博士後期課程)

建築学専攻 3 2 － 6 博士(工学) 0.50 昭和47年度

(博士後期課程)

土木工学専攻 3 2 － 6 博士(工学) 0.50 昭和47年度

(博士前期課程)

情報工学専攻 2 25 － 45 修士(工学) 1.52 平成９年度

(博士前期課程)

生命応用化学専攻 2 30 － 50 修士(工学) 1.15 昭和45年度

(博士前期課程)

電気電子工学専攻 2 20 － 40 修士(工学) 0.65 昭和45年度

(博士前期課程)

機械工学専攻 2 25 － 55 修士(工学) 1.00 昭和45年度

(博士前期課程)

建築学専攻 2 20 － 50 修士(工学) 0.84 昭和45年度

(博士前期課程)

工学研究科 福島県郡山市田村
町徳定字中河原１土木工学専攻 2 20 － 40 修士(工学) 0.70 昭和45年度

(博士後期課程)

数理情報工学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.55 昭和55年度

(博士後期課程)

マネジメント工学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.55 昭和47年度

(博士後期課程)

応用分子化学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.00 昭和47年度

(博士後期課程)

建築工学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.00 昭和47年度

(博士後期課程)

土木工学専攻 3 3 － 9 博士(工学) 0.55 昭和47年度
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数学科 4 73 － 292 〃 1.02 昭和33年度

地球科学科 4 80 － 320 学士(理学) 1.00 昭和36年度

地理学科 4 80 － 320 学士(地理学) 1.00 昭和33年度

心理学科 4 130 － 520 学士(心理学) 1.06 昭和33年度

体育学科 4 200 － 800 学士(体育学) 1.02 昭和37年度

教育学科 4 120 － 480 学士(教育学) 1.02 昭和33年度

社会福祉学科 4 60 － 240 学士(社会福祉学) 0.96 平成２５年度

社会学科 4 210 － 840 学士(社会学) 1.02 昭和33年度

ドイツ文学科 4 80 － 320 〃 0.97 昭和34年度

英文学科 4 133 － 532 〃 1.00 昭和33年度

中国語中国文化学科 4 70 － 280 〃 0.99 昭和33年度

史学科 4 133 － 532 〃 1.04 昭和33年度

国文学科 4 133 － 532 〃 1.04 昭和33年度

文理学部 東京都世田谷区桜
上水3-25-40

哲学科 4 88 － 352 学士(文学) 1.01 昭和33年度

計 － 200 － 800 － 1.02 －

法律学科 4 200 － 800 学士(法学) 1.02 昭和24年度

第二部 東京都千代田区神
田三崎町2-3-1

法  学  部

計 － 1,533 － 6,132 － 1.02 －

公共政策学科 4 250 － 1,000 〃 0.98 昭和39年度

経営法学科 4 200 － 800 〃 1.02 昭和39年度

新聞学科 4 200 － 800 〃 1.06 昭和24年度

政治経済学科 4 350 － 1,400 〃 1.00 昭和24年度

法  学  部 東京都千代田区神
田三崎町2-3-1法律学科 4 533 － 2,132 学士(法学) 1.04 昭和24年度

合 計 1,801 － 4,153 － － － －

計 ( 専 門 職 ) 60 － 180 － － － －

計 ( 博 士 ・ 博 士 後 期 ) 356 － 1,203 － － － －

計 ( 修 士 ・ 博 士 前 期 ) 1,385 － 2,770 － － － －

（専門職学位課程）

法務研究科 東京都千代田区神
田三崎町2-2-3法務専攻 3 60 － 180 法務博士(専門職) 0.64 平成16年度

（博士後期課程）

総合社会情報専攻 3 9 － 27 博士(総合社会文化) 0.99 平成15年度

(博士前期課程)

人間科学専攻 2 30 － 60 修士(人間科学) 1.04 平成11年度

(博士前期課程)

文化情報専攻 2 30 － 60 修士(文化情報) 0.71 平成11年度

(博士前期課程)

東京都千代田区九
段南4-8-28

国際情報専攻 2 30 － 60 修士(国際情報) 0.39 平成11年度

総合社会情報研究科

　　　　　　(博士課程)

薬学研究科 千葉県船橋市習志
野台7-7-1薬学専攻 4 5 － 20 博士(薬学) 1.00 平成2４年度

　　　　　　(博士課程)

獣医学研究科 神奈川県藤沢市亀
井野1866獣医学専攻 4 6 － 24 博士(獣医学) 0.83 昭和30年度

（博士後期課程）

生物資源経済学専攻 3 5 - 15 博士(生物資源科学) 0.00 平成12年度

（博士後期課程）

生物環境科学専攻 3 5 - 15 博士(生物資源科学) 0.26 平成12年度

（博士後期課程）

応用生命科学専攻 3 5 - 15 博士(生物資源科学) 0.26 平成12年度

（博士後期課程）

生物資源利用科学専攻 3 5 - 15 博士(生物資源科学) 0.20 平成12年度

（博士後期課程）

生物資源生産科学専攻 3 6 - 18 博士(生物資源科学) 0.38 平成12年度

（博士前期課程）

生物資源経済学専攻 2 22 - 44 修士(生物資源科学) 0.27 平成12年度
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危機管理学部

危機管理学科

スポーツ科学部

　 競技スポーツ学科

マネジメント工学科 4 176 － 704 〃 1.04 昭和41年度

応用分子化学科 4 176 － 704 〃 1.02 昭和41年度

建築工学科 4 198 － 792 〃 1.04 昭和41年度

電気電子工学科 4 176 － 704 〃 1.03 昭和41年度 千葉県習志野市新
栄2-11-1土木工学科 4 198 － 792 〃 1.02 昭和41年度

生産工学部 千葉県習志野市泉
町1-2-1機械工学科 4 198 － 792 学士(工学) 1.04 昭和41年度

計 － 2,030 － 8,120 － 1.02 －

数学科 4 100 － 400 〃 1.15 昭和34年度

物理学科 4 140 － 560 学士(理学) 1.01 昭和33年度

物質応用化学科 4 200 － 800 〃 0.97 昭和33年度

応用情報工学科 4 100 － 400 〃 1.15 平成25年度

電子工学科 4 100 － 400 〃 0.98 昭和53年度

電気工学科 4 160 － 640 〃 1.06 昭和33年度

航空宇宙工学科 4 120 － 480 〃 0.93 昭和53年度

精密機械工学科 4 140 － 560 〃 1.03 昭和37年度

機械工学科 4 160 － 640 〃 0.98 昭和33年度

まちづくり工学科 4 100 － 400 〃 1.01 平成25年度

海洋建築工学科 4 120 － 480 〃 1.04 昭和53年度

昭和33年度

交通システム工学科 4 120 － 480 〃 0.99 昭和37年度 千葉県船橋市習志
野台7-24-1建築学科 4 250 － 1,000 〃 1.07 昭和33年度

4 300 1,200 学士(体育学) 1.04

理工学部 東京都千代田区神
田駿河台1-8-14土木工学科 4 220 － 880 学士(工学) 0.99

平成28年度 東京都世田谷区下
馬3-34-1

4 300 1,200 学士(危機管理学) 1.04 平成28年度 東京都世田谷区下
馬3-34-1

計 300 1,200 － 1.04

計 － 666 － 2,664 － 0.99 －

計 300 1,200 － 1.04

－

－

－ －

国際教養学科 4 283 － 1,132 〃 1.00 平成23年度

国際関係学部 静岡県三島市文教
町2-31-145

国際総合政策学科 4 383 － 1,532 学士(国際関係) 0.98 平成23年度

計 － 866 － 3,464 － 1.04 －

デザイン学科 4 100 － 400 〃 1.03 平成８年度

放送学科 4 120 － 480 〃 1.04 昭和35年度

演劇学科 4 126 － 504 〃 1.05 昭和25年度

文芸学科 4 120 － 480 〃 1.04 昭和24年度

音楽学科 4 90 － 360 〃 1.03 昭和24年度

映画学科 4 150 － 600 〃 1.05 昭和24年度

美術学科 4 60 － 240 〃 1.01 昭和24年度

芸術学部 東京都練馬区旭丘
2-42-1写真学科 4 100 － 400 学士(芸術) 1.05 昭和24年度

計 － 1,266 － 5,064 － 1.00 －

会計学科 4 250 － 1,000 〃 1.01 昭和39年度

経営学科 4 350 － 1,400 〃 1.00 昭和39年度

商 学 部 東京都世田谷区砧
5-2-1商業学科 4 666 － 2,664 学士(商学) 1.00 昭和32年度

計 － 1,566 － 6,264 － 1.03 －

金融公共経済学科 4 200 － 800 〃 0.93 平成22年度

産業経営学科 4 450 － 1,800 〃 1.05 昭和39年度

経済学部 東京都千代田区神
田三崎町1-3-2

経済学科 4 916 － 3,664 学士(経済学) 1.03 昭和24年度

計 － 1,900 － 7,600 － 1.01 －

化学科 4 90 － 360 〃 1.01 昭和37年度

生命科学科 4 70 － 280 〃 1.03 平成16年度

物理学科 4 70 － 280 〃 0.96 昭和33年度

情報科学科 4 80 － 320 〃 1.05 昭和37年度

－

－－ －
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令和４年度入学定員増（10人）

令和４年度入学定員増（10人）

令和４年度入学定員減（30人）

令和４年度入学定員増（10人）

令和４年度のみ臨時入学定員増（5人）

４年制学科

6年制学科

志野台7-24-1

建築・生活デザイン学科 2 110 － 220 短期大学士(工学) 1.01 昭和25年度 千葉県船橋市習

食物栄養学科 2 100 － 200 短期大学士(栄養学) 0.86 昭和37年度

教町2-31-145

備    考   

ビジネス教養学科 2 100 － 200 短期大学士(商経学) 0.80 昭和25年度 静岡県三島市文

合計 9,000 － 36,000

大学の名称 日  本  大  学  短  期  大  学  部 

学部等の名称
修業
年限

入学
定員

編入学
定   員

収 容
定 員

学位又
は称号

定　員
超過率

開   設
年   度

所  在  地

　商学部 4 1,500 － 6,000 学士(商学) 0.14 昭和32年度

　経済学部 4 1,500 － 6,000 学士(経済学) 0.08 昭和25年度

東京都千代田区九
段南4-8-28　文理学部 4 3,000 － 12,000 学士(文学) 0.10 昭和25年度

（通信教育部）

　法 学 部 4 3,000 － 12,000 学士(法学) 0.04 昭和25年度

合計(第一部・第二部)
－ 15,341 0 62,857 － － － －

合計(第二部)
－ 200 － 800 － － － －

合計(第一部)
－ 15,141 0 62,057 － － － －

計 － 244 － 1,464 － 1.07 －

薬 学 部 千葉県船橋市習志
野台7-7-1薬学科 6 244 － 1,464 学士(薬学) 1.07 平成18年度

計 120 － 720 1.05

獣医学科 6 120 － 720 学士(獣医学) 1.05 平成８年度

くらしの生物学科 4 80 － 320 〃 1.02 平成27年度

計 － 1,400 － 5,600 － 1.04 －

応用生物科学科 4 126 － 504 〃 1.06 平成８年度

国際地域開発学科 4 130 － 520 〃 1.05 平成８年度

食品生命学科 4 136 － 544 〃 1.07 平成８年度

生物環境工学科 4 130 － 520 〃 0.95 平成８年度

海洋生物資源科学科 4 136 － 544 〃 1.07 平成８年度

森林資源科学科 4 130 － 520 〃 1.02 平成８年度

食品ビジネス学科 4 136 － 544 〃 1.06 平成８年度

動物資源科学科 4 136 － 544 〃 1.03 平成８年度

生命化学科 4 130 － 520 〃 1.04 平成８年度

生物資源科学部 神奈川県藤沢市亀
井野1866生命農学科 4 130 － 520 学士(生物資源学) 1.03 平成８年度

計 － 130 － 780 － 0.90 －

松戸歯学部 千葉県松戸市栄町
西2-870-1

歯学科 6 130 － 780 学士(歯学) 0.90 昭和51年度

計 － 130 － 780 － 0.98 －

歯 学 部 東京都千代田区神
田駿河台1-8-13

歯学科 6 130 － 780 学士(歯学) 0.98 昭和27年度

計 － 120 － 725 － 0.99 －

医 学 部 東京都板橋区大谷
口上町30-1

医学科 6 120 － 725 学士(医学) 0.99 昭和27年度

計 － 1,030 － 4,120 － 1.00 －

情報工学科 4 190 － 730 〃 1.06 平成５年度

生命応用化学科 4 130 － 610 〃 0.73 昭和24年度

電気電子工学科 4 180 － 720 〃 1.08 昭和24年度

機械工学科 4 180 － 720 〃 0.95 昭和24年度

建築学科 4 190 － 730 〃 1.10 昭和24年度

工 学 部 福島県郡山市田村
町徳定字中河原１

土木工学科 4 160 － 610 学士(工学) 1.06 昭和24年度

計 － 1,540 － 6,160 － 1.03 －

創生デザイン学科 4 132 － 528 〃 1.03 平成21年度

環境安全工学科 4 132 － 528 〃 1.04 平成21年度

数理情報工学科 4 154 － 616 〃 1.03 昭和41年度

－ － －

－ － － －
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ものづくり・サイエンス総合学科 2 70 － 140 短期大学士(工学)又は(理学)

合計 － 380 － 760 － － － －

1.10 昭和25年度

名　　称　総合体育館
目　　的　文理学部体育学科附属施設
所 在 地　東京都世田谷区桜上水三丁目25番40
設置年月　昭和53年6月
規 模 等　土地 3,631.20㎡　建物 5,231.65㎡

名　　称　第２体育館
目　　的　文理学部体育学科附属施設
所 在 地　東京都世田谷区桜上水三丁目25番40
設置年月　昭和39年6月
規 模 等　土地 985.38㎡　建物 1,568.20㎡

名　　称　文理学部新体育館
目　　的　文理学部体育学科附属施設
所 在 地　東京都世田谷区桜上水三丁目25番40
設置年月　令和4年3月
規 模 等　土地 1706.36㎡　建物 2,720.06㎡

名　　称　百周年記念館
目　　的　文理学部体育学科附属施設
所 在 地　東京都世田谷区桜上水三丁目25番40
設置年月　平成13年11月
規 模 等　土地 14,189.48㎡　建物 2,750.38㎡

名　　称　日本大学板橋病院
目　　的　医学部附属施設
所 在 地　東京都板橋区大谷口上町30番1
設置年月　昭和45年5月
規 模 等　土地 5,700.15㎡　建物 42,160.52㎡

名　　称　日本大学病院
目　　的　病院
所 在 地　千代田区神田駿河台一丁目６番２７
設置年月　平成26年8月
規 模 等　土地 2,796.38㎡　　建物 29,817.49㎡

名　　称　歯科病院
目　　的　歯学部附属施設
所 在 地　東京都千代田区神田駿河台一丁目8番13
設置年月　昭和39年11月
規 模 等　土地 1,613.05㎡　建物 5,724.44㎡

名　　称　本館
目　　的　歯学部附属施設
所 在 地　東京都千代田区神田駿河台一丁目8番13
設置年月　令和3年10月（予定）
規 模 等　土地 3,169.54㎡（予定）　建物 6,055.72㎡（予定）

名　　称　新病院棟
目　　的　松戸歯学部附属施設
所 在 地　千葉県松戸市栄町西二丁目870番1
設置年月　平成18年1月
規 模 等　土地 2,830.71㎡　建物 9,716.42㎡

名　　称　長万部演習林
目　　的　生物資源科学部附属施設
所 在 地　北海道山越郡長万部町字栗岡162番1ほか
設置年月　昭和17年9月
規 模 等　土地 295,927.00㎡

名　　称　八雲演習林
目　　的　生物資源科学部附属施設
所 在 地　北海道山越郡八雲町字富咲29ほか
設置年月　昭和22年8月
規 模 等　土地 24,102,214.61㎡　建物 168.56㎡

名　　称　水上演習林
目　　的　生物資源科学部附属施設
所 在 地　群馬県利根郡みなかみ町夜後字須野小沢23番1ほか
設置年月　昭和23年10月
規 模 等　土地 1,570,959.34㎡　建物 1,585.29㎡

名　　称　君津演習林
目　　的　生物資源科学部附属施設
所 在 地　千葉県君津市大字大坂字小坂沢1161番2ほか
設置年月　昭和41年10月
規 模 等　土地 316,772.00㎡

名　　称　藤沢・農牧場
目　　的　生物資源科学部附属施設
所 在 地　神奈川県藤沢市亀井野1866ほか
設置年月　昭和15年8月
規 模 等　土地 238,354.58㎡　建物 4,784.58㎡

名　　称　藤沢・演習林
目　　的　生物資源科学部附属施設
所 在 地　神奈川県藤沢市亀井野1866ほか
設置年月　昭和15年8月
規 模 等　土地 17,006.81㎡　建物  108.92㎡

附属施設の概要
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６　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

（注）

１　共同学科等の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「教員組

　織の概要」の「新設分」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

２　「教員組織の概要」の「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

３　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合

　は，「教育課程」，「教室等」，「専任教員研究室」，「図書・設備」，「図書館」及び「体育館」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

４　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室等」，「専任教員研究室」，

　「図書・設備」，「図書館」，「体育館」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

名　　称　家畜病院
目　　的　生物資源科学部附属施設
所 在 地　神奈川県藤沢市亀井野1866ほか
設置年月　平成7年4月
規 模 等　土地 1,786.49㎡　建物 6,408.72㎡

名　　称　すざき２世
目　　的　生物資源採集船
所 在 地　静岡県下田市須崎字池ノ段1237番1
設置年月　平成5年6月
規 模 等　強化プラスチック　９.１トン

名　　称　薬草園
目　　的　薬学部附属施設
所 在 地　千葉県船橋市習志野台七丁目3番
設置年月　昭和63年4月
規 模 等　土地 12,071.00㎡　建物 277.85㎡
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1前 2 〇 1 2 オムニバス

1後 2 〇 兼1

1前 2 〇 2 2 オムニバス

1前※ 2 〇 3 1
オムニバ
ス，メディ
ア ※集中

1前※ 2 〇 2
オムニバス
※集中

－ 8 2 5 2 0 0 0 兼1

1前 2 〇 1

1後 2 〇 兼1

1後 2 〇 1

1前 2 〇 1 兼1 オムニバス

1後 2 〇 1

1後 2 〇 1

－ 12 4 1 0 0 0 兼2

2前 2 〇 1

2前 2 〇 1

2前 2 〇 1

2前 2 〇 1

2前 2 〇 1

2前 2 〇 1

2前 2 〇 兼1

2前 2 〇 1

2前 2 〇 兼1

2前 2 〇 兼1

2前 2 〇 1

2前 2 〇 1

2前 2 〇 1

2前 2 〇 ※ 1 ※演習併用

2前 2 〇 ※ 兼1 ※演習併用

2前 2 〇 ※ 1 ※演習併用

2前 2 〇 ※ 1 ※演習併用

－ 34 9 3 0 0 0 兼3

1前 1 〇 11 3

1後 1 〇 11 3

2前 1 〇 11 3

2後 1 〇 11 3

－ 4 11 3 0 0 0

－

－ 12 48 13 3 0 0 0 兼4

学位又は称号 修士（危機管理学） 学位又は学科の分野 法学関係

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

必修科目12単位，コア講義科目の選択科目から８単位以上，発展講義科
目から12単位以上（ただし，実務コースは実務特講のうちから６単位を
選択必修とする。）の合計32単位以上を修得し，かつ，修士論文の審査
及び最終試験に合格すること

１学年の学期区分 ２　期

１学期の授業期間 　１５　週

１時限の授業時間 ９０　分

学位論文 － －

合計（32科目） －

小計（17科目） －

統
合
演
習
科
目

危機管理学研究演習Ⅰ

危機管理学研究演習Ⅱ

危機管理学研究演習Ⅲ

危機管理学研究演習Ⅳ

小計（4科目） －

災害救援・官民協力特講

コンプライアンス実務特講

レピュテーションリスク実務特講

国際人道支援実務特講

地域防災連携実務特講

ロジスティクス法特講

企業広報特講

社会安全・治安維持特講

犯罪・刑事司法特講

テロリズム対策特講

情報戦略特講

防災・減災政策特講

リスク心理特講

企業リスクマネジメント特講

リスクファイナンス法特講

リーガルマインド

小計（5科目） －

講
義
科
目

コ
ア
科
目

危機管理法制１（企業・取引）

危機管理法制２（企業・組織）

危機管理法制３（企業・経済）

危機管理法制４（行政・国家）

危機管理法制５（行政・地域）

危機管理法制６（行政・国際）

小計（6科目） －
発
展
科
目

リスクコミュニケーション特講

リスク・政策分析特講

授業科目の名称

基
盤
科
目

危機管理学方法論１（リスクリテラシー）

危機管理学方法論２（比較研究・外書）

アカデミック・ライティング＆リサーチ

研究倫理

別記様式第２号（その２の１）

授業形態単位数 専任教員等の配置

科目
区分

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

配当年次

（危機管理学研究科危機管理学専攻（M））

教 育 課 程 等 の 概 要

備考
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　考に係るものを含む。）についても作成すること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

（注）

　門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関する基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二
備

　ようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可
を　受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受
け

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通
信　教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与する学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等
専

５　「授業形態」の欄は，各授業科目について，該当する授業形態の欄に「○」を記入すること。ただし，専門職大学等又は専門
職
　学科を設ける大学若しくは短期大学の授業科目のうち，臨地実務実習については「実験・実習」の欄に「臨」の文字を，連携実務

　演習等については「演習」又は「実験・実習」の欄に「連」の文字を記入すること。

６　課程を前期課程及び後期課程に区分する専門職大学若しくは専門職大学の学部等を設置する場合又は前期課程及び後期課程に区

　分する専門職大学の課程を設置し，若しくは変更する場合は，次により記入すること。

　　　方法を併記すること。

　（１）各科目区分における「小計」の欄及び「合計」の欄には，当該専門職大学の全課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教

　　　員等の配置」に加え，前期課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教員等の配置」を併記すること。

　（２）「学位又は称号」の欄には，当該専門職大学を卒業した者に授与する学位に加え，当該専門職大学の前期課程を修了した者

　　　に授与する学位を併記すること。

　（３）「卒業・修了要件及び履修方法」の欄には，当該専門職大学の卒業要件及び履修方法に加え，前期課程の修了要件及び履修
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別記様式第２号（その２の１）

必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

憲法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 3

憲法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 3

行政法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 3 兼1

行政法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 3 兼1

地方自治法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

地方自治法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

税法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 2

税法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 2

国際法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

国際法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

刑法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 1 兼2

刑法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1 1 兼2

刑事訴訟法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

刑事訴訟法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

刑事政策特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

刑事政策特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

労働法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼2

労働法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼2

独占禁止法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

独占禁止法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

社会保障法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼2

社会保障法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼2

裁判法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

裁判法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

法哲学特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

法哲学特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

法思想史特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

法思想史特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

法史学特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

法史学特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

英米法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

英米法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

独法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

独法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

仏法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

仏法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

外国公法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼2

外国公法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼2

－ 0 76 0 11 2 兼14

公法学特論Ⅰ 1・2前・後 2 ○

公法学特論Ⅱ 1・2前・後 2 ○

公法学特論Ⅲ 1・2前・後 2 ○ 1

公法学特論Ⅳ 1・2前・後 2 ○ 1

－ 0 8 0 1

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（法学研究科公法学専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

Ⅰ
類

小計（38科目） －

Ⅱ
類

小計（4科目） －
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法律学原書研究Ⅰ(英) 1・2前・後 1 ○ 1 兼2

法律学原書研究Ⅱ(英) 1・2前・後 1 ○ 1 兼2

法律学原書研究Ⅰ(独) 1・2前・後 1 ○ 兼1

法律学原書研究Ⅱ(独) 1・2前・後 1 ○ 兼1

法律学原書研究Ⅰ(仏) 1・2前・後 1 ○ 兼1

法律学原書研究Ⅱ(仏) 1・2前・後 1 ○ 兼1

法律学原書研究Ⅰ(中) 1・2前・後 1 ○

法律学原書研究Ⅱ(中) 1・2前・後 1 ○

－ 0 8 0 1 兼4

合同演習 1･2通 2 ○ 兼2 共同

専門演習 1～2通 4 ○ 13 2

学位論文

－ 4 2 0 13 2 兼2 －

－ 4 94 0 13 2 兼19 －

Ⅲ
類

小計（8科目） －

Ⅳ
類

小計（3科目） －

合計（５３科目） －

学位又は称号 　修士（法学） 学位又は学科の分野 　法学関係

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

《専門研究コース》
必修を含め，Ⅰ類から16単位以上及びⅢ類から２カ国語４単位以上，合計
30単位以上を修得しなければならない。
《総合研究コース》
必修を含め，Ⅰ類から16単位以上及びⅢ類から２単位以上，合計30単位以
上を修得しなければならない。
専門演習は２年間指導教授の指導を受けなければならない。

１学年の学期区分 ２学期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業時間 ９０分
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別記様式第２号（その２の１）

必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

民法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 4 兼2

民法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 4 兼2

商法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 6

商法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 6

民事訴訟法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 2

民事訴訟法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 2

国際私法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

国際私法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼2

国際取引法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

国際取引法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

特許・実用新案法特殊講義ⅠA 1・2前・後 2 ○ 1

特許・実用新案法特殊講義ⅠB 1・2前・後 2 ○ 1

特許・実用新案法特殊講義ⅡA 1・2前・後 2 ○ 1

特許・実用新案法特殊講義ⅡB 1・2前・後 2 ○ 1

意匠法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

意匠法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

商標法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

商標法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

著作権法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

著作権法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

不正競争防止法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

不正競争防止法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

知的財産条約特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

知的財産条約特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

独占禁止法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

独占禁止法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

国際経済法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

国際経済法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

経済行政法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

経済行政法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

労働法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

労働法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

金融法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

金融法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

社会保障法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

社会保障法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

英米法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

英米法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

独法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

独法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

仏法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

仏法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

外国私法特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

外国私法特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

－ 0 88 0 20 1 兼9

Ⅰ
類

小計（44科目） －

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（法学研究科私法学専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考
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知的財産実務特論ⅠA 1・2前・後 2 ○ 1

知的財産実務特論ⅠB 1・2前・後 2 ○ 1

知的財産実務特論ⅡA 1・2前・後 2 ○ 兼1

知的財産実務特論ⅡB 1・2前・後 2 ○ 兼1

知的財産政策特論Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

知的財産政策特論Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼2

知的財産ビジネス特論Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

知的財産ビジネス特論Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 2 兼1

知的財産ビジネス特論Ⅲ 1・2前・後 2 ○ 1 兼2

知的財産ビジネス特論Ⅳ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

知的財産ビジネス特論Ⅴ 1・2前・後 2 ○ 兼2

知的財産ビジネス特論Ⅵ 1・2前・後 2 ○ 兼3

－ 0 24 0 4 兼8

私法学特論Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

私法学特論Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

私法学特論Ⅲ 1・2前・後 2 ○ 兼1

私法学特論Ⅳ 1・2前・後 2 ○ 1

－ 0 8 0 2 兼1

法律学原書研究Ⅰ(英) 1・2前・後 1 ○ 2 兼1

法律学原書研究Ⅱ(英) 1・2前・後 1 ○ 2 兼1

法律学原書研究Ⅰ(独) 1・2前・後 1 ○ 兼1

法律学原書研究Ⅱ(独) 1・2前・後 1 ○ 兼1

法律学原書研究Ⅰ(仏) 1・2前・後 1 ○ 兼1

法律学原書研究Ⅱ(仏) 1・2前・後 1 ○ 兼1

法律学原書研究Ⅰ(中) 1・2前・後 1 ○

法律学原書研究Ⅱ(中) 1・2前・後 1 ○

－ 0 8 0 2 兼3

合同演習 1･2通 2 ○ 2 共同

専門演習 1～2通 4 ○ 21 1

学位論文

－ 4 2 0 21 1 －

－ 4 130 0 21 1 兼18 －

Ⅲ
類

小計（4科目） －

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

《専門研究コース》
必修を含め，Ⅰ類から16単位以上及びⅣ類から2カ国語4単位以上，合計30
単位以上を修得しなければならない。
《総合研究コース》
必修を含め，Ⅰ類から16単位以上及びⅣ類から2単位以上，合計30単位以上
を修得しなければならない。
《知的財産コース》
必修を含め，Ⅰ類の民法特殊講義Ⅰ・Ⅱ，民事訴訟法特殊講義Ⅰ・Ⅱ，特
許・実用新案法特殊講義ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB，意匠法特殊講義Ⅰ・Ⅱ，商
標法特殊講義Ⅰ・Ⅱ，著作権法特殊講義Ⅰ・Ⅱ，不正競争防止法特殊講義
Ⅰ・Ⅱ，知的財産条約特殊講義Ⅰ・Ⅱ，独占禁止法特殊講義Ⅰ・Ⅱから12
単位以上，Ⅱ類から12単位以上及びⅣ類から2単位以上，合計30単位以上を
修得しなければならない。

専門演習は２年間継続して履修しなければならない。

１学年の学期区分 ２学期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業時間 ９０分

合計（７１科目） －

学位又は称号 　修士（法学） 学位又は学科の分野 　法学関係

Ⅳ
類

小計（8科目） －

Ⅴ
類

小計（3科目） －

Ⅱ
類

小計（12科目） －
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別記様式第２号（その２の１）

必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

政治理論特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 2

政治理論特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 2

政治哲学特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

政治哲学特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

政治思想史特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

政治思想史特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

日本政治史特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

日本政治史特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

西洋政治史特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

西洋政治史特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

国際政治学特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

国際政治学特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

国際関係論特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

国際関係論特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

国際協力論特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

国際協力論特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

地域研究特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

地域研究特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

行政学特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

行政学特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1 兼1

地方自治論特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

地方自治論特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

政治過程論特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

政治過程論特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

公共政策論特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

公共政策論特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

政治機構論特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

政治機構論特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

財政学特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

財政学特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

経済政策特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1 兼2

経済政策特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1 兼2

社会政策特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○

社会政策特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○

社会保障特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 兼1

社会保障特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 兼1

公共経済学特殊講義Ⅰ 1・2前・後 2 ○ 1

公共経済学特殊講義Ⅱ 1・2前・後 2 ○ 1

－ 0 76 0 11 3 兼7

政治学特論Ⅰ 1・2前・後 2 ○

政治学特論Ⅱ 1・2前・後 2 ○

政治学特論Ⅲ 1・2前・後 2 ○

政治学特論Ⅳ 1・2前・後 2 ○

－ 0 8 0

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（法学研究科政治学専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

Ⅰ
類

小計（38科目） －

Ⅱ
類

小計（4科目） －
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公共政策論特論 1・2前・後 2 ※ 2 ○ 1
※公共政策
 コースのみ

公共経営論特論 1・2前・後 2 ○

地方自治論特論 1・2前・後 2 ○ 1

地方自治法特論 1・2前・後 2 ○

行政制度論特論 1・2前・後 2 ○ 1

行政組織論特論 1・2前・後 2 ○

地方財政論特論 1・2前・後 2 ○

－ 2 ※ 14 0 3
※公共政策
 コースのみ

政策管理特論 1・2前・後 2 ○ 兼1

政策評価特論 1・2前・後 2 ○ 兼1

政策法務特論 1・2前・後 2 ○

危機管理特論 1・2前・後 2 ○

人事管理特論 1・2前・後 2 ○ 兼1

公会計特論 1・2前・後 2 ○

－ 0 12 0 兼3

社会政策特論 1・2前・後 2 ○

社会保障特論 1・2前・後 2 ○ 兼1

経済政策特論 1・2前・後 2 ○ 兼1

地域政策特論 1・2前・後 2 ○ 1

財政政策特論 1・2前・後 2 ○

都市政策特論 1・2前・後 2 ○

環境政策特論 1・2前・後 2 ○ 兼1

政策研究特論 1・2前・後 2 ○ 兼1

－ 0 16 0 1 兼4

公共政策特殊演習 1・2前・後 2 ○ 1

公共政策実務演習 1・2前・後 2 ○ 兼1

公共政策合同演習 1・2前・後 2 ○

－ 0 6 0 1 兼1

政治学原書研究Ⅰ(英) 1・2前・後 1 ○ 1 兼1

政治学原書研究Ⅱ(英) 1・2前・後 1 ○ 1 兼1

政治学原書研究Ⅰ(独) 1・2前・後 1 ○ 1

政治学原書研究Ⅱ(独) 1・2前・後 1 ○ 1

政治学原書研究Ⅰ(仏) 1・2前・後 1 ○ 1

政治学原書研究Ⅱ(仏) 1・2前・後 1 ○ 1

政治学原書研究Ⅰ(中) 1・2前・後 1 ○

政治学原書研究Ⅱ(中) 1・2前・後 1 ○

－ 0 8 0 3 兼1

合同演習 1･2通 2 ○ 兼2 共同

専門演習 1～2通 4 ○ 10

学位論文

－ 4 2 0 10 兼2 －

－ 4 142 0 11 3 兼11 －

Ⅲ
類

小計（7科目） －

Ⅶ
類

小計（8科目） －

１５週

１時限の授業時間 ９０分

Ⅷ
類

小計（3科目） －

合計（７７科目） －

学位又は称号 　修士（政治学） 学位又は学科の分野 　法学関係

Ⅳ
類

小計（6科目） －

Ⅴ
類

小計（8科目） －

Ⅵ
類

小計（3科目） －

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

《専門研究コース》
必修を含め、Ⅰ類から16単位以上及びⅦ類から2カ国語4単位以上、合計30
単位以上を修得しなければならない。
《総合研究コース》
必修を含め、Ⅰ類から16単位以上及びⅦ類から2単位以上、合計30単位以上
を修得しなければならない。
《公共政策コース》
必修を含め、Ⅲ類・Ⅳ類・Ⅴ類・Ⅵ類からそれぞれ4単位以上、合計30単位
以上を修得しなければならない。

専門演習は2年間継続して履修しなければならない。

１学年の学期区分 ２学期

１学期の授業期間
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別記様式第２号（その２の１）

必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

政治理論特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 2

政治理論特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 2

政治哲学特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1

政治哲学特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1

政治思想史特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1

政治思想史特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1

日本政治史特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1

日本政治史特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1

西洋政治史特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1

西洋政治史特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1

国際政治学特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1 兼1

国際政治学特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1 兼1

国際関係論特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1 兼1

国際関係論特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1 兼1

国際協力論特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○

国際協力論特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○

地域研究特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1

地域研究特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1

行政学特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1 兼1

行政学特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1 兼1

地方自治論特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1

地方自治論特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1

政治過程論特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 兼1

政治過程論特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 兼1

公共政策論特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1

公共政策論特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1

政治機構論特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○

政治機構論特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○

財政学特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○

財政学特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○

経済政策特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1 兼2

経済政策特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1 兼2

社会政策特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○

社会政策特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○

社会保障特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 兼1

社会保障特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 兼1

公共経済学特殊講義Ⅰ 1前・後 2 ○ 1

公共経済学特殊講義Ⅱ 1前・後 2 ○ 1

－ 0 76 0 11 3 兼7

政治学特論Ⅰ 1前・後 2 ○

政治学特論Ⅱ 1前・後 2 ○

政治学特論Ⅲ 1前・後 2 ○

政治学特論Ⅳ 1前・後 2 ○

－ 0 8 0

Ⅰ
類

小計（38科目） －

Ⅱ
類

小計（4科目） －

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（法学研究科政治学専攻（１年コース））

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考
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公共政策論特論 1前・後 2 ○ 1

公共経営論特論 1前・後 2 ○

地方自治論特論 1前・後 2 ○ 1

地方自治法特論 1前・後 2 ○

行政制度論特論 1前・後 2 ○ 1

行政組織論特論 1前・後 2 ○

地方財政論特論 1前・後 2 ○

－ 2 12 0 3

政策管理特論 1前・後 2 ○ 兼1

政策評価特論 1前・後 2 ○ 兼1

政策法務特論 1前・後 2 ○

危機管理特論 1前・後 2 ○

人事管理特論 1前・後 2 ○ 兼1

公会計特論 1前・後 2 ○

－ 0 12 0 兼3

社会政策特論 1前・後 2 ○

社会保障特論 1前・後 2 ○ 兼1

経済政策特論 1前・後 2 ○ 兼1

地域政策特論 1前・後 2 ○ 1

財政政策特論 1前・後 2 ○

都市政策特論 1前・後 2 ○

環境政策特論 1前・後 2 ○ 兼1

政策研究特論 1前・後 2 ○ 兼1

－ 0 16 0 1 兼4

公共政策特殊演習 1前・後 2 ○ 1

公共政策実務演習 1前・後 2 ○ 兼1

公共政策合同演習 1前・後 2 ○

－ 0 6 0 1 兼1

政治学原書研究Ⅰ(英) 1前・後 1 ○ 1 兼1

政治学原書研究Ⅱ(英) 1前・後 1 ○ 1 兼1

政治学原書研究Ⅰ(独) 1前・後 1 ○ 1

政治学原書研究Ⅱ(独) 1前・後 1 ○ 1

政治学原書研究Ⅰ(仏) 1前・後 1 ○ 1

政治学原書研究Ⅱ(仏) 1前・後 1 ○ 1

政治学原書研究Ⅰ(中) 1前・後 1 ○

政治学原書研究Ⅱ(中) 1前・後 1 ○

－ 0 8 0 3 兼1

合同演習 1通 2 ○ 兼2 共同

専門演習 1通 4 ○ 10

学位論文

－ 4 2 0 10 兼2 －

－ 8 140 0 11 3 兼11 －

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

《１年コース》
必修を含め、Ⅲ類・Ⅳ類・Ⅴ類・Ⅵ類からそれぞれ4単位以上、合計30単位
以上を修得しなければならない。

１学年の学期区分 ２学期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業時間 ９０分

合計（７７科目） －

学位又は称号 　修士（政治学） 学位又は学科の分野 　法学関係

Ⅶ
類

小計（8科目） －

Ⅷ
類

小計（3科目） －

Ⅴ
類

小計（8科目） －

Ⅵ
類

小計（3科目） －

Ⅲ
類

小計（7科目） －

Ⅳ
類

小計（6科目） －
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別記様式第２号（その２の１）

必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

ジャーナリズム理論特殊研究 1・2前・後 2 ○ 2

メディア理論特殊研究 1・2前・後 2 ○ 2

ジャーナリズム制度（日本）特殊研究 1・2前・後 2 ○ 1

メディア制度（日本）特殊研究 1・2前・後 2 ○ 1

ジャーナリズム制度（外国）特殊研究 1・2前・後 2 ○ 1

メディア制度（外国）特殊研究 1・2前・後 2 ○ 1

ジャーナリズム史特殊研究 1・2前・後 2 ○ 1

メディア史特殊研究 1・2前・後 2 ○ 1

－ 0 16 0 4 1

政治ジャーナリズム論特殊講義 1･2通 4 ○ 兼1

政治コミュニケーション論特殊講義 1･2通 4 ○

世論・政治意識とメディア（日本）特殊講義 1･2通 4 ○ 兼1

世論・政治意識とメディア（外国）特殊講義 1･2通 4 ○

メディア社会論特殊講義 1･2通 4 ○ 1

メディア倫理特殊講義 1･2通 4 ○ 1

メディア法制特殊講義 1･2通 4 ○ 1

ジャーナリズム史（日本）特殊講義 1･2通 4 ○ 兼1

ジャーナリズム史（外国）特殊講義 1･2通 4 ○ 兼1

リスクコミュニケーション論特殊講義 1･2通 4 ○

比較ジャーナリズム論特殊講義 1･2通 4 ○ 兼1

国際コミュニケーション論特殊講義 1･2通 4 ○ 兼1

比較コミュニケーション政策論特殊講義 1･2通 4 ○ 兼1

中国メディア論特殊講義 1･2通 4 ○ 兼1

ウェブ・ジャーナリズム論特殊講義 1･2通 4 ○ 兼1

映像ジャーナリズム論特殊講義 1･2通 4 ○ 1

－ 0 64 0 3 兼7

文献研究（英） 1･2通 2 ○ 1

文献研究（独） 1･2通 2 ○

文献研究（仏） 1･2通 2 ○

文献研究（日） 1･2通 2 ○ 4 1

文献研究（中） 1･2通 2 ○ 兼1

－ 0 10 0 4 1 兼1

ジャーナリズム理論演習Ⅰ 1・2前・後 1 ○ 1

ジャーナリズム理論演習Ⅱ 1・2前・後 1 ○ 1

メディア理論演習Ⅰ 1・2前・後 1 ○ 1

メディア理論演習Ⅱ 1・2前・後 1 ○ 1

ジャーナリズム調査演習Ⅰ 1・2前・後 1 ○ 1

ジャーナリズム調査演習Ⅱ 1・2前・後 1 ○ 1

ジャーナリズム調査演習Ⅲ 1・2前・後 1 ○ 1

メディア調査演習Ⅰ 1・2前・後 1 ○

メディア調査演習Ⅱ 1・2前・後 1 ○

メディア調査演習Ⅲ 1・2前・後 1 ○ 1

－ 0 10 0 1 3

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（新聞学研究科新聞学専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

Ⅰ
類

小計（8科目） －

Ⅱ
類

小計（16科目） －

Ⅲ
類

小計（5科目） －

Ⅳ
類

小計（10科目） －

ｰ基本計画書ー26ｰ



専門演習（研究指導） 1～2通 4 ○ 7 3

学位論文

－ 4 0 0 7 3

－ 4 100 0 7 5 兼7 －

　修士（新聞学） 学位又は学科の分野 　法学関係，社会学・社会福祉学関係

Ⅴ
類

小計（2科目） －

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

Ⅰ類から4単位以上，Ⅱ類から4単位以上，Ⅲ類から2単位以上，Ⅳ類から演
習科目を4単位以上，Ⅴ類から4単位以上，合計30単位以上を修得しなけれ
ばならない。また，学位論文を提出して本大学院が行う学位論文本審査・
口述試問に合格すること。(履修科目の登録の上限：26単位（年間））

１学年の学期区分 ２学期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業時間 ９０分

合計（４１科目） －

学位又は称号
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

危機管理学方法論１
（リスクリテラシー）

危機管理の研究を行う上で，「危機」や「危機管理」に関わる事象と
はそもそもどのようなものか，それらを捉えるためにいかなる理論や
モデル，概念が用いられているのかを学ぶ必要がある。本講では，リ
スクマネジメント，リスクコミュニケーション，クライシスマネジメ
ント，クライシスコミュニケーションに関わる研究をレヴューしつ
つ，危機管理に関わる研究を支えてきた理論やモデル，概念等を学修
する。これらの研究プロセスを通じて，意欲・経験・適性の資質を確
認するとともに，学識・専門技能等の汎用的能力を開発することを目
的とする。
オムニバス（全15回）
（４ 福田　充／５回）
　「危機」に関わる事象及び「危機」に関わる事象の発生時に行われ
るクライシスマネジメントとクライシスコミュニケーションを捉える
ための理論やモデル，概念等を教授する。
（13 宮脇　健／５回）
　「危機」に関わる事象がリスクとして存在している平常時に行われ
るリスクコミュニケーションを捉えるための理論やモデル，概念等を
教授する。
（14 山下　博之／５回）
　「危機」に関わる事象がリスクとして存在している平常時に行われ
るリスクマネジメントを捉えるための理論やモデル，概念等を教授す
る。

オムニバス

危機管理学方法論２
（比較研究・外書）

本講では，危機管理学の研究を進める上での基礎となる，外国語で書
かれた原典の読解についての基礎的スキルを，法学又は危機管理学に
関するベーシックな文献を素材とし，比較制度，文化等の文脈を含め
て開発する。日本語の制約を超え，獲得できる知識の範囲を拡げ，高
度な危機管理学研究につなげる。これらの研究プロセスを通じて，意
欲・経験・適性の資質を確認するとともに，学識・専門技能等の汎用
的能力を開発することを目的とする。

アカデミック・
ライティング＆リサーチ

本講では，危機管理学の研究を進める上で不可欠な，危機管理学研究
の基盤となる研究手法の基礎を総括的に把握するとともに，研究に対
する根本的姿勢として，問を立て，その問を分解し解明する技術を修
得する。具体的には，リサーチデザインの設定を理解したうえで，定
量的な分析（比較を含めた事例研究，歴史研究）や定性的な分析方法
（計量的な方法）といった基礎的な研究手法を体系的に把握すること
により，そのリサーチデザインに基づき，因果関係の特定もしくは論
点の抽出の技法を獲得する。そのため，担当教員の専門に基づく危機
管理に関連する多様な研究テーマを題材にしながらオムニバス形式で
実施する。これらの研究プロセスを通じて，意欲・経験・適性の資質
を確認するとともに，学識・専門技能等の汎用的能力を開発すること
を目的とする。
（10　先﨑　彰容／４回）
　危機管理の歴史的な研究を行うために必要な一次資料の収集，収集
した資料の解読，分析の技法を教授する。論文を書く上での基本的な
手法も併せて教授する。
（12　木村　敦／３回）
　危機管理に関わる様々なデータの理解，収集，解析するための方法
について主にビックデータを用いながら教授する。
（13　宮脇　健／４回）
　危機管理に関わる事例に基づき，調査の立案，計画，方法，実施の
一連の過程について教授する。
（14　山下　博之／４回）
　危機管理に関わる事例研究を行うための方法について教授する。特
にフィールドワークやヒアリングの手法についての技法を修得させ
る。

オムニバス

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（危機管理学研究科危機管理学専攻(M)）

科目
区分

基盤科目

基盤科目

基盤科目
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研究倫理

本講では，危機管理学の研究を進める上で不可欠な，学術研究におけ
る公正の確保と責任ある研究活動の在り方について，基礎的な知識を
修得する。研究者が担う基本的な責任の意義を，ねつ造，改ざん，盗
用，利益相反ほか研究倫理にかかわる様々な事例，論点を踏まえ，異
なる学問的バックグラウンドの知見から多角的に理解するために，オ
ムニバス形式とする。これらの研究プロセスを通じて，意欲・経験・
適性の資質を確認するとともに，学識・専門技能等の汎用的能力を開
発することを目的とする。なお，本講はメディア授業とする。
（9　永沼　淳子／３回）
　人文社会科学における研究公正について教授する。
（10　先﨑　彰容／４回）
　現代社会における科学や技術の意義，研究倫理の基本姿勢を教授す
る。
（12　木村　敦／４回）
　研究ノートとデータ管理，オーサーシップと出版の倫理，共同研究
について教授する。
（13　宮脇　健／４回）
　研究計画のあり方，研究対象者保護の基本について教授する。

オムニバス

リーガルマインド

危機管理学の研究を進める上で不可欠な，法律学の知識及び技法を修
得する。本講では，ケーススタディ，テクスト・クリティーク等の手
法を適用し，憲法，行政法，刑事法といった国家の枠組み及び権力作
用に関するいわゆる公法の法規範，並びに，民法，商法といった，私
人間の権利義務関係に関するいわゆる私法の法規範への，構造的理解
を形成する。これらの研究プロセスを通じて，意欲・経験・適性の資
質を確認するとともに，学識・専門技能等の汎用的能力を開発するこ
とを目的とする。
（９　永沼　淳子／７回）
　私法領域のテーマを中心に，法律学の知識及び技法を教授する。
（15　杉山　幸一／８回）
　公法領域のテーマを中心に，法律学の知識及び技法を教授する。

オムニバス

講
義
科
目

コア
科目

危機管理法制１
（企業・取引）

危機管理主体としての企業を理解するには，その原理としての営利取
引，営利取引を最適化するための組織，更には，公正な営利取引を確
保するための経済規制の各側面から法制を分析する必要がある。本講
では，民法上の取引との対比において企業の営利取引を特徴づけたう
えで，企業が締結する具体的な取引契約に着目した法規制・判例を素
材に，いかなる形で法的紛争が生じ，それがいかに解決されたのか，
そしていかにして紛争の発生を回避すべきかについて検討する。これ
らの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考
力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

コア
科目

危機管理法制２
（企業・組織）

危機管理の主体としての企業を理解するには，その原理としての営利
取引，営利取引を最適化するための組織，更には，公正な営利取引を
確保するための経済規制の各側面から法制を分析する必要がある。本
講では，民法上の組織形態との対比において企業組織を特徴づけたう
えで，機関の構成と運営，資金調達等の企業組織の具体的な要素と場
面に着目した法規制，判例を素材に，いかなる形で企業組織が関係者
の利害を調整しているのか，またいかにして企業組織に関する法的紛
争が生じ，それがいかに解決されたのか，そしていかにして紛争の発
生を回避すべきかについて検討する。これらの研究プロセスを通じ
て，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎用的能力
を開発することを目的とする。

講
義
科
目

コア
科目

危機管理法制３
（企業・経済）

危機管理の主体としての企業を理解するには，その原理としての営利
取引，営利取引を最適化するための組織，更には，公正な営利取引を
確保するための経済規制を分析する必要がある。本講では，企業の具
体的な取引類型に即して，市場経済を支える法制度においていかなる
形で法的紛争が生じ，それがいかに解決されたのか，そしていかにし
て紛争の発生を回避すべきかについて検討する。これらの研究プロセ
スを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎
用的能力を開発することを目的とする。

基盤科目

基盤科目
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講
義
科
目

コア
科目

危機管理法制４
（行政・国家）

危機管理に関する研究を行う上で，危機管理に係る法律や制度，また
それらの運用についての正確な知識および実践を理解することは不可
欠である。本講では，国家がどのような法律，制度に則り，危機の未
然防止や，危機発生時の被害拡大を防ぐための活動を様々な関係諸機
関と連携しながら行っているのかを実際の事例に基づき学修する。国
家を起点としながら，危機管理には様々なアクターが関わるため，そ
の前提となる根拠法，制度，枠組みの理解とその深遠化は実対応にお
いてきわめて重要となる。これらの研究プロセスを通じて，学識・専
門技能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎用的能力を開発するこ
とを目的とする。
（15　杉山　幸一／８回）
　憲法学の立場から，立法，司法，行政の公権力と危機管理との関係
について教授する。
（20　金山　泰介／７回）
　警察学の立場から，警察行政と危機管理との関係について教授す
る。

オムニバス

講
義
科
目

コア
科目

危機管理法制５
（行政・地域）

危機管理に関する研究を行う上で，危機管理に係る法律や制度，また
それらの運用についての正確な知識および実践を理解することは不可
欠である。本講では，地方自治体がどのような法律，制度に則り，危
機の未然防止や，危機発生時の被害拡大を防ぐための活動を様々な関
係諸機関と連携しながら行っているのかを実際の事例に基づき学修す
る。地方自治体を起点としながら，危機管理には様々なアクターが関
わるため，その前提となる根拠法，制度，枠組みの理解とその深遠化
は実対応においてきわめて重要となる。これらの研究プロセスを通じ
て，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎用的能力
を開発することを目的とする。

講
義
科
目

コア
科目

危機管理法制６
（行政・国際）

危機管理に関する研究を行う上で，危機管理に係る法律や制度，また
それらの運用についての正確な知識および実践を理解することは不可
欠である。本講では，武力紛争，領土・海洋，国際テロリズム，難
民，地球環境問題，感染症など，国境を越えて，または国と国との関
わりにおいて発生するグローバルな危機に焦点を当て，国家間関係を
規律する法たる国際法が，危機の未然防止や危機の解決においていか
なる役割を果たしているかについて実際の事例に基づき学修する。さ
らに危機への対処に際しての，国際機関など国家以外のアクターの位
置づけについて理解を深めることも射程とする。これらの研究プロセ
スを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎
用的能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

リスクコミュニケーション
特講

社会のさまざまなリスクに関するメッセージについて，個人，機関，
集団間で相互作用する過程をリスクコミュニケーションという。災
害，紛争等のどのようなリスク場面においても，危機を回避するため
にはステークホルダー間のコミュニケーションは不可欠である。本講
では，指揮命令系統のコミュニケーションや組織間のコミュニケー
ション，メディアを媒介した住民へのコミュニケーションなど，様々
なリスクコミュニケーションについてそれぞれのコミュニケーション
の特徴に注視しながら考察を行い，その概念と理論を把握する。ま
た，具体的な事例に基づき，危機発生前後のステークホルダー間の合
意形成過程に注目しつつ，リスクコミュニケーションの役割と課題に
ついて検討する。これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に
加え，判断力・思考力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的
とする。

講
義
科
目

発展
科目

リスク・政策分析特講

リスクを回避するために様々なリスクに関する政策が施行され，実施
されることになる。特にそれらのリスクは，個人レベル,組織・集団
レベル,社会レベルで問題として可視化されているため実行されるこ
とになる。災害や紛争等のどのようなリスク場面においても，危機を
回避するためにはその政策の過程がいかにして決定されたのかを考え
る必要がある。そこで，本講では，様々なリスクに関する政策決定の
事例に基づきその政策決定の過程を注視しながら，政策決定における
問題点を分析することで政策分析の手法を学び，課題について考察を
する。これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断
力・思考力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

情報戦略特講

外交，安全保障を含む危機管理の基本的要素として，情報を収集し，
分析し，判断の根拠とすべきインテリジェンスを作り出し，これを意
思決定者の政策決定や危機管理の判断にいかすサイクルが存在する。
本講では，このインテリジェンス・サイクルについてケーススタディ
を適用し，情報収集の実態や情報分析の手法，さらには政治と情報機
関の関係などの，いわゆるインテリジェンスのベーシクスを理解す
る。これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断
力・思考力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的とする。
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講
義
科
目

発展
科目

防災・減災政策特講

「災害大国」と呼ばれる日本では，災害に伴う被害の発生を防ぎ，ま
たは被害を小さくするため，災害対策基本法等の災害関連法に基づく
各種防災・減災施策が整備されてきた。本講では，こうした防災・減
災施策に着目し，施策が整備された背景や整備過程，施策を担う関係
機関と施策の実施過程を辿り，防災・減災施策の実態と課題について
検討する。これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，
判断力・思考力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的とす
る。

講
義
科
目

発展
科目

リスク心理特講

リスクを回避するためには,リスクを受容する人の認知プロセスに関
わる心理的な側面を理解する必要がある。特に個人レベル,集団レベ
ルでの心理的な要因とメカニズムに関して理解することは，意思決定
に基づくリスク回避行動を考えるうえで不可欠である。そのため，本
講では様々なリスクに関する個人的，または集団的な心理的なプロセ
スに着目をしながら，人のリスクに関する心理について学修をする。
これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思
考力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

企業リスクマネジメント
特講

企業のリスクを，企業全体の観点から統合的，包括的かつ戦略的に把
握，評価し，企業価値の最大化につなげようとする，危機管理アプ
ローチとして，ERM（Enterprise Risk Management）がある。本講で
は，本アプローチを中心に，市場，金利，取引先関係，自然災害，訴
訟，業務上のミスや不正等，内外の実際のリスク事例を取り上げ，研
究文献を紐解いたり，ケーススタディを行ったりしながら，経営者を
含む企業の組織的なリスク管理のあり方を検討することとする。これ
らの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考
力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

リスクファイナンス法特講

リスクの経済的，金融的なヘッジ手法について検討する。このような
リスクファイナンスには，大きくリスク保有とリスク移転とがあり，
本講では，後者のうち，火災保険や地震保険等の損害保険契約の理論
と実務とを相関を構造的に分析する。これらの研究プロセスを通じ
て，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎用的能力
を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

ロジスティクス法特講

モノの調達，生産，輸送，販売に至る流れ及び関連する情報の流れを
統制するシステムをロジスティクスという。災害対応，警備，紛争地
域への人道支援など，危機管理のあらゆる局面で，ロジスティクスは
その成否に決定的な意味をもつ。本講では，平時におけるビジネス・
ロジスティクスに対する理解を下敷きに，大規模災害時等の有事にお
けるソーシャル・ロジスティクスの実施を支える思想，概念，制度
を，内外の事例を踏まえつつ把握する。これらの研究プロセスを通じ
て，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎用的能力
を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

企業広報特講

本講では，広報，すなわちパブリックリレーションズ（PR）の今日メ
インストリームとなった企業広報について，その歴史を跡付けるとと
もに，ソーシャルメディアを含む戦略的広報の現状を理解する。企業
不祥事における謝罪会見のあり方など，危機管理の観点からの内外の
事例の検討を含める。これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技
能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎用的能力を開発することを
目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

社会安全・治安維持特講

本講では，我が国の犯罪や被害，その対策の現状を踏まえて，犯罪か
ら個人と社会の安全を守り，社会秩序を維持するための政策について
考察する。政策の立案や行政の執行にかかる諸課題を多角的にとりあ
げる。これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断
力・思考力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

犯罪・刑事司法特講

本講では，犯罪と刑罰に関わる法律や主要制度を横断的に検討し，こ
れら刑事法に関する応用知識の修得および刑事法特有の思考を理解
し，刑事司法制度と運用に関する問題，改善策を把握する。刑法，刑
事訴訟法，刑事政策，３分野を主たる考察対象とし，これらの研究プ
ロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力等
の汎用的能力を開発することを目的とする。
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講
義
科
目

発展
科目

テロリズム対策特講

テロ行為は，国民の生命，身体及び財産に被害を及ぼすのみならず国
民の間に広く恐怖を拡散し，社会に大きな不安をもたらすことから，
テロを防止し，発生した場合に適切に対応することが極めて重要とな
る。本講では，テロの本質について理論的に考察した上で，テロの防
止と発生したテロへの適切な対応に向けた国内外における様々な取組
の現状を概観する。さらに具体的な事例を取り上げることにより，テ
ロ対策について総合的・実践的に学修する。これらの研究プロセスを
通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎用的
能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

災害救援・官民協力特講

自然災害や大規模事故等の発生時，その被災者や被害者に対して行わ
れる人命救助，生活支援等の一連の活動は救援活動と呼ばれる。本講
では，救援活動やその法制度，または活動を担う自衛隊や警察，消防
等の関係機関，および各機関の連携，協力，調整等に着目し，救援活
動の実態と課題について過去の事例や先行研究等をもとに検討する。
これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思
考力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

コンプライアンス実務特講

危機管理学の実践的な側面を学修するため，本講では，企業における
法令違反，労務問題，情報漏洩等のコンプライアンスに関わる問題と
その対応に関するケーススタディを行う。ケーススタディでは，実際
にコンサルタントとしてコンプライアンスに取り組む事業者等の知見
を踏まえながら，事前の対策や事後対応に関する演習を行う。ケース
スタディを通じて企業等事業者における危機管理のフォーマル・イン
フォーマルな制度，手法，行動心理等の機能や危機管理サイクル，危
機管理に影響を及ぼす要素等について実践的に学修する。これらの研
究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現
力等の汎用的能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

レピュテーションリスク
実務特講

危機管理学の実践的な側面を学修するため，本講では，企業の災害，
感染症，犯罪，不祥事への対応に伴うメディア対応や企業広報に関す
るケーススタディを行い，とくに信用失墜等のレピュテーションリス
クの問題を取り扱う。企業の検証報告書や新聞・雑誌記事等をもと
に，過去に発生した具体的な事例等において企業等事業者の取った対
応を検証し，企業の危機管理対応としての情報の収集・開示方法や発
信に関する課題や問題点を抽出，解決策を探る。ケーススタディを通
じて企業等事業者における危機管理のフォーマル・インフォーマルな
制度，手法，行動心理等の機能や危機管理サイクル，危機管理に影響
を及ぼす要素等について実践的に学修する。これらの研究プロセスを
通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力等の汎用的
能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

国際人道支援実務特講

危機管理学の実践的な側面を学修するため，本講では，主に政府，中
央官庁等が作成する検証報告書を下敷きに，担当者の実務経験を踏ま
えながら，政府，中央官庁等の直面する大規模災害に際しての対応，
諸外国への災害救援活動，PKO等の国際協力活動等の具体的なケース
スタディを通して，危機発生時の対応内容，意思決定の過程を検討す
る。政府，中央官庁等の行政機関における危機管理のフォーマル・イ
ンフォーマルな制度，手法，行動心理等の機能や危機管理サイクル，
危機管理に影響を及ぼす要素等について実践的に学修する。これらの
研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表
現力等の汎用的能力を開発することを目的とする。

講
義
科
目

発展
科目

地域防災連携実務特講

危機管理学の実践的な側面を学修するため，本講では，主に地方自治
体等が作成する検証報告書や担当者の実務経験を踏まえながら，地方
自治体の直面する災害時の避難対応，情報収集，避難所の運営（女性
や子ども，高齢者のケア等含む），ＤＶや児童虐待等の具体的なケー
ススタディを通して，危機発生時の対応内容，意思決定の過程を検討
する。検討を通じて政府，地方自治体等の行政機関における危機管理
のフォーマル・インフォーマルな制度，手法，行動心理等の機能や危
機管理サイクル，危機管理に影響を及ぼす要素等について実践的に学
修する。これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判
断力・思考力・表現力等の汎用的能力を開発することを目的とする。

危機管理学研究演習Ⅰ

危機管理学とその基礎となる法学に関する研究活動を実践するため
に，必要な社会科学的研究手法を学び，学生が自らテーマを設定し，
論文を執筆し，成果を発表するための指導を行う。本演習では，危機
管理学，法学に関する研究手法の修得，テーマの探求，先行研究の評
価，資料の収集とテキスト分析を含む基礎的研究プロセスを扱う。こ
れらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考
力・表現力，更には主体性・計画性・協働性等の汎用的能力を開発す
ることを目的とする。

統
合
演
習
科
目
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危機管理学研究演習Ⅱ

危機管理学とその基礎となる法学に関する研究活動を実践するため
に，必要な社会科学的研究手法を学び，学生が自らテーマを設定し，
論文を執筆し，成果を発表するための指導を行う。本演習では，危機
管理学，法学に関する研究論文の執筆にあたっての，論文のアウトラ
イン策定と考察・叙述，ディスカッションの活性化，プレゼンテー
ションの実質化を含む基礎的研究プロセスを扱う。これらの研究プロ
セスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力，更
には主体性・計画性・協働性等の汎用的能力を開発することを目的と
する。

危機管理学研究演習Ⅲ

危機管理学とその基礎となる法学に関する研究活動を実践するため
に，必要な社会科学的研究手法を学び，学生が自ら研究テーマを設定
し，論文を執筆し，成果を発表するための指導を行う。本演習では，
危機管理学，法学に関する研究を，修士論文としての形式と実質を備
える段階にまで高めるための応用的なプロセスとして，文献収集や社
会調査，事例分析や判例研究を，それぞれテーマ具体的に実施する。
これらの研究プロセスを通じて，学識・専門技能に加え，判断力・思
考力・表現力，更には主体性・計画性・協働性等の汎用的能力を開発
することを目的とする。

危機管理学研究演習Ⅳ

危機管理学とその基礎となる法学に関する研究活動を実践するため
に，必要な社会科学的研究手法を学び，学生が自ら研究テーマを設定
し，論文を執筆し，成果を発表するための指導を行う。本演習では，
危機管理学，法学に関する研究を，修士論文としての形式と実質を備
える段階にまで高めるための応用的なプロセスとして，アウトライン
の策定と検証，文献・資料の追加収集，成果の分析と評価，論文の推
敲を，それぞれテーマ具体的に実施する。これらの研究プロセスを通
じて，学識・専門技能に加え，判断力・思考力・表現力，更には主体
性・計画性・協働性等の汎用的能力を開発することを目的とする。

（注）

１　開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。

２　専門職大学等又は専門職学科を設ける大学若しくは短期大学の授業科目であって同時に授業を行う学生数が４０人を超えることを想定

　するものについては，その旨及び当該想定する学生数を「備考」の欄に記入すること。

３　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようと

　する場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとす

　る場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。

統
合
演
習
科
目

統
合
演
習
科
目

統
合
演
習
科
目
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令和４年度 入学定員
編入学
定員

収容定員 令和５年度 入学定員
編入学
定員

収容定員 変更の事由

日本大学 日本大学
法学部第一部 1,533 ― 6,132 法学部第一部 1,533 ― 6,132
　法律学科 533 ― 2,132 　法律学科 533 ― 2,132
　政治経済学科 350 ― 1,400 　政治経済学科 350 ― 1,400
　新聞学科 200 ― 800 　新聞学科 200 ― 800
　経営法学科 200 ― 800 　経営法学科 200 ― 800
　公共政策学科 250 ― 1,000 　公共政策学科 250 ― 1,000
法学部第二部 200 ― 800 法学部第二部 200 ― 800
　法律学科 200 ― 800 　法律学科 200 ― 800
文理学部 1,900 ― 7,600 文理学部 1,900 ― 7,600
　哲学科 88 ― 352 　哲学科 88 ― 352
　史学科 133 ― 532 　史学科 133 ― 532
　国文学科 133 ― 532 　国文学科 133 ― 532
　中国語中国文化学科 70 ― 280 　中国語中国文化学科 70 ― 280
　英文学科 133 ― 532 　英文学科 133 ― 532
　ドイツ文学科 80 ― 320 　ドイツ文学科 80 ― 320
　社会学科 210 ― 840 　社会学科 210 ― 840
　社会福祉学科 60 ― 240 　社会福祉学科 60 ― 240
　教育学科 120 ― 480 　教育学科 120 ― 480
　体育学科 200 ― 800 　体育学科 200 ― 800
　心理学科 130 ― 520 　心理学科 130 ― 520
　地理学科 80 ― 320 　地理学科 80 ― 320
　地球科学科 80 ― 320 　地球科学科 80 ― 320
　数学科 73 ― 292 　数学科 73 ― 292
　情報科学科 80 ― 320 　情報科学科 80 ― 320
　物理学科 70 ― 280 　物理学科 70 ― 280
　生命科学科 70 ― 280 　生命科学科 70 ― 280
　化学科 90 ― 360 　化学科 90 ― 360
経済学部 1,566 ― 6,264 経済学部 1,566 ― 6,264
　経済学科 916 ― 3,664 　経済学科 916 ― 3,664
　産業経営学科 450 ― 1,800 　産業経営学科 450 ― 1,800
　金融公共経済学科 200 ― 800 　金融公共経済学科 200 ― 800
商学部 1,266 ― 5,064 商学部 1,266 ― 5,064
　商業学科 666 ― 2,664 　商業学科 666 ― 2,664
　経営学科 350 ― 1,400 　経営学科 350 ― 1,400
　会計学科 250 ― 1,000 　会計学科 250 ― 1,000
芸術学部 866 ― 3,464 芸術学部 866 ― 3,464
　写真学科 100 ― 400 　写真学科 100 ― 400
　映画学科 150 ― 600 　映画学科 150 ― 600
　美術学科 60 ― 240 　美術学科 60 ― 240
　音楽学科 90 ― 360 　音楽学科 90 ― 360
　文芸学科 120 ― 480 　文芸学科 120 ― 480
　演劇学科 126 ― 504 　演劇学科 126 ― 504
　放送学科 120 ― 480 　放送学科 120 ― 480
　デザイン学科 100 ― 400 　デザイン学科 100 ― 400
国際関係学部 666 ― 2,664 国際関係学部 666 ― 2,664
　国際総合政策学科 383 ― 1,532 　国際総合政策学科 383 ― 1,532
　国際教養学科 283 ― 1,132 　国際教養学科 283 ― 1,132
危機管理学部 300 ― 1,200 危機管理学部 300 ― 1,200
　危機管理学科 300 ― 1,200 　危機管理学科 300 ― 1,200
スポーツ科学部 300 ― 1,200 スポーツ科学部 300 ― 1,200
　競技スポーツ学科 300 ― 1,200 　競技スポーツ学科 300 ― 1,200
理工学部 2,030 ― 8,120 理工学部 2,030 ― 8,120
　土木工学科 220 ― 880 　土木工学科 220 ― 880
　交通システム工学科 120 ― 480 　交通システム工学科 120 ― 480
　建築学科 250 ― 1,000 　建築学科 250 ― 1,000
　海洋建築工学科 120 ― 480 　海洋建築工学科 120 ― 480
　機械工学科 160 ― 640 　機械工学科 160 ― 640
　精密機械工学科 140 ― 560 　精密機械工学科 140 ― 560
　航空宇宙工学科 120 ― 480 　航空宇宙工学科 120 ― 480
　電気工学科 160 ― 640 　電気工学科 160 ― 640
　電子工学科 100 ― 400 　電子工学科 100 ― 400
　物質応用化学科 200 ― 800 　物質応用化学科 200 ― 800
　物理学科 140 ― 560 　物理学科 140 ― 560
　数学科 100 ― 400 　数学科 100 ― 400
　まちづくり工学科 100 ― 400 　まちづくり工学科 100 ― 400
　応用情報工学科 100 ― 400 　応用情報工学科 100 ― 400
生産工学部 1,540 ― 6,160 生産工学部 1,540 ― 6,160
　機械工学科 198 ― 792 　機械工学科 198 ― 792
　電気電子工学科 176 ― 704 　電気電子工学科 176 ― 704
　土木工学科 198 ― 792 　土木工学科 198 ― 792
　建築工学科 198 ― 792 　建築工学科 198 ― 792
　応用分子化学科 176 ― 704 　応用分子化学科 176 ― 704
　マネジメント工学科 176 ― 704 　マネジメント工学科 176 ― 704
　数理情報工学科 154 ― 616 　数理情報工学科 154 ― 616
　環境安全工学科 132 ― 528 　環境安全工学科 132 ― 528
　創生デザイン学科 132 ― 528 　創生デザイン学科 132 ― 528

学校法人日本大学　設置認可等に関わる組織の移行表
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令和４年度 入学定員
編入学
定員

収容定員 令和５年度 入学定員
編入学
定員

収容定員 変更の事由

工学部 1,030 ― 4,120 工学部 1,030 ― 4,120
　土木工学科 160 ― 640 　土木工学科 160 ― 640
　建築学科 190 ― 760 　建築学科 190 ― 760
　機械工学科 180 ― 720 　機械工学科 180 ― 720
　電気電子工学科 180 ― 720 　電気電子工学科 180 ― 720
　生命応用化学科 130 ― 520 　生命応用化学科 130 ― 520
　情報工学科 190 ― 760 　情報工学科 190 ― 760
医学部 125 ― 725 医学部 120 ― 725
　医学科 125 ― 725 　医学科 120 ― 725 　※令和４年度のみ地域枠臨時定員増

歯学部 130 ― 780 歯学部 130 ― 780
　歯学科 130 ― 780 　歯学科 130 ― 780
松戸歯学部 130 ― 780 松戸歯学部 130 ― 780
　歯学科 130 ― 780 　歯学科 130 ― 780
生物資源科学部 1,520 ― 6,320 生物資源科学部 1,520 ― 6,320

　バイオサイエンス学科 210 840 学科の設置（届出）
　動物学科 136 544 学科の設置（届出）
　海洋生物学科 146 584 学科の設置（届出）
　森林学科 120 480 学科の設置（届出）
　環境学科 130 520 学科の設置（届出）
　アグリサイエンス学科 140 560 学科の設置（届出）
　食品開発学科 146 584 学科の設置（届出）
　国際共生学科 146 584 学科の設置（届出）
　獣医保健看護学科 80 320 学科の設置（届出）

　食品ビジネス学科 136 ― 544 　食品ビジネス学科 146 ― 584 定員変更（10）
　獣医学科 120 ― 720 　獣医学科 120 ― 720
　生命農学科 130 ― 520 　生命農学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

　生命化学科 130 ― 520 　生命化学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

　動物資源科学科 136 ― 544 　動物資源科学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

　森林資源科学科 130 ― 520 　森林資源科学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

　海洋生物資源科学科 136 ― 544 　海洋生物資源科学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

　生物環境工学科 130 ― 520 　生物環境工学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

　食品生命学科 136 ― 544 　食品生命学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

　国際地域開発学科 130 ― 520 　国際地域開発学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

　応用生物科学科 126 ― 504 　応用生物科学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

　くらしの生物学科 80 ― 320 　くらしの生物学科 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

薬学部 244 ― 1,464 薬学部 244 ― 1,464
　薬学科(６年制） 244 ― 1,464 　薬学科(６年制） 244 ― 1,464

計 15,346 62,857 計 15,341 62,857
日本大学大学院 日本大学大学院
法学研究科 法学研究科
　博士前期課程 75 ― 150 　博士前期課程 75 ― 150
　　公法学専攻 30 ― 60 　　公法学専攻 30 ― 60
　　私法学専攻 30 ― 60 　　私法学専攻 30 ― 60
　　政治学専攻 15 ― 30 　　政治学専攻 15 ― 30
　博士後期課程 12 ― 36 　博士後期課程 12 ― 36
　　公法学専攻 4 ― 12 　　公法学専攻 4 ― 12
　　私法学専攻 4 ― 12 　　私法学専攻 4 ― 12
　　政治学専攻 4 ― 12 　　政治学専攻 4 ― 12
新聞学研究科 新聞学研究科
　博士前期課程 10 ― 20 　博士前期課程 10 ― 20
　　新聞学専攻 10 ― 20 　　新聞学専攻 10 ― 20
　博士後期課程 3 9 　博士後期課程 3 9
　　新聞学専攻 3 9 　　新聞学専攻 3 9
文学研究科 文学研究科
　博士前期課程 125 ― 250 　博士前期課程 125 ― 250
　　哲学専攻 10 ― 20 　　哲学専攻 10 ― 20
　　史学専攻 20 ― 40 　　史学専攻 20 ― 40
　　国文学専攻 15 ― 30 　　国文学専攻 15 ― 30
　　中国学専攻 10 ― 20 　　中国学専攻 10 ― 20
　　英文学専攻 20 ― 40 　　英文学専攻 20 ― 40
　　ドイツ文学専攻 5 ― 10 　　ドイツ文学専攻 5 ― 10
　　社会学専攻 15 ― 30 　　社会学専攻 15 ― 30
　　教育学専攻 10 ― 20 　　教育学専攻 10 ― 20
　　心理学専攻 20 ― 40 　　心理学専攻 20 ― 40
　博士後期課程 30 ― 90 　博士後期課程 30 ― 90
　　哲学専攻 3 ― 9 　　哲学専攻 3 ― 9
　　日本史専攻 3 ― 9 　　日本史専攻 3 ― 9
　　外国史専攻 3 ― 9 　　外国史専攻 3 ― 9
　　国文学専攻 3 ― 9 　　国文学専攻 3 ― 9
　　中国学専攻 3 ― 9 　　中国学専攻 3 ― 9
　　英文学専攻 3 ― 9 　　英文学専攻 3 ― 9
　　ドイツ文学専攻 3 ― 9 　　ドイツ文学専攻 3 ― 9
　　社会学専攻 3 ― 9 　　社会学専攻 3 ― 9
　　教育学専攻 3 ― 9 　　教育学専攻 3 ― 9
　　心理学専攻 3 ― 9 　　心理学専攻 3 ― 9
総合基礎科学研究科 総合基礎科学研究科
　博士前期課程 35 ― 70 　博士前期課程 35 ― 70
　　地球情報数理科学専攻 12 ― 24 　　地球情報数理科学専攻 12 ― 24
　　相関理化学専攻 23 ― 46 　　相関理化学専攻 23 ― 46
　博士後期課程 4 ― 12 　博士後期課程 4 ― 12
　　地球情報数理科学専攻 2 ― 6 　　地球情報数理科学専攻 2 ― 6
　　相関理化学専攻 2 ― 6 　　相関理化学専攻 2 ― 6
経済学研究科 経済学研究科
　博士前期課程 30 ― 60 　博士前期課程 30 ― 60
　　経済学専攻 30 ― 60 　　経済学専攻 30 ― 60
　博士後期課程 6 ― 18 　博士後期課程 6 ― 18
　　経済学専攻 6 ― 18 　　経済学専攻 6 ― 18
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令和４年度 入学定員
編入学
定員

収容定員 令和５年度 入学定員
編入学
定員

収容定員 変更の事由

商学研究科 商学研究科
　博士前期課程 90 ― 180 　博士前期課程 90 ― 180
　　商学専攻 30 ― 60 　　商学専攻 30 ― 60
　　経営学専攻 30 ― 60 　　経営学専攻 30 ― 60
　　会計学専攻 30 ― 60 　　会計学専攻 30 ― 60
　博士後期課程 13 ― 39 　博士後期課程 13 ― 39
　　商学専攻 3 ― 9 　　商学専攻 3 ― 9
　　経営学専攻 5 ― 15 　　経営学専攻 5 ― 15
　　会計学専攻 5 ― 15 　　会計学専攻 5 ― 15
芸術学研究科 芸術学研究科
　博士前期課程 75 ― 150 　博士前期課程 75 ― 150
　　文芸学専攻 20 ― 40 　　文芸学専攻 20 ― 40
　　映像芸術専攻 20 ― 40 　　映像芸術専攻 20 ― 40
　　造形芸術専攻 15 ― 30 　　造形芸術専攻 15 ― 30
　　音楽芸術専攻 10 ― 20 　　音楽芸術専攻 10 ― 20
　　舞台芸術専攻 10 ― 20 　　舞台芸術専攻 10 ― 20
　博士後期課程 8 ― 24 　博士後期課程 8 ― 24
　　芸術専攻 8 ― 24 　　芸術専攻 8 ― 24
国際関係研究科 国際関係研究科
　博士前期課程 10 ― 20 　博士前期課程 10 ― 20
　　国際関係研究専攻 10 ― 20 　　国際関係研究専攻 10 ― 20
　博士後期課程 3 ― 9 　博士後期課程 3 ― 9
　　国際関係研究専攻 3 ― 9 　　国際関係研究専攻 3 ― 9

危機管理学研究科
　修士課程 8 ― 16
　　危機管理学専攻 8 ― 16 研究科の設置（届出）

スポーツ科学研究科
　修士課程 8 ― 16
　　スポーツ科学専攻 8 ― 16 研究科の設置（届出）

理工学研究科 理工学研究科
　博士前期課程 450 ― 900 　博士前期課程 450 ― 900
　　土木工学専攻 40 ― 80 　　土木工学専攻 40 ― 80
　　交通システム工学専攻 20 ― 40 　　交通システム工学専攻 20 ― 40
　　建築学専攻 50 ― 100 　　建築学専攻 50 ― 100
　　海洋建築工学専攻 30 ― 60 　　海洋建築工学専攻 30 ― 60
　　機械工学専攻 35 ― 70 　　機械工学専攻 35 ― 70
　　精密機械工学専攻 25 ― 50 　　精密機械工学専攻 25 ― 50
　　航空宇宙工学専攻 25 ― 50 　　航空宇宙工学専攻 25 ― 50
　　電気工学専攻 35 ― 70 　　電気工学専攻 35 ― 70
　　電子工学専攻 35 ― 70 　　電子工学専攻 35 ― 70
　　情報科学専攻 15 ― 30 　　情報科学専攻 15 ― 30
　　物質応用化学専攻 40 ― 80 　　物質応用化学専攻 40 ― 80
　　物理学専攻 25 ― 50 　　物理学専攻 25 ― 50
　　数学専攻 20 ― 40 　　数学専攻 20 ― 40
　　地理学専攻 20 ― 40 　　地理学専攻 20 ― 40
　　量子理工学専攻 20 ― 40 　　量子理工学専攻 20 ― 40
　　まちづくり工学専攻 15 ― 30 　　まちづくり工学専攻 15 ― 30
　博士後期課程 74 ― 222 　博士後期課程 74 ― 222
　　土木工学専攻 5 ― 15 　　土木工学専攻 5 ― 15
　　交通システム工学専攻 5 ― 15 　　交通システム工学専攻 5 ― 15
　　建築学専攻 5 ― 15 　　建築学専攻 5 ― 15
　　海洋建築工学専攻 5 ― 15 　　海洋建築工学専攻 5 ― 15
　　まちづくり工学専攻 3 ― 9 　　まちづくり工学専攻 3 ― 9
　　機械工学専攻 4 ― 12 　　機械工学専攻 4 ― 12
　　精密機械工学専攻 3 ― 9 　　精密機械工学専攻 3 ― 9
　　航空宇宙工学専攻 3 ― 9 　　航空宇宙工学専攻 3 ― 9
　　電気工学専攻 5 ― 15 　　電気工学専攻 5 ― 15
　　電子工学専攻 5 ― 15 　　電子工学専攻 5 ― 15
　　情報科学専攻 4 ― 12 　　情報科学専攻 4 ― 12
　　物質応用化学専攻 7 ― 21 　　物質応用化学専攻 7 ― 21
　　物理学専攻 5 ― 15 　　物理学専攻 5 ― 15
　　数学専攻 5 ― 15 　　数学専攻 5 ― 15
　　地理学専攻 5 ― 15 　　地理学専攻 5 ― 15
　　量子理工学専攻 5 ― 15 　　量子理工学専攻 5 ― 15
生産工学研究科 生産工学研究科
　博士前期課程 140 ― 280 　博士前期課程 140 ― 280
　　機械工学専攻 30 ― 60 　　機械工学専攻 30 ― 60
　　電気電子工学専攻 20 ― 40 　　電気電子工学専攻 20 ― 40
　　土木工学専攻 20 ― 40 　　土木工学専攻 20 ― 40
　　建築工学専攻 20 ― 40 　　建築工学専攻 20 ― 40
　　応用分子化学専攻 20 ― 40 　　応用分子化学専攻 20 ― 40
　　マネジメント工学専攻 20 ― 40 　　マネジメント工学専攻 20 ― 40
　　数理情報工学専攻 10 ― 20 　　数理情報工学専攻 10 ― 20
　博士後期課程 21 ― 63 　博士後期課程 21 ― 63
　　機械工学専攻 3 ― 9 　　機械工学専攻 3 ― 9
　　電気電子工学専攻 3 ― 9 　　電気電子工学専攻 3 ― 9
　　土木工学専攻 3 ― 9 　　土木工学専攻 3 ― 9
　　建築工学専攻 3 ― 9 　　建築工学専攻 3 ― 9
　　応用分子化学専攻 3 ― 9 　　応用分子化学専攻 3 ― 9
　　マネジメント工学専攻 3 ― 9 　　マネジメント工学専攻 3 ― 9
　　数理情報工学専攻 3 ― 9 　　数理情報工学専攻 3 ― 9
工学研究科 工学研究科
　博士前期課程 140 ― 280 　博士前期課程 140 ― 280
    土木工学専攻 20 ― 40     土木工学専攻 20 ― 40
　　建築学専攻 20 ― 40 　　建築学専攻 20 ― 40
　　機械工学専攻 25 ― 50 　　機械工学専攻 25 ― 50
　　電気電子工学専攻 20 ― 40 　　電気電子工学専攻 20 ― 40
　　生命応用化学専攻 30 ― 60 　　生命応用化学専攻 30 ― 60
　　情報工学専攻 25 ― 50 　　情報工学専攻 25 ― 50
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令和４年度 入学定員
編入学
定員

収容定員 令和５年度 入学定員
編入学
定員

収容定員 変更の事由

　博士後期課程 12 ― 36 　博士後期課程 12 ― 36
    土木工学専攻 2 ― 6     土木工学専攻 2 ― 6
　　建築学専攻 2 ― 6 　　建築学専攻 2 ― 6
　　機械工学専攻 2 ― 6 　　機械工学専攻 2 ― 6
　　電気電子工学専攻 2 ― 6 　　電気電子工学専攻 2 ― 6
　　生命応用化学専攻 2 ― 6 　　生命応用化学専攻 2 ― 6
　　情報工学専攻 2 ― 6 　　情報工学専攻 2 ― 6
医学研究科 医学研究科
　博士課程 64 ― 256 　博士課程 64 ― 256
　　生理系 12 ― 48 　　生理系 12 ― 48
　　病理系 6 ― 24 　　病理系 6 ― 24
　　社会医学系 8 ― 32 　　社会医学系 8 ― 32
　　内科系 16 ― 64 　　内科系 16 ― 64
　　外科系 22 ― 88 　　外科系 22 ― 88
歯学研究科 歯学研究科
　博士課程 30 ― 120 　博士課程 30 ― 120
　　歯学専攻 30 ― 120 　　歯学専攻 30 ― 120
松戸歯学研究科 松戸歯学研究科
　博士課程 30 ― 120 　博士課程 30 ― 120
　　歯学専攻 30 ― 120 　　歯学専攻 30 ― 120
生物資源科学研究科 生物資源科学研究科
　博士前期課程 115 ― 230 　博士前期課程 115 ― 230
　　生物資源生産科学専攻 27 ― 54 　　生物資源生産科学専攻 27 ― 54
　　生物資源利用科学専攻 22 ― 44 　　生物資源利用科学専攻 22 ― 44
　　応用生命科学専攻 22 ― 44 　　応用生命科学専攻 22 ― 44
　　生物環境科学専攻 22 ― 44 　　生物環境科学専攻 22 ― 44
　　生物資源経済学専攻 22 ― 44 　　生物資源経済学専攻 22 ― 44
　博士後期課程 26 ― 78 　博士後期課程 26 ― 78
　　生物資源生産科学専攻 6 ― 18 　　生物資源生産科学専攻 6 ― 18
　　生物資源利用科学専攻 5 ― 15 　　生物資源利用科学専攻 5 ― 15
　　応用生命科学専攻 5 ― 15 　　応用生命科学専攻 5 ― 15
　　生物環境科学専攻 5 ― 15 　　生物環境科学専攻 5 ― 15
　　生物資源経済学専攻 5 ― 15 　　生物資源経済学専攻 5 ― 15
獣医学研究科 獣医学研究科
　博士課程 6 ― 24 　博士課程 6 ― 24
　　獣医学専攻 6 ― 24 　　獣医学専攻 6 ― 24
薬学研究科 薬学研究科
　博士課程 5 ― 20 　博士課程 5 ― 20
　　薬学専攻 5 ― 20 　　薬学専攻 5 ― 20
総合社会情報研究科 総合社会情報研究科
　博士前期課程 90 ― 180 　博士前期課程 90 ― 180
　　国際情報専攻 30 ― 60 　　国際情報専攻 30 ― 60
　　文化情報専攻 30 ― 60 　　文化情報専攻 30 ― 60
　　人間科学専攻 30 ― 60 　　人間科学専攻 30 ― 60
　博士後期課程 9 ― 27 　博士後期課程 9 ― 27
　　総合社会情報専攻 9 ― 27 　　総合社会情報専攻 9 ― 27
法務研究科 法務研究科
　専門職学位課程 60 ― 180 　専門職学位課程 60 ― 180
　　法務専攻 60 ― 180 　　法務専攻 60 ― 180

1,801 4,153 1,817 4,185

日本大学通信教育部 日本大学通信教育部
法学部 3,000 ― 12,000 法学部 3,000 ― 12,000
文理学部 3,000 ― 12,000 文理学部 3,000 ― 12,000
経済学部 1,500 ― 6,000 経済学部 1,500 ― 6,000
商学部 1,500 ― 6,000 商学部 1,500 ― 6,000

9,000 36,000 9,000 36,000

日本大学短期大学部 日本大学短期大学部
　ビジネス教養学科 100 ― 200 　ビジネス教養学科 100 ― 200
　食物栄養学科 100 ― 200 　食物栄養学科 100 ― 200
　建築・生活デザイン学科 110 ― 220 　建築・生活デザイン学科 110 ― 220
　ものづくり・サイエンス総合学科 70 ― 140 　ものづくり・サイエンス総合学科 70 ― 140
専攻科食物栄養専攻 20 ― 40 専攻科食物栄養専攻 20 ― 40

400 800 400 800

医学部附属看護専門学校 80 ― 240 医学部附属看護専門学校 80 ― 240
歯学部附属歯科技工専門学校 35 ― 105 歯学部附属歯科技工専門学校 35 ― 105
歯学部附属歯科衛生専門学校 0 ― 0 歯学部附属歯科衛生専門学校 40 ― 120 令和５年４月学生募集再開

松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 40 ― 120 松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 0 ― 0 令和５年４月学生募集停止

155 465 155 465
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■交通

〈東急田園都市線〉

「三軒茶屋駅」下車

徒歩約 11 分 

■乗車時間

〈東急田園都市線〉 

渋谷－三軒茶屋 

約 4 分 

三軒茶屋キャンパス案内図
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１．設置の趣旨及び必要性 

（１）社会的背景の観点から危機管理学研究科を設置する理由及び必要性

 気候変動が進行し，グローバル化，情報化が極度に発達した現代ほど，社会の各層，各領

域で危機管理の必要性が高まった時代はかつてない。自然災害は年々激甚化し，その爪痕が

癒える間もなく各地に襲い来る。混沌とした社会に，弱者を狙う犯罪は後を絶たない。経済

的格差や宗教・価値観の深い対立は，テロや国際的緊張を生じさせている。情報技術に依存

しきった我々の生活は，利便性と引換えにサイバーリスクという新たな脅威にさらされて

いる。

こうした危機は，それぞれ根深く，そして複雑な構造を有しており，また社会的な影響も

大きいために対症療法は許されず，法制度，組織の意思決定，コミュニケーション，テクノ

ロジーなど，多様な社会システムにまたがる課題であることを認識しつつ，根本的に対処，

すなわち「危機管理」することが強く求められる。その一方で，「危機管理」に必要な学識

や専門技能は，民間企業はもちろん，公官庁ですら一主体が単独で継続的にこれを担い，又

は開発することが困難な面を有していることは明らかである。高等教育機関において「危機

管理」のための教育課程が求められた所以である。2016 年に開学した日本大学危機管理学

部危機管理学科は，このような期待にこたえ，「危機管理」の人材プラットフォームとして

の機能を担ってきたわけである。

しかし，この間発生した新型コロナウイルスのパンデミックと，ここに露呈した危機管理

の欠如は，危機管理のあるべき姿を学問的に追究し，世界に指針を示し，イニシアティブと

リーダーシップを発揮できる，この分野の人材への一層強い必要性を証明するには十分過

ぎる素材であった。本研究科は，法制度，組織の意思決定，コミュニケーション，テクノロ

ジーなど，多様な社会システムにまたがる現代的課題である危機管理を，従来の諸科学のよ

うにそれらの一部分を対象とするにとどまらず，法制度への深い理解を基礎に，社会システ

ムを横断的に研究してレジリエントな（復元性のある）社会の創造に貢献する，「危機管理

学」の研究プラットフォームとなる目標を，新たに掲げるものである。本プラットフォーム

から，豊かな学術的素養をもって危機管理学を精深し，対処法を解明し普及させる「指導的

人材」，そして，危機管理学に関する優れた実践能力を有する「高度専門職業人」を輩出し，

各界に供給していくこととする。

以上が大学院危機管理学研究科危機管理学専攻（以下「本研究科」という）を設置する理

由及び必要性である。

（２）危機管理学研究科における人材養成及び教育研究上の目的

 本研究科において，養成する人材像及び学生にどのような能力を修得させるのか等の教

育研究上の目的については，以下のとおり定めることとする。

・養成する人材像

 危機管理という社会基盤の創造には，豊かな学術的素養をもって危機管理学を精深し，課

題を研究的に発展させ，対処法を解明し普及させる能力を有する「指導的人材」と，的確な

危機管理を実践するうえでのリーダーとなる高度専門職業人との二正面での人材養成が不

可欠であり，そのため，本研究科が養成する人材像は，指導的人材並びに高度専門職業人の
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２つの人材養成について定めることとする。 

 【指導的人材】 

  豊かな学術的素養をもって危機管理学を精深し，課題を研究的に発展させ，対処法を解

明し普及させる能力を有する指導的人材を養成する。                   

 【高度専門職業人】 

危機管理学に関する優れた実践能力を有する高度専門職業人を養成する。 

 

 ・教育研究上の目的 

 上記の人材を養成するため，本研究科では，次のとおり教育研究上の目的を掲げ，教

育・研究活動を実施することとする。 

 

（危機管理学研究科） 

災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代の様々な危機に，法学を中核とし，政治学，国

際関係学等の社会科学の知見を統合した危機管理学の学識を適用して的確に対処し，翻っ

てレジリエントな社会の創造に貢献する，指導的人材及び高度専門職業人を養成すること

を目的とする。 

（危機管理学専攻／修士課程） 

拡大するグローバルな危機と，ローカルな社会課題と向き合い，社会・自然環境の劇的変

化に対応しつつ，世界に指針を示し，リーダーシップを発揮できる危機管理人材へのニーズ

に応えて，①危機や社会課題を学術的に探求し，危機管理を解明し普及させる指導的人材，

及び②危機管理の実践的知識とを有する高度専門職業人として，危機管理の適用法を立案

し，実践することのできる有為な人材を養成する。 

 

（３）卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー），養成する人材像及び教育課程

編成・実施の方針との相関関係 

  

 本研究科は上述した「養成する人材像」並びに「教育研究上の目的」を達成するため，次

のとおり卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）並びに教育課程編成・実施の

方針（カリキュラム・ポリシー）を定める。 

 

 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

日本大学大学院危機管理学研究科は，現代社会における様々な危機と向き合い危機管理

の重責を全うする志をもち，レジリエントな社会の創造に寄与する人材を輩出すべく，以

下の能力を修得したものに「修士（危機管理学）」の学位を授与する。 

・災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代社会における様々な危機に対する高い関心

と深い洞察（意欲・経験・適性） 

・災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代社会の様々な危機を分析し解決するため

の，法学並びに，政治学，国際関係学等の社会科学の知見を統合した応用的な知識と技能

（学識・専門技能） 

・客観的な情報やデータをもとに論理的に考察し説得的に表現する力（思考力・判断

力・表現力） 

・多様な価値観や立場を尊重しつつ，自らの明確な考えをもとに，他者とコミュニケー

ションを確立する能力（主体性・多様性・協働性）。 
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教育課程の編成・実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー） 

日本大学大学院危機管理学研究科は，卒業の認定に関する方針に沿って，講義，演習に

おける細やかな学修指導を通じて行われる，法学を中核とする体系性と専門性を備えた教

育課程を編成する。 

また，学修成果の評価は，授業形態，授業手法及び成果物の性質に即した多元的な評価方

法により，各授業科目のシラバスに明示される学修到達目標の達成度について判定する。 

 

 また，上記の相関を図式化したものを以下に示す。 

 

 【資料１ 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー），養成する人材像及び教

育課程編成・実施の方針との相関関係図】 

 

 

  

 

（４）研究対象とする中心的な学問分野 

 

本研究科において，基礎となる学問分野は「法学」であり，これには法解釈に加え，立法

論や比較制度論を含む。そして，その先に目指すのが新たな範疇としての「危機管理学」で

ある。学問的範疇が確立されている前者に対し，後者には，自然科学，テクノロジーを含め

て様々な学術的アプローチがあり得るところであるが，本研究科の教育課程は，法学を軸足

としつつ，政治学，国際関係学をはじめとする社会科学的アプローチを採用する。これらの

知見を統合し，危機管理という文脈で社会課題に対応できる人材こそ，社会の各層でいま最

も求められる中核的危機管理人材といえるためである。 

また，中核人材となるに相応しい基礎的素養と能力を十分に開発する観点から，上記の分

野の「学識・専門技能」に加えて，「意欲・経験・適性」の確認，更には「思考力・判断力・
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表現力」，「主体性・多様性・協働性」といったコンピテンスを各科目群に割り当て，柔軟に

社会課題に対応し続けるための知識基盤の獲得を目指す。 

 

（５）人材養成の重点及び修了後の進路 

 

前述したように，本研究科が標榜する危機管理という社会基盤の創造には，危機管理研究

を推進し，その原理を突き止め，危機管理の理論や手法を積極的に発信して普及させる指導

的人材と，的確な危機管理を実践するうえでのリーダーとなる高度専門職業人との二正面

での人材養成が不可欠であり，このように指導的人材，高度専門職業人の養成のいずれもが

重視されなければならない。すなわち，本研究科は，法学を含む社会科学系学際知識を駆使

して，危機管理の地平を学術的に開拓し，メディアや教育機関，研究機関における危機管理

の発信，指導を担う人材，ならびに，危機管理の実践的知識とを有する高度専門職業人とし

て，行政機関，民間企業における危機管理の立案，実践を担う人材を育成する。 

具体的には，博士後期課程を経て研究能力を高めたうえで就く，社会科学系の大学学部・

大学院研究科における専任教員。他方，中央官庁，地方自治体の危機管理部門の専門的職員，

更には，危機管理の素養を備えた一般行政職員。メディア，金融，保険，商社，運輸，旅行，

メーカー，小売など，情報セキュリティやクライシスマネジメント，BCP など危機管理の

諸分野についての高いニーズを有する民間企業の総合職職員のような危機管理の実践にか

かる高度専職業人を想定進路とする。 

年を追うごとに増大する危機は危機管理という機能への関心を否応なしに高めており，

本研究科の基礎となる学部である危機管理学部における官民問わず極めて堅調な就職実績

に鑑みると，かかる人材には旺盛な採用需要が存在すると思料される。 

 なお，上述した人材需要の見通しの根拠については，「学生の確保の見通し等を記載し

た書類」において詳細を説明することとする。 

 

２．修士課程までの構想か，又は，博士課程の設置を目指した構想か。 

 

危機管理に関する研究，実務は，より先端的で応用的なレベルへと一層深化させていく

必要性が高く，そうした人材の高度化には十分な能力開発のプログラムが不可欠であるこ

とから，将来博士後期課程の設置を目指すこととする。 

 

３．研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

 

本研究科は，災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代の様々な危機に，法学を中核と

し，政治学，国際関係学等の社会科学の知見を統合した危機管理学の学識を適用して的確に

対処し，翻ってレジリエントな社会の創造に貢献する，指導的人材及び高度専門職業人を養

成することを教育研究上の目的としている。当該目的を達成する大学院であることから，新

大学院研究科，専攻の名称を「危機管理学研究科危機管理学専攻」とする。 

また，本研究科が基礎となす学問分野は「法学」であるところ，その内容をみると，法解

釈にとどまらず，立法論，比較制度論を含めた広義の法学をベースにしつつ，政治学，国際

関係学等のアプローチを統合した「危機管理学」という特徴を有している。近年，「危機管

理」という言葉は，世間一般にも広く認知されていることから，本研究科，専攻の名称に合

わせ，学位に付記する専攻分野の名称を「修士（危機管理学）」とする。 
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また，研究科，専攻及び学位に付記する専攻分野の英文名称は，日本語名称との整合性及

び国際的な通用性に留意して以下のとおりとする。 

 

研究科名 ：危機管理学研究科 

英文名称 ：Graduate School of Risk Management 

専攻名  ：危機管理学専攻 

英文名称 ：Course of Risk Management 

学位の名称：修士（危機管理学） 

英文名称 ：Master of Risk Management 

入学定員 ：８名（収容定員 16 名） 
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４．教育課程の編成の考え方及び特色 

 

（１）教育課程編成の体系性 

 

再掲となるが，本項を説明する上での便宜上，以下に本研究科の教育課程の編成・実施

に関する方針（カリキュラム・ポリシー）を記載する。 

 

日本大学大学院危機管理学研究科は，卒業の認定に関する方針に沿って，講義，演習に

おける細やかな学修指導を通じて行われる，法学を中核とする体系性と専門性を備えた教

育課程を編成する。 

また，学修成果の評価は，授業形態，授業手法及び成果物の性質に即した多元的な評価

方法により，各授業科目のシラバスに明示される学修到達目標の達成度について判定す

る。 

 

本ポリシーに基づき，本研究科の教育課程編成を行い，履修条件を定め，体系的な教

育を実施することとする。なお，本研究科が養成する人材像にそれぞれに求められる基

本的資質・能力の開発を念頭に，「指導的人材」について「研究コース」を，「高度専門

職業人」について「実務コース」を設け，この区分を後述する「発展講義科目」におけ

る履修条件と対応させる。 

 

本研究科では，上記のとおり，法学を含む社会科学系大学院において一般的な，講義と演

習の２つの教育方法を教育課程編成上の軸に据える。その上で，前者について，「基盤科目」

「コア講義科目」「発展講義科目」の区分を置く。後者については，修士論文の研究指導を

中心とする「統合演習科目」を置く。 

 「基盤科目」は，危機管理学の専門的な研究を進める上での基盤形成のための科目群であ

る。具体的には，危機管理学の修得に不可欠な危機管理のプロセスについての俯瞰的な知

識，更には危機管理知識の再生産に必要な外国文献研究技能を修得させることを目的に，

「危機管理学方法論１（リスクリテラシー）」及び「危機管理学方法論２（比較研究・外書）」

を配置する。また，研究の幅と奥行きにつながる多様な研究手法やパースペクティブを獲得

し，アカデミックでプレーンな表現技法を確立するとともに，倫理的で公正な研究姿勢を修

得することを目的として，「アカデミック・ライティング＆リサーチ」及び「研究倫理」を

配置する。以上，４科目を必修科目と位置付けることにより，確実な研究基盤を形成するこ

ととする。なお，法学を中心に据える教育課程において，学士課程での未修者のギャップを

埋めるために，法学の体系や概念を把握する「リーガルマインド」を（要件必修科目として）

配置する。 

「コア講義科目」は，基礎となる学問分野である法学のうち，危機管理にかかる領域の学

識を体系化するための科目群である。すなわち，危機管理の主体に着目し，商取引法，会社

法，経済法（競争法）の法領域をカバーしつつ，「企業」の取引，組織やこれらに関わるリ

スクの把握と対処を扱う「危機管理法制１～３」，並びに，憲法（統治機構），行政法，国際

法の法領域をカバーしつつ，「行政」の組織，作用やこれらに関わるリスクの把握と対処を

扱う「危機管理法制４～６」を配置する。その上で受講者が主として想定する危機管理の主

体ないし考察の基本的視座に即して，体系的な知識基盤を構築できるよう４科目を選択し

て履修するものとする。 
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「発展講義科目」は，危機管理法制に関する体系的な知識を基に，危機管理の諸要素，危

機管理の現代的諸課題を把握し，それらの理論的分析ないし解明に迫る科目群である。「特

講」として，①リスクコミュニケーション特講，②リスク・政策分析特講，③情報戦略特講，

④防災・減災政策特講，⑤リスク心理特講，⑥企業リスクマネジメント特講，⑦リスクファ

イナンス法特講，⑧ロジスティクス法特講，⑨企業広報特講，⑩社会安全・治安維持特講，

⑪犯罪・刑事司法特講，⑫テロリズム対策特講，⑬災害救援・官民協力特講の各トピックを

取り上げる。これに加えて，「実務特講」として，参加型のケーススタディを，企業，行政

の各主体における危機管理の実際的な運用局面を理解するために科目設定し，①コンプラ

イアンス実務特講，②レピュテーションリスク実務特講，③国際人道支援実務特講，④地域

防災連携実務特講を設ける。これら「発展講義科目」から６科目を選択して履修するものと

する。 

「統合演習科目」は，指導教授による修士論文の執筆に向けた個別的研究指導の科目群で

ある。「危機管理学研究演習Ⅰ～Ⅳ」がこれにあたる。研究テーマに応じ，文献研究，社会

調査，フィールドワーク等の研究手法を適用し，研究遂行と論文執筆にかかるプロセスを段

階的に修得する。この４科目は，修士論文の執筆を修了要件とするため必修であり，原則と

して同一の研究指導教員により一貫して指導を受けることとする。 

以上のことから，必修科目 12 単位，コア講義科目から８単位以上，発展講義科目から 12

単位以上を履修するものとするが，実務コースのみ，この 12 単位のうち，実務特講から６

単位を選択必修とする。これら合計 32 単位を修得し，かつ，修士論文の審査及び学識の最

終試験に合格することを要する。 

 

履修条件を科目群との関係で改めて整理すると，次のとおりである。 

「基盤科目」の「危機管理学方法論１・２」は，いずれも修士論文を執筆するのに必要と

なる研究手法の確立，ディシプリンを獲得するために設置された科目であり，必修科目とし

ている。また，「アカデミック・ライティング＆リサーチ」及び「研究倫理」についても，

研究の幅と奥行きにつながる多様な研究手法やパースペクティブを獲得し，アカデミック

でプレーンな表現技法を確立するとともに，倫理的で公正な研究姿勢を修得することを目

的として設置された科目のため，必修科目として位置づけている。 

「コア講義科目」に設置された「危機管理法制１～６」は，危機管理の主体である企業と

行政とが拠って立つ規範・原理を理解し，危機管理の課題やあるべき態様を考察するうえで

の不可欠な科目と位置付けられる。そのため，６科目中４科目を選択必修科目としている。 

「発展講義科目」に設置された「特論」13 科目は，コア講義科目の修得を踏まえ，危機

管理学の理論および実務に関する知見を各トピックにおいて応用的に検証する関係上，選

択科目としている。また，「実務特講」４科目（コンプライアンス実務特講，レピュテーシ

ョンリスク実務特講，国際人道支援実務特講，地域防災連携実務特講）は，ケーススタディ

をとおし，企業，行政，の各主体における危機管理の実務運用を理解することを主眼とする

ものであり，将来，危機管理の現場をリードする人材の育成に不可欠な科目と位置づけられ

る。このため，このうちいずれか３科目を実務コースの必修科目としている。以上に対し，

研究コースは，将来の研究活動の基盤となる裾野が広く予断のない学修範囲を確保するた

め，より多くの「特講」科目の履修を推奨することになる。 

「統合演習科目」にあたる「危機管理学研究演習Ⅰ～Ⅳ」は，指導教授のもとで研究遂行

と修士論文執筆にかかる不可欠なプロセスを修得する科目であるため必修科目としている。 

履修順序（配当年次）の考え方としては，開講科目のうち，理論及び実務に関する知見を
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応用的に検証する「発展講義科目」及び２年次の研究指導にかかる統合演習科目「危機管理

学研究演習Ⅲ」，「危機管理学研究演習Ⅳ」を２年次配当とする。これら以外の科目は，１年

次の配当とする。科目の設定単位数の考え方として，本研究科においては，危機に的確に対

応するための学識として危機管理の要素を多元的に理解し，それらに対応した多彩な科目

群を設定するものの，原則として講義科目を半期２単位，演習科目を半期１単位とし，32 単

位以上を修了要件とする構成を採る。 

 

 

本研究科の履修順序（配当年次）の考え方の図を以下資料２に示す。 

 

【資料２ 大学院危機管理学研究科修士課程の学びの流れ】 

 
 

なお，以上の開講科目は，第一義的に，指導的人材ないし高度専門職業人に必要な，危機

管理学にかかる学識と専門技能の開発を主眼として構築されるが，知識基盤社会に対応し

た知の再生産を念頭に，また学修・研究の遂行上，情意的要素や学修姿勢の重要性も看過で

きないことに鑑み，（Ａ）「意欲・経験・適性」，（Ｂ）「学識・専門技能」，（Ｃ）「判断力・思

考力・表現力」，（Ｄ）「主体性・多様性・協働性」という汎用的能力要素（コンピテンス）

を，上記科目群の特性に応じて科目の教育上のゴールとして対応させることとする。 

また，科目におけるコンピテンス対応表は以下表【資料３】のとおり。 

 

以上のとおり，講義，演習における学修指導を通じ，法学を中核とする体系性と専門性を

備えた教育課程を編成し，学修成果の評価は，授業形態，授業手法及び成果物の性質に即し

て，試験，レポート、ポートフォリオ等の多元的な評価方法により，各授業科目のシラバス

に明示される学修到達目標の達成度について判定することとする。 
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【資料３ 危機管理学研究科 各科目 コンピテンス対応表】 

  
 

（２）ディプロマ・ポリシー（DP）及びカリキュラム・ポリシー（CP）並びに養成する人 

材像の関係性 

 

ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する方針） 

日本大学大学院危機管理学研究科は，現代社会における様々な危機と向き合い危機管理

の重責を全うする志をもち，レジリエントな社会の創造に寄与する人材を輩出すべく，以下

の能力を修得したものに「修士（危機管理学）」の学位を授与する。 

・災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代社会における様々な危機に対する深高い関心と

深い洞察（意欲・経験・適性） 

・災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代社会の様々な危機を分析し解決するための，法

1（意欲・経験・適性） 2（学識・専⾨技能） 3（思考⼒・判断⼒・表現⼒） 4（主体性・多様性・協働性）

災害，テロ，国際
紛争等，複雑化し
た現代社会におけ
る様々な危機に対
する⾼い関⼼と深
い洞察

災害，テロ，国際
紛争等，複雑化し
た現代の様々な危
機を分析し解決す
るための，法学，
政治学，国際関係
学等の社会科学の
知⾒を統合した応
⽤的な知識と技能

客観的な情報や
データをもとに論
理的に考察し説得
的に表現する⼒

多様な価値観や⽴
場を尊重しつつ，
⾃らの明確な考え
をもとに，他者と
コミュニケーショ
ンを確⽴する能⼒

基盤科⽬ 危機管理学⽅法論１（リスクリテラシー） 〇 ◎ 〇
危機管理学⽅法論２（⽐較研究・外書） ◎ 〇 〇
アカデミック・ライティング＆リサーチ ◎ 〇 〇
研究倫理 ◎ 〇 〇
リーガルマインド 〇 ◎ 〇

講義科⽬ 危機管理法制１（企業・取引） 〇 ◎ 〇
（コア科⽬） 危機管理法制２（企業・組織） 〇 ◎ 〇

危機管理法制３（企業・経済） 〇 ◎ 〇
危機管理法制４（⾏政・国家） 〇 ◎ 〇
危機管理法制５（⾏政・地域） 〇 ◎ 〇
危機管理法制６（⾏政・国際） 〇 ◎ 〇

（発展科⽬） リスクコミュニケーション特講 〇 ◎ 〇
リスク・政策分析特講 〇 ◎ 〇
情報戦略特講 〇 ◎ 〇
防災・減災特講 〇 ◎ 〇
リスク⼼理学特講 〇 ◎ 〇
企業リスクマネジメント特講 〇 ◎ 〇
リスクファイナンス法特講 〇 ◎ 〇
ロジスティクス法特講 〇 ◎ 〇
企業広報特講 〇 ◎ 〇
社会安全・治安維持特講 〇 ◎ 〇
犯罪・刑事司法特講 〇 ◎ 〇
テロリズム対策特講 〇 ◎ 〇
災害救援・官⺠協⼒特講 〇 ◎ 〇
コンプライアンス実務特講 ◎ 〇 〇 〇
レピュテーションリスク実務特講 ◎ 〇 〇 〇
国際⼈道⽀援実務特講 ◎ 〇 〇 〇
地域防災連携実務特講 ◎ 〇 〇 〇

統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅰ 〇 〇 ◎ 〇
危機管理学研究演習Ⅱ 〇 〇 ◎ 〇
危機管理学研究演習Ⅲ 〇 〇 ◎ 〇
危機管理学研究演習Ⅳ 〇 〇 ◎ 〇

区分 科⽬

コンピテンス
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学並びに，政治学，国際関係学等の社会科学の知見を統合した応用的な知識と技能（学識・

専門技能） 

・客観的な情報やデータをもとに論理的に考察し説得的に表現する力（思考力・判断力・表

現力） 

・多様な価値観や立場を尊重しつつ，自らの明確な考えをもとに，他者とコミュニケーショ

ンを確立する能力（主体性・多様性・協働性）。 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成に関する方針） 

日本大学大学院危機管理学研究科は，卒業認定に関する方針に沿って，講義，演習におけ

る細やかな学修指導を通じて行われる，法学を中核とする体系性と専門性を備えた教育課

程を編成する。 

また，学修成果の評価は，授業形態，授業手法及び成果物の性質に即した多元的な評価方法

により，各授業科目のシラバスに明示される学修到達目標の達成度について判定する。 

以下 関係図（【資料１】再掲） 

【資料１ 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー），養成する人材像及び教育

課程編成・実施の方針との相関関係図】 

 

 
 

（３）「新時代の大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて―」を踏ま

えた教育課程及び研究指導 

 

 高度な知識基盤社会をむかえるにあたり，リスクの縮減や回避は，社会の様々な側面で対

処を要する課題であり，知識の再生産過程に組み入れられなければならない知見である。そ

のため，危機を管理もしくは回避するための専門職業人の育成は社会的ニーズと合致して

おり，本研究科で開発する，「実務特講」を踏まえた実践的かつ論理的思考に基づく未知の

課題に対する解決能力は，新たな知識を基盤とする社会で活躍するために必要な能力とな

りうる。 
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 また，危機管理に関わる知見を，法学を中核とする社会科学をベースに横断的かつ体系的

に学修することは，今までの大学院の修士課程の教育課程にはない新たな試みである。レジ

リエントな社会を構築するために必要な危機管理の機能を立体的，分析的にとらえること

で，社会の中で新しい知の体系を構築する可能性をもつといえる。 

 

学士課程における他分野出身学生にも広く門戸をひらき，「危機管理学」のフィールドに

迎え入れ専門課程の内容に適合させ，指導的な人材，そして高度な知見を有する人材として

社会に送り出すことは意味が大きい。そこで，危機管理の要諦を踏まえる「危機管理学方法

論１（リスクリテラシー）」を置くとともに，ギャップ・フィリング科目としての「リーガ

ルマインド（法学未修者用）」を配置し，そこでの体系的・俯瞰的な理解をもとに，必要に

応じて学部における関連科目の履修を勧めるなどの適切な指導を行うこととする。また，多

様な研究アプローチや，外国文献講読，研究倫理を含む基礎的学識を扱う「危機管理学方法

論２（比較研究・外書）」を必修とし，指導者や実務家としての素養そのものを総体的に高

める措置を講じる。 

 

教育質保証に関しては，学位論文審査規程に基づき専門的知見を有する主査及び副査に

よって厳格な審査を実施することはもちろんのこと，研究発表会（Ｍ１・中間発表）への参

加を義務付け途中段階での必要な研究水準を確保するとともに，研究発表会（Ｍ２・成果発

表）の場を通じて，プレゼンテーションを含めて指導教授以外の多くの目に触れることを条

件とするなかで，研究水準の向上と保持につとめることとする。 
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５．教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

 

（１）授業方法及び授業内容，配当年次 

 

教育方法としては，社会科学系大学院において一般的な，講義と演習の２方法を採用する

（前者について，「危機管理法制１～６」，「特講」13 科目等，後者について「危機管理学研

究演習Ⅰ～Ⅳ」）。ただし，危機管理学は実学であり，理論的な研究と実践的な研究との交点

において最も教育効果が高まると考えられるため，講義科目においても，「実務特講」４科

目のような参加型ケーススタディを特長とする科目を設定する。 

危機管理学の修得には，根拠となる法学・法務知識と危機管理の運用能力の２要素を不可

欠とするため，学士課程での法学未修者向けに「リーガルマインド」を設ける一方，「危機

管理学方法論１（リスクリテラシー）」を必修とし，初年次にギャップ・フィリングを適切

に行い，スムーズな履修につなげる。加えて，指導教授の研究室の範囲で，研究手法と研究

テーマとがタコつぼ化することは将来の研究の奥行と可能性を減じてしまいかねない。そ

こで，初年次に「危機管理学方法論２（比較研究・外書）」，「アカデミック・ライティング

＆リサーチ」，「研究倫理」を置き，ここで多様な研究手法やパースペクティブにも触れ，外

国文献研究の基礎を修得することにする。これら科目群を「基盤科目」と位置付け，必修と

して履修条件に含める理由である。 

開講科目のうち，２年次の研究指導にかかる統合演習科目「危機管理学研究演習Ⅲ」，「危

機管理学研究演習Ⅳ」は２年次配当とし，また「発展講義科目」は，理論及び実務に関する

知見を応用的に検証する関係上，２年次配当する。これら以外の科目は，１年次から履修可

能とする。 

 

（２）入学から修了までの質の担保，修了までのスケジュール及び履修モデル 

 

履修指導については，セメスター毎の履修登録に際して，指導教授が学生のバックグラウ

ンド，関心，希望進路等の要素を踏まえて個別的な履修指導を行うこととし，履修登録手続

にあたっては指導教授の承認を要することを定める。次のとおり，履修モデルによる，学生

の希望キャリアに即した指導を行う。 

危機管理学研究科は，指導的人材養成と高度専門職業人養成の２つの目的を有する。危機

管理に関する専門的知見を考究，発信する人材，かたや実践経験を蓄積し継承する人材は，

互いに協力しあい補完しあうことで，危機管理に関する社会基盤を形成し，我が国，そして

世界の危機管理レベルの向上及びレジリエントな社会創造に貢献するものと考えられる。

ただし，危機管理学は実学であり，学識・専門技能と，能力とについて，指導的人材が有す

べきものと，高度専門職業人が有すべきものとで，絶対的な差異が認められるわけではな

い。この点を踏まえつつ，本研究科においては，履修モデルとして〔研究コース【資料４】〕

と〔実務コース【資料５】〕の２種を施行し，職業的特性に応じた段階的履修を確保する（履

修モデル）。 

両モデルを通じて共通するのは，危機管理の理解と実践の前提となる，法学に関する体系

的な知識といえる。この点で，コア講義科目における「危機管理法制１～６」について，受

講者の研究視座ないしキャリアビジョンに即して，企業系又は行政系のいずれかに軸足を

置いた履修を確保するものとする。一方，危機管理法制に対する理解の上に，危機管理の適

用ないし応用局面についてより発展的な内容を学修する発展講義科目 17 科目においては，
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〔研究コース〕と〔実務コース〕とで，差異を設けることにしている。すなわち，〔研究コ

ース〕では，危機管理に関する視野を拡げ，現代的な課題についての知見を確実に修得して，

研究活動の基盤とすることを目指す。他方，〔実務コース〕では，「実務特講」４科目の内，

３科目を履修することを要件に掲げ，具体的な危機事案を素材とするケーススタディを通

じて，危機管理にかかる知見を応用し，実践智として活用することを目指す。 

 

【資料４ 履修モデル①】 
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【資料５ 履修モデル②】 
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 研究指導の方法については，入学時に師事する指導教授の「危機管理学研究演習Ⅰ～Ⅳ」

の履修を中核とする個別指導に加え，集団指導体制の要素を加えるものとする。具体的に

は，初年次末に研究テーマについての中間報告会，及び修了年次末に修士論文報告会に参加

し，指導教授の平常的な指導に付加し，研究科に所属する教員から多面的なアドバイスを受

け，修士論文の作成及び将来の研究への示唆を得るものとする。 

入学から修了までの間の質保証に関しては，研究の組織的なプロセス管理の手続を定め，

確保することとする。すなわち，各学年初に「研究計画書」を義務付け，指導教授の指導の

下，いかなる研究手法を適用し，予備研究や調査を経て，修士論文に取り纏め，数次のドラ

フトを経て完成させるのかのフローについて自覚を促す。また，１年次には「修士論文（中

間）発表会」を，２年次には「修士論文発表会」を開催し，多くの目に自らの研究成果を定

期的に触れさせ，また指導教授以外の研究者によるアドバイスを積極的に受ける機会とす

る。上記の透明性確保手段に加えて，修士論文の提出プロセスにおいては，概ね提出の３か

月前に論題（要旨及び目次案を含む）を届出させるなど，スケジュール管理にも留意するこ

ととする（【資料６】修士課程標準スケジュール表）。 

 

【資料６】修士課程標準スケジュール表 

Ｍ１ 

４月上旬 ガイダンス，履修登録 

５月下旬  研究計画書提出 

５～７月 指導教授による研究指導 

９～２月 指導教授による研究指導 

３月上旬 修士論文（中間）発表会 

Ｍ２ 

４月上旬 ガイダンス，履修登録 

５月下旬 研究計画書提出 

５～７月 指導教授による研究指導 

９～２月 指導教授による研究指導 

10 月下旬 修士論文論題提出  

３月上旬 修士論文発表会 

 

（３）学位論文審査体制，学位論文及び学位論文に係る評価の基準，研究倫理体制 

 

本研究科における修了要件は，修業年限２年間で 32 単位（講義科目 28 単位，演習科目４

単位）を修得し，研究指導を受け，修士学位論文を提出して，学識の確認・口頭試問を含め

た最終審査に合格することを必要とする。 

修士論文の審査体制は，研究テーマに即して機関決定された１名の主査及び１名の副査

計２名により，公正で厳格な審査を実施する。 

審査に関しては，開設年度までに「日本大学大学院危機管理学研究科 学位論文審査基準」

を制定，公表し，これに則って審査を行う。審査内容としては，①研究課題の適切性（研究

目的が明確であり，課題設定が適切に行われていること。先行研究に対峙し得る発想や着眼

点があり，それらが説得力を有していること），②情報収集の適切性（研究課題に関する先

行研究についての十分な調査のうえに，立論に必要なデータや資料等の収集が適切に行わ
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れていること），③研究方法の適切性（研究目的を達成するためにとられた方法が，研究課

題の特性に適合し，データ，資料等の処理・分析・解釈の要素を含めて，適切かつ主体的に

行われていること），④論旨の妥当性（論文の構成，論旨の進め方が一貫しており，課題に

対応した明確な結論が提示されていること），⑤論文作成能力（論文全体が確かな表現力に

よって支えられており，要旨・目次・章立て・図版等に関しても体裁が整っていること。注

記や引用が研究課題に関連する学問分野の慣例を踏まえて，適切に行われていること）の諸

点を定める。  

審査に合格した修士論文は，日本大学図書館三軒茶屋キャンパス図書館に電子デー

タとして収蔵し，手続者に対して閲覧に供することとする。 

なお，研究に係る倫理審査体制は，日本大学全体において整備されており，本研究科も

この体制に則り，倫理審査体制を整備し実行する。 

現状の大学全体における研究倫理に関する学内規程・内規等の整備状況は以下のとおり

である。 

 

①研究活動・研究費に関する倫理について 

研究活動の倫理については，「日本大学研究倫理ガイドライン【資料７】」，「日本大学

における公正な研究活動の推進に関する内規【資料８】」及び「日本大学における研究

データ及び研究成果の取扱いに関する要項【資料９】」により行動規範を定めている。

さらに，「日本大学研究不正行為防止宣言【資料 10】」を定め，これを学内外に広く周知

することで，本学が研究不正に対し厳正な姿勢を持って臨むことを明確にし，研究不正

行為の抑止力向上を図っている。 

研究費使用に関する倫理については，「日本大学における研究費等運営・管理内規【資

料 11】」，「日本大学における研究費等運営・管理要項【資料 12】」及び「日本大学にお

ける研究費等の取扱いに関する内規【資料 13】」等を定め，ルールの統一化や責任体系

の明確化を図っている。また，これらの規程等に則った研究費執行マニュアルとして「研

究費の取扱い手引き」を作成することにより，研究者に分かり易く周知し，適正な執行

に努めている。さらに，「日本大学における研究費不正使用防止計画【資料 14】」によ

り，不正発生要因を把握し，その具体的な行動計画を策定している。加えて，研究費不

正使用防止を啓発するため，不正使用の事例や留意事項を説明した「研究費不正防止ハ

ンドブック【資料 15】」を作成し，全ての専任教員及び大学院生等に配布している。 

また，実際に研究不正行為（論文等のねつ造，改ざん，盗用及び研究費不正使用）が

起きた際の対応を「日本大学における研究活動の不正行為対策に関する内規【資料16】」

で定めている。 

各学部・研究科では，これらの大学内規等に基づき研究活動に係る研究倫理教育及び

研究費不正使用防止に係るコンプライアンス教育を実施し，本学で研究活動を行ってい

る全ての研究者に対して意識啓発を図っている。 

研究倫理教育の実施に当たっては，文部科学省が推奨する「APRIN eﾗｰﾆﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

(CITI Japan) 」を導入し，研究活動に関して守るべき作法についての知識や技術を習

得させている。コンプライアンス教育の実施に当たっては，「研究費不正使用防止ハン

ドブック」を教材としたビデオ講習を実施し，受講後に理解度を確認している。 

なお，研究倫理教育及びコンプライアンス教育の受講者からは，不正に関与しない

旨の誓約書を徴収している。 
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②生命倫理について 

生命倫理に関する全学的な規程等として，「日本大学遺伝子組換え実験実施規程【資

料17】」，「日本大学動物実験運営内規【資料18】」及び「日本大学における人を対象と

する生命科学・医学系研究に関する倫理指針【資料19】」を定めている。 

これらの規程等に基づき，本部及び学部に各種委員会を設置し，生命倫理に関する

実験についての適切な審査を実施している。 

 

③利益相反マネジメントについて 

産学官連携活動に伴う「利益相反マネジメントポリシー」を策定し，Web サイトにお

いて広く公表している。これによって，本学の社会的信頼を維持し，本学の教職員が利

益相反を懸念することなく，産学官連携活動を円滑に行うことができる環境を整備して

いる。 

また，平成 21 年度に「日本大学利益相反マネジメント内規【資料 20】」を制定し，産

学官連携活動に伴う利益相反マネジメント体制の構築，運用を行っている。 

 

【研究倫理に関する学内審査機関の設置・運営の適切性】 

①研究活動・研究費の使用に関する倫理について 

研究活動又は研究費の不正が発覚した際，その対象事実の調査等を行うため，大学に

研究委員会コンプライアンス専門部会を設置している。 

また，学部に設置しているコンプライアンス専門部会は，不正防止計画の実施等を行

っており，当該学部における研究費不正使用防止に係るコンプライアンス運営の役割を

担っている。 

 

②生命倫理について 

遺伝子組換え実験の適切性を審査する委員会として，遺伝子組換え実験安全委員会

を本部及び学部に設置している。学部安全委員会は，遺伝子組換え実験の適切性につ

いて意見し，本部安全委員会は，学部安全委員会を経て申請された実験計画を審査し

ている。 

本部遺伝子組換え実験安全委員会は，毎月第４金曜日に実施している。学部からの

申請により機関承認や大臣確認が必要な案件を審査し，審査の結果，計画書に不備等

があった場合は修正を求めるなど，適正な審査が実施されている。また毎年，文部科

学省で開催されている遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律「カルタヘナ法」に関する説明会に参加し，法令等の適正な運用を図っている。 

動物実験の適切性を審査する委員会として，動物実験委員会を本部及び学部に設置

している。学部委員会は，動物実験の適切性について審査し，本部委員会は，学部委

員会の審査結果を検証し，必要な指導又は助言を行っている。 

本部動物実験委員会は，毎月第３水曜日に開催しており，学部動物実験委員会の審

議結果に対する指導又は助言に加え，動物実験に関する自己点検評価や情報公開な

ど，全学的に検討する事項を審議・報告するなど，適切に運営されている。なお，承

認された実験計画や本部動物実験委員会の指導又は助言等をアーカイブ化し，各学部

で閲覧できるようにすることにより，全学的に審査基準を標準化している。さらに，

毎年，各学部の施設見学を実施しており，実験動物の飼養保管状況等を確認し，適切

な環境が整備されているかを検証している。また，動物実験の実施体制が文部科学省
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の基本指針に適合しているかどうかの外部検証を年次計画に基づき各学部で実施して

おり，動物実験の適正性を確保している。 

人を対象とする生命科学および医学系研究の適切性を審査する委員会として，倫理

審査委員会を学部に設置している。既存の危機管理学部においては，人を対象とする

生命科学および医学系研究はこれまでも行っておらず，大学院危機管理学研究科にお

いても現状実施予定はないが，実施する場合については同キャンパス内に所在するス

ポーツ科学部に設置されている研究倫理委員会の倫理審査申請フローチャート（図）

【資料21】に則り，実施することとする。一方，全学的な委員会としては日本大学研

究委員会がその役割を担っている。日本大学研究委員会は，実施中又は実施後の研究

に国の定める指針等に適合していない内容で，重大な事象が発生した場合や予測でき

ない重篤な有害事象が発生した場合において，学長の諮問を受け，答申及び上申並び

に助言を行っている。 

日本大学研究委員会は，毎月第３月曜日に開催しており，各学部で承認された計画

の実施件数等を定期的に報告することにより実施状況を把握している。 

 

③利益相反マネジメントについて 

日本大学利益相反マネジメント内規においては，具体的に利益相反マネジメントの対

象となる産学官連携活動及び基準を示し自己申告を義務付けると伴に，その申告内容を

審査，内容によっては助言，勧告等を行う組織として，「日本大学利益相反委員会」を

設置し，同委員会に「利益相反マネジメント委員会」を置き，具体的な審査等を行って

いる。また，利益相反アドバイザーを置き，利益相反に係る教職員からの質問や相談に

応じ，必要な助言，指導等を行うことによって，産学官連携活動に伴う本学の社会的信

頼の確保に努めている。 

このような大学全体の規定に加え，本研究科の設置に伴う必要な整備を行い，教育・研究

が倫理的な配慮のもとに行われるようにする。 
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６．基礎となる学部との関係 

 

日本大学危機管理学部危機管理学科が，本研究科の基礎となる学士課程である。ここでは，

危機管理に対応する職務上の立場にかかる，行政と企業の２つの「キャリア」と，危機管理

の対象事象の特性にかかる，災害マネジメント，パブリックセキュリティ，グローバルセキ

ュリティ，情報セキュリティの４つの「領域」とのマトリクスをもって，危機管理学の範疇

を描いた。新型コロナウイルスのパンデミックによって明らかとなったように，世界，国家

レベルの危機は増幅し続け，社会・自然環境の劇的変化と相俟って，危機管理におけるリー

ダーシップ，イニシアティブを発揮できる人材への要請はますます強まっている。このニー

ズに応え，大学院課程を設置し，法学を含む社会科学系学際分野の研究者，ならびに，基礎

となる法務知識と危機管理の実践的知識とを有する高度専門職業人として，行政機関，民間

企業における危機管理の立案，実践を行う有為な人材を育成することとする。 

学士課程では，「危機管理学」という新たな学問的範疇を構築するにあたり，その将来の

適用局面としてキャリアイメージを強く打ち出した。上記，２つの「キャリア」と４つの「領

域」がそれである。 

これに対し，本研究科では，大学院課程としての危機管理学の深化と，一層堅実な法学的

研究基盤の構築のために，新たなアプローチを採用している。すなわち，法学系科目の体系

的な学修を行う，「危機管理法制」６科目からなるコア講義科目を配置し，その外延に，社

会的重要度の高い危機管理の適用局面ないし応用局面を扱う，「特講」13 科目，「実務特講」

４科目からなる発展講義科目を配置する。それらの趣旨であるが，危機管理に対応する職務

上の立場により，企業系と行政系とで根拠法が大きく異なることに鑑み，コア講義科目は，

危機管理法制１～３（企業系），危機管理４～６（行政系）の２区分を置き，受講者の想定

するキャリアないし研究上の視座に即して体系的に学修することとする。さらに，危機管理

の適用局面は社会の作用の各方面にわたり，個別的論点に対する研究や事例に即した実態

把握が不可欠であることから，「リスクコミュニケーション」「防災・減災」「リスクファイ

ナンス」などの 13 の重要トピックについて「特講」を，そして「コンプライアンス」「レピ

ュテーションリスク」「地域防災連携」といった４の重要テーマについて実務的センスを喚

起するためのケーススタディを中核とした「実務特講」を，それぞれ配置する。これら危機

管理の基礎となる法学の作用と，各種の応用局面での危機管理の態様と問題点の解明を立

体的に構成し，教育課程編成上の軸に据えることとする 

 

（次頁 【資料 22】 基礎となる学部との関連図 参照）。 
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【資料 22】 基礎となる学部との関連図 

 

 

 

  

-設置等の趣旨（本文）-21-



 

22 
 

７．入学者選抜の概要 

 

（１）入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー） 

 

 本研究科は，以下に定める入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき

入学者を受け入れることとする。 

 

・入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー） 

危機管理学研究科は，災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代社会の様々な危機に，

法学，政治学等の社会科学の知見を適用して的確に対処できる研究者及び高度専門職業人

を養成するために，以下の資質を備えた者を多様な選抜方法によって受け入れる。 

・災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代社会における危機に対する深い問題意識と関心

（意欲・経験・適性） 

・災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代社会の様々な危機に関する一般的な知識，及び

法学，政治学，国際関係学等の社会科学に関する基礎的な素養（学識・専門技能） 

・客観的な情報やデータをもとに論理的に考察し表現する力（思考力・判断力・表現力） 

・多様な価値観や立場を尊重しつつ，他者と円滑なコミュニケーションを図る能力（主体

性・多様性・協働性）。 

 

アドミッション・ポリシーにおける評価要素は，次のとおり構成して運用する。 

AP１ ： 知識と経験とを発展させて，意欲的に課題に向き合うことができる。 （意欲・経

験・適性） 

AP１―１ 意欲 

AP１－２ 経験 

AP１―３ 適性 

AP２：   専門的な知識や技能を駆使して，課題を探求することができる。（学識・専門技能） 

 AP２―１ 学識 

 AP２―２ 専門技能  

AP３： 課題に対して幅広い視野でその原因と対処法を考察し，そのプロセスを適切に表

現することができる。（思考力・判断力・表現力） 

 AP３―１ 思考力 

AP３―２ 判断力 

AP３―３ 表現力  

AP４： 主体的かつ計画的に，他者と協働しつつ，課題解決に取り組むことができる。（主

体性・計画性・協働性）  

 AP４―１ 主体性 

 AP４―２ 計画性 

 AP４―３ 協働性 

  

各評価要素の内容は，以下のとおりとする。  

意欲とは，学修への内発的動機づけをいう。  

経験とは，学修への内発的動機付けに連なる，没入体験や体験活動をいう。  

適性とは、学修への内発的動機付けに繋がる，自己客観視や省察を伴って特定された，将
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来のビジョンをいう。  

学識とは，大学とそれに準ずる教育課程において学修した専門的学力のうち，主として情

報や認識の運用力をいう。 

専門技能とは，大学とそれに準ずる教育課程において学修した専門的学力のうち，主とし

て作業の実行力をいう。 

思考力とは，物事を論理的，戦略的又は批判的に考え抜く能力をいう。 

判断力とは，物事を正しく認識し，評価する能力をいう。 

表現力とは，知識や情報を状況や場面に即して適切に伝達する能力をいい，互いに意思疎

通を円滑に繰り返すコミュニケーション力を含む。 

主体性とは，課題と向かい合い，その解決のために主体的に考え，行動しようとする姿勢

をいう。 

計画性とは，学修やキャリア形成を，継続的，計画的に実行しようとする姿勢をいう。 

協働性とは，他者との協力において課題を解決し，または自己を高めようとする姿勢をい

う。 

 

（２）入学資格 

 

 本研究科への入学資格は，日本大学学則第 116 条に則り，次のいずれかに該当するもの

で，選抜試験に合格したものとする。 

 

・大学を卒業した者及び令和５年３月卒業見込みの者。 

・学校教育法第 104 条第７項の規定により学士の学位を授与された者及び令和５年３月ま

でに授与される見込みの者。 

・外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者及び令和５年３月までに修了

見込みの者。 

・外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における 16 年間の課程を修了した者及び令和５年３月までに修了見込み

の者。 

・我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年

間の課程を修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了したもの及び令和５年３月までに修了見込みの者。 

・外国の大学等において，修業年限が３年以上である課程を修了することにより，学士の

学位に相当する学位を授与された者。 

・専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降

に修了した者及び令和５年３月修了見込みの者。 

・文部科学大臣の指定した者。 

・学校教育法第 102 条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本大学院におい

て，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者。 

・本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めたもので 22 歳に達した者及び令和５年３月 31 日までに 22 歳に達する者。 
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（３）入学者選抜方法および選抜体制 

 

入学者選抜については，「一般選抜」および「学内選考」を行う（入学前年の 11 月に

学内選考，入学年の２月に一般選抜を実施予定）。 

 

ア 一般選抜 

一般選抜では，書類審査（成績証明書，志望理由書，研究計画書），筆記試験（外

国語（英語），専門試験（危機管理学に関する基礎的問題）），口述試験・面接（研究計

画及び志望する研究領域についての学識）を行い，その結果を総合的に評価する。 

書類審査では，受験生が出願時に提出した成績証明書，志望理由書，研究計画書に

基づき，学士課程における学修状況や本研究科の志望理由，そして修士課程における

研究計画について評価する。筆記試験における外国語（英語）試験では，本研究科独

自に作成した試験を実施し，修士課程において必要となる基礎的な英語能力について

評価する。専門試験（危機管理学に関する基礎的問題）では，修士課程において危機

管理学を探究するために必要な基礎的学識について評価する。書類審査，口述試験・

面接では，入学試験担当教員（修士課程担当教員のうち複数教員）により，入学後の

研究計画，研究領域についての志望理由のほか，これまでの諸活動と本研究科入学後

または将来の計画について評価する。これらについて，アドミッション・ポリシーに

掲げる能力の観点から評価する。 

 

選考方法とＡＰとの対応 

一般選抜では，ＡＰ２「学識・専門技能」およびＡＰ３「思考力・判断力・表現力」，

を重視しつつ，ＡＰ１「意欲・経験・適性」，ＡＰ４「主体性・多様性・協働性」と合わ

せて総合的に評価する。 

・書類審査（成績証明書，志望理由書，研究計画書）では，ＡＰ１－１，ＡＰ２－１・

２・３，ＡＰ３－１・２について評価する。 

・筆記試験（外国語，専門試験）では，ＡＰ２－１・２，ＡＰ３－１について評価す

る。 

・研究計画審査では，ＡＰ１－１，ＡＰ２－１・２・３，ＡＰ３－１・２，ＡＰ４－

１・２について評価する。 

・口述試験・面接では，ＡＰ２－１・２，ＡＰ３－２，ＡＰ４－１・２・３について

評価する。 

 

イ 学内選考 

  

学内選考では，書類審査（成績証明書，志望理由書，研究計画書），専門試験（危機

管理学に関する基礎的問題）），口述試験・面接（研究計画及び審査に対する口述試験）

及び面接（志望する研究領域についての学識）を行い，その結果を総合的に評価する。 

書類審査では，受験生が出願時に提出した成績証明書，指導教員推薦書（原則として

ゼミナール指導教員によるもの），志望理由書，研究計画書に基づき，学士課程におけ

る学修状況や本研究科の志望理由，そして修士課程における研究計画について評価する。

専門試験（危機管理学に関する基礎的問題）では，修士課程において危機管理学を探究

するために必要な基礎的学識知識の理解度について評価する。口述試験・面接では，入
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学試験担当教員（修士課程担当教員のうち複数教員）により，入学後の研究計画，研究

領域についての志望理由のほか，これまでの諸活動と本研究科入学後または将来の計画，

研究上求められる外国語（英語）についての姿勢について評価する。これらについては，

アドミッション・ポリシーに掲げる能力の観点から評価する。 

 

選考方法とＡＰとの対応 

学内選考では，ＡＰ２「学識・専門技能」およびＡＰ３「思考力・判断力・表現力」，

を重視しつつ，ＡＰ１「意欲・経験・適性」，ＡＰ４「主体性・多様性・協働性」と合わ

せて総合的に評価する。 

・書類審査（成績証明書，志望理由書，研究計画書）では，ＡＰ１－１，ＡＰ２－１・

２・３，ＡＰ３－１・２について評価する。 

・筆記試験（専門試験）では，ＡＰ２－１・２，ＡＰ３－１について評価する。 

・研究計画審査では，ＡＰ１－１，ＡＰ２－１・２・３，ＡＰ３－１・２，ＡＰ４－

１・２について評価する。 

・口述試験・面接では，ＡＰ２－１・２，ＡＰ３－２，ＡＰ４－１・２・３について

評価する。 

  

（４）募集人数 

以上の選考方法を用いてアドミッション・ポリシーに基づき評価した後，「一般選抜」

および「学内選考」ともに大学院分科委員会において合否を判定する。研究科全体の募

集定員は８名に設定するが，入学者選抜方法ごとの募集定員は設定しない。収容定員は

16 名とする。 
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８．教員組織の編制の考え方及び特色 

 

（１）教員組織の編制の考え方 

 

本研究科は，法学を含む社会科学系学際知識と危機管理の実践的知識をあわせた危機管

理学をより一層発展させる指導的人材，ならびに，危機管理の法務知識および危機管理に

関する最新の実践的知識を用いて，行政機関，民間企業における危機管理の立案，実践を

担う高度専門職業人材を育成する。 

そのため，教員組織は危機管理と関連性の強い理論科目の指導を担う研究者教員および

実践的教育の指導を担う実務家教員により構成する。 

 

本研究科の教育課程は，前述したとおり「基盤科目」，「コア講義科目」，「発展講義科

目」，「統合演習科目」の４つの科目区分で構成されているが，このそれぞれの科目区分に

おける教員組織の編制の考え方は以下のとおりである。 

・基盤科目 

基盤科目は，危機管理学の専門的な研究を進める上での基盤を形成するための科目群で

ある。 

a 必修科目 「危機管理学方法論１（リスクリテラシー）・危機管理学方法論２（比較

研究・外書），アカデミック・ライティング＆リサーチ，研究倫理」 

「危機管理学方法論１（リスクリテラシー）」はオムニバス科目とし，専任の教授ま

たは准教授が担当する。「危機管理学方法論２（比較研究・外書）」は外国文献研究の

教授に豊富な経験を持つ専任の教授（完成年度に兼任に変更）が担当する。「アカデ

ミック・ライティング＆リサーチ並びに研究倫理についてもオムニバス科目とし，専

任の教授または准教授が担当する。 

 ｂ 選択科目 「リーガルマインド」 

危機管理学の修得に不可欠な法務知識について学士課程での未修者のギャップを埋

めるための科目である「リーガルマインド」については，オムニバス科目とし専任の

教授を充当する。 

 ・コア講義科目  

コア講義科目は，原則として専任の教授（実務経験を要する教員を含む）及び准教授

が担当するが，高度専門職業人の養成も視野に入れていることから，一部実務実績を有

した非常勤講師も担当する。 

「危機管理法制１（企業・取引）」，「危機管理法制２（企業・組織）」， 

「危機管理法制３（企業・経済）」，「危機管理法制４（行政・国家）」， 

「危機管理法制５（行政・地域）」，「危機管理法制６（行政・国際）」 

以下，専任の教授（実務経験を要する教員を含む）及び准教授が担当しない科目につ

いて，説明する。 

「危機管理法制４（行政・国家）」については，外国の大使館における実務及び県警察

本部長を歴任した実務家教員を充て，豊富な実務経験を踏まえて教授することとす

る。 

  ・発展講義科目 

ａ 特講 13 科目 
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 特講の 13 科目は，原則として専任の教授（実務経験を要する教員を含む）及び准

教授が担当するが，高度専門職業人の養成も視野に入れていることから，一部実務実

績を有した非常勤講師も担当する。 

以下，専任の教授（実務経験を要する教員を含む）及び准教授が担当しない科目に

ついて，説明する。 

「リスクファイナンス法特講」，「企業広報特講」は民間系の実務経験等を有する教授

２名（２名とも完成年度に兼任に変更）を充て，豊富な実務経験を踏まえて教授する

こととする。また，「社会安全・治安維持特講」は先述した外国の大使館における実

務及び県警察本部長を歴任した実務家教員である非常勤講師を充てる。 

 

ｂ 実務特講４科目 

「コンプライアンス実務特講」，「レピュテーションリスク実務特講」，「国際人道支援

実務特講」，「地域防災連携実務特講」は，行政系及び民間の実務経験を有する教授３

名（１名は完成年度に兼任に変更）並びに准教授の１名によって編制する。 

 

  ・統合演習科目 

  統合演習科目については，修士論文を指導する「危機管理学研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・

Ⅳ」であるため，その性格上，専任の教授 11 名及び准教授３名にて編制し，手厚い指

導を実施する。 

 

 

（２）教員組織の年齢構成 

 

 本研究科の専任教員は 16 名（設置時は 18 名）であり，うち７名（設置時は８名）が博

士の学位を有し，うち６名が当該分野における研究上の業績を有している。また，他の９

名の専任教員（設置時は 10 名）も修士の学位を有するとともに当該分野における研究上

の業績を有している。 

専任教員の完成年度における年齢構成は 65 歳～69 歳２名(本学学内規程では，教員は

65 歳となる年度の３月末をもって定年退職となる【資料 23】学内規程（日本大学教職員

就業規則（抜粋）)，60～64 歳が２名，50 歳～59 歳が６名，40 歳～49 歳が６名であり，

職位別では教授 13 名，准教授３名である（以下，次頁表参照）。 

年齢構成の中心は，40～49 歳，50～59 歳であり，この年代で 12 名配置されている。こ

の年代で「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件（平成十一年文

部省告示第百七十五号）における基準（法学関係：研究指導教員数５名と同数の研究指導

補助教員の計 10 名）」を上回っており，経年によって後進の指導も行っていることから，

教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化に支障がないと考える。 
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専任教員の年齢構成・学位保有状況 

職位 学位 ２９歳以下 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60～64 歳 65～69 歳 合計 備考 

教 授 博士   ３ ３   ６  

修士   １ ２ ２ ２ ７  

学士         

短期大学士         

その他         

准教授 博士   １    １  

修士   ２    ２  

学士         

短期大学士         

その他         

講 師 博士         

修士         

学士         

短期大学士         

その他         

助 教 博士         

修士         

学士         

短期大学士         

その他         

合 計 博士   ４ ３   ７  

修士   ３ ２ ２ ２ ９  

学士         

短期大学士         

その他         
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９．施設・設備等の整備計画 

（１）校地，運動場の整備計画 

  本校地（三軒茶屋キャンパス）は，大学院危機管理学研究科の基礎となる学部であ

る危機管理学部と同時期に設置されたスポーツ科学部の開設時に整備した自有の校

地である。今回本研究科の校地と運動場は，危機管理学部及びスポーツ科学部と共用

することとする。 

所在地は東京都世田谷区下馬３丁目で，東急電鉄田園都市線三軒茶屋駅から徒歩で

約 10 分の場所に位置し，周囲は閑静な住宅街であり，落ち着いた学生生活を送るの

に適している。 

当キャンパスは，公道をはさんで１号館と２号館の２つに分かれており，敷地面積

は合わせて 15,289 ㎡である。 

また，当キャンパスは新校舎建設時に東京都及び世田谷区との協議により，総合設

計制度を活用している。そのため建物周囲に十分な緑地スペースを設けており，更に

食堂や学生ホールと一体利用できるよう設計されているため，学生の憩いの場として

併せて使用できる。また，キャンパスと外部との間に塀や柵がないため，近隣住民と

の交流の場としても開放されている。 

本研究科の専用の運動場は校地と同一敷地内にはない。これは，当キャンパスが都

心部の住宅街にあることから，新たに隣地を確保し，運動場を整備することができな

いためである。しかし，既存の建物の中にはアリーナ（クライミングウォール並びに

ランニングバルコニー等も併設）をはじめ，柔道場・剣道場・相撲場・プール等各種

の運動競技に対応できる施設を備えており，運動場と同等の効果を得ることができる。 

 
（２）校舎等施設の整備計画 

  大学院の施設・設備は，基本的に既存の施設・設備を共用する。大学院生専用のス

ペースは三軒茶屋キャンパス２号館３階の一部を専用施設とする。 

  三軒茶屋キャンパスは，現在，既存の危機管理学部並びにスポーツ科学部で共用し

ており，２学部の学生数を勘案し，無理なく授業が行える教室数を確保し，運動場が

同一敷地内に無くとも教育研究に支障がないよう，運動施設や実験室の充実を図ると

いう考えの下で整備されており，本研究科の入学定員８名（収容定員１６名）の教育

研究に当たっても十分な教室等が確保されている。 

本キャンパスに設置されている教室（講義室・ゼミ室等）は，大教室（350 人収容

１室，250 人収容２室），中教室（150 人収容７室，100 人収容４室），小教室（90 人

収容４室，60 人収容８室，30 人収容９室），ゼミ室（25 人収容６室，15 人収容２室）

となっており，少人数教育に重点を置いた教室の構成となっている。また，情報処理

関係教室（50 人収容２室，40 人収容３室），実験室（６室）等の他，図書館にラーニ

ング・コモンズに対応したスペースが３室あり，実験・演習科目に対応する施設も付

置している。 

当キャンパスには運動場が同一敷地内にないが，運動施設（アリーナ（クライミン

グウォール並びにランニングバルコニー等も併設）・柔道場・剣道場・相撲場・プー

ル・トレーニングルーム等）を充実させることにより，同等の効果が得られる。 

本研究科の授業形態は講義科目の他，統合演習科目等もあるが，上記施設を使用す

ることによって，教育研究に支障が出ないようにしている。 

学生の憩いの場としては，学生ホールや食堂の他，６フロアにコモンスペースを配
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置しており，学部学生の交流の場となっている。また，全館無線ＬＡＮに対応してお

り，常にネットワーク接続ができるため，幅広い交流等が可能となっている。本研究

科でも共用しての使用が可能となる。 

研究室に関しては，専任の教員に対して各１部屋用意されており，面積は約 25 ㎡

の広さがあり，教育研究を行う上で，十分な面積を確保している。なお，研究室の設

置されているエリアについてはコモンスペースが併設されており，状況に応じて学生

指導・相談等を行うことができる。また，非常勤講師室並びに体育教員が授業の他実

験研究を行うことができる部屋も設置しており，利用状況に応じて柔軟に指導するこ

とが可能である。 

その他の設備として，東日本大震災以降危機管理に関する意識が高まる中，震災時

に学生及び近隣住民の安全性を確保できる施設・設備を整えている。一例として，停

電時に 72 時間運用可能な太陽光発電と併用した自家発電設備や通年利用の屋内プー

ルの水を中水利用することができるろ過器設備等を設置している。 

  
（３）図書等の資料及び図書館の整備計画 

  三軒茶屋キャンパスの２号館に図書館を設けている。図書館は，開架・閉架を合わ

せて約 10 万冊の書籍が収容可能となっている。 

図書館のエリアとしては，Ｂ２階に開架・閉架書庫，Ｂ１階及び２階が閲覧室及び

自習室，１階にレファレンスや書籍の貸出等を行う事務室を配置している。 

 閲覧室及び自習室として280席を確保しており，既存学部合計収容定員（2,400人）

及び本研究科の収容定員（16 人）を合わせても１割以上の座席数を確保している。   

なお，自習室については，１号館にも確保しており，学生の利用形態に応じて適宜

使い分けを行うことができるため，不足はしない。 

図書館資料に関しては，本研究科の教育研究分野である，法律関連と危機管理関連

の専門図書を中心に人文科学，社会科学，自然科学の分野に関する資料についても幅

広く整備する。 

本研究科としては，既に一般教養関係の書籍の他，法律，危機管理に関する専門書

を中心に約 4,200 冊（和図書約 3,300 冊，洋図書約 900 冊），生活・社会・国際安全

などに関連した『法と民主主義』『国際政治』『法とコンピュータ』『国際法外交雑誌』

『防衛技術ジャーナル』などの学術雑誌約 70 種（和雑誌約 40 種，洋雑誌約 30 種）

の他，視聴覚資料やデータベースが整備されている。 

なお，開設前年度には 500 千円分の予算を計上し，開設前年度から整備を初め，開

設後も実際の教育研究内容に応じて，系統的・体系的に蔵書を増やしていく予定であ

る。 

また，大学院の専用スペースを２号館３階に設けることから，より研究しやすい環

境を提供することが可能となる。 

その他にも，本学全体（日本大学図書館及び 14 学部図書館他）として，あらゆる

学問分野にわたる 570 万冊以上の書籍を保有しており，本研究科の学生を含め本学全

学生が全ての書籍に対して検索し，借り入れることができる。また，大学全体で電子

ジャーナルや電子ブックの導入を積極的に推進しており，現在利用可能な電子ジャー

ナルは約 40,000 タイトル（最新号まで閲覧可は約 20,000 タイトル），電子ブックは

約 35,000 冊利用可能であり，様々な分野をカバーしている。都心を中心に各地に点

在している各学部の図書館については，相互に利用することができるため，自宅近く
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の学部の図書館で，書籍の閲覧及び学習等することも可能であり，利便性が高い。 

これらのことから，本研究科の学生には，教育研究を行う上で支障のない環境を提

供することができる。 

 〈主な電子資料〉 ・Science Direct 

          ・NPG Journals 

          ・EBSCOhost 他 
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10．管理運営 

本研究科は，日本大学学則第３章大学院第２節教員及び運営機構第 108 条から第 115

条の規定に基づき，大学院分科委員会（大学院を担当する専任教員をもって構成）を

置き，教育・研究上重要な事項について審議し，学長に対して意見を述べることとす

る。開催日程については毎月定期的に実施する。 

  大学院分科委員会は以下の事項について審議し，研究科長へ答申する。 

 ① 学生の入学及び課程の修了に関すること。 

  ② 学位論文の審査及び学位の授与に関すること。 

③ 前２号に掲げる事項のほか，教育研究に関する重要な事項で，分科委員会の意

見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項 

   

  なお，③に定める事項は以下「学長裁定」によるものである。 

 

  〇学長裁定 

   日本大学学則第 113 条第２項に基づき，学長が決定を行うに当たり，大学院分科

委員会の意見を聴くこと必要な事項を次の各号のとおり定める。適用期間は令和２

年９月１日から令和５年８月 31 日までとする。 

   ① 教育課程に関すること。 

   ② 研究科内の教学組織の増設，改廃及び変更に関すること。 

   ③ 教員の教育研究業績審査に関すること。 

   ④ 入学試験の実施に関すること。 

   ⑤ 大型プロジェクト研究の申請に関すること。 

 

  また，学則では，この他，「学長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項に

ついて教育研究上の専門的な観点から審議し，並びに学長及び研究科長の求めに応じ，意

見を述べることができる。なお，本大学の諸規程において分科委員会が審議することと定

められている事項については，分科委員会はこれを審議し，意見を述べなければならな

い。」と規定されており，「その他，研究科の教育研究に関する重要な事項」についても審

議を行う。 
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11．自己点検・評価について 

 

（１）自己点検 

 

  日本大学は，平成５年３月に「日本大学自己点検・評価規程」を制定し，平成６年度

から定期的に自己点検・評価を行い，その結果から改善意見をまとめ，その改善結果を検

証しながら教育研究の質的向上に努めている。 

また，令和３年３月に「日本大学内部質保証に関する方針」及び「日本大学内部質保証

推進規程」を制定し，自己点検・評価結果に基づき，恒常的に改善・改革に努め，質の向

上を図り，本学の教育研究等の諸活動が適切な水準にあることを保証すると定めた。 

 

 ア 実施方法 

自己点検・評価活動の計画・企画及び実施等の体制については，法人本部に置かれてい

る「全学自己点検・評価委員会」及び学部等（大学院独立研究科，専門職大学院，学部（併

設の大学院研究科及び附属の専門学校を含む），通信教育部及び短期大学部）にそれぞれ

置かれている「学部等自己点検・評価委員会」を中心に以下のとおり実施している。 

① 全学自己点検・評価委員会において，当年度の法人本部及び学部等に係る全学的な

自己点検・評価の計画を策定する。 

② 自己点検・評価を実施する年度においては，全学自己点検・評価委員会において実

施方法及び評価項目等の検討を行い，実施要領等を定める。 

③ 実施要領に従い全学的な自己点検・評価を実施するに当たり，法人本部については

全学自己点検・評価委員会が，学部等については学部等自己点検・評価委員会が中

心となって行う。 

④ 各自己点検・評価結果は全学自己点検・評価委員会に集約され，その内容を審議し，

理事長及び学長に報告する。 

  自己点検・評価結果を改善に結び付ける体制及び取組については，後述「（３）結果の

活用・公表」のとおりである。 

 

 イ 実施体制 

（Ａ）全学内部質保証推進委員会 

（「日本大学内部質保証推進規程」より自己点検・評価に関わる任務のみ抜粋） 

大学の自己点検・評価活動に対する運営支援，検証及び改善指示に関する事項 

（Ｂ）全学自己点検・評価委員会（「日本大学自己点検・評価規程」より） 

① 全学的，総合的に自己点検・評価を企画し，実施すること。 

② 本部における自己点検・評価について企画し，実施すること。 

③ 年度ごとに，自己点検・評価の実施計画を策定し，部科校委員会が実施する自己

点検・評価の諸事項につき調整を図ること。 

④ 自己点検・評価の結果については，理事長及び学長に報告すること。 

⑤ 全学内部質保証推進委員会との連携に関すること。 

⑥ 外部有識者又は学校関係者等による外部評価の企画及び実施に関すること。 

（Ｃ）学部等内部質保証推進委員会 

（「日本大学内部質保証推進規程」より自己点検・評価に関わる任務のみ抜粋） 

学部等の自己点検・評価活動に対する運営支援，検証及び改善指示に関する事項 
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（Ｄ）学部等自己点検・評価委員会（「日本大学自己点検・評価規程」より） 

① 当該学部等の自己点検・評価に関わる諸活動を実施すること。 

② ①の結果を当該学部等の長，短期大学部次長，専門学校長及び全学委員会に報告

すること。 

③ 当該学部等に関わる事項における外部有識者又は学校関係者等による外部評価

に関すること。 

④ 学部等内部質保証推進委員会との連携に関すること。 

 

 ウ 結果の活用・公表 

① 学部等における自己点検・評価結果は学部等内部質保証推進委員会による検証

を経て，学部長等に報告する。当該学部等において改善する事項がある場合は学

部等内部質保証推進委員会を中心に改善に取り組み，併せてその進捗及び結果

については，学部長等及び全学内部質保証推進委員会に報告をする。 

② 全学自己点検・評価結果は全学内部質保証推進委員会による検証を経て，理事長

及び学長へ報告する。全学的に改善する事項がある場合は全学内部質保証推進

委員会を中心に改善に取り組み，併せてその進捗及び結果について確認を行い，

理事長及び学長に報告をする。 

③ 自己点検・評価結果及び改善結果については，学内において報告するとともに，

大学のホームページに公開する。 

 

 エ 評価項目 

  認証評価機関である公益財団法人大学基準協会の定める基準及び点検・評価項目を基

に，全学自己点検・評価委員会において評価項目を定めている。 

 

（２）外部評価 

 外部評価の企画及び実施については，全学自己点検・評価委員会及び学部等自己点検・

評価委員会が担い，認証評価については全学内部質保証推進委員会が担う。 

これらの評価により指摘された事項は，上記「（３）結果の活用・公表」と同様に各内

部質保証推進委員会を中心に改善に取り組むとともに，その進捗や結果について確認を

行う。 

 ア 外部評価 

全学自己点検・評価委員会を中心に全学的な外部評価を平成 16 年度及び平成 19 年度

に実施し，それぞれ特定のテーマを定めて学外の有識者や卒業生等から提言を頂いてい

る。外部評価結果は大学のホームページ上で公開されている。 

外部評価の実施に当たり，全学的な実施については全学自己点検・評価委員会が，学部

等に関わる事項の中で教育・研究等の検証が必要な場合は学部等自己点検・評価委員会に

おいて，その実施時期及び方法等について検討し，企画及び実施する。 

イ 認証評価 

大学の自己点検・評価結果の客観性・妥当性の検証と大学改革の一層の推進を図るため，

公益財団法人大学基準協会の行う大学評価（認証評価）を受けている。平成 16 年度に第

１回の認証評価を受け，平成 22 年度に２回目，平成 29 年度に３回目の認証評価を受け

ている。認証評価結果は，大学のホームページ上で公開されている。 
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12．情報の公表 

日本大学では，社会への説明責任を果たすため積極的に情報を公表している。本大

学ホームページ（http://www.nihon-u.ac.jp）や基礎となる学部の危機管理学部のホ

ームページ（https://www.nihon-u.ac.jp/risk_management/），及び大学ポートレート，

広報誌等を通して大学に関するさまざまな情報を公開しており，本研究科においても

これを継続する（ホームページは現在設置に向けて準備中）。 

大学院危機管理学研究科の教育研究上の目的や教員組織，教員の数並びに各教員が

保有する学位，業績等学校教育法施行規則第 172 条の２第１項に定められている教育

研究活動等の状況についての情報はすべて本研究科ホームページにおいて公表する

予定である。 

また，こうした教員による教育研究活動の情報に関しては，本大学の「日本大学研

究者情報データベース」において，教員の著書・学術論文の研究業績，教育業績，社

会貢献等の情報を公開している。 

さらに，授業科目，授業の方法及び内容や授業シラバスに関しては，本研究科ホー

ムページにより，学生の履修指針に役立つ情報を提供する。また，学外者への情報提

供に関しても本研究科ホームページを利用し，多様な情報を公表する予定である。

なお，本学が大学及び各学部のホームページにおいて具体的に提供している教育研

究活動の状況に関する情報は以下のとおりであり，本研究科でも同様の内容を掲載予

定である。 

ア 大学の教育研究上の目的に関すること

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/purpose/mission/

イ 教育研究上の基本組織に関すること

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/organization/entire_org/

ウ 教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/about_teachers/detail/

エ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，

卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の

状況に関すること

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/admission/students_data/ 

オ 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/education/detail/

カ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関するこ

と

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/performance/detail/ 

キ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/environment/detail/

ク 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/cost/detail/

ケ 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/student_support/detail/

コ その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報

https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/knowledge/detail/
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13．教育内容等の改善のための組織的な研修等 

（１）授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修等

大学院危機管理学研究科危機管理学専攻のカリキュラムは，本研究科の特長である

豊かな学術的素養をもって危機管理学を精深し，課題を研究的に発展させ，対処法を

解明し普及させる能力を有する指導的人材並びに危機管理学に関する優れた実践能

力を有する高度専門職業人を養成するため，科目区分として，危機管理学の専門的な

研究を進める上での基盤形成のための科目群である「基盤科目」，基礎となる学問分

野である法学のうち，危機管理にかかる領域の学識を体系化するための科目群である

「コア講義科目」，危機管理法制に関する体系的な知識を基に危機管理の諸要素，危

機管理の現代的諸課題を把握しそれらの理論的分析ないし解明に迫る科目群である

「発展講義科目」，指導教授による修士論文の執筆に向けた個別的研究指導の科目群

である「統合演習科目」の４区分に設定している。 

本研究科は法制度，組織の意思決定，コミュニケーション，テクノロジーなど，多様

な社会システムにまたがる現代的課題である危機管理を，従来の諸科学のようにそれら

の一部分を対象とするにとどまらず，法制度への深い理解を基礎に，社会システムを横断

的に研究してレジリエントな（復元性のある）社会の創造に貢献する，「危機管理学」の

研究プラットフォームとなることを目指している。 

 上記に基づいた教育を高い水準で継続的に実践していくためには，教員の教育能力

の一層の拡充と学生の質的確保を図るための取組など，組織的に教育内容等の改善に

向けた体制づくりが必要不可欠である。 

以上の点を鑑み，危機管理学研究科では，本研究科内部質保証推進委員会の指示の

もと，教育内容等の改善を目的とした組織的な活動，すなわちファカルティ・ディベ

ロップメント（以下「ＦＤ」という。）を主導する，「ア ＦＤ委員会」を設置すると

ともに，本学危機管理学部危機管理学科のＦＤと連携し，全教員が，「イ 授業改善

計画」を作成・更新し，自己の教育能力の開発と向上を積極的に推進することとする。

同委員会の主な事業として，新任教員を対象とする「ウ 新任教員ＦＤ研修会」，並

びに全教員を対象とする「エ ＦＤ公開授業」，「オ 学生による授業評価アンケート」

を実施する。更には，本研究科質保証に対する客観性の確保及び透明性の向上を目的

に，「カ 社会との接続を強めたシンポジウム及び修士論文発表」を実施する。これ

らが，いわゆるＰＤＣＡサイクルに基づき関連付けられることで，危機管理学研究科

の教育力が組織的に強化されていくこととなる。

ア 「ア FD 委員会の設置」（専任教員対象）

 専任教員からなるＦＤ委員会を設置し，ＦＤ活動全体を統括する。ＦＤ活動計画に

ついては，本学内部質保証推進委員会の方針に基づきＦＤ委員会が作成する。 

イ 教員自身による「イ 授業改善計画」の作成及び提出（専任教員，非常勤教員

対象）

 自己点検・評価委員会からの評価結果及び，内部質保証推進委員会の方針に基づき，

専任教員，非常勤教員の全員は自らの「授業改善計画」を作成し，ＦＤ委員会に提出

する。このデータについては教職員間で共有し，同計画に基づく授業を実施する。 

ウ 「ウ 新任教員 FD 研修会」の開催（専任教員対象）
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 新任教員を対象に，危機管理学研究科の教育目標とＦＤ推進を含む教員方針に対す

る理解を深めるため，ＦＤ委員会の管理の下，新任教員ＦＤ研修会を開催する。同研

修会は，研究科長による説明の部と，教職員間のディスカッションの部からなる。デ

ィスカッションの部においては，シラバスの記入例と授業の実践例の紹介，研究設備

の運用方法，従前の問題点の共有が行われる。なお，同研修会は，専任教員の採用時

に行う。非常勤教員に対しては，文書をもって周知を行い，ＦＤの推進に対する協力

を要請する。 

エ 「エ ＦＤ公開授業」の実施（専任教員対象）

 一定期間を設け，教員が相互に授業を参観するＦＤ公開授業を実施する。各教員は，

他教員の先進的教育のノウハウを学ぶため，自己と取組内容の異なる授業，同分野の

参考度の高い授業を見学し，アンケートを提出する。ＦＤ委員会においてその集計結

果を内部質保証推進委員会と共有し，要改善点を検証する。 

オ 「オ 学生による授業評価アンケート」の実施（専任教員，非常勤教員対象） 

各教員は「シラバス」と「授業改善計画」に基づいた講義を実施した上，ＦＤ委員

会監督の下，匿名性を確保し，学期途中で学生による授業改善アンケートを実施する。

分析結果については，学生及び授業担当者へフィードバックし授業改善に努める。 

カ 「カ 社会との接続を強めたシンポジウム及び修士論文発表」

 危機管理学研究科の質保証において，客観性の確保及び透明性の向上を目的に，社

会との接続をより強めたシンポジウム及び修士論文発表を実施する。 

具体的には，学会関係者又は学内関係者を主な参加者としていたシンポジウム及び

修士論文について，本研究科が所在する都道府県や市区町村の商工会や企業等などの

学外者を積極的に招待し実施することで，社会との接続を強める。これにより，教育

効果の一層の充実を目指し，また，本研究科の社会的存在理由を高めていく。 

（２）大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため，大学職員に必要な

知識・技能を習得させるとともに，必要な能力及び資質を向上させる研修等の

取組 

 大学院危機管理学研究科並びに大学院スポーツ科学研究科が設置されている三軒

茶屋キャンパスにおいては，「教学マネジメント方針（令和２年１月 22 日 中央教

育審議会大学分科会）」に基づき，基礎となる学部であるスポーツ科学部並びに危機

管理学部の教育充実に向けた取組に加え，令和５年度の大学院開設に向けて計画的

なスタッフ・ディベロップメント（以下「ＳＤ」という）を推進している。対象者は

三軒茶屋キャンパス全教職員を対象に実施している。 

以下はこれまでの取組み及び今後の取組みについて記載する。 

ア これまで（令和３年度まで）の取組み

a 令和２年度

前期はミニＳＤとして実施し，後期から組織的な実施を開始した。以下後期か

らの取組み 

・ＳＤ活動目標

① 全職員（専任）の SD 研修会参加

② 教学 IR の重要性について理解を深める
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③ 本学における財政状況について理解を深める

・ＳＤ研修会開催回数 ３回

「AI-IR トライアルプロジェクト活動報告会及び財政状況説明会（第１回） 

（令和２年 10 月 29 日（木）」 

 活動報告を受け，「IR の更なる向上に資するデータとは何か」グループワーク

を通して考察する。また，本キャンパスの財政状況を踏まえ，円滑な業務遂行の

一助とする。 

「令和３年度三軒茶屋キャンパス予算（案）について（第２回） 

（令和２年 12 月 25 日（金）） 

 本キャンパスの来年度予算（案）を認識し，円滑な業務遂行の一助とする。 

  「令和３年度新カリキュラムについて（第３回）（令和３年１月 26 日（火）） 

新カリキュラムの理解を深め，日常業務の質を高める一助とする。 

b 令和３年度 

・ＳＤ活動目標

① 全職員（専任）の SD 研修会参加

② 本学の内部質保証について理解を深める

③ 効率的な情報共有と合意形成の実現

・ ＳＤ研修会開催回数（６回）

「新人研修会（第１回）（令和３年４月６日（火）」 

三軒茶屋キャンパスに勤務する教職員を対象に，組織，手続き，遵守事項及び

教育研究等について理解を深め，勤務上の基礎的知識を修得する。  

「財政説明会及び AI-IR 中間報告（第２回）（令和３年６月 24 日（木）」 

経営状況，現状の課題及び今後に向けた具体的な方針・目標等を理解し，採算

意識等の醸成を図る。 

本キャンパスが独自で進めている AI-IR 活動（能力の通信簿作成に向けた取組

み）の報告。 

「文部科学省の傾向理解（第３回）（令和３年７月 13 日」 

文部科学省が求める内部質保証と補助金の傾向について理解を深め，大学経営

の一助とする。 

「高校教員とのコミュニケーション方法（第４回）（令和３年 12 月 16 日（木）」 

本キャンパスは現役入学者が約 82～89％（令和 3 年度）を占めている。その

ような実態を踏まえると，高校教員が進路指導で求める情報を把握することは，

入試戦略や高大連携を検討する上で大変重要なことである。 

本研修では，高校教員を対象とした調査結果と他大学の事例を参考に，戦略的

な大学マネジメント実現の一助とする。 

「業務ツールの理解と実践（第５回）（令和３年 12 月 25 日（土）」 

本学が日常的に利用している G Suite のツールについて，効果的な使い方を修

得し業務の効率化を目指す。 

「AI-IR 報告（第６回）（令和４年３月２３日（水）」 

本キャンパスが独自で進めている AI-IR 活動（能力の通信簿作成に向けた取組

み）を受け，本キャンパスの特徴や顕在化された問題を理解し，効果的かつ効率

的な業務遂行の一助とする。 
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イ 今後の取組み（令和４年度～）

 上記アのように，三軒茶屋キャンパスでは，年度毎にＳＤ活動目標を立て，年間５

回を目途としてＳＤ研修会を実施している。令和４年度については，以下の活動方針

及び活動計画を立て実行する予定としている。

a ＳＤ活動方針 

令和３年度は，ＳＤ活動目標として「①全教職員（専任）がＳＤ活動に参加する」

「②本学の内部質保証について理解を深める」「③効率的な情報共有と合意形成の実

現」を掲げ，目標達成のため具体的な活動計画を策定し，ＳＤ活動を試みた。現時点

においてＳＤ活動計画に定めたＥ「ＡＩ－ＩＲ活動報告」を残しているが，掲げた目

標については研修を通じて理解を深めることができた。これは，具体的な目標及び計

画を策定し，事前に周知したうえで取り組んだ結果だと本委員会では捉えている。令

和４年度についても，令和３年度に引き続き具体的な目標及び計画を策定し，全学Ｓ

Ｄの実施に関する通知に基づいて活動を行っていく。 

b 令和４年度の課題（令和４年度事業計画に基づく） 

・大学院の設置

令和３年度に本キャンパスは，危機管理学，スポーツ科学両研究科修士課程の令

和５年度開設に向けた文部科学省への事前相談を行い，届出による設置が認められ

た。令和４年度は設置届出に向けた書類作成及び令和５年度開設に向けた運営管

理・入試広報・学生支援等様々な体制の構築が必要である。 

・経済的支援

現在本キャンパス独自の奨学金制度が一つも設置されていない。学修意 欲の高

い学生の確保及び支援の観点から，大学院も含めた奨学金制度の設置に向けた具体

的な検討が必要である。 

・志願者数の増加

志願者の確保には，効果的な広報活動が必要となる。オープンキャンパス， 進

学相談・説明会，出張授業，高校訪問等各種行事開催が予定されるが，教職員一人

一人が広報を担う者であるとの当事者意識を持つことが必要である。 

・財政状況

両学部開設から６年が経過し，長期的な視点に立った「施設・設備の維持・修繕」

及び「収支均衡」の両立が課題となっている。令和４年度本キャンパス予算編成基

本方針に掲げる収支改善策の実行と日本大学再生に向けた採算意識等の醸成が必

要である。 

c 理想とする三軒茶屋キャンパスの教員・職員像 

 危機管理学・スポーツ科学の２学部，管理マネジメント・教学サポートの２課体制

の本キャンパスは，専任教職員数 100 名足らずの人数で運営している。開設以来６年

間厳しい財政環境にも関わらず，互いの教育方針を尊重しながら収束が見えないコ

ロナの災禍のなか多岐にわたる業務を遂行してきた。

少ない人数での２課組織からなる事務局は，眼前の業務をこなすだけで精一杯と考

えがちだが，オープンスペースで壁がない座席配置の事務室は，互いのコミュニケー

ションが取り易く情報収集が容易な環境にある。さらには執行部会議や各種委員会に
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ついては２つの学部合同で効率的な運営を行っている。本キャンパスならではの長所

も活かし，以下のような教員・職員が求められる。 

【教員】 

  本キャンパスはもとより法人全体の財政についても理解を深め，採算意識を持つ。 

【職員】 

・三軒茶屋キャンパス全体の視点で業務を俯瞰し，財政状況の理解に努め，自ら手

掛けた案件がどのような形で完結するのか見届けられる恵まれた環境にあるこ

とを意識する。 

・業務遂行のため学内外を問わず積極的にコミュニケーションを図り，互いに知恵

を出し助け合うことができる。 

・大学を取り巻く環境は刻々と変化しており多様化している。コロナ禍によりさら

に加速した。加えて本年４月には民法改正により成人年齢が 18 歳に引き下げら

れる。高度化・専門性向上が求められる昨今，法律や ICT の知識，技術を積極的

に身に付けようと心構えを持つ。 

・自然災害，コロナ禍に加え，放火殺人事件，電車内での傷害事件，大学共通試験

当日に大学正門付近で発生した傷害事件，猟銃たてこもり事件等日常の安全を脅

かす物騒な事件が続発する昨今，いつ我が身に降りかかるかもしれない災難から

身を守る危機管理に敏感である。 

・夏の東京，冬の北京オリンピック・パラリンピックにおけるスポーツ科学部在学

生や OB の活躍には目を見張るものがある。スポーツに親しみながら心と体の健

康管理に留意し，楽しく仕事ができる。 

 

d SD 活動目標。 

① 全教職員（専任）が SD 活動に参加する。 

② 大学を取り巻く環境の変化に対応した知識を修得する。 

  ③ 大学院開設準備を機に改めて両学部・両研究科特色の理解を深める。 

 

e 令和４年度 SD 活動計画 

研修

会 

研 修 内 容 日  時 

A 「新人研修会」 

 三軒茶屋キャンパスに新たに勤務する教職員を対象に，

組織，手続き，遵守事項及び教育研究等について理解を深

め，勤務上の基礎的知識を修得する。 

令和４年 

４月６日（水） 

１５時～１６時 

B 「LGBTQ への理解を深める研修会」 

多様な学生（関係者）への理解を深めるため，学生が抱

えている様々な生き辛さ（特に性的少数者）にフォーカス

し，個々の学生にとって安全で安心な大学教育の環境を保

障し，かつ自己肯定感を高め社会で活躍できるよう，正し

い知識を身に付け教育活動を支えるマネジメントの構築的

とする。 

令和４年 

６月２３日（木） 

１５時～１６時 
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C 「成人年齢 18 歳に引き下げ，何が変わる？」 

 民法改正により本年４月から成人年齢が 18 歳まで引き

下げられる社会的背景を踏まえ，具体的にどのような変更

が生じてくるのか，法律上の観点から変更内容についての

知識を身に付ける。 

D 「財政説明会」 

 令和３年度決算を参考に本キャンパス財政の特徴を理解

するとともに，現状の課題を認識し，採算意識等の醸成を

図る。また，私立大学等経常費補助金不交付による影響及

び法人全体の財政について理解を深める。 

令和４年 

７月２１日（木） 

１５時～１６時 

E 「大学院開設準備の進捗状況報告について」  

大学院開設準備委員会と並行して事務局でもワーキング

グループを組織し準備を進めている。募集が目前に迫った

２つの研究科の概要について理解を深める。 

F ホームカミングデー開催時に行う「講演への参加」 

※卒業生を対象としたホームカミングデーの内容はこれか

ら検討を始めるが，例えば実生活に役立つテーマのもと

両学部の教員による講演会を企画し，教職員も拝聴する。

可能であれば，両学部・両研究科の特色が出る内容が理

想か。 

例）災難から身を守る危機管理とは？ 

  スポーツと健康 など 

令和４年 

１１月５日（土） 

時間未定 

G 「本部 SD サイト又は本キャンパス SD サイトの活用」 

 本学の SD サイトを積極的に活用し，自身の理解度が低い

内容について，理解を深める。 

適宜 
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ディプロマポリシー・カリキュラムポリシーの関連図

ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー

養成する人材像
・災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代の様々な危機に，法学，政治学，国際関係学等の社会科学の知見を統合した危機管理学の学識を適用
して的確に対処し，翻ってレジリエントな社会の創造に貢献する，研究者及び高度専門職業人を養成する
・拡大するグローバル，ローカルな危機と向き合い，社会・自然環境の劇的変化に対応しつつ，世界に指針を示し，リーダーシップを発揮できる
人材へのニーズに応え，法学を含む社会科学系学際分野の研究者，ならびに，基礎となる法務知識と危機管理の実践的知識とを有する高度専門職
業人として，行政機関，民間企業における危機管理を立案し，実践することのできる有為な人材を養成する

・災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代社会におけ
る様々な危機に対する高い関心と深い洞察（意欲・経
験・適性）

・災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代の様々な危
機を分析し解決するための，法学，政治学，国際関係学
等の社会科学の知見を統合した応用的な知識と技能（学
識・専門技能）

・客観的な情報やデータをもとに論理的に考察し説得的
に表現する力（思考力・判断力・表現力）

・多様な価値観や立場を尊重しつつ，自らの明確な考え
をもとに，他者とコミュニケーションを確立する能力
（主体性・多様性・協働性）。

・共通科目：危機管理学の専門的な研究を進める上での基 盤
を形成するための科目群。必修科目 「危機管理学方法論１
（リスクリテラシー）」,「危機管理学方法論２（比較研究・
外書）」,「アカデミック・ライティング＆リサーチ」,「研究
倫理」および、選択必修の「リーガルマインド」を設置する。

・コア講義科目：危機管理に関わる学識について、法学を基盤
としながら体系化するための科目群。「企業」の取引、組織や
これらに関わるリスクの把握と対処組織、取引を扱う「危機管
理法制１～３」、並びに「行政」及び「国家」の組織、作用を
やこれらに関わるリスクの把握と対処を扱う「危機管理法制４
～６」を配置する。
・発展講義科目：危機管理法制に関する体系的な知識を基に、
危機管理の諸要素，危機管理の現代的諸課題を把握し，それら
の理論的分析ないし解明に迫る科目群を設置する。

・統合演習科目：危機管理の具体的な課題の探求をする（修士
論文）ため、「危機管理学研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を設置す
る。

危機管理学に関する優れた
研究能力を有する
指導的人材

危機管理学の優れた専門的知
識及び実践能力を有する
高度専門職業人

ｰ設置等の趣旨（資料）-2-



統合演習科目
（危機管理の具体的な課題の解明）

コア講義科目
（危機管理中核的要素を把握）

発展講義科目
（危機管理の現代的課題の把握）

危機管理法制1〜3
（企業）

基盤科目
（多様な研究手法や視座を獲得）

大学院危機管理学研究科

指導的人材
（先進的な危機管理研究を推進し、積極的に発信）

高度専門職業人
（的確な危機管理を実践する上でのリーダー）

社会の中核的危機管理人材

教育課程
（法学をベースに政治学、国際関係学等のアプローチを統合）

危機管理法制4〜6
（行政）

特講13科目 実務特講４科目

危機管理研究演習Ⅰ・Ⅱ 危機管理研究演習Ⅲ・Ⅳ
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（表１）危機管理学研究科 コンピテンス対応表

1（意欲・経験・適性） 2（学識・専⾨技能） 3（思考⼒・判断⼒・表現⼒） 4（主体性・多様性・協働性）

災害，テロ，国際
紛争等，複雑化し
た現代社会におけ
る様々な危機に対
する⾼い関⼼と深
い洞察

災害，テロ，国際
紛争等，複雑化し
た現代の様々な危
機を分析し解決す
るための，法学，
政治学，国際関係
学等の社会科学の
知⾒を統合した応
⽤的な知識と技能

客観的な情報や
データをもとに論
理的に考察し説得
的に表現する⼒

多様な価値観や⽴
場を尊重しつつ，
⾃らの明確な考え
をもとに，他者と
コミュニケーショ
ンを確⽴する能⼒

基盤科⽬ 危機管理学⽅法論１（リスクリテラシー） 〇 ◎ 〇
危機管理学⽅法論２（⽐較研究・外書） ◎ 〇 〇
アカデミック・ライティング＆リサーチ ◎ 〇 〇
研究倫理 ◎ 〇 〇
リーガルマインド 〇 ◎ 〇

講義科⽬ 危機管理法制１（企業・取引） 〇 ◎ 〇
（コア科⽬） 危機管理法制２（企業・組織） 〇 ◎ 〇

危機管理法制３（企業・経済） 〇 ◎ 〇
危機管理法制４（⾏政・国家） 〇 ◎ 〇
危機管理法制５（⾏政・地域） 〇 ◎ 〇
危機管理法制６（⾏政・国際） 〇 ◎ 〇

（発展科⽬） リスクコミュニケーション特講 〇 ◎ 〇
リスク・政策分析特講 〇 ◎ 〇
情報戦略特講 〇 ◎ 〇
防災・減災特講 〇 ◎ 〇
リスク⼼理学特講 〇 ◎ 〇
企業リスクマネジメント特講 〇 ◎ 〇
リスクファイナンス法特講 〇 ◎ 〇
ロジスティクス法特講 〇 ◎ 〇
企業広報特講 〇 ◎ 〇
社会安全・治安維持特講 〇 ◎ 〇
犯罪・刑事司法特講 〇 ◎ 〇
テロリズム対策特講 〇 ◎ 〇
災害救援・官⺠協⼒特講 〇 ◎ 〇
コンプライアンス実務特講 ◎ 〇 〇 〇
レピュテーションリスク実務特講 ◎ 〇 〇 〇
国際⼈道⽀援実務特講 ◎ 〇 〇 〇
地域防災連携実務特講 ◎ 〇 〇 〇

統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅰ 〇 〇 ◎ 〇
危機管理学研究演習Ⅱ 〇 〇 ◎ 〇
危機管理学研究演習Ⅲ 〇 〇 ◎ 〇
危機管理学研究演習Ⅳ 〇 〇 ◎ 〇

区分 科⽬

コンピテンス
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⽇本⼤学⼤学院危機管理学研究科 危機管理学専攻履修モデル①

養成する⼈材像①
危機管理学に関する優れた研究能⼒を有する 指導的⼈材

配当
年次 科⽬区分 授業科⽬

単位数
必修 選択

１
年
次

前
期

基盤科⽬ 危機管理学⽅法論１（リスクリテラシー）
アカデミック・ライティング＆リサーチ
研究倫理

２
２
２

講義科⽬
（コア科⽬）

危機管理法制１（企業・取引）
危機管理法制４（⾏政・国家）

２
２

統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅰ １

後
期

基盤科⽬ 危機管理学⽅法論２（⽐較研究・外書） ２

講義科⽬
（コア科⽬）

危機管理法制２（企業・組織）
危機管理法制３（企業・経済）
危機管理法制５（⾏政・地域）
危機管理法制６（⾏政・国際）

２
２

統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅱ １

２
年
次

前
期

講義科⽬
（発展科⽬）

①リスクコミュニケーション特講，
②リスク・政策分析特講，③情報戦略特講，
④防災・減災政策特講，⑤リスク⼼理特講，
⑥企業リスクマネジメント特講，
⑦リスクファイナンス法特講，⑧ロジスティクス法特講，
⑨企業広報特講，⑩社会安全・治安維持特講，
⑪犯罪・刑事司法特講，⑫テロリズム対策特講，
⑬災害救援・官⺠協⼒特講

２
２
２
２
２
２

統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅲ １
後
期 統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅳ １

修得単位数
⼩ 計 １２ ２０
合 計 ３２

【⼤学院修了後に想定される卒業後の進路（研究コース）】
・⼤学院博⼠後期課程進学
・社会科学系の⼤学学部・⼤学院研究科における専任教員
・中央官庁，地⽅⾃治体の危機管理部⾨の専⾨的職員
・危機管理の素養を備えた⼀般⾏政職員等

図 ．⽇本⼤学⼤学院危機管理学研究科 危機管理学専攻 研究コース 履修モデル
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⽇本⼤学⼤学院危機管理学研究科 危機管理学専攻履修モデル②

養成する⼈材像②
危機管理学の優れた専⾨的知識及び実践能⼒を有する ⾼度専⾨職業⼈

配当
年次 科⽬区分 授業科⽬

単位数
必修 選択

１
年
次

前
期

基盤科⽬ 危機管理学⽅法論１（リスクリテラシー）
アカデミック・ライティング＆リサーチ
研究倫理

２
２
２

講義科⽬
（コア科⽬）

危機管理法制１（企業・取引）
危機管理法制４（⾏政・国家）

２
２

統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅰ １

後
期

基盤科⽬ 危機管理学⽅法論２（⽐較研究・外書） ２

講義科⽬
（コア科⽬）

危機管理法制２（企業・組織）
危機管理法制３（企業・経済）
危機管理法制５（⾏政・地域）
危機管理法制６（⾏政・国際）

２
２

統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅱ １

２
年
次

前
期

講義科⽬
（発展科⽬）

①リスクコミュニケーション特講，
②リスク・政策分析特講，③情報戦略特講，
④防災・減災政策特講，⑤リスク⼼理特講，
⑥企業リスクマネジメント特講，
⑦リスクファイナンス法特講，⑧ロジスティクス法特講，
⑨企業広報特講，⑩社会安全・治安維持特講，
⑪犯罪・刑事司法特講，⑫テロリズム対策特講，
⑬災害救援・官⺠協⼒特講

①コンプライアンス実務特講，
②レピュテーションリスク実務特講，
③国際⼈道⽀援実務特講，④地域防災連携実務特講

２
２
２

２
２
２

統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅲ １
後
期 統合演習科⽬ 危機管理学研究演習Ⅳ １

修得単位数
⼩ 計 １２ ２０
合 計 ３２

【⼤学院修了後に想定される卒業後の進路（実務コース）】
・中央官庁，地⽅⾃治体の危機管理部⾨の専⾨的職員
・危機管理の素養を備えた⼀般⾏政職員
・危機管理の諸分野についての⾼いニーズを有する⺠間企業の総合職職員

図 ．⽇本⼤学⼤学院危機管理学研究科 危機管理学専攻 実務コース 履修モデル
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修士課程標準スケジュール表 
Ｍ１ 

４月上旬 ガイダンス，履修登録 

５月下旬  研究計画書提出 

５～７月 指導教授による研究指導 

９～２月 指導教授による研究指導 

３月上旬 修士論文（中間）発表会 

Ｍ２ 

４月上旬 ガイダンス，履修登録 

５月下旬 研究計画書提出 

５～７月 指導教授による研究指導 

９～２月 指導教授による研究指導 

10月下旬 修士論文論題提出  

３月上旬 修士論文発表会 
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日本大学研究倫理ガイドライン 

 

平成１９年 ３ 月 ６ 日制定 

平成１９年 ４ 月 １ 日施行 

 

世界は今，グローバリゼーションの一層の進展とともに，知を基盤とする社会

の時代にあるといわれ，新たな知の創造，継承，活用がさらなる発展のために必

要不可欠となっています。また，社会における様々な事象が多様化，複雑化する

ことに伴い，高度な知識による解決方法が求められています。 

そのような中にあって，学術研究は，先人たちが築き上げてきた知の資産を礎

にして，未知の領域をさらに深遠化させ，あらたな知識を創造する崇高な行為で

あるといえます。そして，すべての人々の福祉に寄与するため，それらを具現化

する研究活動を行う者は，研究の独自性と研究者自身の自律性が保障されつつ，

社会からの信頼と負託にこたえなければならない責務を有しています。 

一方，大学は，人文科学，社会科学，自然科学のあらゆる学問分野を対象とす

る，個々の研究者による自由な発想と知的好奇心に根ざした創造的な活動を行っ

ている組織体であり，また広く社会の発展のために営々と保持してきた重厚な知

的ストックを還元していく公共的かつ公益的な使命を担っていることを真しに受

け止めなければなりません。 

 以上の研究活動に関する基本的認識を再確認すると，日本大学(以下本大学とい

う)が昭和２４年，新学制による大学となった際に制定した「日本大学の目的及び

使命」にその精神が集約されております。すなわち，本大学は，日本精神に基づ

き，道統，憲章を遵守し，自主創造の精神を養い，文化の進展を図り，もって世

界平和と人類の福祉に寄与することを目的と定め，広く知識を世界に求めた深遠

な学術研究の振興と健全な文化人の育成を使命としております。 

ここで本大学は，自らの目的及び使命を再確認し，誠実に実践し続けていくこ

とを宣言いたします。 

 本大学の研究者は，学術研究の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つ

ことを自覚し，常に良心と信念にしたがって，自らの責任で行動しなければなら

ないという研究者としての倫理に関する基本的考え方を礎として，研究活動を実

践していきます。そして，研究倫理に関する規範を再確認し，適正な研究活動の

励行に資する下記諸事項を明記し，本大学のすべての教職員に対する周知徹底を
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図ります。  

記 

（定 義） 

１ 研究者とは，本大学の教員に加え，学外からの共同研究者等，本大学におい

て研究活動に従事するすべての者をいいます。 

（責 務） 

２ 研究者は，その研究活動の中で自らが生み出した専門知識を真理探究の観点

から担保する責任を有し，そこで得た知識を生かして人類の福祉に貢献する責

務を有します。 

（自己研さん） 

３ 研究者は，自己の専門知識の維持向上に努め，常に最善の判断と姿勢を示し

ます。 

（説明責任） 

４ 研究者は，自身が遂行する研究の意義を積極的に説明し，その研究成果が人々

の生活に与える影響について中立性・客観性をもって公表し，社会との関わり

合いを築きます。 

（コンプライアンス） 

５ 研究者は，研究の実施，研究費の使用等に当たっては，法令及び学内関係規

程等の遵守はもとより，研究の遂行における道義的責務を果たすよう配慮しま

す。 

（公正性） 

６ 研究者は，ねつ造，改ざん，盗用及び研究費不正使用など研究活動の不正行

為を行わず，公正な立場を堅持します。 

（自己による点検・評価） 

７ 研究者は，研究遂行中における研究計画の進捗状況及び研究計画終了後にお

ける研究成果について，自ら厳正に点検・評価し，さらなる知の創造に努めま

す。 

（他研究者との関係） 

８ 研究者は，研究を遂行するための協力者の人格及び人権を尊重するとともに，

それら共同研究者の知的成果を正当に評価します。 

（安全への配慮） 

９ 研究者は，研究活動を遂行するうえで，事故等が発生しないよう災害防止に
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努め，安全配慮に最善を尽くします。 

（ライフサイエンス） 

１０ 研究者は，遺伝子組換え実験，動物実験及び疫学実験等の研究について，

生命倫理及び動物愛護等の観点から，法令等を遵守し，真しな態度で扱います。 

（利益相反等） 

１１ 研究者は，研究活動において，個人及び組織，あるいは異なる組織間の利

益の衝突に注意を払い，公共性に配慮しつつ適切に対応します。 

 

 

以  上
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日本大学における公正な研究活動の推進に関する内規

平成28年10月３日制定

平成28年10月１日施行

（目 的）

第１条 この内規は，日本大学（以下「本大学」という）における研究活動の公正性を確保するため

の体制及び本大学において研究活動に従事する全ての者（以下「研究者等」という）の責務を明確

化することにより，公正な研究活動を推進することを目的とする。

（責任者）

第２条 公正な研究活動の推進に係る責任体系を明確化するため，本大学に最高責任者，統括責任者

及び研究倫理責任者を置く。

（最高責任者）

第３条 最高責任者は学長とし，本大学における公正な研究活動の推進について最終責任を負うとと

もに，本大学全体を総括する。

２ 最高責任者は，公正な研究活動を推進するための基本方針を策定する。

（統括責任者）

第４条 統括責任者は副学長（研究担当）（以下「研究副学長」という）とし，最高責任者を補佐する

とともに，本大学における公正な研究活動の推進について統括する実質的な責任と権限を持つ。

２ 統括責任者は，公正な研究活動を推進するための具体的な方策を策定するとともに，その実施状

況を把握し，最高責任者に報告する。

（研究倫理責任者）

第５条 研究倫理責任者は，本大学の大学院，学部，通信教育部，短期大学部及び付属機関（以下「学

部等」という）の長とする。

２ 研究倫理責任者は，当該学部等における公正な研究活動の推進について統括する実質的な責任と

権限を持つ。

３ 研究倫理責任者は，所属する研究者等に対し，研究者等に求められる倫理規範を修得させるため

の教育（以下「研究倫理教育」という）を定期的に実施し，その実施状況を把握し，統括責任者へ

報告する。

（研究者等の責務）

第６条 研究者等は，研究活動上の不正行為及び不適切な行為を行ってはならず，また，他者による

不正行為の防止に努め，公正に研究活動を行わなければならない。

２ 研究者等は，前条第３項に定める研究倫理教育を受講し，研究倫理に反する行為に関与しない旨

の所定の誓約書を学部等の長に提出しなければならない。

３ 研究者等は，研究データを適正に保存し，必要に応じて開示しなければならない。

４ 研究者等は，研究成果を適正な方法で発信しなければならない。

５ 研究データ及び研究成果の取扱いは，別に定める「日本大学における研究データ及び研究成果の

取扱いに関する要項」による。

（要項等）

第７条 この内規に関するその他の必要事項は，要項等で別に定めることができる。
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附 則

この内規は，平成28年10月１日から施行する。
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日本大学における研究データ及び研究成果の取扱いに関する要項 

 

平成28年10月３日制定 

平成28年10月１日施行 

平成29年10月17日改正 

 

（趣 旨） 

第１条 この要項は，日本大学における公正な研究活動の推進に関する内規（以下「内規」という）

第６条第５項に基づき，日本大学（以下「本大学」という）において研究活動に従事する全ての者

（以下「研究者等」という）の研究活動によって得られた研究データ及び研究成果の取扱いについ

て，その適正性を確保するための基本的事項を定める。 

（研究データ） 

第２条 この要項の対象とする研究データとは，論文や報告等研究成果発表のもととなった研究資料

とする。 

（研究倫理責任者の責務） 

第３条 内規第５条に定める研究倫理責任者は，当該学部等における研究データを適切に保存するた

めの必要な環境整備に努めなければならない。  

（研究データに係る研究者等の責務）  

第４条 研究者等は，社会からの信頼と負託にこたえるため，研究遂行によって得られた研究データ

の信頼性を保証する責任を負わなければならない。 

２ 研究者等は，研究不正行為の疑義が生じないよう，研究遂行における客観性を確保しなければな

らない。 

３ 研究者等は，事後の検証が実施できるよう，研究データを適切な方法で，十分な期間保存しなけ

ればならない。 

４ 研究者等は，研究不正行為の疑義が生じた場合など研究データの開示が必要と認められる場合は，

これを開示し，研究活動の正当性を証明しなければならない。  

５ 研究者等は，研究データの流出を防止するために，個人情報等の研究記録を適切な方法で，厳重

に保管しなければならない。 

６ 研究者等は，転出，退職等により本大学の身分を失った場合も，第１項から前項の責務を負う。  

（保存期間） 

第５条 研究データの保存期間は，研究成果発表から起算し，次のとおりとする。ただし，やむを得

ない理由がある場合は，その限りでない。 

① 文書，数値データ及び画像などの資料   10年 

② 実験試料及び標本などの試料並びに装置  ５年  

２ 前項の保存期間は，法令等により別に定めのある場合は，それに従うものとする。 

（個人情報等の安全管理措置） 

第６条 研究者等は，第４条第５項に基づき，研究データに含まれる個人情報等を安全に管理するた

め，当該個人情報等の特性に応じて，次の各号に定める適正な措置を講じなければならない。 

 ① 個人情報等を保管する区域の施錠，個人情報等を保管している機器，電子媒体等の盗難防止対

策等の物理的安全管理措置 

 ② 保有する個人情報等及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御並びに不正アクセス防
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止対策等の技術的安全管理措置 

（研究成果に係る研究者等の責務）  

第７条 研究者等は，研究成果を発表する場合，自らの成果と他の研究者による成果との関連につい

て十分検討した上で，学界や社会に向けて発信しなければならない。 

２ 研究者等は，自説を主張する場合，学界や研究コミュニティで合意を得ている見解と明確に区分

した上で，その社会的責任を十分に自覚しなければならない。 

３ 研究者等は，研究成果における著者，謝辞等については当事者の研究貢献度と自らの研究領域の

特性に留意し，当事者間で合意した上で記載しなければならない。 

４ 研究者等は，論文及び学術誌の原著性が損なわれることがないよう，学会及び学術誌の定めを遵

守し，適切な方法で投稿しなければならない。  

５ 研究者等は，学外機関との共同研究等に際しては研究契約の内容を遵守し，守秘義務に抵触する

ことがないよう行動しなければならない。 

 

附    則 

１ この要項は，平成29年10月17日から施行する。 

２ 平成28年９月30日以前に発表された研究データの取扱いについては，この要項を準用する。 
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  日本大学研究不正行為防止宣言 

   
      
      
  日本大学は，「日本大学研究倫理ガイドライン（平成１９年３月６日 

  制定）」に定める行動規範の遵守のため，次の事項を宣言します。 

  
 
  １ 日本大学は，研究不正行為を許しません。 
  
  １ 日本大学は，研究不正行為に加担する行為を許しません。 
  
  １ 日本大学は，研究不正行為の教唆を許しません。 
  
  １ 日本大学は，研究不正行為に関わったものに対し，厳重な 
       処分を科します。 
  
 
      本大学の研究者は，学術研究の自律性が社会からの信頼と負託 

   の上に成り立つことを自覚し，常に良心と信念にしたがって，自らの 

   責任で行動しなければならないという研究者としての倫理に関する 

   基本的考え方を礎として，研究活動を実践していきます。（日本大学 

   研究倫理ガイドライン（抜粋）） 

 

 

   ※研究不正行為・・・ねつ造， 改ざん， 盗用及び研究費不正使用 

                               平成25年4月１日施行 

研究推進部研究推進課  
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日本大学における研究費等運営・管理内規

平成27年３月24日制定

平成27年４月１日施行

（目 的）

第１条 この内規は，日本大学（以下「本大学」という）における研究費等の運営・管理に関する基

本的事項を定め，その適正な運営・管理とコンプライアンス強化を図ることを目的とする。

（研究費等）

第２条 前条の研究費等とは，学内外から給付を受けた研究費，助成金及び補助金等（以下「研究費

等」という）とする。

（管理責任者）

第３条 研究費等の適正な運営・管理を図り，責任体系を明確化するため，最高管理責任者，統括管

理責任者及びコンプライアンス推進責任者（以下「管理責任者」という）を置く。

２ 本大学は，管理責任者が，その管理監督の責任を果たさなかったことにより，結果的に研究費等

の不正使用を招いた場合は，厳重注意等の必要な措置を課すものとする。

３ 管理責任者は，日本大学公式ホームページに掲載する方法等によりその職名を公開するものとす

る。

（最高管理責任者）

第４条 最高管理責任者は，学長とする。

２ 最高管理責任者は，本大学における研究費等の運営・管理について最終責任を負うとともに，本

大学全体を総括する。

３ 最高管理責任者は，本大学における研究費等の不正使用防止策（以下「防止策」という）の基本

方針を策定する。

（統括管理責任者）

第５条 統括管理責任者は，副学長（研究担当）とする。

２ 統括管理責任者は，最高管理責任者を補佐し，本大学における研究費等の運営・管理について統

括する実質的な責任と権限を持つ。

３ 統括管理責任者は，基本方針に基づく具体的な防止策を策定するとともに，その実施状況を把握

し，最高管理責任者に報告する。

（コンプライアンス推進責任者）

第６条 コンプライアンス推進責任者は，本大学の大学院，学部，通信教育部，短期大学部及び付属

機関（以下「学部等」という）の長とする。

２ コンプライアンス推進責任者は，当該学部等における研究費等の運営・管理について統括する実

質的な責任と権限を持つ。

３ コンプライアンス推進責任者は，当該学部等における防止策の実施状況を把握し，統括管理責任

者へ報告する。

（コンプライアンス専門部会）

第７条 防止策を推進する部署として，大学及び学部等の各研究委員会にそれぞれコンプライアンス

専門部会（以下「専門部会」という）を設置する。

２ 大学に設置する専門部会は，防止策の具体的な計画（以下「不正防止計画」という）を策定する
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とともに，研究費等の不正使用に関する公益通報対象事実の調査等を行う。

３ 学部等に設置する専門部会は，不正防止計画を実施するとともに，その実施状況を確認する。

４ 専門部会の構成員は，研究委員会の委員及び委員以外の者若干名とする。ただし，大学の専門部

会には，会計及び法務に関する実務家を加えるものとする。

５ 専門部会委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。

（コンプライアンス教育）

第８条 コンプライアンス推進責任者は，研究者及び研究費等の運営・管理に関わる事務職員（以下

「研究者等」という）に対し，研究費等の管理体制，使用方法及び不正使用防止の取組等に関する

コンプライアンス教育を実施するものとする。

２ コンプライアンス推進責任者は，コンプライアンス教育の受講状況及び理解度を把握し，統括管

理責任者に報告しなければならない。

（相談窓口）

第９条 研究費等の適正使用に関する全学的な事務総括を本部研究推進部が行い，学部等における相

談窓口は研究事務課とする。ただし，研究事務課が設置されていない学部等においては，当該事務

担当課を相談窓口とする。

２ 学部等の相談窓口には「日本大学○○学部研究費等相談窓口」と表示する。

（内部監査）

第10条 研究費等の適正な運営・管理を徹底するため，必要に応じて内部監査を実施する。

２ 内部監査を実施する際は，日本大学内部監査規程を準用する。

（研究者等の責務）

第11条 研究者等は，研究費等の使用に関する諸規程及びその他関係法令を遵守し，不正防止に自ら

取り組まなければならない。

２ 研究者は，研究費等の使用及び管理に関して説明責任を有することを踏まえ，研究計画及び資金

計画に基づき，適正な予算執行に努めなければならない。

３ 研究費等の運営・管理に関わる事務職員は，研究計画に基づいた適正な予算執行であることを，

それぞれの事務分掌の視点から点検しなければならない。

４ 研究者等は，第８条に定めるコンプライアンス教育を受講し，第１項の遵守義務を誓約する旨の

所定の誓約書を，学部等の長に提出しなければならない。

（要項等）

第12条 この内規に関するその他の必要事項は，要項等で別に定めることができる。

附 則

この内規は，平成27年４月１日から施行する。
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日本大学における研究費等運営・管理要項 

 

平成19年３月６日制定 

平成19年４月１日施行 

平成20年３月18日改正 

平成20年４月１日施行 

平成27年３月24日改正 

平成27年４月１日施行 

 

（趣 旨） 

第１条 この要項は，日本大学における研究費等運営・管理内規第12条に基づき，研究費等の具体的

な運用及び手続等を定める。 

（使用ルール） 

第２条 研究費等の使用ルールは，日本大学臨時職員就業規則，専任教職員海外派遣規程（以下「海

外派遣規程」という），出張旅費規程，日本大学経理規程，日本大学固定資産及び物品管理規程（以

下「物管規程」という），日本大学図書管理規程，日本大学調達規程（以下「調達規程」という）な

どの関係諸規程のほか，「日本大学における研究費等の取扱いに関する内規」などによる。 

２ 研究費等の使用に関する詳細な運用ルール等については，別に定める。 

（交付前使用） 

第３条 当該部科校が必要と認めた場合には，研究代表者からの申請に基づき，研究費等が交付され

るまでの間，支払いを講じ，研究推進を図るものとする。 

（臨時職員の雇用） 

第４条 臨時職員を雇用する場合は，日本大学臨時職員就業規則によるほか，次のとおりとする。 

① 研究を支援するため，臨時職員を採用する際には，庶務課等の雇用を管理する部署（以下「雇

用管理部署」という）が採用候補者と面談等を行い，業務内容等の確認を行う。 

② 臨時職員を雇用する場合には，学部等の長が雇用する。 

③ 臨時職員の就業管理は，出勤簿にて雇用管理部署が適正に管理する。 

（謝 金） 

第５条 講演会等における講演者，通訳，研究資料等の翻訳・校閲，実験などにおける被験者等，研

究のために協力を得た者（以下「研究協力者」という）への謝金を支払う場合は，次のとおりとす

る。 

 ① 謝金の支給額を設定し，その根拠を明確にする。 

 ② 研究協力者に対し，事前に謝金の支給額及び業務内容を提示する。 

（旅 費） 

第６条 旅費を使用する場合は，出張旅費規程及び海外派遣規程によるほか，次のとおりとする。 

① 国内外の出張で支給された旅費については，出張に要した宿泊代及び交通費の支払いの証とし

て，当該領収書等を提出しなければならない。 

② 購入した乗車券等が予定していた金額より安価であった場合等により，旅費に残金が生じた場

合には，出張終了後，国内出張の場合は３日以内，海外出張の場合は14日以内に精算しなければ

ならない。 

（物件の調達） 

第７条 物件を購入する場合は，物管規程及び調達規程によるほか，次のとおりとする。ただし，研
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究者が研究費等により購入し使用する図書については，日本大学図書調達内規によるものとする。 

① 調達規程第12条により，調達の一部を委託できるのは，学内資金，民間の法人及び企業等から

の研究費，助成金及び補助金等（本部から助成される研究費は除く）による調達に限るものとす

る。 

② 前号により，調達の一部を委託する場合，委託できるのは物件１点又は一式の取得価額５万円

（税込み）未満とする。 

③ 調達規程第38条により，前号に該当する物件の検収を委託する場合，委託できるのは一取引先

合計額30万円（税込み）未満とする。 

④ 調達及び検収を委託する場合は，内規等を作成の上，理事長に報告しなければならない。 

⑤ 調達及び検収を委託する場合は，委託された調達業務責任者・担当者及び検収方法等を明確に

するものとする。 

⑥ 取引業者等に一括して仮払いし，その都度納品などを受け年度内に精算する「包括契約」は，

本大学では認めないこととする。 

（公的研究費等による機器の保守契約） 

第８条 国，独立行政法人，地方公共団体等からの公的な研究費，助成金及び補助金等並びに本部か

ら助成される研究費等（以下「公的研究費等」という）により機器の保守契約を締結する場合は，

調達規程によるほか，次のとおりとする。 

① 保守契約の契約先を選定する場合は，機器の購入業者等特定の業者と保守契約取引を続けるこ

との合理性を常に検証し，可能な限り競争に付すものとする。 

② 保守契約を締結する場合は，保守契約金額に修理費を含めず，保守点検時に発生した修理に係

る費用はその都度支払うものとする。 

③ 機器の維持管理に必要な定期点検・整備に関する保守契約を締結する場合は，年度契約に実施

予定日等を定めるものとする。 

④ 保守点検作業を検収する場合は，作業完了時に申請元の研究者とともに管財課等事務局職員が

立会い，確認を行うものとする。 

（公的研究費等による特殊な役務の調達） 

第９条 公的研究費等によりデータベース，プログラム等のデジタルコンテンツの開発・作成を業務

委託する場合は，成果物の検収については，納品時に申請元の研究者とともに当該業務を分掌する

課の事務局職員により，動作確認を行うものとする。 

（誓約書の徴収） 

第10条 一取引30万円以上の取引又は契約を行う取引業者からは，次の事項を遵守する旨の誓約書を

徴収しなければならない。 

① 調達に係る規則等を遵守し，不正に関与しないこと。 

② 本大学が実施する監査又は調査等において，取引帳簿の閲覧・提出等の要請があった場合は，

これに協力すること。 

③ 不正が認められた場合は，取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議を申し立てないこ

と。  

④ 本大学の研究者等から研究不正行為の依頼があった場合には，直ちに通報すること。 

 

       附    則 
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 この要項は，平成27年４月１日から施行する。 
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日本大学における研究費等の取扱いに関する内規 

 

平成17年４月19日制定 平成19年４月１日施行 

平成17年４月１日施行 平成20年３月18日改正 

平成19年３月６日改正 平成20年４月１日施行 
 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，日本大学における研究費等の使用その他の取扱い（以下取扱いという）を適正

に行うための必要事項を定める。 

２ 前項の取扱いは，関係法令その他別に定めある場合のほか，この内規の定めるところによる。 

（研究費等） 

第２条 前条の研究費等とは，学内外から給付を受けた研究費，助成金及び補助金等（以下研究費等

という）とする。 

（経費等） 

第３条 研究費等から支出できる経費等は，次の各号に掲げるものとする。 

 ① 消 耗 品 費 

② 通信運搬費 

 ③ 印刷製本費 

 ④ 旅費交通費 

 ⑤ 修 繕 費 

⑥ 業務委託費 

⑦ 賃 借 料 

⑧ 手数料・報酬 

⑨ 会 合 費 

⑩ 雑   費 

⑪ 機器備品費 

⑫ 図 書 費 

⑬ 人 件 費 

⑭ その他研究を遂行するために必要な経費 

２ 次の各号に掲げる経費は，研究費等から支出することができない。 

① 本大学で通常備えが必要な備品を購入するための経費 

② その他当該研究に関連のない経費 

（旅費交通費） 

第４条 旅費交通費については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ① 国内出張者又は国内招へい者に係る旅費は，交通費，宿泊料及び日当に分け，別表の研究費等

による国内出張旅費支給表に掲げる額等を限度として支給する。 

 ② 海外出張者又は海外招へい者に係る旅費は，交通費，宿泊料及び日当に分け，別表の研究費等

による海外出張旅費支給表に掲げる額等を限度として支給する。 

③ 第１号及び第２号の交通費は，目的地までの最も経済的かつ合理的な通常の経路及び交通機関

により計算し，鉄道，バス，航空機及び船舶の運賃のほか，特急料金・急行料金・座席指定料金

等を支給する。この場合，海外出張者又は海外招へい者に係る出入国等のために要する国内交通
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費は第１号を準用する。 

④ 宿泊料及び日当は，海外出張者は日本国出発日から日本国帰着日までの間，海外招へい者は居

住地出発日から居住地帰着日までの間を限度として支給する。 

⑤ 第１号及び第２号の旅費のうち交通費及び宿泊料については，帰着後，精算しなければならな

い。 

⑥ 前号の交通費及び宿泊料の精算方法については，別に定める。 

（手数料・報酬） 

第５条 手数料・報酬については，その額を別に定める。 

（会合費）  

第６条 会合費については，直接研究に必要な研究会，打合せ等の弁当代・茶菓代のほか，調査等に

係る訪問先等への手土産代等を会合費として取り扱う。   

（人件費） 

第７条 人件費については，次のとおり取り扱うものとする。 

① 研究の遂行に必要となる研究を支援する者を部科校が委嘱し，その雇用に必要な経費を，研究

費等から支払うことができる。 

② 前号の研究を支援する者とは，研究分担者でない客員研究員及び研究員，ポスト・ドクトラル・

フェロー並びにリサーチ・アシスタントとする。 

③ 研究の遂行に必要となる臨時職員を部科校が雇用することができる。 

④ 前号の臨時職員の採用，就業管理及び給与については，別に定める。 

（その他） 

第８条 この内規に関するその他の必要事項は，別に定める。 

 

附     則 

１ この内規は，平成 20 年４月１日から施行する。 

２ 日本大学客員研究員規程，日本大学研究員規程，日本大学ポスト・ドクトラル・フェロー規程，

日本大学リサーチ・アシスタント規程の各附則第２項に定める経過措置で委嘱した者を，第７条第

２号に定める研究を支援する者に含めることができる。 
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（別 表） 

 

研究費等による国内出張旅費支給表 

 

（単位：円） 

区  分 

交   通   費 

宿泊料 日 当 

日帰り日当 

航空機 鉄 道 船 舶 （往復100㎞以上） 

国内出張者 

国内招へい者 
普通料金 普通料金 普通料金 12,000 3,000 1,500 

備考 原則として，上表に掲げる額を上限とする。 

  

 

研究費等による海外出張旅費支給表 

 

                       （単位：円） 

区 分 

交    通    費 

宿泊料 日 当 

航空機 鉄 道 船 舶 

海外出張者 

海外招へい者 

ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ 

普通運賃 

相 当 額 

普通料金 普通料金 24,000 3,000 

備考 １ 原則として，上表に掲げる額を上限とする。 

２ 交通費（航空機）は，利用する航空機の出発日におけるエコノミークラス普通運賃に相当

する額とする。 
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１　目　　的

２　適用範囲

３　責任体制　 ①　最高管理責任者：学長

②　統括管理責任者：研究担当副学長

４　不正防止計画

不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

1-①

機関全体を統括し，競争的資金の運営・管理について最
終責任を負う者（以下，「最高管理責任者」という。）
を定め，その職名を公開する。最高管理責任者は，原則
として，機関の長が当たるものとする。

1-②

最高管理責任者を補佐し，競争的資金等の運営・管理に
ついて機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者
（以下，「統括管理責任者」という。）を定め，その職
名を公開する。

1-③

機関内の各部局等（例えば，大学の学部，附属の研究所
等，一定の独立した事務機能を備えた組織）における競
争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を
持つ者（以下，コンプライアンス推進責任者」とい
う。）を定め，その職名を公開する。

不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

2-(1)-①

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員にとっ
て分かりやすいようにルールを明確に定め，ルールと運
用の実態が乖離していないか，適切なチェック体制が保
持できるか等の観点から点検し，必要に応じて見直しを
行う。

2-(1)-②

機関としてルールの統一を図る。ただし，研究分野の特
性の違い等，合理的な理由がある場合には，機関全体と
して検討の上，複数の類型を設けることも可能とする。
また，ルールの解釈についても部局等間で統一的運用を
図る。

2-(1)-③
ルールの全体像を体系化し，競争的資金等の運営・管理
に関わる全ての構成員に分かりやすい形で周知する。

研究費等の取扱いルールの標準化を図
り，ルールを分かり易く体系化した手
引き（マニュアル）を作成し，関係者
へ周知する。併せて，手引きに関する
Q&Aを作成し，ルールの解釈が異なるこ
とを防ぐ。
また，ルールと実態の乖離を防ぐた
め，必要に応じてルールを見直し，手
引きを毎年度更新する。

日本大学における研究費不正使用防止計画

平成２０年３月１７日　制定

平成２８年３月１４日　改正

責任者の管理監督
責任が果たせない
曖昧な責任体系

最高管理責任者は学長，統括管理責任
者は研究担当副学長，コンプライアン
ス推進責任者は，学部等の長と規定
し，ホームページ等を通じて，その職
名を公開する。

（１）ルールの明確化・統一化

研究費使用の判断
に齟齬を生む学部
等毎に異なるルー
ル及びルールと実
態の乖離

研究費不正使用防止計画（以下「不正防止計画」という）は，本大学における研究費の適切
な執行がなされるよう，不正を発生させる要因を把握し，具体的な不正防止策を策定・実施
することにより，教職員の自主的な取組を喚起し，不正の発生を防止することを目的とす
る。

対象となる研究費は，学内外から給付を受けた研究費，助成金及び補助金等（以下「研究費
等」という）とし，対象者は，研究者及び研究費等の運営・管理に関わる事務職員とする。

　本大学における研究費等の運営・管理について最終責任を負うとともに，本大学全体を総
括する。

　最高管理責任者を補佐し，本大学における研究費等の運営・管理について統括する実質的
な責任と権限を持つ。

③　コンプライアンス推進責任者：大学院，学部，通信教育部，短期大学部及び付属機関
（以下「学部等」という）の長

　当該学部等における研究費等の運営・管理について統括する実質的な責任と権限を持つ。

第１節　機関内の責任体系明確化

第２節　適正な運営・管理の基礎となる環境の整備
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不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

2-(2)-①
競争的資金等の事務処理に関する構成員の権限と責任に
ついて，機関内で合意を形成し，明確に定めて理解を共
有する。

2-(2)-②
業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じない
よう適切な職務分掌を定める。

2-(2)-③ 各段階の関係者の職務権限を明確化する。

2-(2)-④ 職務権限に応じた明確な決裁手続を定める。

不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

2-(3)-①

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に，自
らのどのような行為が不正に当たるのかをしっかりと理
解させるため，コンプライアンス教育（機関の不正対策
に関する方針及びルール等）を実施する。

2-(3)-②
実施に際しては，受講者の受講状況及び理解度について
把握する。

2-(3)-③

これらの内容を遵守する義務があることを理解させ，意
識の浸透を図るために，競争的資金等の運営・管理に関
わる全ての構成員に対し，受講の機会等に誓約書等の提
出を求める。

2-(3)-④
競争的資金等の管理・運営に関わる全ての構成員に対す
る行動規範を策定する。

不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

2-(4)-①
機関内外からの告発等（機関内外からの不正の疑いの指
摘，本人からの申出など）を受け付ける窓口を設置す
る。

2-(4)-②
不正に係る情報が，窓口の担当者等から迅速かつ確実に
最高管理責任者に伝わる体制を構築する。

2-(4)-③

以下の（ア）から（オ）を含め，不正に係る調査の体
制・手続等を明確に示した規程を定める。
（ア）告発等の取扱い
（イ）調査委員会の設置及び調査
（ウ）調査中における一時的執行停止
（エ）認定
（オ）配分機関への報告及び調査への協力等

2-(4)-④
不正に係る調査に関する規程等の運用については，公正
であり，かつ透明性の高い仕組みを構築する。

2-(4)-⑤
懲戒の種類及びその適用に必要な手続き等を明確に示し
た規程等を定める。

不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

3-(1)-①
不正を発生させる要因がどこにどのような形であるの
か，機関全体の状況を体系的に整理し評価する。

3-(1)-②
不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画
を策定する。

不正事案が改善さ
れない不透明・不
公正な通報体制及
び調査体制

学内外からの通報を受け付ける窓口を
設置するなど公益通報体制を整備する
とともに，不正使用が発覚した際の具
体的な調査手続などを定めたルールを
策定する。
なお，調査体制の公正性及び透明性を
確保するため，構成員は利益相反関係
のない者とし，外部有識者が参画でき
る体制とする。
また，不正を認定する場合は，調査結
果について，不服申立ての機会を与え
る。

現状に則していな
い不正防止計画

不正発生要因を現状に則して分析し，
ガイドラインが研究機関に求める要請
事項を踏まえた不正防止計画を策定す
る。
また，ガイドラインの改正時や不正が
発覚した際は，不正防止計画を見直
す。

（２）職務権限の明確化

（３）関係者の意識向上

（１）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定

第３節　不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

（４）告発等の取扱い，調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

各部署及び担当者
の役割・責任の所
在が不明確になる
曖昧な職務権限

関連部署における事務分掌に基づき，
研究費等の使用に関する事務手続きを
確認し，業務フロー等で共有する。

結果として不正や
不適切な使用に繋
がる関係者の認識
不足や意識の低下

研究費等を受給する全ての構成員に対
し，コンプライアンス教育を定期的に
実施し，意識向上を図る。その際，受
講状況及び理解度を把握し，誓約書の
徴収を行う。
また，一定の質を確保するため，コン
プライアンス教育に必要な内容（具体
的事例，運用ルール，公益通報，不正
が発覚した場合の措置等）を網羅した
教材を作成する。
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不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

3-(2)-①

研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する
者又は部署（以下，「防止計画推進部署」という。）を
置き，機関全体の具体的な対策を策定・実施し，実施状
況を確認する。

3-(2)-②
最高管理責任者が率先して対応することを機関内外に表
明するとともに，自ら不正防止計画の進捗管理に努める
ものとする。

不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

研究費執行の年度
末集中

4-①

予算の執行状況を検証し，実態と合ったものになってい
るか確認する。予算執行が当初計画に比較して著しく遅
れている場合は，研究計画の遂行に問題がないか確認
し，問題があれば改善策を講じる。

一定時期に財務管財システム等によ
り，予算の執行状況を確認し，執行が
著しく遅滞している場合は，当該研究
者に執行を促す。

支出財源の未把握 4-②
発注段階で支出財源の特定を行い，予算執行の状況を遅
滞なく把握できるようにする。

研究費等を使用する際の手続は，発注
段階で支出財源が特定できるような方
法とする。

取引業者との癒着 4-③

不正な取引は構成員と業者の関係が緊密な状況で発生し
がちであることに鑑み，癒着を防止する対策を講じる。
このため，不正な取引に関与した業者への取引停止等の
処分方針を機関として定め，機関の不正対策に関する方
針及びルール等を含め，周知徹底し，一定の取引実績
（回数，金額等）や機関におけるリスク要因・実効性等
を考慮した上で誓約書等の提出を求める。

取引実績，リスク要因及び実効性等を
考慮の上，一定の基準を定め，基準を
満たす取引業者に対して，不正に対す
る取組を周知するとともに，誓約書を
徴収する。

4-④
発注・検収業務については，原則として，事務部門が実
施することとし，当事者以外によるチェックが有効に機
能するシステムを構築・運営し，運用する。

4-⑤

ただし，研究の円滑かつ効率的な遂行等の観点から，研
究者による発注を認める場合は，一定金額以下のものと
するなど明確なルールを定めた上で運用する。その際，
研究者本人に，第２節（２）の「実施上の留意事項」④
に示す権限と責任についてあらかじめ理解してもらうこ
とが必要である。

4-⑥

また，物品等において発注した当事者以外の検収が困難
である場合であって，一部の物品等について検収業務を
省略する例外的な取扱いとする場合は，件数，リスク等
を考慮し，抽出方法・割合等を適正に定め，定期的に抽
出による事後確認を実施することが必要である。

特殊な役務の検収
の不十分なけん制

4-⑦

特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコン
テンツ開発・作成，機器の保守・点検など）に関する検
収について，実効性のある明確なルールを定めた上で運
用する。

特殊な役務（データベース・プログラ
ム・デジタルコンテンツ開発・作成，
機器の保守・点検など）については，
事務局のけん制が働く検収体制とす
る。

研究者任せの非常
勤雇用者の勤務管
理

4-⑧
非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理については，
原則として事務部門が実施する。

非常勤雇用者（臨時職員）の就業管理
は，研究者任せにならないよう，事務
局のけん制が働く体制とする。

換金性の高い物品
の不十分な管理

4-⑨ 換金性の高い物品については，適切に管理する。

耐用年数１年未満若しくは１点又は一
式の取得価額が５万円未満の消耗品以
外については，台帳等により適正に管
理する。

出張計画及び実態
の不十分な把握・
確認

4-⑩
研究者の出張計画の実行状況等を事務部門で把握・確認
できる体制とする。

出張の際は，事前に所属長の許可を得
て，出張後は，速やかに実施状況を報
告するものとする。事務局は，出張の
実態をチェックするとともに，旅費は
領収書等に基づき支給する。

発注・検収の不十
分なけん制

物品の発注・検収は原則として事務部
門が行うこととする。
ただし，研究の円滑かつ効率的な遂行
等の観点から，研究者による発注・検
収を認める場合は，公的研究費以外の
研究費等に限定する。
また，発注については，一定金額以下
の消耗品（消耗品図書を含む）に限る
ものとし，検収については，必ず発注
者以外の者による検収とする。

形骸化した不正防
止計画推進部署

本部及び学部に不正防止計画推進部署
を設置し，不正使用防止計画の実施と
実施状況の把握を行い，最高管理責任
者に実施状況が伝わる体制を整備す
る。

第４節　研究費の適正な運営・管理活動

（２）不正防止計画の実施
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不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

5-①
競争的資金等の使用に関するルール等について，機関内
外からの相談を受け付ける窓口を設置する。

5-②
競争的資金等の不正への取組に関する機関の方針等を外
部に公表する。

不正発生要因 区分 機関に実施を要請する事項（ガイドライン（※）抜粋） 具体的な不正防止策

6-①
競争的資金等の適正な管理のため，機関全体の視点から
モニタリング及び監査制度を整備し，実施する。

6-②

内部監査部門は，毎年度定期的に，ルールに照らして会
計書類の形式的要件等が具備されているかなど，財務情
報に対するチェックを一定数実施する。また，競争的資
金等の管理体制の不備の検証も行う。

6-③

内部監査部門は，上記②に加え，第３節（２）の防止計
画推進部署との連携を強化し，同節（１）「実施上の留
意事項」①に示すリスクを踏まえ，機関の実態に即して
要因を分析した上で，不正が発生するリスクに対して，
重点的にサンプルを抽出し，抜き打ちなどを含めたリス
クアプローチ監査を実施する。

6-④
内部監査部門を最高管理責任者の直轄的な組織として位
置づけ，必要な権限を付与するための内部規程等を整備
する。

6-⑤
内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化す
る。

6-⑥
機関は，第７節（１）「文部科学省が実施すべき事項」
③に掲げる調査について協力することとする。

けん制や改善機能
が十分に発揮され
ない内部監査体制

ホームページ等により，研究費等の不
正使用防止への各種取組を公開・公表
する。

外部の有識者を監査に加えるなど，実
効性のある内部監査体制を整備し，定
期的に実施する。
内部監査の実施に当たっては，不正の
要因を踏まえた実施要項を作成し，会
計書類のチェックを行い，必要に応じ
て，実際の研究費等の使用状況や納品
状況等，事実関係の厳密な確認などを
含めた，徹底的な監査を行う。
また，内部監査の結果は，関係部署へ
周知する。

情報共有されない
不正使用防止の取
組

（※）ガイドラインとは，文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」をいう。

第６節　モニタリングの在り方

第５節　情報発信・共有化の推進
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令和 3 年 4 月　第6版発行
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日本大学における研究活動の不正行為対策に関する内規

平成19年３月６日制定

平成19年４月１日施行

平成25年４月16日改正

平成25年４月１日施行

平成27年３月24日改正

平成27年４月１日施行

平成28年10月３日改正

平成28年10月１日施行

第１章 総 則

（趣 旨）

第１条 この内規は，日本大学（以下「本大学」という）における研究活動の不正行為（以下「研究

不正行為」という）に適切に対応するために，必要な手続方法等を定める。

（研究不正行為）

第２条 この内規で対象とする研究不正行為は，次のとおりとする。ただし，故意又は研究者として

わきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったものに限る。

① ねつ造

存在しないデータ，研究結果等を作成すること。

② 改ざん

研究資料等を変更する操作を行い，研究結果等を加工すること。

③ 盗 用

他の研究者のアイディア，データ及び論文等を無断で流用すること。

④ 研究費の不正使用

私的及び研究目的以外の使用，虚偽の請求，その他法令等に違反して研究費を不正に使用する

こと。

２ 前項第１号から第３号を特定不正行為という。

３ 第１項に定める研究不正行為のほか本大学において次の行為を不適切な行為と定め，特定不正行

為に準じる取扱いをすることができる。ただし，故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注

意義務を著しく怠ったものに限る。

① 他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿

② 論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップ

③ その他科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしい行為

（研究費）

第３条 本内規の対象とする研究費は，国，独立行政法人，地方公共団体等からの公的な研究費，助

成金及び補助金等とする。

２ 学内資金，民間の法人及び企業等からの研究費，助成金及び補助金等もこの内規に準じて取扱う

ことができる。

（対象者）

第４条 本内規の対象者は，本大学において研究活動に従事する全ての者（以下「研究者等」という）

とする。
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２ 本大学と取引する業者が研究不正行為に関与している場合は，前項の対象者に準じて取り扱うこ

とができる。

（責任者）

第５条 本大学における研究不正行為に関する最高責任者は学長とし，研究不正行為の対策について

総括する。

２ 本大学における研究不正行為に関する統括責任者は副学長（研究担当）（以下「研究副学長」とい

う）とし，最高責任者を補佐するとともに，関連部署を統括する。

第２章 研究不正行為に係る公益通報体制

（研究不正行為に係る公益通報）

第６条 研究不正行為に係る公益通報の取扱いについては本内規による。ただし本内規に定めのない

事項については，別に定める日本大学公益通報者保護に関する内規（以下「公益通報者保護に関す

る内規」という）による。

（研究不正行為に係る公益通報の受付）

第７条 研究不正行為に係る公益通報の受付は，公益通報者保護に関する内規に基づき，総務部内に

設置された公益通報受付・相談窓口（以下「通報窓口」という）が行う。

（研究不正行為に係る公益通報の取扱い）

第８条 研究不正行為に係る公益通報を行う場合，通報者は，研究不正行為を行ったとする研究者及

び研究グループ（以下「当該研究者」という），研究不正行為の態様及び事案の内容を具体的に明示

し，かつ不正とする合理的理由を示さなければならない。

２ 通報は原則として顕名のみとする。ただし，前項に定める公益通報を行う場合の要件が満たされ

ている場合は，匿名であっても公益通報に準じて取扱うことができる。

３ 本大学関係者による研究不正行為に係るマスコミ報道，外部からの指摘及び研究者本人からの申

し出等があった場合には，公益通報に準じて取扱う。

（当該研究者の保護）

第９条 本大学は，相当な理由なしに，単に通報がなされたことのみをもって，当該研究者に対して，

研究活動の制限，解雇などの不利益な取扱いを行ってはならない。

（機密保持）

第10条 研究不正行為に係る公益通報があった場合，当該業務に携わる関連部署の教職員等は，通報

者，当該研究者，公益通報の内容及び調査内容について，調査結果の公表まで機密保持を徹底しな

ければならない。

（悪意に基づく通報）

第11条 研究不正行為に係る通報が専ら本大学又は当該研究者に何らかの不利益を与えることを目的

とした意思（以下「悪意」という）に基づいたものである場合には，当該通報者の氏名の公表や就

業規則に従った懲戒処分を課すことができる。

（学外の研究機関との連携）

第12条 当該研究者が学外の研究機関で行った研究及び既に離職している研究機関での研究遂行にお

いて研究不正行為を行った場合，当該研究機関と協議の上，連携して調査するものとする。

第３章 調査実施の体制
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（研究不正行為に係る公益通報の報告）

第13条 通報窓口を通じて，研究不正行為に係る公益通報を受理した総務部長は，研究副学長に報告

するものとする。

（予備調査）

第14条 前条の報告を受けた研究副学長は，通報者に証拠等の提出を求め，詳細な事実関係を明らか

にするための本調査の必要の存否に関する予備調査を実施し，前条の公益通報を受理した日から30

日以内に本調査の必要の存否を決定する。

２ 研究副学長は，前項の予備調査の結果，本調査が不要と認めた場合には，調査結果を学長に報告

し，その後速やかに通報者に報告し，必要に応じて，関係省庁及び当該研究費を配分した機関（以

下「資金配分機関等」という）に報告するものとする。

３ 本大学は，資金配分機関等又は通報者から求めがあった場合は，第１項の予備調査に係る資料等

を，必要に応じて，開示することができる。

（本調査）

第15条 研究副学長は，前条の予備調査の結果，本調査が必要と認めた場合には，詳細な事実関係を

明らかにするための学外有識者を含む調査委員会を30日以内に設置するよう，当該研究者が所属す

る学部等の長（以下「所属長」という）に要請する。

２ 前項の要請を受けた所属長は，当該学部等の専任教職員及び学外有識者の中から，研究内容の専

門性，事務手続の検証なども勘案し，利益相反関係にない者を選出し，調査委員会を構成する委員

長，委員及び幹事を委嘱するものとする。ただし，公正性の確保や高度な専門性の検証が必要など

の理由から，必要に応じて，他の学部等の教職員を加えることができる。

３ 特定不正行為に係る調査委員会は，構成員の半数以上を学外有識者としなければならない。

４ 調査委員会は，通報者及び当該研究者に対して，本調査を行うことを通知し，本調査への協力を

求める。

５ 特定不正行為に係る調査委員会を設置した所属長は，調査委員会の構成員の所属及び氏名を通報

者及び当該研究者に示すものとする。これに対し，通報者及び当該研究者は所属長の定める期限ま

でに異議申立てをすることができる。

６ 前項により異議申し立てがあった場合，その内容が妥当であると所属長が判断したときは，当該

異議申し立てに係る構成員を交代させるとともに，その旨を通報者及び当該研究者に通知する。

７ 本大学は，調査委員会の調査開始に当たり，当該研究者に係る一部又は全部の研究費の支出を停

止することができる。

８ 研究副学長は，本調査を実施するに当たり，学長及び常務理事会に報告し，その後速やかに資金

配分機関等に報告するものとする。

９ 研究費の不正使用に係る本調査の実施に当たっては，本大学は，資金配分機関等と本調査におけ

る調査方針，調査対象及び調査方法等について協議しなければならない。

10 異なる所属の当該研究者複数による共同研究など調査対象となる研究が複数の学部等にわたる場

合，研究副学長は，関係所属長及び総務部長と協議の上，大学に調査委員会を設置することができ

る。

（本調査の実施方法）

第16条 本調査は，論文や実験・観察ノート，生データ等の各種資料の精査や，関係者からの事情聴

取，再実験の要請などにより実施するものとする。ただし，再実験を行う場合は，調査委員会の指
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導・監督の下に行うものとする。

２ 調査委員会は，不正の有無，不正の内容，関与した者，関与の程度及び不正使用の相当額等につ

いて調査し，認定を行う。ただし，特定不正行為に係る調査委員会はこれに加え，当該論文等及び

当該研究活動における役割についても調査し，認定を行う。

３ 調査委員会は，当該研究者を委員会に出席させ，弁明の機会を設けるものとし，当該研究者は，

科学的根拠を示して弁明しなければならない。

４ 調査委員会は，150日以内に調査を完了させるものとする。ただし，調査進行を阻害する特殊事情

などがある場合は，所属長を通じて，調査期間延長の願い出文書を研究副学長宛てに提出し，その

承認を得て，調査期間を延長することができる。

５ 本大学は，調査の終了前であっても，資金配分機関等から求めがあった場合は，本調査の中間報

告を提出しなければならない。

６ 前項にかかわらず研究費の不正使用に係る本調査については，本大学は，不正の事実が一部でも

確認されたときは，調査の終了前であっても，速やかに資金配分機関等に対し，本調査の中間報告

を提出しなければならない。

７ 研究費の不正使用については，調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き，本大学は，

資金配分機関からの求めに応じて，当該事案に係る資料の提出，閲覧又は現地調査等に協力しなけ

ればならない。

（認定の方法）

第17条 調査委員会は，当該研究者から説明を受けるとともに，調査によって得られた，物的・科学

的証拠，証言，当該研究者の自認等の諸証拠を総合的に判断して，研究不正行為か否かの認定を行

うものとする。ただし，当該研究者による自認を唯一の証拠として研究不正行為を認定することは

できない。

２ 前項に加え特定不正行為に係る調査委員会は，当該研究者の説明及びその他の証拠によって，当

該事案の疑いを覆すことができない場合は，特定不正行為と認定することができる。ただし，当該

研究者が，善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず，その責によらない理由で証拠

を示せない場合は，その限りでない。

３ 研究不正行為の事実がないと認定される場合であり，かつ調査を通じて通報が悪意に基づくもの

との疑いがあるときは，調査委員会は，悪意に基づく通報か否かの認定を行うものとする。なお，

この認定を行うに当たっては，通報者に弁明の機会を与えなければならない。

（本調査結果）

第18条 調査委員会委員長は，調査結果を報告書にまとめ，関係資料とともに，所属長を通じて，研

究副学長に報告する。ただし，第15条第10項の調査委員会は関係所属長に調査結果について報告し，

了承を得た後，研究副学長に報告するものとする。

２ 研究副学長は，調査委員会委員長を大学研究委員会コンプライアンス専門部会（以下「専門部会」

という）に出席させ，調査結果を報告させるものとする。ただし，研究副学長は，専門部会が調査

内容を不十分であると判断した場合には，調査委員会に対し再調査を命じることができる。

３ 研究副学長は，第１項により提出された調査報告が専門部会で了承された後，学長及び常務理事

会に報告し，その後，速やかに当該研究者及び第11条の通報と認定された者に報告しなければなら

ない。

４ 専門部会は，調査委員会の調査結果を踏まえ，第20条に定める措置の必要性を検討し，研究副学
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長に意見書を提出するものとする。

（不服申立て）

第19条 研究不正行為と認定された当該研究者又は第11条の通報と認定された者が，調査結果に不服

がある場合，前条第３項の報告を受けてから２週間以内に，研究副学長宛てに，必要書類等を添付

した文書を提出し，不服申立てができるものとする。

２ 前項により不服申し立てがあった場合，調査委員会は，不服申立ての理由等を勘案し，再調査を

行うか否かを速やかに決定する。ただし，不服申立ての趣旨が，調査委員会の構成員の公正性に関

するもの又は新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には，構成員を交代又は追加

することができる。

３ 本大学は，特定不正行為に係る不服申立てがあったとき及びその再調査の可否を決定したときは，

資金配分機関等へ報告しなければならない。

４ 調査委員会は，不服申立てを却下した場合は，速やかに研究副学長に報告し，研究副学長は不服

申立てをした者（以下「不服申立者」という）に不服申立ての却下を通知する。また，当該不服申

立てが，当該案件の引き延ばし及び措置の先送りを主な目的としていると調査委員会が判断したと

きは，以後の不服申立てを受理しないことができる。

５ 調査委員会は，再調査を行う場合は，不服申立者に対して，再調査を行う旨を通知し，再調査へ

の協力を求める。ただし，不服申立者から協力が得られない場合は，再調査を打ち切ることができ

る。

６ 調査委員会は，50日以内に再調査を完了させ，研究副学長に調査結果を報告しなければならない。

７ 研究副学長は，前項の調査結果を，学長及び常務理事会に報告し，その後，速やかに不服申立者

及び所属長に報告しなければならない。

８ 本大学は，第６項の調査結果を，資金配分機関等に報告しなければならない。

（研究不正行為への措置）

第20条 前条第１項の申立期間が不服申立てがなく経過し又は不服申立てに基づく調査結果が出たこ

とにより，研究不正行為の事実が確定した場合，学長は，第18条第４項の措置の必要性に関する意

見書を参考に，次に定める措置を決定し，速やかに常務理事会及び学部長会議に報告するものとす

る。

① 当該研究者に対する措置

(1) 応募計画への申請制限又は申請中止

(2) 研究費の全額又は一部返還

(3) 研究活動の制限

(4) 論文等の取下げ勧告

(5) その他必要な措置

② 関与した職員に対する措置

(1) 担当業務の見直し

(2) 配置転換

(3) その他必要な措置

③ 関与した取引業者に対する措置は，日本大学調達規程第７条によるほか，当該会社名等の公表

など必要な措置を取ることができる。

（調査結果の報告）
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第21条 本大学は，前条に定める研究不正行為の事実が確定した場合，第13条の公益通報の報告を研

究副学長が受けた日から210日以内に，資金配分機関等に調査結果を報告しなければならない。ただ

し，期限までに調査が完了していない場合は，中間報告を提出するものとする。

２ 本大学は，前項の報告に基づき，調査結果を通報者に通知しなければならない。

３ 本大学は，研究不正行為の事実がなかった場合は，第１項に定める期日までに，資金配分機関等

へ調査結果を報告し，その後，速やかに通報者へ通知しなければならない。

４ 研究不正行為と認定された当該研究者又は第11条の通報と認定された者が他の研究機関に所属し

ている場合は，必要に応じて，当該所属機関に報告するものとする。

（公 表）

第22条 本大学は，調査結果について，次の事項を学外に公表するものとする。ただし，合理的な理

由がある場合は，その一部又は全部を公表しないことができる。

① 研究不正行為に関与した者の所属及び氏名

② 研究不正行為の内容

③ 公表時までに行った措置

④ 調査委員会委員の所属及び氏名

⑤ 調査の方法及び手順

⑥ その他本大学が必要と認める事項

２ 研究不正行為の事実がなかった場合は，調査結果を公表しない。ただし，当該案件が学外に漏え

いしていた場合又は当該論文等に誤りがあった場合は，公表することができる。

第４章 懲 戒 処 分

（懲戒処分）

第23条 調査の結果，研究不正行為が判明した場合には，本大学は，当該行為を行った研究者及びそ

れに関与した教職員に対し，就業規則に基づき懲戒処分を行うことができる。

第５章 フォローアップの措置

（名誉回復等の措置）

第24条 本大学は，調査の結果研究不正行為に該当しないことが判明した場合には，第15条第７項に

基づく当該研究者に係る研究費の支出停止を解除し，速やかに当該研究者の名誉回復の措置等を講

じなければならない。

（是正措置と再発防止策）

第25条 本大学は，調査結果を十分検討し，原因などを分析するほか，過去の事例等を検証し，是正

措置を講じるとともに，研究不正行為の再発防止に努める。

附 則

この内規は，平成28年10月１日から施行する。
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日 本 大 学 遺 伝 子 組 換 え 実 験 実 施 規 程 

 

平成３年12月６日制定 

平成３年４月１日施行 

平成６年11月４日改正 

平成６年10月１日施行 

平成７年11月10日改正 

平成７年10月１日施行 

平成８年４月５日改正 

平成８年４月１日施行 

平成15年５月９日改正 

平成14年３月１日施行 

平成16年４月２日改正 

平成16年４月１日施行 

平成20年５月９日改正 

平成20年４月１日施行 

平成20年10月３日改正 

平成20年10月１日施行 

平成22年３月５日改正 

平成22年４月１日施行 

平成24年３月２日改正 

平成24年４月１日施行 

平成25年３月８日改正 

平成25年４月１日施行 

 

第１章 総      則 

（目 的） 

第１条 この規程は，「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」

等の関係法令（以下「法令」という）に基づき，日本大学（以下「本大学」という）における遺伝

子組換え実験（以下「実験」という）を計画し実施する際に遵守すべき安全確保に関する必要事項

を定めることにより，実験の安全かつ適切な実施を図ることを目的とする。 

（用 語） 

第２条 この規程における用語は，法令に定義が示されているものについては，その定義による。  

（適用範囲） 

第３条 この規程は，本大学において実施する実験全てに適用する。 

２ この規程の適用を受ける学部は，別表のとおりとする。 

３ 別表に定められていない部科校において，教育を目的とした実験（以下「教育目的遺伝子組換え実

験」という）を行う場合については，第48条に定める。 

 

第２章 組織及び職務権限 

（学長の職務） 

第４条 学長は，実験実施機関の長となり，実験の安全確保に関する事項を総括する。  

２ 学長は，次の各号に掲げることを行う。 

 ① 文部科学大臣の確認を必要とする実験（以下「大臣確認実験」という）について，文部科学大臣

に確認を求めるとともに，当該確認に基づき承認を与えるか否かを決定すること。 

 ② 学長が承認すべき実験（以下「機関実験」という）の承認を与えるか否かを決定すること。 

③ 第28条第２項に規定する事項 

④ 本大学において初めて実験を実施する場合又は相当期間休止した後に実験を再開する場合にそ

の旨を文部科学大臣に報告すること。 

 ⑤ 実験の安全確保の考え方に影響を及ぼす知見が得られた旨報告があった場合又は外部の環境等に

影響を及ぼすおそれのある事故の報告があった場合は，直ちにその旨を文部科学大臣に報告するこ

と。 

 ⑥ 実験が承認された日から５年間は，使用等の態様，安全委員会等における検討結果，譲渡等に際

して提供し又は提供を受けた情報等及び第37条第１項第４号の資料を記録し，保管すること。 

⑦ 文部科学大臣の求めに応じ，前号の資料を提供すること。 
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⑧ その他実験の安全確保に関する基本的事項を定めること。 

３ 学長は，前項第３号及び第６号に規定する事項を，第12条第１項に定める学部長に委任することが

できる。 

（安全委員会の設置） 

第５条 学長の諮問機関として，本大学に日本大学遺伝子組換え実験安全委員会（以下「安全委員会」

という）を置く。 

（安全委員会の審議事項） 

第６条 安全委員会は，次の各号に掲げる事項について審議答申する。 

 ① 実験に関する規程等の立案 

 ② 実験計画及び計画の変更又は実験の実施状況が法令及び本規程に適合するか否かの調査  

 ③ 実験関係者の教育訓練及び健康管理に関する基本的事項 

 ④ 事故発生の際の必要な措置及び改善策 

 ⑤ 学内の連絡・調整 

 ⑥ その他実験の安全確保に関する基本的事項 

（安全委員会の構成） 

第７条 安全委員会は，次の者をもって構成し，委員は大学が委嘱する。 

① 実験を実施する教授又は准教授            若干名 

② 前号に規定する者以外の自然科学系の教授又は准教授  若干名 

 ③ 人文・社会科学系の教授又は准教授          若干名 

 ④ 予防医学に従事する教授又は准教授          若干名 

 ⑤ 教職員の健康・安全管理に責任を有する事務職員    若干名 

 ⑥ 本大学に所属しない学識経験者            若干名 

 ⑦ 前各号に定める者のほか学長が適当と認める者      若干名 

（委員長） 

第８条 委員長は，学長の指名する者とする。 

２ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは，あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。 

（委員会の招集）  

第９条 安全委員会は，委員長が招集し，その議長となる。 

（委員以外の者の出席） 

第10条 委員長は，必要に応じ委員以外の者を安全委員会に出席させ，意見を求めることができる。 

（委員の任期） 

第11条 委員長及び委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 補充の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（学部の組織） 

第12条 別表に定められた学部の長（以下「学部長」という）は，その学部における実験の安全確保に

関する事項を管掌する。 

２ 学部長の諮問機関として，学部遺伝子組換え実験安全委員会（以下「学部安全委員会」という）を

置く。 

３ 学部に，実験の安全確保を図るため，学部安全主任者を置く。 

４ 学部における実験の安全確保については，本規程のほか学部安全委員会の承認を受けた学部内規の
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定めるところによる。 

（学部長の職務） 

第13条 学部長は，実験実施施設の長となり，学部における実験の安全確保に関する事項を統括する。 

２ 学部長は，次の各号に掲げることを行う。 

① 学部安全委員会の委員長（以下「学部委員長」という）及び委員（以下「学部委員」という）

を委嘱すること。 

② 学部安全主任者を委嘱すること。 

③ 実験計画及び計画の変更を学長に申請すること。 

④ 第４条第３項に基づき学長から委任された事項を処理すること。 

⑤ 第28条第１項に規定する事項  

⑥ 実験の施設・設備を管理すること。 

 ⑦ 実験従事者の健康管理に当たること。 

 ⑧ 実験が承認された日から５年間は，使用等の態様，学部安全委員会等における検討結果，譲渡等

に際して提供し又は提供を受けた情報等及び第37条第１項第４号の資料を記録し，保管するととも

に，文部科学大臣の求めに応じ，学長を通じて当該資料を提供すること。 

 ⑨ 事故等の報告があった場合において，学部安全委員会及び学部安全主任者と連携して調査を行い，

必要な処置，改善策等について指示を行うこと。 

 ⑩ 実験の安全確保の考え方に影響を及ぼす知見が得られた報告があった場合又は外部の環境等に影

響を及ぼすおそれのある事故の報告があった場合は，直ちに学長に報告すること。  

 ⑪ その他実験の安全確保に関し必要な事項を実施すること。 

（学部安全委員会の職務） 

第14条 学部安全委員会は，次の各号に掲げる事項について審議答申する。  

 ① 実験計画及び計画の変更又は実験の実施状況が法令並びに本規程及び学部内規に適合しているか

否かの調査 

 ② 実験に係る教育訓練及び実験従事者の健康管理 

 ③ 事故発生の際の必要な措置及び改善策 

 ④ その他実験の安全確保に必要な事項 

２ 学部安全委員会は，必要に応じ実験責任者及び学部安全主任者から実験の安全管理に関する報告を

求めることができる。 

（学部安全委員会の構成） 

第15条 学部安全委員会は，次の者をもって構成し，学部委員は学部長が委嘱する。 

 ① 実験責任者                   若干名 

 ② 実験に従事していない教授又は准教授       若干名 

 ③ 前各号に定める者のほか学部長が必要と認めた者  若干名 

（学部委員長） 

第16条 学部委員長は，学部教授のうちから学部長の指名する者とする。 

２ 学部委員長に事故あるとき又は欠けたときは，あらかじめ学部委員長の指名した学部委員がその職

務を代行する。 

（学部安全委員会の招集） 

第17条 学部安全委員会は，学部委員長が招集し，その議長となる。 
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（学部委員以外の者の出席） 

第18条 学部委員長は，必要に応じ学部委員以外の者を学部安全委員会に出席させ，意見を求めること

ができる。 

（学部委員の任期） 

第19条 学部委員長及び学部委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 補充の学部委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（学部安全主任者） 

第20条 学部安全主任者は，学部の教授又は准教授のうちから学部長が委嘱する。 

２ 学部安全主任者は，法令並びに本規程及び学部内規を熟知するとともに，生物災害の発生を防止す

るための知識及び技術並びにこれらを含む関連の知識及び技術に高度に習熟した者とし，学部安全

委員会と緊密な連絡の下に次の各号に掲げることを行う。 

 ① 実験が，法令並びに本規程及び学部内規に基づき適正に遂行されているか否かを確認すること。 

 ② 実験に関し，実験責任者に対して指導及び助言を与えること。 

 ③ 実験の安全確保に関し，学部長に報告すること。 

 ④ その他実験の安全確保に関して，必要な事項の処理に当たること。 

（実験責任者） 

第21条 実験を行おうとするときは，実験責任者を定めなければならない。実験責任者が欠けた場合も

同様とする。 

２ 実験責任者は，法令並びに本規程及び学部内規を熟知するとともに，生物災害の発生を防止するた

めの知識及び技術並びにこれらを含む関連の知識及び技術に習熟した者とし，学部安全主任者の指

導及び助言の下に，次の各号に掲げることを行う。 

 ① 実験計画の立案及び実施に際して法令並びに本規程及び学部内規を十分に遵守し，学部安全主任

者との緊密な連絡の下に，実験全体の適切な管理及び監督に当たること。 

 ② 実験従事者に対し，第36条第１項に定める教育訓練を行うこと。 

 ③ 大臣確認実験及び機関実験について，第24条及び第25条に基づき実験計画を学部長に提出し，学

長の承認を受けること。なお，当該実験計画の変更についても同様とする。 

 ④ 実験の安全確保の考え方に影響を及ぼす知見が得られた場合又は実験中若しくは輸送中の事故等

があった場合は，直ちに学部長，学部安全委員会及び学部安全主任者に報告すること。 

 ⑤ その他実験の安全確保に関し必要な事項を実施すること。 

（実験従事者） 

第22条 実験従事者は，実験責任者の指示により，実験の計画及び実施に当たっては，安全確保につい

て十分に自覚し，必要な配慮をするとともに，あらかじめ，微生物に係る標準的な実験方法並びに

実験に特有な操作方法及び関連する技術に精通し，習熟していなければならない。 

 

第３章 実験計画実施の承認・変更及び審査等の手続 

（実験計画の申請手続） 

第23条 実験責任者は，大臣確認実験及び機関実験を行う場合には，第24条及び第25条に基づき，申請

の手続を行わなければならない。 

（大臣確認実験） 

第24条 大臣確認実験を実施しようとする実験責任者は，所定の書面を学部長を経て学長に提出し，文
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部科学大臣に申請しなければならない。 

（機関実験） 

第25条 機関実験を実施しようとする実験責任者は，所定の書面により，学部長を経て学長に申請しな

ければならない。 

（安全性の基準） 

第26条 実験計画及び計画の変更又は実験の実施状況の安全性の基準は，法令の定めるところによる。 

（実験実施の申請） 

第27条 第24条及び第25条の申請があったときは，学部長は，学部安全委員会の意見を聴いた上，必要

な書面をもって学長に申請するものとする。 

（実験停止又は改善等） 

第28条 実験の安全性について疑いが生じた場合，学部長は，直ちに実験の停止又は改善等の必要な措

置を，学長に申請しなければならない。 

２ 学長は，前項に基づく決定に先立ち，実験責任者に対し，実験の停止を命じ，実施方法の改善を勧

告するなど必要な措置を講じなければならない。 

（学長の決定） 

第29条 第27条及び第28条の規定により申請があったときは，学長は，安全委員会に諮問し，かつ，法

令に基づき文部科学大臣の確認を要するものについては，これを得た上で決定する。 

（実験変更手続） 

第30条 実験計画を変更するときは，第24条及び第25条により申請された書面の変更事項について申請

しなければならない。 

（実験の終了又は中止） 

第31条 実験を終了又は中止したときは，実験責任者は速やかに学部長を経て学長に報告するものとす

る。 

 

第４章 施設・設備及び実験の管理 

（設置・管理基準） 

第32条 学部長は，実験を実施する実験室及び実験区域（以下「実験施設」という）を法令に定める拡

散防止措置の基準に基づいて設置し，保全するよう管理しなければならない。 

（実験施設の出入り等の制限） 

第33条 実験責任者又は学部安全主任者は，実験の内容を知らない者が，許可なく実験施設に立ち入る

ことのないよう措置を講じなければならない。 

２ 実験施設に立ち入る許可を得た者は，実験責任者又は学部安全主任者の指示に従わなければならな

い。 

（標 識） 

第34条 実験責任者は，実験を実施する場合，実験施設の入口及び遺伝子組換え生物等の保管設備に法

令に定める表示をしなければならない。  

（遺伝子組換え生物等の取扱い） 

第35条 実験従事者は，用いられる核酸供与体，供与核酸，ベクター及び宿主により，遺伝子組換え生

物等が法令に定める拡散防止措置の要件を満たすものであることを確認しなければならない。また，

遺伝子組換え生物等の取扱いについては，拡散防止措置のレベルに応じて法令を遵守しなければな
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らない。 

 

第５章 教育訓練及び健康管理 

（教育訓練） 

第36条 実験責任者は，実験開始前に実験従事者に対し，法令並びに本規程及び学部内規を熟知させる

とともに，次の各号に掲げる教育訓練を行わなければならない。 

 ① 危険度に応じた微生物安全取扱い技術 

 ② 拡散防止措置に関する知識及び技術 

 ③ 実施しようとする実験の危険度に関する知識 

 ④ 事故発生の場合の措置に関する知識 

２ 実験責任者は，前項各号の教育訓練の計画及び実施に関して，学部安全主任者に協力を求めること

ができる。 

（健康管理） 

第37条 学部長は，実験従事者の健康管理について，次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

 ① 実験従事者に対し，実験開始前及び開始後１年を超えない期間ごとに健康診断を行うこと。 

 ② 実験従事者が法令に規定するＰ２レベル以上の拡散防止措置を必要とする実験を実施する場合は，

実験開始前に感染の予防治療の方策について，あらかじめ検討し，必要に応じて抗生物質，ワクチ

ン，血清等の準備をすること。この場合において，実験開始後６か月を超えない期間ごとに１回特

別定期健康診断を行うこと。 

 ③ 実験施設内における感染のおそれがある場合は，直ちに健康診断を行い，適切な措置を講ずるこ

と。 

 ④ 健康診断の結果を記録し，保存すること。  

２ 学部長は，実験従事者が次の各号のいずれかに該当したとき又は次条に規定する報告を受けたとき

は，直ちに調査するとともに必要な措置を講じなければならない。 

 ① 遺伝子組換え生物等を誤って飲み込んだとき又は吸い込んだとき。 

 ② 遺伝子組換え生物等により皮膚が汚染され，除去できないとき又は感染を起こすおそれがあると

き。 

 ③ 遺伝子組換え生物等により，実験施設が著しく汚染され，その場に居合わせたとき。 

（実験従事者の報告義務） 

第38条 実験従事者は，絶えず自己の健康について注意し，健康に変調を来したとき又は重症若しくは

長期にわたる病気にかかったときは，学部長に報告するものとする。 

 

第６章 異常事態発生時の措置 

（通 報） 

第39条 実験施設において異常事態を発見した者は，直ちに実験責任者及び学部安全主任者に通報しな

ければならない。 

（立入禁止等） 

第40条 実験責任者は，異常事態発生の通報を受けた場合及び異常事態を発見した場合は，実験施設の

使用禁止又は立入禁止の措置を講じるとともに，消毒その他の必要な措置を講じ，学部安全主任者

の指示を仰がなければならない。 
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（緊急措置等） 

第41条 実験責任者は，異常事態発生の結果，実験従事者等に障害を生じ，又は障害を生じるおそれの

ある場合は，学部安全主任者の指示によって救急処置をとるとともに，医師の診療を受けさせなけ

ればならない。 

（実験責任者等の報告義務） 

第42条 実験責任者及び学部安全主任者は，異常事態の経過及び措置等に関する報告書を作成し，学部

長及び学部委員長に提出しなければならない。 

（学部安全委員会の対策） 

第43条 学部委員長は，前条の報告を受け必要と認めた場合は，学部安全委員会を招集し，対策等につ

いて審議の上，当該措置を講じなければならない。 

２ 学部委員長は，前項の結果を直ちに学部長に報告しなければならない。 

（学部長の報告義務） 

第44条 第40条及び第41条に規定する措置を講じた場合，学部長は，速やかに異常事態発生の経過及び

措置等の概要を学長に報告しなければならない。 

 

第７章 そ  の  他 

（記録の保管） 

第45条 実験責任者は，次の各号に掲げる記録を５年間保存しなければならない。 

 ① 実験計画書及び実験記録 

 ② 遺伝子組換え生物等の授受，保存，廃棄，運搬の記録 

 ③ 異常事態が発生した場合の経過及び措置に関する記録 

 ④ 実験施設への出入者の氏名及び目的等の記録 

 ⑤ 健康診断受診の記録 

２ 実験責任者は，文部科学大臣，学長又は学部長の求めに応じ当該資料を提供しなければならない。 

（守秘義務） 

第46条 実験に携わる者は，実験計画の内容その他実験計画に関する事項について秘密を守らなければ

ならない。  

（譲渡等に係る情報提供） 

第47条 遺伝子組換え生物等を譲渡し，若しくは提供し，又は委託して使用等をさせようとする者は，

前条にかかわらず，法令に基づく情報提供及び本規程に基づく資料提供を行わなければならない。 

（教育目的遺伝子組換え実験） 

第48条 別表に定められていない部科校において教育目的遺伝子組換え実験を行う場合は，実験責任者

は，実験計画を当該部科校長に提出し，その同意を得た上で，学長の承認を受けなければならない。

当該実験計画の変更についても同様とする。 

２ 前項の実験を終了又は中止したときは，実験責任者は，速やかに当該部科校長を経て，学長に報告

するものとする 

３ 当該部科校長は，遺伝子組換え生物等の取扱に関する経験者の配置，教育訓練及び記録保管を行わ

なければならない。 

４ 教育目的遺伝子組換え実験を行う場合は，第21条，第22条，第26条，第28条及び第32条から第47条

までの規定を準用する。 
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（所 管） 

第49条 遺伝子組換え実験に関する事務は，本部については研究推進部，別表に定められた学部につい

ては研究事務課が行う。 

（内規等） 

第50条 この規程に関するその他の必要事項については，別に内規等で定める。 

 

         附    則 

１ この規程は，平成25年４月１日から施行する。 

２ 昭和59年３月16日制定の日本大学組換えＤＮＡ実験実施規程，昭和59年10月５日制定の日本大学医

学部組換えＤＮＡ実験実施規程・日本大学松戸歯学部組換えＤＮＡ実験実施規程・日本大学農獣医

学部組換えＤＮＡ実験実施規程，昭和59年11月９日制定の日本大学歯学部組換えＤＮＡ実験実施規

程及び平成元年５月19日制定の日本大学薬学部組換えＤＮＡ実験実施規程は，廃止する。
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別 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験実施施設を置く学部 

 

文 理 学 部 

理 工 学 部 

生 産 工 学 部 

工 学 部 

医 学 部 

歯 学 部 

松 戸 歯 学 部 

生 物 資 源 科 学 部 

薬 学 部 
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日 本 大 学 動 物 実 験 運 営 内 規

平成21年３月31日制定 平成25年３月12日改正

平成21年４月１日施行 平成25年４月１日施行

平成22年３月16日改正 平成26年９月30日改正

平成22年４月１日施行 平成26年10月１日施行

平成23年３月29日改正 平成28年３月15日改正

平成23年４月１日施行 平成28年４月１日施行

第１章 総 則

（趣 旨）

第１条 この内規は，「動物の愛護及び管理に関する法律」（以下「法」という），「実験動物の飼養及

び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」（以下「飼養保管基準」という），文部科学省策定の「研究

機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」（以下「基本指針」という）及び日本学術会議

作成の「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」（以下「ガイドライン」という）に基づき，

科学的観点はもとより動物愛護及び環境保全の観点に加え，動物実験等を行う教職員及び学生等の

安全確保の観点から，日本大学（以下「本大学」という）における動物実験等を適正に実施するた

めの必要事項を定める。

（基本原則）

第２条 本大学における動物実験等については，法，飼養保管基準，基本指針，ガイドラインその他

法令等に定めがあるもののほか，この内規の定めるところによる。

２ 本大学における動物実験等の実施に当たっては，法及び飼養保管基準に基づき，動物実験等を行

う際の原則である代替法の利用，実験動物の使用数の削減及び苦痛軽減を考慮し，適正に行わなけ

ればならない。

（定 義）

第３条 この内規でいう用語の定義は，次のとおりとする。

① 実 験 動 物 動物実験等の利用に供するため，施設等で飼養・保管している哺乳類，鳥

類及び爬虫類に属する動物をいう。

② 動 物 実 験 等 実験動物を教育，試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の

利用に供することをいう。

③ 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養・保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。

④ 実 験 室 実験動物に実験操作を行う動物実験室をいう。

⑤ 施 設 等 飼養保管施設及び実験室をいう。

⑥ 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。

⑦ 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。

⑧ 動物実験責任者 動物実験実施者のうち，動物実験等の実施に関する業務を統括するものを

いう。

⑨ 学 部 等 動物実験等を行う学部，通信教育部，研究科，研究所，付属病院及び短期

大学部をいう。

⑩ 施設等管理者 施設等を設置又は変更（以下「設置等」という）する場合に，その責任者

となり，当該施設等を管理する者をいう。

⑪ 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有する者で，学部等の長（以下「学部長
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等」という）を補佐し，実験動物の管理を担当するものをいう。

⑫ 飼 養 者 実験動物管理者の下で実験動物の飼養・保管に従事する者をいう。

⑬ 指 針 等 動物実験等に関して各行政機関等の定める基本指針及びガイドラインをい

う。

（適用範囲）

第４条 この内規は，本大学において実施される哺乳類，鳥類及び爬虫類の生体を用いる全ての動物

実験等に適用される。

２ 動物実験責任者は，動物実験等の実施を本大学以外の機関に委託する場合は，委託先においても，

基本指針その他関係法令等に基づき動物実験等が実施されることを確認しなければならない。

第２章 組織及び職務権限

（学長の職務）

第５条 学長は，本大学における動物実験等の実施に関する最終的な責任を有し，動物実験等の適正

な実施のため，次の各号に掲げることを行う。

① 動物実験計画を承認すること。

② 動物実験計画の実施の結果を把握すること。

③ 動物実験計画書，動物実験の履行結果及び動物実験委員会の議事録等を保存すること。

④ 施設等の設置及び変更を承認すること。

⑤ その他本大学の動物実験等の適正な実施のために必要な事項

２ 学長は，前項第１号から第４号に規定する事項を，第13条に定める学部長等に委任することがで

きる。

３ 学長は，第７条第３項の具申を受けたときは，当該学部長等に当該実験の中止等を命ずることが

できる。

（委員会の設置）

第６条 学長の諮問機関として，本大学に日本大学動物実験委員会（以下「委員会」という）を置く。

（委員会の職務）

第７条 委員会は，次の各号に掲げる事項について，学長からの諮問に対し，審議答申する。

① 動物実験等に係る規程等の立案

② 承認された動物実験計画並びに当該計画の実施状況及び結果の適正性に関すること。

③ 承認された施設等及び実験動物の飼養保管状況の適正性に関すること。

④ 事故発生の際の必要な措置及び改善策

⑤ 動物実験等の実施に係る教育訓練に関すること。

⑥ 動物実験等の実施に係る自己点検・評価に関すること。

⑦ 学内の連絡調整

⑧ その他動物実験等の適正な実施に関し必要な事項

２ 前項に定めるもののほか，委員会は，第14条に規定する学部等動物実験委員会に対し，必要な指

導又は助言を行うことができる。

３ 委員会は，実験計画等が適正に実施されていないと認めるときは，実験の中止その他必要な措置

について学長に具申することができる。

（委員会の構成）
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第８条 委員会は，次の者をもって構成し，委員は大学が委嘱する。

① 動物実験等に関して優れた識見及び経験を有する者 若干名

② 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干名

③ その他学識経験を有する者のうち，学長が適当と認める者 若干名

２ 委員は，自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に参画してはならない。

（委員長）

第９条 委員長は，学長の指名する者とする。

２ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは，あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行す

る。

（委員会の招集）

第10条 委員会は，委員長が招集し，その議長となる。

（委員以外の者の出席）

第11条 委員長は，必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させ，意見を求めることができる。

（委員の任期）

第12条 委員長及び委員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。

２ 補充の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（学部長等の職務）

第13条 動物実験等を行う学部長等は，当該学部等における動物実験等の適正な実施に関する事項を

統括し，次の各号に掲げることを行う。

① 次条に定める学部等動物実験委員会の委員長及び委員を委嘱すること。

② 第５条第２項に基づき学長から委任された事項を処理すること。

③ 承認された動物実験計画及び施設等の設置，変更，廃止並びに実験動物の飼養保管状況及び自

己点検・評価の結果を学長へ報告すること。

④ 実験動物管理者を委嘱すること。

⑤ その他当該学部等における動物実験等の適正な実施のために必要な事項

（学部委員会の設置）

第14条 動物実験等を行う学部等に，当該学部等における動物実験等の実施及び施設等の設置等の可

否等の審査を行うため，学部等動物実験委員会（以下「学部委員会」という）を置く。

２ 学部委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，当該学部等が定める。

３ 学部委員会の設置が困難な学部等は，学長の承認を得て，他の学部等の学部委員会に職務を委託

することができる。

（学部委員会の職務）

第15条 学部委員会は，学部長等を補佐するため，次の各号に掲げる事項について審議調査する。

① 動物実験計画並びに当該計画の実施状況及び結果の適正性に関すること。

② 施設等及び実験動物の飼養保管状況の適正性に関すること。

③ 事故発生の際の必要な措置及び改善策

④ 動物実験等の実施に係る教育訓練に関すること。

⑤ 動物実験等の実施に係る自己点検・評価に関すること。

⑥ その他動物実験等の適正な実施に関し必要な事項

２ 学部委員会は，必要に応じ動物実験責任者及び実験動物管理者から動物実験等に関する報告を求
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めることができる。

（学部委員会の構成）

第16条 学部委員会は，次の者をもって構成し，委員は学部長等が委嘱する。

① 動物実験等に関して優れた識見及び経験を有する者 若干名

② 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干名

③ その他学識経験を有する者のうち，学部長等が適当と認める者 若干名

２ 学部委員は，自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に参画してはならない。

（学部委員長）

第17条 学部委員長は，学部長等の指名する者とする。

２ 学部委員長に事故あるとき又は欠けたときは，あらかじめ学部委員長が指名した学部委員がその

職務を代行する。

（学部委員会の招集）

第18条 学部委員会は，学部委員長が招集し，その議長となる。

（学部委員以外の者の出席）

第19条 学部委員長は，必要に応じ学部委員以外の者を学部委員会に出席させ，意見を求めることが

できる。

（学部委員の任期）

第20条 学部委員長及び学部委員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。

２ 補充の学部委員の任期は，前任者の残任期間とする。

第３章 動物実験計画の立案及び実施

（申請等の手続き）

第21条 動物実験責任者は，動物実験等を行おうとするときは，動物実験等により取得されるデータ

の信頼性を確保するため，次の各号に掲げる事項に留意の上動物実験計画を立案し，所定の動物実

験計画書により，所属する学部長等に申請しなければならない。

① 研究の目的，意義及び必要性を明確にすること。

② 代替法の利用を考慮して，実験動物を適切に使用すること。

③ 動物実験等の目的に適した実験動物種の選定，動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験

動物の数，遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮し，実験動物の使用数削減に配慮

すること。

④ 実験動物の苦痛の軽減に配慮して，動物実験等を適切に行うこと。

⑤ 苦痛度の高い動物実験等（致死的な毒性実験，感染実験，放射線照射等）を行う場合，人道的

エンドポイント（実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング）の設定

を検討すること。

２ 学部長等は，前項の申請があったときは，学部委員会の審議を経て，承認の適否を決定し，動物

実験責任者に通知する。

３ 動物実験責任者は，前項の通知があるまで動物実験等に着手してはならない。

４ 学部長等は，承認した動物実験計画を学長に報告しなければならない。

（動物実験計画の変更）

第22条 前条の規定は，動物実験計画の変更について準用する。この場合において，動物実験実施者，
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実験動物種及び使用数並びに実験実施期間等の変更を申請するときは，動物実験計画書とあるのは，

動物実験計画（変更・追加）承認申請書と読み替えるものとする。

（動物実験計画の終了又は中止の報告）

第23条 動物実験責任者は，実験を終了又は自ら中止したときは，所定の動物実験（終了・中止）報

告書により，速やかに所属する学部長等に報告しなければならない。

２ 動物実験責任者は，前項の終了又は中止の報告をした後に，所定の動物実験結果報告書により，

実験計画の変更の有無，実験の成果等について，所属する学部長等に報告しなければならない。

３ 学部長等は，第１項又は前項の報告があったときは，学長に報告しなければならない。

（実験操作）

第24条 動物実験責任者及び動物実験実施者は，法，飼養保管基準，指針等及びこの内規に基づき動

物実験等を実施するとともに，特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

① 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

② 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる実験動物の苦痛軽減に関する措置を行うこと。

(1) 適切な麻酔薬，鎮痛薬等の利用

(2) 実験終了の時期（人道的エンドポイントを含む）の配慮

(3) 適切な術後管理

(4) 適切な安楽死の選択

③ 安全管理に注意を要する実験（物理的・化学的に危険な材料，病原体及び遺伝子組換え動物等

を用いる実験）については，関係法令等及び本大学における関連規程等に従って行い，安全のた

めの適切な施設や設備を確保すること。

④ 実験の実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。

⑤ 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては，経験等を有する者の指導の下で行うこと。

第４章 飼養保管施設及び実験室

（施設等の承認）

第25条 実験動物の飼養・保管及び動物実験等は，学部長等の承認を得た施設等でなければ行うこと

ができない。

２ 施設等管理者は，施設等を設置等しようとする場合は，所定の飼養保管施設設置承認申請書又は

所定の実験室設置承認申請書により，学部長等に申請しなければならない。

３ 学部長等は，申請された施設等を学部委員会に調査させ，学部委員会の調査結果及び助言により，

承認の可否を決定し，当該施設等管理者に通知する。

４ 学部長等は，承認した施設等の概要等を学長に報告しなければならない。

（飼養保管施設の要件）

第26条 飼養保管施設は，次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

① 適切な温度，湿度，換気，明るさ等を保つことができる構造であること。

② 動物種，飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。

③ 床，内壁等の清掃，消毒等が容易な構造で，器材の洗浄，消毒等を行う衛生設備を有すること。

④ 実験動物が逸走しない構造及び強度を整備すること。

⑤ 臭気，騒音，廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が取られていること。

⑥ 実験動物管理者が置かれていること。
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（実験室の要件）

第27条 実験室は，次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

① 実験動物が逸走しない構造とし，実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されて

いること。

② 排せつ物，血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。

③ 常に清潔な状態を保ち，臭気，騒音，廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がと

られていること。

（施設等の維持管理及び改善）

第28条 施設等管理者は，動物実験等の適正な遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなけれ

ばならない。

（施設等の廃止）

第29条 施設等管理者は，施設等を廃止する場合は，所定の施設等（飼養保管施設・動物実験室）廃

止届により，学部長等に届け出なければならない。

２ 学部長等は，前項の届出があったときは，学長に届け出なければならない。

３ 施設等管理者は，施設等を廃止するに当たり，必要に応じて，動物実験責任者と協力し，飼養保

管中の実験動物を，他の飼養保管施設に譲渡するよう努めなければならない。

第５章 実験動物の飼養及び保管

（実験動物の飼養及び保管）

第30条 学部長等は，実験動物の導入，健康管理等実験動物の飼養及び保管に関し必要な事項を定め，

動物実験実施者等に周知しなければならない。

（実験動物の健康及び安全の保持）

第31条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，前条により学部長等が定める事項を遵守し，

実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

（給餌・給水）

第32条 飼養者は，実験動物管理者及び動物実験実施者の指示を受け，実験動物の生理，生態，習性

等に応じて，適切に給餌・給水を行わなければならない。

（異種又は複数の実験動物の飼育）

第33条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼

養・保管する場合は，その組合せを考慮した収容を行わなければならない。

（記録の保存及び報告）

第34条 実験動物管理者は，実験動物の入手先，飼育履歴，病歴等に関する記録を整備し，保存しな

ければならない。

２ 学部長等は，年度ごとに飼養保管した実験動物の種類，数等について，所定の飼養保管状況報告

書により，学長に報告しなければならない。

（譲渡の際の情報提供）

第35条 実験動物管理者及び動物実験責任者は，実験動物の譲渡に当たっては，その特性，飼養保管

の方法，感染性疾病等に関する情報を譲渡先に提供しなければならない。

（輸 送）

第36条 学部長等は，実験動物の輸送に当たっては，飼養保管基準を遵守し，実験動物の健康及び安
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全の確保並びに人に対する危害防止に努めなければならない。

第６章 安 全 管 理

（危害防止）

第37条 学部長等は，逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。

２ 学部長等は，人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等から逸走した場合には，速や

かに関係機関へ連絡しなければならない。

３ 学部長等は，実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者への実験動物由来の感染症，実験動物

による咬傷等に対する予防措置を講じるとともに，感染症等の発生時には速やかに必要な措置を講

じなければならない。

４ 学部長等は，毒へび等の有毒動物を飼養・保管する場合は，人への危害発生防止のため，飼養保

管基準に基づき必要な事項を別に定めなければならない。

５ 学部長等は，実験動物の飼養及び動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよ

う，必要な措置を講じなければならない。

（通 報）

第38条 施設等において異常事態を発見した者は，直ちに動物実験実施者等に通報しなければならな

い。

（緊急時の対応）

第39条 学部長等は，地震，火災等の緊急時の対応計画をあらかじめ作成し，関係者に対して周知を

図らなければならない。

２ 学部長等は，緊急事態発生時において，実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努

めなければならない。

第７章 教 育 訓 練

（教育訓練）

第40条 実験動物管理者，動物実験実施者及び飼養者は，次の各号に掲げる事項について教育訓練を

受けなければならない。

① 関係法令，指針等並びに本大学及び学部等の定める内規等に関する事項

② 動物実験等の方法に関する基本的事項

③ 実験動物の飼養保管に関する基本的事項

④ 安全確保及び安全管理に関する事項

⑤ その他適切な動物実験等の実施に関する事項

２ 学部長等は，教育訓練の実施日，教育内容，講師及び受講者名に関する記録を整備し，保存しな

ければならない。

第８章 自己点検・評価及び検証

（自己点検・評価及び検証）

第41条 学部長等は，学部委員会に，基本指針への適合性に関し，自己点検・評価を行わせるととも

に，その結果を学長へ報告しなければならない。

２ 学部委員会は，実験動物管理者，動物実験責任者，動物実験実施者，飼養者等に，自己点検・評
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価のための資料を提出させることができる。

３ 学長は，自己点検・評価の結果について，学外の有識者による検証を受けるよう努めなければな

らない。

第９章 情 報 公 開

（情報の公表）

第42条 本大学は，本大学における動物実験等に関する情報を，原則として毎年１回公表するものと

する。

第10章 そ の 他

（実験動物以外の動物の使用）

第43条 第３条第１号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については，飼養保管基準

の趣旨に沿って行うものとする。

（適用除外）

第44条 畜産に関する飼養管理の教育及び試験研究並びに畜産に関する育種改良を目的とした実験動

物（一般に産業用家畜と見なされる動物種に限る）及び生態の観察を行うことを目的とした実験動

物の飼養・保管については，この内規を適用しない。

（所 管）

第45条 動物実験等に関する事務は，本部においては研究推進部とし，学部等については別に定める。

（要項等）

第46条 この内規に関するその他の必要事項については，別に要項等で定めることができる。

附 則

この内規は，平成28年４月１日から施行する。
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日本大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 

 

令和３年７月13日制定 

１ 目 的 

この指針は，文部科学省・厚生労働省・経済産業省策定の「人を対象とする

生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（以下「国の指針」という）に基づ

き，日本大学（以下「本大学」という）における人を対象とする生命科学・医

学系研究（以下「研究」という）に携わる全ての関係者が遵守すべき基本的な

事項を定めることにより，人間の尊厳及び人権が守られ，研究の適正な推進が

図られるようにすることを目的とする。 

 

２ 基本方針 

① 全ての関係者は，次に掲げる事項を研究の基本方針としてこの指針を遵

守し，研究を進めなければならない。 

(1) 社会的及び学術的意義を有する研究を実施すること。 

(2) 研究分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること。 

(3) 研究により得られる利益及び研究対象者への負担その他の不利益を

比較考量すること。 

(4) 独立した公正な立場にある倫理審査委員会の審査を受けること。 

(5) 研究対象者への事前の十分な説明を行うとともに，自由な意思に基

づく同意を得ること。 

(6) 社会的に弱い立場にある者への特別な配慮をすること。 

(7) 研究に利用する個人情報等を適切に管理すること。 

(8) 研究の質及び透明性を確保すること。 

② 本大学における研究については，国の指針その他関係法令等（以下「国の

指針等」という）に定めがあるもののほか，この指針の定めるところによる。 

 

３ 定 義 

① この指針における用語の定義は，次のとおりとする。ただし，この指針に

定めのない用語の定義については，国の指針による。 

(1) 人を対象とする生命科学・医学系研究 

人を対象として，次のア又はイを目的として実施される活動をいう。 
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ア 次のa，b，c又はdを通じて，国民の健康の保持増進又は患者の傷病か

らの回復若しくは生活の質の向上に資する知識を得ること。 

a 傷病の成因（健康に関する様々な事象の頻度及び分布並びにそれに 

影響を与える要因を含む）の理解 

b 病態の理解 

c  傷病の予防方法の改善又は有効性の検証 

d 医療における診断方法及び治療方法の改善又は有効性の検証 

イ 人由来の試料・情報を用いて，ヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能

並びに遺伝子の変異又は発現に関する知識を得ること。 

(2) 侵 襲 

研究目的で行われる，穿刺，切開，薬物投与，放射線照射，心的外傷

に触れる質問等によって，研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が

生じることをいう。侵襲のうち，研究対象者の身体又は精神に生じる傷

害又は負担が小さいものを「軽微な侵襲」という。 

(3) 介 入 

研究目的で，人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因（健康

の保持増進につながる行動及び医療における傷病の予防，診断又は治療

のための投薬，検査等を含む）の有無又は程度を制御する行為（通常の

診療を超える医療行為であって，研究目的で実施するものを含む）をい

う。 

(4) 人体から取得された試料 

血液，体液，組織，細胞，排せつ物及びこれらから抽出したＤＮＡ等，

人の体の一部であって研究に用いられるもの（死者に係るものを含む）

をいう。 

(5) 研究に用いられる情報 

研究対象者の診断及び治療を通じて得られた傷病名，投薬内容，検査

又は測定の結果等，人の健康に関する情報その他の情報であって研究に

用いられるもの（死者に係るものを含む）をいう。 

(6) 試料・情報 

人体から取得された試料及び研究に用いられる情報をいう。 

(7) 既存試料・情報 

試料・情報のうち，次のいずれかに該当するものをいう。 
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ア 研究計画書が作成されるまでに既に存在する試料・情報 

イ 研究計画書の作成以降に取得された試料・情報であって，取得の時

点においては当該研究計画書の研究に用いられることを目的としてい

なかったもの 

(8) 遺伝情報 

試料・情報を用いて実施される研究の過程を通じて得られ，又は既に

試料・情報に付随している子孫に受け継がれ得る情報で，個人の遺伝的

特徴及び体質を示すものをいう。 

(9) 研究対象者 

次に掲げるいずれかに該当する者（死者を含む）をいう。 

なお，研究対象者のほかに代諾者等を含む場合は，「研究対象者等」

という。 

ア 研究を実施される者（研究を実施されることを求められた者を含む） 

イ 研究に用いられることとなる既存試料・情報を取得された者 

(10) 研究機関 

研究が実施される法人若しくは行政機関又は研究を実施する個人事

業主をいう。ただし，試料・情報の保管，統計処理その他の研究に関す

る業務の一部についてのみ委託を受けて行われる場合を除く。 

(11) 共同研究機関 

研究計画書に基づいて共同して研究が実施される研究機関（当該研究

のために研究対象者から新たに試料・情報を取得し，他の研究機関に提

供を行う研究機関を含む）をいう。 

(12) 研究協力機関 

研究計画書に基づいて研究が実施される研究機関以外であって，当該

研究のために研究対象者から新たに試料・情報を取得し（侵襲（軽微な

侵襲を除く）を伴う試料の取得は除く），研究機関に提供のみを行う機

関をいう。 

(13) 試料・情報の収集・提供 

研究対象者から取得し，又は他の機関から提供を受けた試料・情報を

保管し，反復継続して他の研究機関に提供を行う業務をいう。 

(14) 多機関共同研究 

一の研究計画書に基づき複数の研究機関において実施される研究を
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いう。 

(15) 研究者等 

研究責任者その他の研究の実施（試料・情報の収集・提供を行う学部

等における業務の実施を含む）に携わる者をいう。ただし，学部等に所

属する者以外であって，次のいずれかに従事する者を除く。 

ア 新たに試料・情報を取得し，研究機関に提供のみを行う者 

イ 既存試料・情報の提供のみを行う者 

ウ 委託を受けて研究に関する業務の一部についてのみ従事する者 

(16) 研究責任者 

研究の実施に携わるとともに，所属する学部等において当該研究に係

る業務を統括する者をいう。（多機関共同研究に係る場合，必要に応じ

て，研究責任者を研究代表者と読み替えることとする。以下同じ） 

(17) 研究代表者 

多機関共同研究を実施する場合に，複数の研究機関の研究責任者を代

表する研究責任者をいう。 

(18) 倫理審査委員会 

研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項について，倫

理的及び科学的な観点から調査審議するために設置された合議制の機

関をいう。 

(19) インフォームド・コンセント 

研究対象者等が，実施又は継続されようとする研究に関して，当該研

究の目的及び意義並びに方法，研究対象者に生じる負担，予測される結

果（リスク及び利益を含む）等について研究者等又は既存試料・情報の

提供のみを行う者から十分な説明を受け，それらを理解した上で自由意

思に基づいて研究者等又は既存試料・情報の提供のみを行う者に対し

与える，当該研究（試料・情報の取扱いを含む）を実施又は継続される

ことに関する同意をいう。 

(20) 代諾者 

生存する研究対象者の意思及び利益を代弁できると考えられる者で

あって，当該研究対象者がインフォームド・コンセントを与える能力を

欠くと客観的に判断される場合に，当該研究対象者の代わりに，研究者

等又は既存試料・情報の提供のみを行う者に対してインフォームド・
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コンセントを与えることができる者をいう。 

(21) 代諾者等 

代諾者に加えて，研究対象者が死者である場合にインフォームド・コ

ンセントを与えることができる者を含めたものをいう。 

(22) 個人情報 

生存する個人に関する情報であって，次に掲げるいずれかに該当する

ものをいう。 

ア 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等（文書，図画若し

くは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式をいう。(24) イにおいて同じ）

で作られる記録をいう）に記載され，若しくは記録され，又は音声，動

作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く）を

いう）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合

することができ，それにより特定の個人を識別することができること

となるものを含む） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

(23) 個人情報等 

個人情報に加えて，個人に関する情報であって，死者について特定の

個人を識別することができる情報を含めたものをいう。 

(24) 個人識別符号 

次に掲げるいずれかに該当する文字，番号，記号その他の符号のうち，

「個人情報の保護に関する法律施行令」その他の法令に定めるものをい

う。 

ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変

換した文字，番号，記号その他の符号であって，当該特定の個人を識別

することができるもの 

イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入

に関し割り当てられ，又は個人に発行されるカードその他の書類に記

載され，若しくは電磁的方式により記録された文字，番号，記号その他

の符号であって，その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごと

に異なるものとなるように割り当てられ，又は記載され，若しくは記録

されることにより，特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者
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を識別することができるもの 

(25) 要配慮個人情報 

本人の人種，信条，社会的身分，病歴，犯罪の経歴，犯罪により害を

被った事実その他本人に対する不当な差別，偏見その他の不利益が生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報

をいう。 

(26) 匿名化 

個人情報等について，特定の生存する個人又は死者を識別することが

できることとなる記述等（個人識別符号を含む）の全部又は一部を削除

すること（当該記述等の全部又は一部を当該個人又は死者と関わりのな

い記述等に置き換えることを含む）をいう。 

(27) 対応表 

匿名化された情報から，必要な場合に研究対象者を識別することがで

きるよう，当該研究対象者と匿名化の際に置き換えられた記述等とを照

合することができるようにする表その他これに類するものをいう。 

(28) 匿名加工情報 

次に掲げる個人情報（個人情報保護法に規定する個人情報に限る。以

下この(28)において同じ）の区分に応じてそれぞれ次に定める措置を講

じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して

得られる個人に関する情報であって，当該個人情報を復元することがで

きないようにしたもの（同法の規定の適用を受けるものに限る）をいう。 

ア (22) アに該当する個人情報 

当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部の

記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述

等に置き換えることを含む）。 

イ (22) イに該当する個人情報 

当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該

個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他

の記述等に置き換えることを含む）。 

(29) 有害事象 

実施された研究との因果関係の有無を問わず，研究対象者に生じた全

ての好ましくない又は意図しない傷病若しくはその徴候（臨床検査値の
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異常を含む）をいう。 

(30) 重篤な有害事象 

有害事象のうち，次に掲げるいずれかに該当するものをいう。 

ア 死に至るもの 

イ 生命を脅かすもの 

ウ 治療のための入院又は入院期間の延長が必要となるもの 

エ 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの 

オ 子孫に先天異常を来すもの 

(31) 予測できない重篤な有害事象 

重篤な有害事象のうち，研究計画書，インフォームド・コンセントの

説明文書等において記載されていないもの又は記載されていてもその

性質若しくは重症度が記載内容と一致しないものをいう。 

(32) モニタリング 

研究が適正に行われることを確保するため，研究がどの程度進捗して

いるか並びに国の指針及び研究計画書に従って行われているかについ

て，研究責任者が指定した者に行わせる調査をいう。 

(33) 監査 

研究結果の信頼性を確保するため，研究が国の指針及び研究計画書に

従って行われたかについて，研究責任者が指定した者に行わせる調査を

いう。 

(34) 遺伝カウンセリング 

遺伝医学に関する知識及びカウンセリングの技法を用いて，研究対象

者等又は研究対象者の血縁者に対して，対話と情報提供を繰り返しなが

ら，遺伝性疾患をめぐり生じ得る医学的又は心理的諸問題の解消又は緩

和を目指し，研究対象者等又は研究対象者の血縁者が今後の生活に向け

て自らの意思で選択し，行動できるよう支援し，又は援助することをい

う。 

 

４ 適用される研究 

① この指針は，本大学により実施される研究を対象とする。ただし，国の指

針以外の法令等の適用範囲に含まれる研究にあっては，当該法令等に規定

されていない事項についてはこの指針の規定により行うものとする。 
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② 次に掲げるいずれかに該当する研究は，この指針の対象としない。ただし，

既に作成されている匿名加工情報（個人情報保護法に規定する大学その他

の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者により学

術研究の用に供する目的で用いられるものに限る）のみを用いる研究にあ

っては，国の指針及び人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針ガイダンス（以下「ガイダンス」という）に記載の匿名加工情報の取扱

いの定めを適用する。 

(1) 法令の規定により実施される研究 

(2) 法令の定める基準の適用範囲に含まれる研究 

(3) 試料・情報のうち，次に掲げるもののみを用いる研究 

ア 既に学術的な価値が定まり，研究用として広く利用され，かつ，一般

に入手可能な試料・情報 

イ 既に匿名化されている情報（特定の個人を識別することができない

ものであって，対応表が作成されていないものに限る） 

ウ 既に作成されている匿名加工情報 

 

５ 日本国外において実施される研究 

① 本大学の研究者等が日本国外において研究を実施する場合（海外の研究

機関と共同して研究を実施する場合を含む）は，この指針に従うとともに，

研究が実施される国又は地域の法令等の基準を遵守しなければならない。

ただし，この指針の規定と比較して研究が実施される国又は地域の法令等

の基準の規定が厳格な場合には，この指針の規定に代えて当該研究が実施

される国又は地域の法令等の基準の規定により研究を実施するものとする。 

② この指針の規定が日本国外の研究が実施される国又は地域における法令

等の基準の規定より厳格であり，この指針の規定により研究を実施するこ

とが困難な場合であって，次に掲げる全ての事項が研究計画書に記載され，

当該研究の実施について倫理審査委員会の意見を聴いて13①の許可を得た

ときには，この指針の規定に代えて当該研究が実施される国又は地域の法

令等の基準の規定により研究を実施することができるものとする。 

(1) インフォームド・コンセントについて適切な措置が講じられる旨 

(2) 研究の実施に伴って取得される個人情報等の保護について適切な措

置が講じられる旨 
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６ 理事長の責務及び権限等の委任 

① 理事長は，国の指針に基づき，研究を実施する法人の代表者として，本大

学における研究の実施に関する責任を有し，研究が適正に実施されるよう，

必要な監督を行うものとする。 

② 理事長は，研究の円滑な実施のため，本大学における研究に関する権限又

は事務を学長に委任するものとする。 

 

７ 学長の責務 

① 学長は，理事長と連携し，本大学における研究の適正な実施に関する事項

を統括し，次に掲げることを行う。 

(1) 研究を適正に実施するために必要な体制及び諸規程を整備すること。 

(2) 研究の実施又は研究計画書の変更について，許可すること。 

(3) 研究の進捗状況及び結果を把握すること。 

(4) その他本大学の研究の適正な実施のために必要な事項 

② 学長は，研究の円滑かつ機動的な実施のため，①(2)及び(3)に規定する事

項を，８に定める本大学の大学院，学部，通信教育部，短期大学部及び付属

機関（以下「学部等」という）の長に委任するものとする。 

③ 学長は，必要に応じて日本大学研究委員会に諮問し，答申及び上申並びに

助言を受けるものとする。 

 

８ 学部等の長の責務 

① 研究を行う学部等の長は，当該学部等における研究の適正な実施に関す

る事項を統括し，次に掲げることを行う。 

(1) ７②により，学長から委任された事項を処理すること。 

(2) 当該学部等の倫理審査委員会の委員長及び委員を委嘱すること。 

(3) 当該学部等の研究の進捗状況及び結果を把握し，学長に報告すること。 

(4) 研究がこの国の指針に適合していることについて，必要に応じ，自ら

点検及び評価を行い，その結果に基づき適切な対応を取ること。 

(5) 倫理審査委員会が行う調査に協力すること。 

(6) 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術に関する

教育・研修（以下「教育・研修」という）を当該学部等の研究者等が受け
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ることを確保するための措置を講じ，自らもこれらの教育・研修を受け

ること。 

(7) 侵襲（軽微な侵襲を除く）を伴う研究であって介入を行うものを実施

する場合には，モニタリング及び監査の実施に必要な措置を講ずること。 

(8) 当該研究が国の指針及び研究計画書に従い，適正に実施されている 

ことを必要に応じて確認するとともに，研究の適正な実施を確保するた

めに必要な措置を講ずること。 

(9) 研究の実施に携わる関係者に，研究対象者の生命，健康及び人権を尊

重して研究を実施することを周知徹底すること。 

(10) その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らさないこと。なお，そ

の業務に従事しなくなった後も同様とする。 

(11) 当該学部等において実施される研究に関連して研究対象者に健康被

害が生じた場合，これに対する補償その他の必要な措置が適切に講じら

れることを確保すること。 

(12) 研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の

権利利益の保護のために必要な措置を講じた上で，研究結果等，研究に関

する情報が適切に公表されることを確保すること。 

(13) その他当該学部等の研究の適正な実施のために必要な事項 

 

９ 研究者等の責務 

① 研究者等は次に掲げる事項について，研究対象者等への配慮を行う。 

(1) 研究者等は，研究対象者の生命，健康及び人権を尊重して，研究を実

施しなければならない。 

(2) 研究者等はこの指針及び国の指針等を遵守し，当該研究の実施につい

て倫理審査委員会の審査及び学部等の長の許可を受けた研究計画書に従

って，適性に研究を実施しなければならない。 

(3) 研究者等は，研究を実施するに当たっては，原則としてあらかじめイ

ンフォームド・コンセントを受けなければならない。 

(4) 研究者等は，研究対象者等及びその関係者からの相談，問合せ，苦情

等に適切かつ迅速に対応しなければならない。 

(5) 研究者等は，研究の実施に携わる上で知り得た情報を正当な理由なく

漏らしてはならない。研究の実施に携わらなくなった後も，同様とする。 
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(6) 研究者等は，地域住民等一定の特徴を有する集団を対象に，当該地域

住民等の固有の特質を明らかにする可能性がある研究を実施する場合に

は，研究対象者等及び当該地域住民等を対象に，研究の内容及び意義につ

いて説明し，研究に対する理解を得るよう努めなければならない。 

② 研究者等は，研究の実施に先立ち，教育・研修を受けなければならない。

また研究期間中も適宜継続して，教育・研修を受けなければならない。 

 

10 研究計画書の作成・変更 

① 研究責任者は，研究を実施しようとするときは，あらかじめ研究計画書を

作成しなければならない。また，研究計画書の内容と異なる研究を実施しよ

うとするときは，あらかじめ研究計画書を変更しなければならない。 

② 研究責任者は，①の研究計画書の作成又は変更に当たっては，研究の倫理

的妥当性及び科学的合理性が確保されるよう考慮しなければならない。ま

た，研究対象者への負担並びに予測されるリスク及び利益を総合的に評価

するとともに，負担及びリスクを最小化する対策を講じなければならない。 

③ 多機関共同研究を実施する研究責任者は，当該多機関共同研究として実

施する研究に係る業務を代表するため，当該研究責任者の中から，研究代表

者を選任しなければならない。 

④ 研究代表者は，多機関共同研究を実施しようとする場合には，各共同研究

機関の研究責任者の役割及び責任を明確にした上で一の研究計画書を作成

又は変更しなければならない。 

⑤ 研究責任者は，研究に関する業務の一部について委託しようとする場合

には，当該委託業務の内容を定めた上で研究計画書を作成又は変更しなけ

ればならない。 

⑥ 研究責任者は，研究に関する業務の一部を委託する場合には，委託を受け

た者が遵守すべき事項について，文書又は電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ）に

より契約を締結するとともに，委託を受けた者に対する必要かつ適切な監

督を行わなければならない。 

⑦ 研究責任者は，侵襲（軽微な侵襲を除く）を伴う研究であって通常の診療

を超える医療行為を伴うものを実施しようとする場合には，当該研究に関

連して研究対象者に生じた健康被害に対する補償を行うために，あらかじ
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め，保険への加入その他の必要な措置を適切に講じなければならない。 

⑧ 研究責任者は，④及び⑤により共同研究機関又は委託先との間において

試料・情報を提供し又は提供を受けようとする場合には，提供に関する記

録の作成方法及び保管方法を定めた上で研究計画書を作成しなければなら

ない。 

 

11 研究計画書の記載事項 

研究計画書の記載事項は，国の指針及びガイダンスによる。 

 

12 倫理審査委員会への付議 

① 研究責任者は，研究の実施の適否について，倫理審査委員会の意見を聴か

なければならない。 

② 研究代表者は，原則として，多機関共同研究に係る研究計画書について，

一の倫理審査委員会による一括した審査を求めなければならない。 

③ 研究責任者は，倫理審査委員会に意見を聴いた後に，その結果及び当該倫

理審査委員会に提出した書類，その他学部等の長が求める書類を学部等の

長に提出し，当該学部等における当該研究の実施について，許可を受けなけ

ればならない。 

④ ①から③までの規定にかかわらず，公衆衛生上の危害の発生又は拡大を

防止するため緊急に研究を実施する必要があると判断される場合には，当

該研究の実施について倫理審査委員会の意見を聴く前に学部等の長の許可

のみをもって研究を実施することができる。この場合において，研究責任者

は，許可後遅滞なく倫理審査委員会の意見を聴くものとし，倫理審査委員会

が研究の停止若しくは中止又は研究計画書の変更をすべきである旨の意見

を述べたときは，当該意見を尊重し，研究を停止し，若しくは中止し，又は

研究計画書を変更するなど適切な対応をとらなければならない。 

⑤ 研究責任者は，多機関共同研究について②の規定によらず個別の倫理審

査委員会の意見を聴く場合には，共同研究機関における研究の実施の許可，

他の倫理審査委員会における審査結果及び当該研究の進捗に関する状況等

の審査に必要な情報についても当該倫理審査委員会へ提供しなければなら

ない。 
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13 学部等の長による許可等 

① 学部等の長は，研究責任者から研究の実施の許可を求められたときは，倫

理審査委員会の意見を尊重しつつ，当該研究の実施の許可又は不許可その

他研究に関し必要な措置について決定しなければならない。この場合にお

いて，学部等の長は，倫理審査委員会が研究の実施について不適当である旨

の意見を述べたときには，当該研究の実施を許可してはならない。 

② 学部等の長は，当該学部等において行われている研究の継続に影響を与

えると考えられる事実を知り，又は情報を得た場合には，必要に応じて速や

かに，研究の停止，原因の究明等の適切な対応をとらなければならない。 

③ 学部等の長は，研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼を損なう若

しくはそのおそれのある事実を知り，又は情報を得た場合には，速やかに必

要な措置を講じるとともに，学長へ報告しなければならない。 

 

14 研究の概要の登録 

① 研究責任者は，介入を行う研究について，厚生労働省が整備するデータベ

ース（Japan Registry of Clinical Trials：jRCT）等の公開データベース

に，当該研究の概要をその実施に先立って登録し，研究計画書の変更及び研

究の進捗に応じて更新しなければならない。また，それ以外の研究について

も当該研究の概要をその研究の実施に先立って登録し，研究計画書の変更

及び研究の進捗に応じて更新するよう努めなければならない。 

② ①の登録において，研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及

びその関係者の権利利益の保護のため非公開とすることが必要な内容とし

て，倫理審査委員会の意見を受けて学部等の長が許可したものについては，

この限りでない。 

 

15 研究の適正な実施の確保 

① 研究責任者は，研究計画書に従って研究が適正に実施され，その結果の信

頼性が確保されるよう，当該研究の実施に携わる研究者をはじめとする関

係者を指導・管理しなければならない。 

② 研究責任者は,侵襲を伴う研究の実施において重篤な有害事象の発生を

知った場合には，速やかに必要な措置を講じなければならない。 
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16 研究終了後の対応 

① 研究責任者は，研究を終了（中止の場合を含む。以下同じ）したときは，

その旨及び研究結果の概要を文書又は電磁的方法により遅滞なく倫理審査

委員会及び学部等の長に報告しなければならない。 

② 研究責任者は，研究を終了したときは，遅滞なく，研究対象者等及びその

関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の保護のために必要

な措置を講じた上で，当該研究の結果を公表しなければならない。また，侵

襲（軽微な侵襲を除く）を伴う研究であって介入を行うものについて，結果

の最終の公表を行ったときは，遅滞なく学部等の長へ報告しなければなら

ない。 

③ 研究責任者は，介入を行う研究を終了したときは，14①で当該研究の概要

を登録した公開データベースに遅滞なく，当該研究の結果を登録しなけれ

ばならない。また，それ以外の研究についても当該研究の結果の登録に努め

なければならない。 

④ 研究責任者は，通常の診療を超える医療行為を伴う研究を実施した場合

には，当該研究を終了した後においても，研究対象者が当該研究の結果によ

り得られた最善の予防，診断及び治療を受けることができるよう努めなけ

ればならない。 

 

17 インフォームド・コンセントを受ける手続等 

① 研究者等が研究を実施しようとするとき又は既存試料・情報の提供のみ

を行う者が既存試料・情報を提供しようとするときは，当該研究の実施に

ついて学部等の長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより，原則

としてあらかじめインフォームド・コンセントを受けなければならない。 

② ①のインフォームド・コンセントを受ける手続については，国の指針及

びガイダンスに定められた手続に従って行う。 

③ 他の研究機関等へ研究に用いられる試料・情報の提供を行う場合，研究

責任者又は試料・情報の提供のみを行う者は，当該試料・情報の提供に関

する記録を作成しなければならない。研究責任者は，当該記録及び④の研究

者等が作成した提供に関する記録を当該研究の終了について報告された日

から５年を経過した日又は当該研究の結果の最終の公表について報告され

た日から３年を経過した日のいずれか遅い日までの期間保管しなければな
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らない。なお，試料情報の提供のみを行う者は，その提供について，学部等

の長へ報告しなければならない。 

④ 他の研究機関等から研究に用いられる試料・情報の提供を受ける場合，

研究者等は，所定の手続を経るとともに，当該試料・情報の提供に関する記

録を作成しなければならない。 

 

18 研究により得られた結果等の説明に係る手続等 

① 研究責任者は，実施しようとする研究及び当該研究により得られる結果

等の特性を踏まえ，当該研究により得られる結果等の研究対象者への説明

方針を定め，研究計画書に記載しなければならない。当該方針を定める際に

は，次に掲げる事項について考慮する必要がある。 

(1) 当該結果等が研究対象者の健康状態等を評価するための情報として，

その精度や確実性が十分であるか 

(2) 当該結果等が研究対象者の健康等にとって重要な事実であるか 

(3) 当該結果等の説明が研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす可

能性があるか 

② 研究者等は，研究対象者等からインフォームド・コンセントを受ける際

には，①における研究により得られた結果等の説明に関する方針を説明し，

理解を得なければならない。その上で，研究対象者等が当該研究により得ら

れた結果等の説明を希望しない場合には，その意思を尊重しなければなら

ない。ただし，研究者等は，研究対象者等が研究により得られた結果等の説

明を希望していない場合であっても，その結果等が研究対象者，研究対象者

の血縁者等の生命に重大な影響を与えることが判明し，かつ，有効な対処方

法があるときは，研究責任者に報告しなければならない。 

③ 研究責任者は，②の規定により報告を受けた場合には，研究対象者等への

説明に関して，説明の可否，方法及び内容について次の観点を含めて考慮し，

倫理審査委員会の意見を求めなければならない。 

(1) 研究対象者及び研究対象者の血縁者等の生命に及ぼす影響 

(2) 有効な治療法の有無と研究対象者の健康状態 

(3) 研究対象者の血縁者等が同一の疾患等に罹患している可能性 

(4) インフォームド・コンセントに際しての研究結果等の説明に関する

内容 
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④ 研究者等は，③における倫理審査委員会の意見を踏まえ，研究対象者等に

対し，十分な説明を行った上で，当該研究対象者等の意向を確認し，なお説

明を希望しない場合には，説明してはならない。 

⑤ 研究者等は，研究対象者等の同意がない場合には，研究対象者の研究によ

り得られた結果等を研究対象者等以外の人に対し，原則として説明しては

ならない。ただし，研究対象者の血縁者等が，研究により得られた結果等の

説明を希望する場合であって，研究責任者が，その説明を求める理由と必要

性を踏まえ説明することの可否について倫理審査委員会の意見を聴いた上

で，必要と判断したときはこの限りでない。 

 

19 研究に係る相談実施体制等 

研究責任者は，研究により得られた結果等を取り扱う場合，その結果等の特

性を踏まえ，医学的又は精神的な影響等を十分考慮し，研究対象者等が当該研

究に係る相談を適宜行うことができる体制を整備しなければならない。また，

研究責任者は，体制を整備する中で診療を担当する医師と緊密な連携を行う

ことが重要であり，遺伝情報を取り扱う場合にあっては，遺伝カウンセリング

を実施する者や遺伝医療の専門家との連携が確保できるよう努めなければな

らない。 

 

20 研究の倫理的妥当性及び科学的合理性の確保等 

① 研究者等は，研究の倫理的妥当性又は科学的合理性を損なう又はそのお

それがある事実を知り，又は情報を得た場合には，②に該当する場合を除き，

速やかに研究責任者に報告しなければならない。 

② 研究者等は，研究の実施の適正性又は研究結果の信頼を損なう又はその

おそれがある事実を知り，又は情報を得た場合には，速やかに研究責任者又

は学部等の長に報告しなければならない。 

③ 研究者等は，研究に関連する情報の漏えい等，研究対象者等の人権を尊重

する観点又は研究の実施上の観点から重大な懸念が生じた場合には，速や

かに学部等の長及び研究責任者に報告しなければならない。 

 

21 研究の進捗状況の管理・監督及び有害事象等の把握・報告 

① 研究責任者は，研究の実施に係る必要な情報を収集するなど，研究の適正
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な実施及び研究結果の信頼性の確保に努めなければならない。 

② 研究責任者は，20①による報告を受けた場合であって，研究の継続に影響

を与えると考えられるものを得た場合には，③に該当する場合を除き，遅滞

なく，学部等の長に報告し，必要に応じて，研究を停止し，若しくは中止し，

又は研究計画書を変更しなければならない。 

③ 研究責任者は，20②又は③による報告を受けた場合には，速やかに学部等

の長に報告し，必要に応じて，研究を停止し，若しくは中止し，又は研究計

画書を変更しなければならない。 

④ 研究責任者は，研究の実施において，当該研究により期待される利益より

も予測されるリスクが高いと判断される場合又は当該研究により十分な成

果が得られた若しくは十分な成果が得られないと判断される場合には，当

該研究を中止しなければならない。 

⑤ 研究責任者は，研究計画書に定めるところにより，研究の進捗状況及び研

究の実施に伴う有害事象の発生状況を倫理審査委員会及び学部等の長に報

告しなければならない。 

⑥ 研究責任者は，多機関共同研究を実施する場合には，共同研究機関の研究

責任者に対し，当該研究に関連する必要な情報を共有しなければならない。 

⑦ 学部等の長は，20②若しくは③又は上記②若しくは③の規定による報告

を受けた場合には，必要に応じて，倫理審査委員会の意見を聴き，速やかに

研究の中止，原因究明等の適切な対応を取るとともに学長に報告しなけれ

ばならない。この場合，倫理審査委員会が意見を述べる前においては，必要

に応じ，研究責任者に対し，研究の停止又は暫定的な措置を講じるよう指示

しなければならない。 

 

22 大臣への報告等 

① 学長は，実施している又は過去に実施した研究について，学部等の長の報

告に基づき，国の指針に適合していないことを知った場合には，速やかに日

本大学研究委員会の意見を聴き，必要な対応を行うとともに，不適合の程度

が重大であるときは，その対応の状況・結果を文部科学大臣及び厚生労働

大臣（以下「大臣」という）に報告し，公表しなければならない。 

② 学長は，研究が国の指針に適合していることについて，大臣又はその委託

を受けた者が実施する調査に協力しなければならない。 
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23 利益相反の管理 

① 研究者等は，研究を実施するときは，個人の収益等，当該研究に係る利益

相反に関する状況について，その状況を研究責任者に報告し，透明性を確保

するよう適切に対応しなければならない。 

② 研究責任者は，医薬品又は医療機器の有効性又は安全性に関する研究等，

商業活動に関連し得る研究を実施する場合には，当該研究に係る利益相反

に関する状況を把握し，研究計画書に記載しなければならない。 

③ 研究者等は，②の規定により研究計画書に記載された利益相反に関する

状況を，インフォームド・コンセントを受ける手続において研究対象者等

に説明しなければならない。 

 

24 研究に係る試料及び情報等の保管 

① 研究者等は，研究に用いられる情報，当該情報に係る資料及び研究に用い

られる試料・情報の提供に関する記録（以下「情報等」という）を正確なも

のにしなければならない。 

② 研究責任者は，人体から取得された試料及び情報等を保管するときは，③

の規定による手順書に基づき，研究計画書にその方法を記載するとともに，

研究者等が情報等を正確なものにするよう指導・管理し，人体から取得さ

れた試料及び情報等の漏えい，混交，盗難又は紛失等が起こらないよう必要

な管理（以下「安全管理」という）を行わなければならない。 

③ 学部等の長は，人体から取得された試料及び情報等の保管並びに安全管

理に関する手順書を作成し，当該手順書に従って，当該学部等が実施する研

究に係る人体から取得された試料及び情報等が適切に保管され，安全管理

がなされるよう必要な監督を行わなければならない。 

④ 研究責任者は，③の規定による手順書に従って，②の規定による管理の状

況について学部等の長へ報告しなければならない。 

⑤ 学部等の長は，当該学部等の情報等について，可能な限り長期間保管され

るよう努めなければならず，侵襲（軽微な侵襲を除く）を伴う研究であって

介入を行うものを実施する場合には，少なくとも，当該研究の終了について

報告された日から５年を経過した日又は当該研究の結果の最終の公表につ

いて報告された日から３年を経過した日のいずれか遅い日までの期間，適
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切に保管されるよう必要な監督を行わなければならない。また，匿名化され

た情報について，当該学部等が対応表を保有する場合には，対応表の保管に

ついても同様とする。 

⑥ 学部等の長は，人体から取得された試料及び情報等を廃棄する場合には，

特定の個人を識別することができないようにするための適切な措置が講じ

られるよう必要な監督を行わなければならない。 

 

25 モニタリング及び監査 

① 研究責任者は，研究の信頼性の確保に努めなければならず，侵襲（軽微な

侵襲を除く）を伴う研究であって介入を行うものを実施する場合には，当該

研究の実施について学部等の長の許可を受けた研究計画書に定めるところ

により，モニタリング及び必要に応じて監査を実施しなければならない。 

② 研究責任者は，当該研究の実施について学部等の長の許可を受けた研究

計画書に定めるところにより適切にモニタリング及び監査が行われるよう，

モニタリングに従事する者及び監査に従事する者に対して必要な指導・管

理を行わなければならない。 

③ 研究責任者は，監査の対象となる研究の実施に携わる者及びそのモニタ

リングに従事する者に，監査を行わせてはならない。 

④ モニタリングに従事する者は，当該モニタリングの結果を研究責任者に

報告しなければならない。また，監査に従事する者は，当該監査の結果を研

究責任者及び学部等の長に報告しなければならない。 

⑤ モニタリングに従事する者及び監査に従事する者は，その業務上知り得

た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなっ

た後も同様とする。 

⑥ 学部等の長は，①の規定によるモニタリング及び監査の実施に協力する

とともに，当該実施に必要な措置を講じなければならない。 

 

26 重篤な有害事象への研究者等の対応 

研究者等は，侵襲を伴う研究の実施において重篤な有害事象の発生を知っ

た場合には，27①及び28①の規定による手順書等に従い，研究対象者等への説

明等，必要な措置を講じるとともに，速やかに研究責任者に報告しなければな

らない。 
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27 重篤な有害事象への研究責任者の対応 

① 研究責任者は，侵襲を伴う研究を実施しようとする場合には，あらかじめ，

研究計画書に重篤な有害事象が発生した際に研究者等が実施すべき事項に

関する手順を記載し，当該手順に従って適正かつ円滑に対応が行われるよ

う必要な措置を講じなければならない。 

② 研究責任者は，研究に係る試料・情報の取得を研究協力機関に依頼した

場合であって，研究対象者に重篤な有害事象が発生した場合には，速やかな

報告を受けなければならない。 

③ 研究責任者は，侵襲を伴う研究の実施において重篤な有害事象の発生を

知った場合には，速やかに，当該有害事象や研究の継続等について倫理審査

委員会に意見を聴いた上で，その旨を学部等の長に報告するとともに，①及

び28①の規定による手順書等に従い，適切な対応を図らなければならない。

また，速やかに当該研究の実施に携わる研究者等に対して，当該有害事象の

発生に係る情報を共有しなければならない。 

④ 研究代表者は，多機関共同研究で実施する侵襲を伴う研究の実施におい

て重篤な有害事象の発生を知った場合には，速やかに当該研究を実施する

共同研究機関の研究責任者に対して，③の対応を含む当該有害事象の発生

に係る情報を共有しなければならない。 

⑤ 研究責任者は，侵襲（軽微な侵襲を除く）を伴う研究であって介入を行う

ものの実施において予測できない重篤な有害事象が発生し，当該研究との

直接の因果関係が否定できない場合には，学部等の長に報告しなければな

らない。 

 

28 重篤な有害事象への学部等の長の対応 

① 学部等の長は，侵襲を伴う研究を実施しようとする場合には，あらかじめ，

重篤な有害事象が発生した際に研究者等が実施すべき事項に関する手順書

を作成し，当該手順書に従って適正かつ円滑に対応が行われるよう必要な

措置を講じなければならない。 

② 27⑤の報告を受けた学部等の長は，学長に報告し，その後速やかに，研究

責任者を通じ27②及び③の規定による対応の状況及び結果を厚生労働大臣

に報告し，公表しなければならない。 
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29 倫理審査委員会の設置及び審査の委託 

① 研究を行う学部等に，倫理審査委員会を置く。 

② 倫理審査委員会を設置する学部等は，次に掲げる要件の全てを満たして

いなければならない。 

(1) 審査に関する事務を的確に行うための能力があること。 

(2) 倫理審査委員会を継続的に運営する能力があること。 

(3) 倫理審査委員会を中立的かつ公正に運営する能力があること。 

③ ①にかかわらず，審査に高度な専門性を要する場合など当該学部等にお

いて審査が困難な場合は，専門性を有する他の学部等又は研究機関の倫理

審査委員会に審査を委託することができる。 

④ ③により当該学部等以外の研究計画書を審査する学部等は，委託元から

審査に係る費用を徴収することができる。 

 

30 倫理審査委員会の設置者の責務 

① 倫理審査委員会を設置する学部等の長は，当該倫理審査委員会の組織及

び運営に関する要項等を定め，当該要項等により，倫理審査委員会の委員及

びその事務に従事する者に業務を行わせなければならない。 

② 倫理審査委員会を設置する学部等の長は，当該倫理審査委員会が審査を

行った研究に関する審査資料を当該研究の終了が報告される日までの期間

（侵襲（軽微な侵襲を除く）を伴う研究であって介入を行うものに関する審

査資料にあっては，当該研究の終了が報告された日から５年を経過した日

までの期間），適切に保管しなければならない。 

③ 倫理審査委員会を設置する学部等の長は，当該倫理審査委員会の運営を

開始するに当たって，倫理審査委員会の組織及び運営に関する要項等並び

に委員名簿を倫理審査委員会報告システムにおいて公表しなければならな

い。 

④ 倫理審査委員会を設置する学部等の長は，年１回以上，当該倫理審査委員

会の開催状況及び審査の概要について，③のシステムにおいて公表しなけ

ればならない。ただし，審査の概要のうち，研究対象者等及びその関係者の

人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の保護のため非公開とするこ

とが必要な内容として倫理審査委員会が判断したものについては，この限
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りでない。 

⑤ 倫理審査委員会を設置する学部等の長は，当該倫理審査委員会の委員及

びその事務に従事する者が審査及び関連する業務に関する教育・研修を受

けることを確保するため必要な措置を講じなければならない。 

⑥ 倫理審査委員会を設置する学部等の長は，当該倫理審査委員会の組織及

び運営が国の指針に適合していることについて，大臣等が実施する調査に

協力しなければならない。 

 

31 倫理審査委員会の役割・責務 

① 倫理審査委員会は，研究責任者から研究の実施の適否等について意見を

求められたときは，国の指針に基づき，倫理的観点及び科学的観点から，当

該研究に係る本大学及び研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立的

かつ公正に審査を行い，文書又は電磁的方法により意見を述べなければな

らない。 

② 倫理審査委員会は，①により審査を行った研究について，倫理的観点及び

科学的観点から必要な調査を行い，研究責任者に対して，研究計画書の変更，

研究の中止その他当該研究に関し必要な意見を述べるものとする。 

③ 倫理審査委員会は，①により審査を行った研究のうち，侵襲（軽微な侵襲

を除く）を伴う研究であって介入を行うものについて，当該研究の実施の適

正性及び研究結果の信頼性を確保するために必要な調査を行い，研究責任

者に対して，研究計画書の変更，研究の中止その他当該研究に関し必要な意

見を述べるものとする。 

④ 倫理審査委員会の委員，有識者及びその事務に従事する者等は，その業務

上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事し

なくなった後も同様とする。 

⑤ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は，①により審査を行

った研究に関連する情報の漏えい等，研究対象者等の人権を尊重する観点

並びに当該研究の実施上の観点及び審査の中立性若しくは公正性の観点か

ら重大な懸念が生じた場合には，速やかに学部等の長に報告しなければな

らない。 

⑥ 倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者は，審査及び関連する

業務に先立ち，倫理的観点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を習
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得するための教育・研修を受けなければならない。また，その後も，適宜継

続して教育・研修を受けなければならない。 

 

32 倫理審査委員会の委員長 

① 委員長は，学部等の長の指名するものとする。 

② 委員長に事故あるとき又は欠けたときは，あらかじめ委員長が指名した

委員がその職務を代行する。 

 

33 倫理審査委員会の構成及び成立要件等 

① 倫理審査委員会は，研究計画書の審査等の業務を適切に実施するため，次

に掲げる者を含めて５名以上で構成する。 

(1) 医学・医療の専門家等，自然科学分野の有識者 

(2) 倫理学・法律学の専門家等，人文・社会科学分野の有識者 

(3) 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのでき

る者 

② 倫理審査委員会は，当該学部等に所属しない者を複数含め，男女両性で構

成するものとする。 

③ ①の各委員については，それぞれ他を同時に兼ねることはできない。 

④ 委員会の成立は，①及び②を満たしていなければならない。 

⑤ 審査の対象となる研究の実施に携わる研究者等は，倫理審査委員会の審

議及び意見の決定に同席してはならない。ただし，当該倫理審査委員会の求

めに応じて，その委員会に出席し，当該研究に関する説明を行うことはでき

る。 

⑥ 審査を依頼した研究責任者は，倫理審査委員会の審議及び意見の決定に

参加してはならない。ただし，倫理審査委員会における当該審査の内容を把

握するために必要な場合には，当該倫理審査委員会の同意を得た上で，その

委員会に同席することができる。 

⑦ 倫理審査委員会は，審査の対象，内容等に応じて有識者に意見を求めるこ

とができる。 

⑧ 倫理審査委員会は，特別な配慮を必要とする者を研究対象者とする研究

計画書の審査を行い，意見を述べるときは，必要に応じてこれらの者につい

て識見を有する者に意見を求めなければならない。 
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⑨ 倫理審査委員会の意見は，全会一致をもって決定するよう努めなければ

ならない。 

 

34 倫理審査委員会の迅速審査等 

① 倫理審査委員会は，次に掲げるいずれかに該当する審査について，当該倫

理審査委員会が指名する委員による審査（以下「迅速審査」という）を行い，

意見を述べることができる。迅速審査の結果は，倫理審査委員会の意見とし

て取り扱うものとし，当該審査結果は全ての委員に報告されなければなら

ない。 

(1) 多機関共同研究であって，既に当該研究の全体について13⑤に規定す

る倫理審査委員会の審査を受け，その実施について適当である旨の意見

を得ている場合の審査 

(2) 研究計画書の軽微な変更に関する審査 

(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査 

(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査 

② 倫理審査委員会は，①(2)に該当する事項のうち，委員会が事前に確認の

みで良いと認めたものについて，あらかじめ具体的に要項等でその内容と

運用を定めることで，報告事項として取り扱うことができる。 

 

35 他の学部等又は研究機関が実施する研究に関する倫理審査 

① 倫理審査委員会は，他の学部等又は研究機関が実施する研究について審

査を行う場合は，研究の実施体制について十分把握した上で審査を行い，意

見を述べなければならない。 

② 倫理審査委員会は，他の学部等又は研究機関が実施する研究について審

査を行った後，継続して当該研究責任者から当該研究に関する審査を依頼

された場合には，審査を行い，意見を述べなければならない。 

 

36 個人情報等の保護 

① 研究者等及び学部等の長は，個人情報の取扱いに関して，国の指針及びガ

イダンス等の規定のほか，個人情報保護法その他関係法令及び日本大学個

人情報取扱規程等の関連諸規程を遵守しなければならない。 

② 研究者等及び学部等の長は，死者の尊厳及び遺族等の感情に鑑み，死者に
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ついて特定の個人を識別することができる情報に関しても，生存する個人

に関するものと同様に，適切に取り扱い，必要かつ適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

③ 要配慮個人情報の取得及び匿名加工情報の作成，提供等の取り扱いは，国

の指針及びガイダンスによるものとする。 

 

37 個人情報等の適正な取得等 

① 研究者等は，研究の実施に当たって，偽りその他不正の手段により個人情

報等を取得してはならない。 

② 研究者等は，原則としてあらかじめ研究対象者等から同意を受けている

範囲を超えて，研究の実施に伴って取得された個人情報等を取り扱っては

ならない。 

 

38 所 管 

研究に関する事務は，本部においては研究推進部が行い，学部等においては

研究を所管する事務部門が行う。 

 

39 要項等 

この指針に関するその他の必要事項については，別に要項等で定めること

ができる。 

 

40 施行日 

この指針は，令和３年６月30日から施行する。 

 

41 経過措置 

令和３年６月29日現在，実施中の研究については，なお従前の例によること 

ができる。 
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日本大学利益相反マネジメント内規 

 

平成21年10月６日制定 平成25年３月12日改正 

平成21年10月１日施行 平成25年４月１日施行 

平成22年３月16日改正 平成28年３月22日改正 

平成22年４月１日施行 平成28年４月１日施行 

 

（目 的） 

第１条 この内規は，日本大学（以下「本大学」という）の教職員等が産学官連携・知的財産活動（以

下「産学官連携活動等」という）を行う上での利益相反を適正に管理するため必要な事項を定める

ことにより，本大学における産学官連携活動等の推進を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この内規でいう用語の定義は，次のとおりとする。 

 ① 教職員等とは，次の者をいう。 

（１） 本大学の役員，専任教職員，顧問，嘱託 

（２） 本大学から委嘱されている客員教授又は非常勤講師，共同研究者，受託研究者等で，前（１）

とともに産学官連携活動等を行う者 

② 利益相反とは，原則として「個人としての利益相反」の概念を指し，「個人としての利益相反」

とは，本大学の教職員等個人が産学官連携活動等に伴って得る利益と，本大学における教職員等

としての教育・研究に関する責務が相反している状況をいう。 

③ 利益相反マネジメントとは，利益相反を把握及び管理することをいう。 

（利益相反マネジメントの対象） 

第３条 利益相反マネジメントは，本大学の教職員等が，特定の企業，国又は公的機関及びその他の

団体（以下「企業等」という）と産学官連携活動等を行う場合であって，かつ，次の各号に掲げる

行為を行う場合を対象として行う。 

① 企業等から一定額以上の金銭若しくは便宜の供与又は株式等経済的利益を得る場合 

② 企業等から一定額以上の物品，サービス等を購入する場合 

③ 本大学の大学院生，学生等を産学官連携活動等に従事させる場合 

④ その他次条に定める日本大学利益相反委員会が利益相反マネジメントの対象として認めた行為

を行う場合 

（利益相反委員会の設置） 

第４条 本大学に，利益相反を適正に管理するため，日本大学利益相反委員会（以下「利益相反委員

会」という）を置く。 

（利益相反委員会の審議事項） 

第５条 利益相反委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

① 利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関する事項 

② 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項 

③ 利益相反に係る審査及び必要な勧告等に関する事項 

④ 利益相反マネジメントのための調査に関する事項 

⑤ 利益相反マネジメント委員会の活動の検証に関する事項 

⑥ 利益相反に関する諸官庁への報告等に関する事項 
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⑦ 利益相反に関する社会への情報公開に関する事項 

⑧ 利益相反に関する外部からの指摘への対応に関する事項 

⑨ その他本大学の利益相反マネジメントに関する重要事項 

（利益相反委員会の構成） 

第６条 利益相反委員会は，次の者をもって構成し，委員は大学が委嘱する。 

① 副学長（研究担当） 

② 総務部長 

 ③ 人事部長 

 ④ 企画広報部長 

 ⑤ 研究推進部長 

 ⑥ 研究委員会委員                 若干名 

 ⑦ 産官学連携知財センター運営委員会委員      若干名 

 ⑧ 利益相反に関し専門的知識を有する学外者     若干名 

 ⑨ その他利益相反委員会の委員長が必要と認めた者  若干名 

（利益相反委員会の委員長） 

第７条 利益相反委員会の委員長は，副学長（研究担当）とする。 

２ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは，次条に定める副委員長がその職務を代行する。 

３ 委員長は，利益相反委員会の議事等を，必要に応じ常務理事会に報告するものとする。 

（利益相反委員会の副委員長） 

第８条 利益相反委員会に，副委員長を置く。 

２ 副委員長は，委員のうちから委員長が指名し，大学が委嘱する。 

（利益相反委員会の招集） 

第９条 利益相反委員会は，委員長が招集し，その議長となる。 

（構成員以外の出席） 

第10条 委員長は，必要に応じ，利益相反委員会に委員以外の者を出席させ，意見を求めることがで

きる。 

（利益相反委員会委員の任期） 

第11条 利益相反委員会の委員長，副委員長及び委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げな

い。 

２ 補充の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（議事等） 

第12条 利益相反委員会の委員は，自らが携わる産学官連携活動等に係る利益相反の場合，その議事

に加わることができない。 

（専門委員会） 

第13条 利益相反委員会に利益相反マネジメント委員会（以下「マネジメント委員会」という）を置

く。また，必要に応じその他専門委員会を置くことができる。 

（マネジメント委員会の業務） 

第14条 マネジメント委員会は，次の各号に掲げる業務を行う。 

① 利益相反マネジメントに関する諸基準等の策定 

② 第22条に定める利益相反アドバイザーの活動支援 
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③ 利益相反に係る調査及び広報活動 

④ 利益相反に係る教職員等の自己申告に関する審査 

⑤ 利益相反に係る教職員等への対応並びに自己申告の審査状況等の利益相反委員会への報告及び

付議 

⑥ 第27条第３項に定める勧告等を受けた教職員等に対するモニタリング 

⑦ 臨床研究など特殊分野における利益相反マネジメント 

⑧ 利益相反に係る相談，自己申告等の情報管理 

⑨ その他本大学の利益相反マネジメントに関する必要事項 

（マネジメント委員会の構成） 

第15条 マネジメント委員会は，次の者をもって構成し，委員は大学が委嘱する。 

 ① 研究推進部長 

 ② 利益相反に関し専門的知識を有する者       若干名 

 ③ その他利益相反委員会の委員長が必要と認めた者  若干名 

（マネジメント委員会の委員長） 

第16条 マネジメント委員会の委員長は，研究推進部長とする。 

２ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは，次条に定める副委員長がその職務を代行する。 

（マネジメント委員会の副委員長） 

第17条 マネジメント委員会に，副委員長を置く。 

２ 副委員長は，委員のうちから委員長が指名し，大学が委嘱する。 

（マネジメント委員会の招集） 

第18条 マネジメント委員会は，委員長が招集し，その議長となる。 

（構成員以外の出席） 

第19条 委員長は，必要に応じ，マネジメント委員会に委員以外の者を出席させ，意見を求めること

ができる。 

（マネジメント委員会委員の任期） 

第20条 マネジメント委員会の委員長，副委員長及び委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨

げない。 

２ 補充の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（議事等） 

第21条 マネジメント委員会の委員は，自らが携わる産学官連携活動等に係る利益相反の場合，その

議事に加わることができない。 

（利益相反アドバイザー） 

第22条 マネジメント委員会のもとに，利益相反マネジメントに関する助言，指導及びその他の専門

的な事項を処理するため利益相反アドバイザー（以下「アドバイザー」という）を置く。 

２ アドバイザーは，学内外の利益相反に関し専門的知識を有する者のうちから，大学が委嘱する。 

３ アドバイザーの任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

４ アドバイザーには，利益相反アドバイザー料を支払うことができる。 

（アドバイザーの業務） 

第23条 アドバイザーは，次の各号に掲げる業務を行う。 

① 利益相反に係る教職員等からの質問又は相談に応じ，必要な助言，指導等を行うこと。 
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② 利益相反に係る必要な調査及び情報提供 

③ その他アドバイザーとして必要な活動 

（利益相反相談窓口） 

第24条 マネジメント委員会及びアドバイザーの業務を支援するため，学部等に利益相反相談窓口（以

下「相談窓口」という）を置く。 

２ 相談窓口に関する事務は，本部においては総合科学研究所を所管する事務部門，大学院独立研究

科及び専門職大学院においては当該研究科の事務を分掌する課等が行い，学部等においては研究事

務課が行う。 

（相談窓口の業務） 

第25条 相談窓口は，次の各号に掲げる業務を行う。 

① 利益相反に係る自己申告書の配布及び受付 

② アドバイザーへの利益相反に係る相談希望等の受付 

③ 利益相反マネジメントに関する学部等への広報活動 

④ その他相談窓口として対応が必要な事項 

２ 相談窓口は，前項第１号及び第２号により受け付けた書類を速やかにマネジメント委員会へ提出

しなければならない。また，前項各号の業務について，定期に利益相反委員会へ報告しなければな

らない。 

３ 相談窓口は，利益相反委員会が必要と認めた場合には，マネジメント委員会が行う当該教職員等

の利益相反状況等のモニタリングに協力しなければならない。 

（申 告） 

第26条 第３条により対象となる教職員等は，次の各号のいずれかに該当する場合には，毎年定期又

は随時，利益相反に係る自己申告書をもって，利益相反の状況についてマネジメント委員会に申告

しなければならない。 

 ① 企業等から，株式（公開・未公開を問わない），出資金，株式買入れ選択権（ストックオプショ

ン），受益権等を得ている場合 

② 同一の企業等から，年間の合計金額が100万円以上の給与等（コンサルタント料，謝金等サー

ビス対価を含む）の収入（診療報酬を除く）を得ている場合 

③ 同一の企業等から，年間の合計金額が200万円以上の産学官連携活動等（申告者が関与した共

同研究，受託研究，コンソーシアム，実施許諾・権利譲渡，技術研修，委員等の委嘱，客員研究

員・ポストドクトラルフェローの受入れ，研究助成金・奨学寄付金の受入れ，依頼試験・分析，

機器の提供等を含む）に係る受入れがある場合 

２ 応募に際し，利益相反マネジメントの手続を経ることを条件とする競争的資金等へ応募を希望す

る教職員等は，前項にかかわらず，マネジメント委員会に申告しなければならない。 

３ 他者から利益相反に係る弊害が生じているかのごとく見られる可能性が懸念される教職員等は，

第１項各号及び前項にかかわらず，マネジメント委員会に申告することができる。 

４ マネジメント委員会は，申告の必要性があると認められる教職員等に申告を指示することができ

る。 

５ 自己申告書に記載しなければならない教職員等の範囲は，当該教職員等並びに当該教職員等と生

計を一にする配偶者及び一親等の親族とする。 

（審査，勧告等） 
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第27条 マネジメント委員会は，前条の申告に基づき，自己申告書の取りまとめ及び審査を行い，利

益相反委員会に報告及び付議する。 

２ 前項の報告及び付議を受けた利益相反委員会は，利益相反の審査を行い，当該申告を行った教職

員等に対し，その結果を書面により通知する。なお，是正・改善の勧告を行う場合は，当該申告を

行った教職員等の所属長にも，書面をもって通知する。 

３ 利益相反委員会は，前項により勧告の通知を行った教職員等について，勧告への対応状況等の確

認のため必要と認めた場合は，マネジメント委員会に当該教職員等へのモニタリングを指示するこ

とができる。 

４ 教職員等は，第２項の勧告の通知を受けた場合は，原則として従わなければならない。 

（異議申立て） 

第28条 前条第２項の勧告の通知を受けた教職員等は，その内容について異議があるときは，前条第

４項にかかわらず，通知を受けた日から２週間以内に利益相反委員会の委員長に対し，異議の内容

を記載した書面をもって，異議を申し立てることができる。 

２ 利益相反委員会の委員長は，前項の異議の申立てがあったときは，利益相反委員会を招集し，異

議申立ての当否を決定する。 

３ 利益相反委員会の委員長は，必要に応じて異議を申し立てた教職員等を前項の利益相反委員会に

出席させることができる。 

４ 利益相反委員会の委員長は，第２項の決定について，その理由を付した書面をもって，異議を申

し立てた教職員等及び当該所属長に通知する。 

５ 異議を申し立てた教職員等は，第２項の決定に対し，再度異議の申立てを行うことはできない。 

（外部からの指摘への対応） 

第29条 第26条により申告を行った教職員等に関し，外部から利益相反の指摘があったときは，利益

相反委員会の委員長は，関係部署等と対応を協議し，本大学として必要な説明を行う。 

２ 外部からの指摘があった場合には，その受付については，研究推進部が行う。 

（秘密の保持） 

第30条 本大学における利益相反マネジメントに関する業務に携わる者及び携わった者は，一切の情

報を秘密として扱い，職務上知り得た秘密を許可なく他に漏らし，又は提供してはならない。 

２ 利益相反委員会，マネジメント委員会及び相談窓口は，提出された自己申告書等を秘密書類とし

て管理・保存する。 

（関係部署への通知） 

第31条 利益相反委員会及びマネジメント委員会は，本大学の信頼に著しく影響を及ぼす利益相反の

事実を知ったときは，速やかに関係部署に通知するものとする。 

（所 管） 

第32条 利益相反マネジメントに関する事務は，研究推進部が行う。 

（要項等） 

第33条 利益相反マネジメントその他に関し必要ある場合は，別に要項等で定めることができる。 

 

附    則 

１ この内規は，平成28年４月１日から施行する。 
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２ この内規は，国内外の経済情勢の変動や社会通念の変化，利益相反事例の蓄積状況等に適切に対

応するために，適宜見直しを図るものとする。 
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スポーツ科学部研究倫理委員会

倫理審査申請フローチャート

「倫理審査の要否チェ

ックシート」を作成

し，管理マネジメント

課に提出 

研究責任者 
スポーツ科学部
研究倫理委員会

委員長 
副委員長 

事前確認 

（申請の要否を検討） 

法令を遵守し研究実施 

（申請不要） 

修正等を依頼 

申請書＋必要な資料を

作成し管理マネジメン

ト課に提出

迅速審査に係る委員の意見徴収 

委員会からの意見

に基づき実施を 

許可/不許可 

スポーツ科学部長

委員会開催，審議 

通知受理 

→申請書に記載の内容

を遵守して研究を開始

※計画変更は事前相談

研究終了後すみやかに

報告 

研究終了の報告を

受理 
研究の終了を受理 

審査結果報告 

審査非該当 要審査 

審査結果報告 

管理マネジメント

課を通じて通知 

迅速審査 通常委員会 

許可/不許可 研究計画の変更について審議 
計画変更 

管理マネジメント

課を通じて通知 研究継続～研究終了 
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危機管理学研究演習Ⅰ～Ⅳ

大
学
院
研
究
科

高度専門職業人

基盤科目

指導的人材

コア講義科目

発展講義科目

統合演習科目

大学院レベルで
は、法学的な基
礎再体系化のう
えに、重要な適
用局面・応用局
面についての教
育・研究を展開。

危機管理法制
4～6

特講１３科目 実務特講４科目

危機管理法制
1～3
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発展科目

コア科目

基盤科目

研究
コース

実務
コース

危機管理学部の科目概念図

指導的人材 高度専門
職業人

危機管理研究科の科目概念図

※→と→の太さは大学院の科目群との関係を指す

大学院と学部の関係
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日 本 大 学 教 職 員 就 業 規 則(抜粋） 

 

第４節 定 年 

（定 年） 

第 28条 教職員は，満 65 歳に達した日をもって定年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，教員規程第２条第１項に定める教授，准教授及び講師の職に

ある者については，満 65歳に達した日の属する年度の末日をもって定年とする。 

（定年の延長） 

第 29条  定年は，教員に限り次の各号に掲げる場合，理事会の議を経て，延長することが

できる。 

① 学長及び学部長が任期の中途において定年に達したとき，その任期の終了まで。 

② 付属高等学校及び小学校の校長が年度の中途において定年に達したとき，その年度の

末日まで。 

③ その他特別の事由により必要と認めたとき。 

２ 前項第１号及び第２号による定年の延長は，満 70歳を超えてはならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず，同項第３号による定年の延長は，日本大学学則第４条第１

項に定める教授の職にある者に限るものとし，その延長の限度は，次の各号のとおりとす

る。 

① 平成 24 年３月 31日までに定年に達する者は，満 70歳を超えてはならない。 

② 平成 24 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までに定年に達する者は，平成 29 年３月

31日を超えてはならない。 
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大学院危機管理学研究科危機管理学専攻の学生の確保の見通し等を記載した書類 

（１）学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況

① 学生の確保の見通し

ア 定員充足の見込み

 日本大学大学院危機管理学研究科危機管理学専攻（以下，「本研究科」という）修士課

程の入学定員は８名（収容定員 16 名）を予定している。 

 入学定員の設定に当たっては，本研究科設置の検討を始めた令和元年度時点における近

年の社会科学系の大学院進学率を参考とした。本研究科の基礎となる学部である危機管理

学部が設置された平成２６年度から平成３０年度までの５年間，社会科学系の大学院進学

率は平均 2.58％程度（出典：学校基本統計）【資料１】となっており，本研究科の基礎と

なる学部の危機管理学部の入学定員 300 名の 2.58％とすると 7.74 名となる。 

 この計算を行った上で，本学として直近に設置された法学関係の大学院である大学院新

聞学研究科（平成 22 年度設置）の過去５年の定員充足率を参考に更なる検討を行った。

大学院新聞学研究科（平成 22 年度設置）の過去５年の定員充足率は 1.0 倍【資料２】で

あり，基礎となる学部学科は法学部新聞学科で入学定員 200 名となっている。現在本研究

科の基礎となる危機管理学部危機管理学科の入学定員は 300 名であることから，ある程度

の入学定員増加についても議論を行った。 

しかしながら，学校基本調査における全体の大学院進学率が平成 22 年度を境に徐々に

ではあるが減少している状況【資料１】及び本キャンパス内の教育研究環境（大学院生室

等の整備）を踏まえて検討した結果，本研究科では確実な定員充足及びより充実した教育

研究環境が提供できる人数として入学定員を８名に設定した。 

上記の考え方により設定した入学定員８名について，継続的な学生確保も含めた妥当性

を検証するため，令和５年度の進学対象となる現３年生（危機管理学部在学生及び他大学学

生）に対し，外部企業による委託調査を実施した。また，本学として直近に設置された法学

関係の大学院である大学院新聞学研究科（平成 22 年度設置）の過去５年間の定員充足状況

について調査し，継続的な学生確保も含めた妥当性について検証を行った。 

詳細は「イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要」において説明するが，外部企

業による委託調査では，受験動向に加え，継続的な学生確保の観点から，受験希望と回答し

た学生に対して「大学卒業後すぐに進学したいと思う」と「実務経験を積んだ後に進学した

いと思う」の２つの回答を用意した。 

調査の結果，危機管理学部在学生で「大学院危機管理学研究科を受験したいと思う」と回

答した学生は 54 名であり，その上で「大学卒業後すぐに進学したいと思う」と回答した人

数は 41 名，「実務経験を積んだ後に進学したいと思う」と回答した数は 13 名であった。 

他大学生への調査では，「大学院危機管理学研究科を受験したいと思う」と回答した学生

は 47 名であり，その上で「大学卒業後すぐに入学したいと思う」と回答した数は８名，「実

務経験を積んだ後に進学したいと思う」と回答した数は 16 名であった。この調査の結果，

「大学卒業後すぐに進学したいと思う」との回答が合計 49 名であったことから，開設年度
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において設定した入学定員８名の学生確保の見込みは，一定の妥当性があると言えよう。 

また，「実務経験を積んだ後に進学したいと思う」との回答も在学生 13 名，他大学生 16

名という結果であり，就業後の学び直しのニーズとしても一定の回答があったことから，継

続的な学生確保の観点でもプラス材料と言えよう。 

次に，本学として直近に設置された法学関係の大学院である大学院新聞学研究科（平成 22

年度設置）の過去５年間の定員充足状況であるが，本学新聞学研究科については，前述した

とおり過去５年間平均 1.00【資料２】の定員充足状況となっている。 

本学新聞学研究科の所在地である東京都千代田区は，本研究科キャンパスの所在地であ

る東京都世田谷区と同じ東京都の２３区内であり，また，過去５年間の平均において安定し

て定員を充足していることから，同じ法学関係の大学院として，一定以上の受験者層が内在

していると考えられよう。これは，単年度調査ではあるが，上述した学内調査における「大

学卒業後すぐに進学したいと思う」の回答が 41 名と入学定員の５倍程度となっていること

からも毎年一定程度の受験者層が内在していることが伺える。 

詳細は次の「イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要」において説明する。 

以上の結果を踏まえ，当初の予定どおり本研究科の入学定員は８名（収容定員 16 名）に

することとした。 

 

 

イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

 

本研究科が長期的かつ安定的に定員充足できる客観的なデータについて，以下２つの項

目から説明することとしたい。 

 

a 外部企業による委託調査（「日本大学大学院危機管理学研究科修士課程（仮称）設置

に関するニーズ調査」【在学生対象調査】及び日本大学大学院「危機管理学研究科 修

士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称）設置に関するニーズ調査

結果報告書【他大学生対象調査】（以下「ニーズ調査」という） 

 

・説明根拠資料 

 

【資料３】 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」（仮称）設置に関するニー

ズ調査結果報告書【在学生対象調査】 

【資料４】 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修

士課程」（いずれも仮称）設置に関するニーズ調査結果報告書【他大学生

対象調査】※本学三軒茶屋キャンパス内に同じく大学院スポーツ科学研究

科を設置する関係で他大学生への調査は上記題名にて実施 

 

b 直近（平成 22 年度）に本学に設置された法学関係の大学院である新聞学研究科新聞

学専攻の過去５年間の定員充足状況 
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・説明根拠資料 

 

【資料２】 日本大学大学院新聞学研究科の定員充足率（過去５年間） 

 

○ a 外部企業による委託調査（「日本大学大学院スポーツ科学研究科修士課程（仮

称）設置に関するニーズ調査」【在学生対象調査】及び日本大学大学院「危機管

理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称）設置に

関するニーズ調査結果報告書【他大学生対象調査】 

 

ニーズ調査については，資料３の在学生対象調査及び資料４の他大学生対象調査の概要

をそれぞれ説明した後，その合計値によって定員充足の根拠となるべき考察を行うことと

する。 

初めに，在学生対象の調査概要は以下のとおりである。 

 

Ⅰ 調査目的 

  2023 年４月開設予定の日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」新設構想に

関して，在学生からの進学ニーズを把握する。 

Ⅱ 調査概要 

  ・調査対象   日本大学危機管理学部 ３年生 

  ・調査方法   ＷＥＢ調査 

  ・調査対象数  依頼数 315 名 有効回収数 114 名（有効回収率 36.2％） 

  ・調査時期   2021 年９月 10 日（金）～2021 年 10 月１日（金） 

  ・調査実施機関 株式会社進研アド 

Ⅲ 調査項目 

  ・性別 

  ・学年 

  ・所属学部学科 

  ・大学卒業後の希望進路 

  ・日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」の特色に対する魅力度 

・日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」への受験意向 

・日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」への進学意向 

 

続いて，有効回収された 114 件の回答を基に，調査項目毎の結果を考察していくことと

したい。 

回答者の性別は男性 72.8％，女性 27.2％であり，回答者は全員が令和５年度入学対象

者となる現３年生，所属学部学科も全員本学危機管理学部危機管理学科の学生であった。 

大学卒業後の希望進路については，複数回答にて聴取を行い，「大学院に進学」と回答

した学生が 28.9％であり，大学院への進学希望者も一定数いることから，本研究科がター

ゲットとする対象に調査をできていると考えられる。 
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日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」の特色に対する魅力度については，

「Ｂ．ファンダメンタルな学びの場」について，「とても魅力を感じる」，「ある程度魅力

を感じる」と回答した合計値が 93.9％，「Ａ．オンリーワンの学びの場」について，「とて

も魅力を感じる」，「ある程度魅力を感じる」と回答した合計値が 92.1％と回答者のほとん

どが魅力を感じたという傾向が見られた。 

また，受験意向と進学意向について，日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」を

「受験したいと思う」と答えた人は，47.4％（114 人中，54 名）である。さらに，日本大

学大学院「危機管理学研究科修士課程」を「受験したいと思う」と答えた 54 名のうち，

日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」に「大学卒業後すぐに進学したいと思う」

と回答した人は，75.9％（41 名）であった。 

加えて，ここから日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」に対して，「受験した

いと思う」と回答し，かつ，「大学卒業後すぐに進学したいと思う」と回答した人を進学

意向者と定義し，分析を行った結果，以下の結果が示された。 

 ・回答者全体における進学意向は 36.0％（41 人）で，予定されている入学定員８人

を大きく上回る進学意向者がみられた。 

  また，属性別では以下の結果が見られた。 

 ・性別では「男性」の進学意向が 32.5％（83 人中，27 人）と，予定している入学定

員数を３倍以上上回る進学意向者がみられた。「女性」の進学意向も 45.2％（31 人

中，14 人）と，予定している入学定員数を上回る進学意向者がみられた。 

 ・大学卒業後の希望進路別では，大学卒業後に「大学院に進学」を考えている回答者

の進学意向は 78.8％（33 人中，26 人）と予定している入学定員数を３倍以上上回

る進学意向者が見られた。 

 ・日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度別において

は，日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の特色に魅力を感じている回

答者の進学意向は，いずれの特色でも４割近くにのぼり，進学意向者数は予定して

いる入学定員数を上回っている。 

 

 以上が在学生対象調査の調査結果概要を示したものである。 

 

 次に，他大学生対象調査概要は以下のとおりである。 

 

Ⅰ 調査目的  

  2023 年４月開設予定の日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」「スポーツ科

学研究科修士課程」新設構想に関して，他大学生からの進学ニーズを把握する。 

Ⅱ 調査概要 

  ・調査対象   一都三県 文系学部に所属する大学３年生 

  ・調査エリア  埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県 

  ・調査方法   ＷＥＢ調査 

  ・調査対象数  依頼数 309 名 回答数 309 名 

  ・調査時期   2021 年９月 30 日（木）～2021 年 10 月２日（土） 
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  ・調査実施機関 株式会社進研アド 

Ⅲ 調査項目 

  ・居住地 

  ・現在学んでいる学問分野 

  ・性別 

  ・大学卒業後の希望進路 

・日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」「スポーツ科学研究科修士課程」

の特色に対する魅力度 

・日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」

への受験意向 

・日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課

程」への入学意向 

続いて，309 件の回答を基に，調査項目毎の結果を考察していくこととしたい。 

初めの回答者の属性として，居住地は「東京都」が 46.3％で最も多い。次いで「神奈川

県」が 25.9％，「埼玉県」が 16.2％，「千葉県」が 11.7％となっている。現在学んでいる

学問分野では，「経済・経営・商学」が 27.5％で最も多い。次いで「文学」が 16.2％，

「教員養成・教育学」が 12.9％となっている。性別では，「男性」が 25.6％，「女性」が

74.4％である。 

大学卒業後の希望進路については，複数回答にて聴取を行い，「大学院に進学」と回答

した学生が 10.0％であり，大学院への進学希望者も一定数いることから，本研究科がター

ゲットとする対象に調査をできていると考えられる。 

日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」の特色に対する魅力度については，

「Ａ．オンリーワンの学びの場」について，「とても魅力を感じる」，「ある程度魅力を感

じる」と回答した合計値が 72.8％，「Ｂ．ファンダメンタルな学びの場」について，「とて

も魅力を感じる」，「ある程度魅力を感じる」と回答した合計値が 70.6％と回答者の半数以

上が魅力を感じたという傾向が見られた。 

また，受験意向と入学意向について，日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」を

「受験したいと思う」と答えた人は，15.2％（309 人中，47 名）である。さらに，日本大

学大学院「危機管理学研究科修士課程」を「受験したいと思う」と答えた 47 名のうち，

日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」に「大学卒業後すぐに入学したいと思う」

と回答した人は，17.0％（８名）であった。 

加えて，ここから日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」に対して，「受験した

いと思う」と回答し，かつ，「大学卒業後すぐに進学したいと思う」と回答した人を入学

意向者と定義し，分析を行った結果，以下の結果が示された。 

 ・回答者全体における入学意向は 2.6％（８人）で，予定されている入学定員８人を

満たしている。 

  また，属性別では以下の結果が見られた。 

 ・居住地別では，本研究科の所在地である「東京都」の居住者からの入学意向 2.8％

（143 名中，４名）であった 
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 ・大学卒業後の希望進路別では，大学卒業後に「大学院に進学」を考えている回答者

の入学意向は 9.7％（31 人中，３人）である。また，「就職」を考えている回答者

の入学意向は 2.4％（295 人中，７人）と，就職希望者であっても日本大学大学院

「危機管理学研究科修士課程」の設置構想概要資料や特色を見聞きすることによっ

て，入学定員数に近い７名が入学意向を示している。 

 

以上が他大学生対象調査の調査結果概要を示したものである。 

 

続いて，在学生対象調査結果並びに他大学生対象調査結果を合わせた数値を基に，定員

充足の根拠となるべき考察を行うこととする。 

 今回，定員充足の根拠を示すものとして，両調査における受験意向及び進学意向（他大

学生対象調査では入学意向）調査の内，日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」に

対して，「受験したいと思う」と回答し，かつ，「大学卒業後すぐに進学したいと思う」と

回答した進学意向者（他大学生対象調査では入学意向者）の数値を踏まえて考察する。 

両調査の結果，在学生対象調査では，「大学院危機管理学研究科を受験したいと思う」と

回答した学生は 54 名，その上で「大学卒業後すぐに進学したいと思う」と回答した人数は

41 名であった。 

他大学生対象調査では，「大学院危機管理学研究科を受験したいと思う」と回答した学

生は 47 名，その上で「大学卒業後すぐに入学したいと思う」と回答した数は８名であっ

た。この調査の結果，「大学卒業後すぐに進学したいと思う」との回答が合計 49 名であっ

たことから，開設年度において設定した入学定員８名の学生確保の見込みは，一定の妥当

性があると言えよう。 

また，資料３及び資料４の報告書に特筆して記載はないが，両調査において，「大学院危

機管理学研究科を受験したいと思う」と回答した学生で，かつ，「実務経験を積んだ後に進

学したいと思う」と回答をしている学生は，在学生対象調査で 13 名，他大学生対象調査で

16 名と合計 29 名であった。これは「ア 定員充足の見込み」で上述したように，就業後の

学び直しのニーズとしても一定の回答があったことから，継続的な学生確保の観点でもプ

ラス材料と言えよう。 

 

○ b 直近（平成 22 年度）に本学に設置された法学関係の大学院である新聞学研究科新

聞学専攻の過去５年間の定員充足状況 

本学の日本大学大学院研究科には，既に法学関係の大学院が２研究科設置されている。そ

れは法学研究科と新聞学研究科であるが，今回，以下理由により，新聞学研究科新聞学専攻

を，長期的かつ安定的な定員充足の根拠となるデータとして示すこととしたい。 

・新聞学研究科新聞学専攻を，根拠となるデータとして活用する理由 

 Ⅰ 本学の法学関係で最も直近（平成 22 年度）に設置された研究科であること 

 Ⅱ 法学関係であるが，研究科名称に「法学」はなく，本研究科と同様の法学を基礎と 

した社会科学系大学院であること 

  Ⅲ 基礎となる学部学科の入学定員が参考にしやすい人数であること（法学部新聞学

科 200 名，危機管理学部危機管理学科 300 名） 

ｰ学生確保（本文）-7ｰ



‐8‐ 
 

 

 初めに，本学新聞学研究科は，基礎となる学部学科として法学部新聞学科（入学定員 200

名）を持ち，上述したとおり，過去５年間の定員充足状況は 1.0 倍と定員を充足している

【資料２】。 

また，基礎となる学部学科である法学部新聞学科は，過去５年間で入学定員 1.0 倍を割っ

たことはなく，学部の定員についても問題なく充足している。今回設置予定の本研究科の基

礎となる学部学科である危機管理学部危機管理学科も同様に過去５年間で入学定員 1.0 倍

を割ったことはない。このように大学内の基礎となる学部の定員充足状況から見ても，学内

に一定の受験者数の内在があると言えよう。 

さらにキャンパスの所在地の観点でも，新聞学研究科は東京都千代田区にあり，本研究科

のキャンパス所在地である東京都世田谷区との間も電車で 30分程度と近接した距離となっ

ている。東京都は全体の人口約 1400 万人（令和３年 12 月現在））【資料５】となっており，

日本国内でも最大の人口を誇る都道府県となっている。立地条件から見ても，安定した学生

確保を見込める要素があると推察できよう。 

以上のように，学問体系の類似，基礎となる学部の定員充足状況，立地条件の観点におい

て，本学新聞学研究科は本研究科の定員充足の一定の根拠となり得ると言えよう。 

  

 ○ 学生を確保できる見通し 

 本研究科の定員充足の見込みについては，上記２項目の中で説明したように，ニーズ調

査を用いて設置年度の学生確保の見通しの根拠とし，本学既存研究科のデータを用いて安

定的かつ長期的な学生確保の見通しの根拠とした。 

 

ウ 学生納付金の設定の考え方 

学生納付金については，大学院の経営に係る財務的な視点と学生納付金の学生への還元

などに関する観点を重視し，学内の同学問系統の他研究科の学生納付金を前提にしつつ，他

大学大学院の類似研究科・専攻における学生納付金の設定状況を参考に，930,000 円に設定

した。 

 教育面としては，本研究科の入学定員の設定からも分かるとおり，小人数編成による教育

を実施し，教育の質を担保する。その他にも様々な面で教育内容及び教育環境の充実を図る

こととし上記金額に設定した。 

 また，東京都内にある主要私立 11 大学大学院の社会科学系（早稲田大学，慶応義塾大学，

上智大学，青山学院大学，中央大学，法政大学，明治大学，立教大学，東洋大学，駒澤大学，

専修大学）の平均の初年次学費は 945,412 円【資料６】となっていることから，本研究科の

学生納付金の設定が妥当であることがわかる。 

以上のように教育内容，教育環境及び教育体制の充実を考慮した学生納付金の設定とし

た。 

 

初年度納付金：930,000 円 

＜内訳＞ 

入学金：200,000 円，授業料：580,000 円，施設・実習費等：150,000 円 
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② 学生確保に向けた具体的な取り組み状況

学生確保に向けた具体的な取組み状況については，予定を含めて以下の組織的な取組みを

実施する。 

ア 組織的な取組

本学は，学部及び大学院に加えて初等中等教育学校を有する総合的な教育機関である。 

そこで受験生に向けた広報活動として，本研究科が令和５年４月開設予定であることを

明記した上で，具体的には以下のような取組を行う。 

初めに大学全体として，大学ホームページに本研究科が開設予定である旨の告知及び進

学説明会等の周知を行う予定（周知は届出書類提出後に実施）であり，まずは広報媒体を

通して広く社会に発信していく。 

次に本研究科独自の取組みとして，本研究科ホームページを立ち上げ，本研究科の魅

力，学びの特色，将来の展望等を広く発信していくこととする。 

また，本研究科主催の，対面形式及びオンライン形式での進学説明会を複数回開催するこ

ととする。 

進学説明会は入学者選抜の実施時期に合わせて，本学内の学生を対象の中心とするもの

と，対象を絞らずに広く実施するものの両方を実施することとしたい。 

なお，ニーズ調査を実施した段階で，既に本研究科設置に興味を持つ学生からの相談が担

当教員に入っており，今後設置に向けて上記の取組みを行っていくことでさらに志願者獲

得を計ることとしたい。 
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（２）人材需要の動向等社会の要請 

 

① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

ア 人材養成像 

 

【危機管理学研究科】 

 具体的に下記２つの養成人材像を掲げる。 

 ・豊かな学術的素養をもって危機管理学を精深し、課題を研究的に発展させ，対処法を  

解明し普及させる能力を有する指導的人材を養成する。 

 ・危機管理学に関する優れた実践能力を有する高度専門職業人を養成する。 

【危機管理学専攻】 

 具体的に下記２つの養成人材像を掲げる。 

 ・危機や社会課題を学術的に探求し，危機管理を解明し普及させる指導的人材を養成す 

る。 

  ・危機管理の実践的知識を有する高度専門職業人として，危機管理の適用法を立案し，

実践することのできる有為な人材を養成する。 

 

イ 教育研究上の目的 

 

 【危機管理学研究科】 

災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代の様々な危機に，法学を中核とし，政治学，国

際関係学等の社会科学の知見を統合した危機管理学の学識を適用して的確に対処し，翻っ

てレジリエントな社会の創造に貢献する，指導的人材及び高度専門職業人を養成すること

を目的とする。 

【危機管理学専攻】 

 拡大するグローバルな危機と，ローカルな社会課題と向き合い，社会・自然環境の劇的変

化に対応しつつ，世界に指針を示し，リーダーシップを発揮できる危機管理人材へのニーズ

に応えて，①危機や社会課題を学術的に探求し，危機管理を解明し普及させる指導的人材，

及び②危機管理の実践的知識とを有する高度専門職業人として，危機管理の適用法を立案

し，実践することのできる有為な人材を養成する。 

 

② 上記①が社会的，地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的根拠 

 

本研究科が前述した養成する人材像及び教育研究上の目的について，社会においてどの

程度需要があるのか，特に一般企業における人材需要の実態を明らかにする必要がある。 

そこで，大学外の公正な第三者機関により，その実態を解明するため以下の委託調査を

実施した。この客観的なデータを用いて以下資料を参考に説明することとしたい。 
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ア 外部企業による委託調査（「日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポ

ーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称）設置に関するニーズ調査結果報告書【企業対

象調査】（以下「企業対象調査」という） 

 

・説明根拠資料 

【資料７】 「日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 

修士課程」（いずれも仮称）設置に関するニーズ調査結果報告書【企業対象調

査】 

    ※本学三軒茶屋キャンパス内に同じく大学院スポーツ科学研究科を設置する関

係で企業への調査は上記題名にて実施 

 

企業対象調査については，資料７についての概要をそれぞれ説明した後，社会的，地域

的な人材需要の根拠となるべき考察を行うこととする。 

 

初めに，企業対象調査の調査概要は以下のとおりである。 

 

Ⅰ 調査目的 

  2023 年４月開設予定の日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科

学研究科 修士課程」新設構想に関して，企業のニーズを把握する。 

Ⅱ 調査概要 

  ・調査対象   企業の採用担当者 

  ・調査エリア  北海道，東京都，神奈川県，大阪府，兵庫県 

  ・調査方法   郵送調査 

  ・調査対象数  依頼数 160 企業 回収数 37 企業（回収率 23.1％） 

  ・調査時期   2021 年９月６日（月）～2021 年９月 30 日（木） 

  ・調査実施機関 株式会社進研アド 

Ⅲ 調査項目 

・人事採用への関与度 

・本社所在地 

・業種 

・従業員数 

・正規社員の平均採用人数 

・本年度の採用予定数 

・採用したい学問分野 

・日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課

程」の特色に対する魅力度 

・日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課

程」の社会的必要性 

・日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課

程」修了生に対する採用意向 
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・日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課

程」修了生の毎年の採用想定人数 

 

続いて，回収された 37 企業の回答に従い，調査項目毎の結果を考察していくこととし

たい。 

初めに，回答者の属性について「回答者の人事採用への関与度」を聞いたところ，「採

用の決裁権があり，選考にかかわっている」方は 16.2％，「採用の決裁権はないが，選考

にかかわっている」方が 81.1％と，採用や選考にかかわる人事担当者からの意見を聴取で

きていると考えられる。  

回答企業の本社所在地は本研究科の所在地である「東京都」が 75.7％を占め，最も多

い。次いで「大阪府」が 10.8％，「神奈川県」が 8.1％である。 

回答企業の業種としては「卸売・小売業」が 21.6％で最も多い。次いで「サービス業」

が 18.9％，「建設業」が 10.8％である。 

回答企業の従業員数（正規社員）は，「1,000 名～5,000 名未満」が 35.1％で最も多い。

次いで「100 名～500 名未満」が 21.6％，「500 名～1,000 名未満」「5,000 名以上」が

18.9％である。 

回答企業の平均的な正規社員の採用人数は，「100 名以上」が 32.4％で最も多い。次い

で「10 名～20 名未満」が 21.6％，「50 名～100 名未満」が 18.9％である。 

回答企業の本年度の採用予定数は，「昨年度並み」が 56.8％で最も多い。次いで「増や

す」が 27.0％，「減らす」が 13.5％である。採用を減らす企業も一定数みられるものの，

回答企業の多くで昨年と同等かそれ以上の採用が予定されている様子である。 

回答企業の採用したい学問分野を複数回答で聴取したところ，「学んだ学問分野にはこ

だわらない」が 64.9％で最も高い。次いで「工学」が 29.7％，「経済・経営・商学」「理

学」がともに 18.9％である。 

日本大学大学院「危機管理学研究科修士課程」の特色に対する魅力度については，

「Ａ．オンリーワンの学びの場」及び「Ｂ．ファンダメンタルな学びの場」について，

「とても魅力を感じる」，「ある程度魅力を感じる」と回答した合計値がいずれも 94.6％と

回答者の大多数が魅力を感じたという傾向が見られた。 

日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」の社会的必要性についての評価は，

97.3％（37 企業中，36 企業）が「必要だと思う」と回答しており，多くの企業からこれ

からの社会にとって必要な研究科であると評価されていることがうかがえる。 

また，採用意向と毎年の採用想定人数について，日本大学大学院「危機管理学研究科 

修士課程」修了生を「採用したいと思う」と答えた企業は，97.3％（37 企業中，36 企

業）である。さらに，日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の修了生を「採用

したいと思う」と答えた 36 企業へ日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」修了生

の採用を毎年何名程度想定しているか聞いたところ，採用想定人数の合計は 92 名で，予

定している入学定員数８名を大きく上回っている。このことから，安定した人材需要があ

ることがうかがえる。 
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加えて，ここから日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の修了生を「採用し

たいと思う」と答えた 36 企業について，それぞれ属性別に分析を行った結果，以下の結

果が示された。 

 ・本社所在地別では，本研究科の所在地である「東京都」に本社がある企業からの採

用意向は，96.4％（28 企業中，27 企業）。採用想定人数の合計は 74 名で，予定し

ている入学定員数を大きく上回っている。また，「大阪府」に本社がある企業から

の採用意向は，100.0％（４企業中，４企業）。採用想定人数の合計は８名で，予定

している入学定員数を満たしている。 

 ・業種別では「卸売・小売業」の企業からの採用意向は，87.5％（８企業中，７企

業）。採用想定人数の合計は 17 名で，予定している入学定員数を２倍以上上回って

いる。「金融・保険業」の企業からの採用意向は，100.0％（３企業中，３企業）。

採用想定人数の合計は８名で，予定している入学定員数を満たしている。「医療・

福祉」の企業からの採用意向は，100.0％（１企業中，１企業）。採用想定人数の合

計は 10 名で，予定している入学定員数を上回っている。「サービス業」の企業から

の採用意向は，100.0％（７企業中，７企業）。採用想定人数の合計は 28 名で，予

定している入学定員数を３倍以上上回っている。 

 ・従業員数別では，従業員数が「500 名未満」から「5,000 名以上」まで企業の規模

にかかわらず，一定の採用意向がみられる。 

 ・採用したい学問分野別では，「経済・経営・商学」を学んだ学生を採用したいと回

答した企業からの採用意向は，85.7％（７企業中，６企業）。採用想定人数の合計

は９名で，予定している入学定員数を満たしている。「理学」を学んだ学生を採用

したいと回答した企業からの採用意向は，100.0％（７企業中，７企業）。採用想定

人数の合計は 15 名で，予定している入学定員数を上回っている。「工学」を学んだ

学生を採用したいと回答した企業からの採用意向は，90.9％（11 企業中，10 企

業）。採用想定人数の合計は 21 名で，予定している入学定員数を２倍以上上回って

いる。 

 ・社会的必要性別では，「危機管理学研究科 修士課程」が社会的に「必要だと思う」

と回答した企業からの採用意向は，97.2％（36 企業中，35 企業）。採用想定人数の

合計は 91 名で，予定している入学定員数を大きく上回っている。 

 

以上が企業対象調査の調査結果概要を示したものである。 

 

この企業対象調査の分析結果として，令和５年開設予定の本研究科における修了生の人

材需要の見通しは，全く問題がないと推察できる。 

また，危機管理における国際的状況や動向について，平成 30 年 11 月 26 日に中央教育

審議会から「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」【資料８】が示されて

おり，この４頁に「予測不可能な時代の到来を見据えた場合，専攻分野についての専門性

を有するだけでなく，思考力，判断力，俯瞰力，表現力の基盤の上に，幅広い教養を身に

付け，高い公共性・倫理性を保持しつつ，時代の変化に合わせて積極的に社会を支え，論

理的思考力を持って社会を改善していく資質を有する人材，すなわち『21 世紀型市民』が
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多く誕生し，変化を受容し，ジレンマを克服しつつ，さらに新しい価値を創造しながら，

様々な分野で多様性をもって活躍していることが必要である」とされている。 

さらに，７頁から 10 頁の「2040 年頃の社会変化の方向」では，SDGｓ（持続可能な開発

目標），society5.0，第４次産業革命が目指す社会，人生 100 年時代，グローバル化が進

んだ社会，地方創生が目指す社会等，それぞれの課題において，将来社会の予測やあるべ

き社会の実現に向けての議論と努力について記載されている。 

本研究科は，上記の取組みを実施していく上で必ず必要となってくる，法制度，組織の

意思決定，コミュニケーション，テクノロジーなどの多様な社会システムにまたがる現代

的課題である危機管理について，法制度への深い理解を基礎に，社会システムを横断的に

研究してレジリエントな（復元性のある）社会の創造に貢献できる人材を育むことを目標

に掲げている国内でも例を見ない教育機関である。 

つまり，今後予測不可能な時代の到来を見据えることとなるが，本研究科の人材養成の

目的である「災害，テロ，国際紛争等，複雑化した現代の様々な危機に，法学を中核と

し，政治学，国際関係学等の社会科学の知見を統合した危機管理学の学識を適用して的確

に対処し，翻ってレジリエントな社会の創造に貢献する，指導的人材及び高度専門職業人

を養成する」ことは，正にその時代の社会変化に対応できる人材養成であり，国際的状況

や社会的観点からも本研究科が育てる人材は十分な人材需要があると推察できる。 
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■ 学士課程修了者の進学率の推移（分野別）

 学士課程修了者の進学率は、全体的に横ばい傾向にある。

出典：学校基本統計
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■ 修士課程修了者の進学率の推移（分野別）

 修士課程修了者の博士課程への進学率は、各分野を通じて減少傾向。

※「教育」､「芸術」 ､「家政」､「その他」分野は修了者数が比較的少ないことから省略
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■ 博士課程進学を検討する際に重要と考える条件

出典：科学技術政策研究所「日本の理工系修士学生の進路決定に関する意識調査」調査資料-165 (2009年3月)

 博士課程進学にあたっては、在籍中の経済的支援や修了後のキャリアの見通しが重視されている。

81
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■ 修士課程入学者の推移

修士課程入学者は平成22年度をピークとして減少したが、近年は若干の回復傾向がみられる。一般学生
は緩やかに減少傾向、社会人学生は微増傾向、留学生が平成15年度から30年度までの間で約4千人増
加し、比率としても6%弱の増加。
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■ 博士課程入学者の推移

博士課程入学者のうち、修士課程を修了して博士課程に進学する者を主とする一般学生の入学者数は、
平成15年度の約1.2万人をピークに大幅に減少し、平成30年度には最大時の約半数の約0.6万人に低下
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修士課程を修了して博士に進学する者が大幅に減少
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■ 博士課程学生数の推移

博士課程学生数は横ばいで推移しているが、社会人学生以外の学生数は減少傾向。

修士課程を修了して博士に進学する者が大幅に減少
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（注）１ 専攻・課程単位で調査 出典：文部科学省委託調査「大学院における「第3次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の
２ 各年度10月1日現在 実態把握・分析等に関する調査研究」（平成30年3月 リベルタス・コンサルティング）

■ 修士課程における専攻別入学者数の分布

 調査に回答した総計3,413専攻のうち、修士課程入学者数３人未満の割合は約19％（632専攻）。
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全体：3413専攻（国立：1156専攻、公立： 252専攻、私立： 2005専攻）
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（注）１ 専攻・課程単位で調査 出典：文部科学省委託調査「大学院における「第3次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の
２ 各年度10月1日現在 実態把握・分析等に関する調査研究」（平成30年3月 リベルタス・コンサルティング）
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人文科学：564専攻（国立：77専攻、公立： 35専攻、私立： 452専攻）
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社会科学：678専攻（国立：102専攻、公立： 41専攻、私立： 535専攻）
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教育：236専攻（国立：142専攻、公立： 3専攻、私立： 91専攻）

■ 修士課程における専攻別入学者数の分布（人文、社会、教育）

 「人文科学」、「社会科学」分野は、修士課程入学者数の少ない専攻の割合が非常に大きい。
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（注）１ 専攻・課程単位で調査 出典：文部科学省委託調査「大学院における「第3次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の
２ 各年度10月1日現在 実態把握・分析等に関する調査研究」（平成30年3月 リベルタス・コンサルティング）
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理学：217専攻（国立：108専攻、公立： 16専攻、私立： 93専攻）
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工学：770専攻（国立：363専攻、公立： 45専攻、私立： 362専攻）
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農学：157専攻（国立：107専攻、公立： 8専攻、私立： 42専攻）
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保健：329専攻（国立：106専攻、公立： 58専攻、私立： 165専攻）

■ 修士課程における専攻別入学者数の分布（理工農系、保健）

 「工学」分野は、修士課程入学者が３１人以上の専攻の割合が大きい。一方、「保健」分野は、修士課
程入学者数の少ない専攻の割合が大きい。
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（注）１ 専攻・課程単位で調査 出典：文部科学省委託調査「大学院における「第3次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の
２ 各年度10月1日現在 実態把握・分析等に関する調査研究」（平成30年3月 リベルタス・コンサルティング）
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全体：2486専攻（国立：895専攻、公立： 157専攻、私立： 1434専攻）

■ 博士課程における専攻別入学者数の分布

 調査に回答した総計2,486専攻のうち、約23％で博士課程入学者数０人の状態。特に私立では、入学
者数０人が約37％、３人未満まで含めると約7割になる。
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（注）１ 専攻・課程単位で調査 出典：文部科学省委託調査「大学院における「第3次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の
２ 各年度10月1日現在 実態把握・分析等に関する調査研究」（平成30年3月 リベルタス・コンサルティング）
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人文科学：389専攻（国立：55専攻、公立： 16専攻、私立： 318専攻）
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教育：54専攻（国立：23専攻、公立： 0専攻、私立： 31専攻）
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社会科学：429専攻（国立：63専攻、公立： 21専攻、私立： 345専攻）

 「人文科学」、「社会科学」分野は、博士課程入学者数の少ない専攻の割合が非常に大きい。

■ 博士課程における専攻別入学者数の分布（人文、社会、教育）
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（注）１ 専攻・課程単位で調査 出典：文部科学省委託調査「大学院における「第3次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の
２ 各年度10月1日現在 実態把握・分析等に関する調査研究」（平成30年3月 リベルタス・コンサルティング）

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人
11,1

2人

13,1

4人

15,1

6人

17,1

8人

19,2

0人

21,2

2人

23,2

4人

25,2

6人

27,2

8人

29,3

0人

31～

40人

41～

50人

51～
100
人

101

人～

私立 34 16 8 9 3 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公立 1 5 2 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国立 2 4 7 9 6 13 4 3 10 2 3 2 9 3 4 1 2 0 0 1 0 4 1 1 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

専
攻

理学：186専攻（国立：91専攻、公立： 16専攻、私立： 79専攻）
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工学：572専攻（国立：278専攻、公立： 31専攻、私立： 263専攻）
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農学：130専攻（国立：84専攻、公立： 7専攻、私立： 39専攻）
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保健：414専攻（国立：152専攻、公立： 42専攻、私立： 220専攻）

 「工学」分野は、博士課程入学者の少ない専攻の割合が非常に大きい。また、「保健」分野は、博士
課程入学者数の少ない専攻の割合が大きい。

■ 博士課程における専攻別入学者数の分布（理工農系、保健）
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■ 入学志願者数／入学者数の推移（修士）

 「人文・社会」分野の（入学志願者数/入学者数）は高く、２．０以上で推移している。

出典：学校基本統計

（速報値）
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1.8

1.4 1.5 1.5 1.5

1.5

1.6 1.6

1.7

1.5
1.6

1.6

1.2
1.1

1.3

1.1

1.1
1.1

1.3

1.1 1.1

1.1

1.1

1.11.3

1.1 1.1

1.1

1.1
1.1

1.1

1.1
1.1

1.1

1.1 1.1

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30

人文 社会 理学 工学 農学 保健

■ 入学志願者数／入学者数の推移（博士）

 全分野で（入学志願者数/入学者数）は２．０を下回っている。

出典：学校基本統計

（速報値）
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2.7
2.8

3.1

2.6

3.2

3.0

3.4

3.1

2.9

2.7 2.9 2.8

1.2 1.2
1.2 1.3

1.2

1.3

1.9 2.0 2.0

1.7 1.7
1.8

1.3
1.4 1.4

1.3 1.3 1.3

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

H25 H26 H27 H28 H29 H30

人文 社会 工学 保健 教育

■ 入学志願者数／入学者数の推移（専門職学位）

 「人文・社会」分野の（入学志願者数/入学者数）は高く、２．５以上で推移している。

出典：学校基本統計

（速報値）
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39.4% 39.9% 38.9% 38.3%
36.9%

21.4%
19.9% 19.0%

16.9%
15.4%

69.4% 69.6% 69.2% 70.4%
72.2%

80.8% 81.6% 81.1%
82.8% 81.9%

77.6% 78.0% 76.0%

75.7% 76.0%

42.4% 43.0% 44.2% 43.9%
42.5%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

H25 H26 H27 H28 H29

人文 社会 理学 工学 農学 保健

■ 入学志願者数に占める自大学出身者割合（修士）

 「工学・農学・理学」分野の自大学出身者割合は高く、７～８割程度で推移している。
 「社会」分野の自大学出身者割合は低く、２割程度で推移している。

出典：学校基本統計
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68.5%

65.2% 66.0%

68.1%

65.1%

57.0% 56.7%

54.8% 53.7%
52.4%

80.5% 81.0%
82.6% 81.9%

77.2%

63.2%
64.6% 61.4% 62.0%

58.8%62.2%
61.0% 57.6%

55.0% 56.2%

53.3% 52.8%
51.2% 51.1% 51.7%50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

H25 H26 H27 H28 H29

人文 社会 理学 工学 農学 保健

■ 入学志願者数に占める自大学出身者割合（博士）

 「理学」分野の自大学出身者割合は高く、８割程度で推移している。
 「保健・社会」分野の自大学出身者割合は低く、５割強程度で推移している。

出典：学校基本統計
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29.2%
31.2%

29.0%

26.3%
25.5%

18.9% 19.2% 18.8% 18.4% 18.4%

1.2%
0.0% 0.0% 0.6% 0.0%

13.2% 12.9%

8.2%

11.2%

6.5%

28.8%
26.2%

26.6%

34.2%
32.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

H25 H26 H27 H28 H29

人文 社会 工学 保健 教育

■ 入学志願者数に占める自大学出身者割合（専門職学位）

 「工学」分野の自大学出身者割合は非常に低い。

出典：学校基本統計
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②経済支援体制の確立
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授業料減免
●国立大学 ５．１万人 / １０５億円（H29実績）

※延べ人数（文部科学省調べ）

●公立大学 ０．１４万人 / ４．５億円（H29実績）
※実人数（文部科学省調べ）

●私立大学 ０．１４万人 / ５．１億円（H29実績）
※延べ人数（日本私立学校振興・共済事業団調べ）

大学院修士課程

奨
学
金

授
業
料
減
免
等

給

与

団
体

民
間

＊（ ）は全学生に占める対象者の割合

〔参考〕

学生数：１６．０万人
（国立） 学生数：９．５万人
（公立） 学生数：１．１万人
（私立） 学生数：５．５万人

（Ｈ２９学校基本調査）

修士全体延べ数：１７．７万人

民間団体等（公益法人・学校等）奨学金（平成２８年奨学事業に関する実態調査（ＪＡＳＳＯ））

●大学院 2.3万人/ 97億円 １人当たり 月額 3.5万円

（独）日本学生支援機構奨学金 貸与総人数：５．１万人（34.7％） / 貸与総額： ４５０億円 （H29実績）

●無利子奨学金事業：4.5万人（30.5%） /貸与総額：385億円 １人当たり月額：平均7.1万円

●有利子奨学金事業：0.6万人（4.2%） /貸与総額： 63億円 １人当たり月額：平均8.4万円

●ティーチング・アシスタント（TA） 全体数：６．３万人（４２．１％）（H28実績） ※（）内は平成28年度在学者数に対する割合

・国立大学：４．３万人（４９．３％）
・公立大学：０．３万人（３０．２％）
・私立大学：１．８万人（３２．８％） 1人当たり月額：０．７万円

１人当たり月額
・全額免除の場合：4.5万円
・半額免除の場合：2.2万円

１人当たり月額 ２．６万円

１人当たり月額 ３．１万円

●業績優秀者返還免除（H29実績） ０．７万人/８０億円 １人当たり１１６万円

■ 学生に対する経済的支援の全体像（修士課程）

●リサーチ・アシスタント（RA） 全体数：０．３２万人（２．１％）（H28実績） ※（）内は平成28年度在学者数に対する割合

・国立大学：０．２６万人（３．０％）
・公立大学：０．０４万人（４．３％）
・私立大学：０．０３万人（０．５％） １人当たり月額： ２．１万円

（平成29年度文部科学省委託事業
大学院における「第3次大学院教育振興施
策要綱」等を踏まえた教育改革の実態把
握・分析等に関する調査研究 より）

（平成29年度文部科学省委託事業
大学院における「第3次大学院教育振興施
策要綱」等を踏まえた教育改革の実態把
握・分析等に関する調査研究 より）
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・⽇本⼤学⼤学院新聞学研究科の定員充⾜率（過去５年間）

⼊学定員数 ⼊学者数 定員充⾜率 ⼊学定員数 ⼊学者数 定員充⾜率 ⼊学定員数 ⼊学者数 定員充⾜率

10 11 1.10 10 6 0.60 10 16 1.60

⼊学定員数 ⼊学者数 定員充⾜率 ⼊学定員数 ⼊学者数 定員充⾜率 ⼊学定員数 ⼊学者数 定員充⾜率

10 8 0.80 10 9 0.90 10 10 1.00

※本学新聞学研究科のデータを抜粋。

H29 (2017) H30 (2018) R1 (2019)

R2(2020) R3 (2021) ５年平均
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日本大学大学院
「危機管理学研究科 修士課程」（仮称）

設置に関するニーズ調査
結果報告書

【在学生対象調査】

令和３年11月

株式会社 進研アド

Ⓒ Shinken-Ad. Co., Ltd. All Rights Reserved.
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１．調査目的

３．調査項目

2023年４月開設予定の日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」新設構
想に関して、在学生からの進学ニーズを把握する。

在学生対象調査

• 性別

• 学年

• 所属学部学科

• 大学卒業後の希望進路

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への受験意向

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への進学意向

２．調査概要

在学生対象 調査概要

在学生対象調査

調査対象 日本大学危機管理学部３年生

調査方法 Web調査

調査
対象数

依頼数 315人

有効回収数
114人

有効回収率：36.2％

調査時期 2021年９月10日（金）～2021年10月１日（金）

調査実施機関 株式会社 進研アド
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在学生対象 調査結果まとめ
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在学生対象 調査結果まとめ

※本調査は、日本大学大学院の「危機管理学研究科 修士課程」に対する需要を確
認するための調査として設計。日本大学 危機管理学部に所属する大学３年生に調
査を実施し、114人から回答を得た。

• 回答者の性別は、「男性」が72.8％、「女性」が27.2％である。

• 回答者の学年は、「３年生」が100.0％である。

• 回答者の所属学部学科は、「危機管理学部 危機管理学科」が100.0％である。

回答者の属性

大学卒業後の希望進路

• 回答者の大学卒業後の希望進路を複数回答で聴取したところ、「就職」の割合が

88.6％で最も高い。次いで「大学院に進学」が28.9％、「その他」が1.8％と続く。大学

院への進学志望者も一定数いることから、日本大学大学院がターゲットとする対象

に調査を実施できていると考えられる。
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在学生対象 調査結果まとめ

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の特色に対する
魅力度

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の特色の魅力度（※）は、高い順

に 「Ｂ．ファンダメンタルな学びの場 新型コロナウイルスのパンデミック，自然災

害，国際的緊張関係など危機の増大は，リーダーの資質としての危機管理の重要

性と，社会の各層における危機管理人材の必要性を浮き彫りにしている。本研究

科は，このニーズに応える必然性の高い学びである。」（93.9％）、「Ａ．オンリーワ

ンの学びの場 危機管理は，法制度，意思決定，コミュニケーション，テクノロジー

など，多様な社会システムにまたがる課題である。本研究科は，従来の諸科学の

縦割りではなく，効果的な危機管理という視点で，社会システムを統一的に把握し

ようとする唯一の研究機関である。」（92.1％）である。

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した人の合計値
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日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への受験意向・
進学意向

在学生対象 調査結果まとめ

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」を「受験したいと思う」と答えた

人は、47.4％（114人中、54人）である。

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」を「受験したいと思う」と答えた

54人のうち、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」に「大学卒業後す

ぐに進学したいと思う」と回答した人は、75.9％（41人）である。
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在学生対象 調査結果まとめ

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への
進学意向者数

※ここからは、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」に対して、Ｑ６で「受験
したいと思う」と回答し、かつ、Ｑ７で「大学卒業後すぐに進学したいと思う」と回答した
人を進学意向者と定義し、分析を行う。

• 回答者全体における進学意向は36.0％（41人）で、予定されている入学定員８人

を大きく上回る進学意向者がみられた。

＜属性別＞

◇性別

• 「男性」の進学意向は32.5％（83人中、27人）と、予定している入学定員数を３倍以

上上回る進学意向者がみられた。「女性」の進学意向は45.2％（31人中、14人）と、

予定している入学定員数を上回る進学意向者がみられた。

◇大学卒業後の希望進路別

• 大学卒業後に「大学院に進学」を考えている回答者の進学意向は78.8％（33人

中、26人）と、予定している入学定員数を３倍以上上回る進学意向者がみられた。

◇日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度別

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の特色に魅力を感じている回

答者の進学意向は、いずれの特色でも４割近くにのぼり、進学意向者数は予定し

ている入学定員数を大きく上回っている。
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在学生対象 調査結果
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(n=114)

男性

72.8%

女性

27.2%

無回答

0.0%

■性別

回答者の属性（性別／学年／所属学部学科）

■所属学部学科
Ｑ３. あなたが所属する学部学科をお答えください。あてはまるものを1つお選びください。

１
年
生

２
年
生

３
年
生

４
年
生

５
年
生

６
年
生

無
回
答

(n=114)

0.0 0.0 

100.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

危機管理学部
危機管理学科

スポーツ科学部
競技スポーツ学科

あてはまるものは
ない

無回答

全体 (n=114) 100.0 

0.0 0.0 0.0 

【単位：％】

200 40 60 80 100

■学年
Ｑ２. あなたの学年をお答えください。あてはまるものを1つお選びください。

Ｑ１. あなたの性別をお答えください。あてはまるものを1つお選びください。
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大
学
院
に
進
学

就
職

そ
の
他

無
回
答

(n=114)

28.9 

88.6 

1.8 0.0 
0%

20%

40%

60%

80%

■大学卒業後の希望進路

大学卒業後の希望進路

Ｑ４. あなたは、大学卒業後の進路について、現時点ではどのように考えていますか。以下の項目から、あてはまるものを

すべてお選びください。（いくつでも）
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■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した人の合計値

Ｑ５. 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」（仮称、設置構想中）には、以下のような特色があります。
あなたはどの程度魅力を感じますか。（それぞれ、あてはまる番号1つだけ）

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の特色に
対する魅力度

※魅力度は、人数をもとに％を算出し、小数点第二位を四捨五入しているため、「とても魅力を感じる」と「ある程度魅力を感じる」の合計値と必ずしも一致しない

(各n=114)

とても魅力を
感じる

ある程度
魅力を
感じる

あまり
魅力を

感じない

まったく
魅力を

感じない

無回答

Ａ．

オンリーワンの学びの場
危機管理は，法制度，意思決定，コミュニ
ケーション，テクノロジーなど，多様な社会シ
ステムにまたがる課題である。本研究科は，
従来の諸科学の縦割りではなく，効果的な危
機管理という視点で，社会システムを統一的
に把握しようとする唯一の研究機関である。

92.1

Ｂ．

ファンダメンタルな学びの場
新型コロナウイルスのパンデミック，自然災
害，国際的緊張関係など危機の増大は，リー
ダーの資質としての危機管理の重要性と，社
会の各層における危機管理人材の必要性を
浮き彫りにしている。本研究科は，このニー
ズに応える必然性の高い学びである。

93.9

44.7 

53.5 

47.4 

40.4 

6.1 

5.3 

1.8 

0.9 

0.0 

0.0 

【単位：％】
200 40 60 80 100

魅力度

（※）
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受験したいと思う 受験したいと思わない 無回答

全体 (n=114)
47.4 

（54人）

52.6 

（60人）

0.0

（0人）

【単位：％】

200 40 60 80 100

大学卒業後
すぐに

進学したいと思う

実務経験を
積んだ後に

進学したいと思う

進学したいと
思わない

無回答

受験
意向者

(n=54)
75.9

（41人）

24.1

（13人）

0.0

（0人）

0.0

（0人）

【単位：％】

200 40 60 80 100

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への
受験意向／進学意向／受験意向別進学意向

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への受験意向
Ｑ６. あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」（仮称、設置構想中）を受験してみたいと思いますか。

あなたの気持ちに近いものを1つお選びください。（1つだけ）

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への進学意向
Ｑ７. あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」（仮称、設置構想中）を受験して合格したら、進学したいと

思いますか。あなたの気持ちに近いものを1つお選びください。（1つだけ）

「受験したいと思う」と答えた54人のみ抽出

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への受験意向別進学意向

大学卒業後
すぐに

進学したいと思う

実務経験を
積んだ後に

進学したいと思う

進学したいと
思わない

全体 (n=114)

受験したいと思う 受験したいと
思わない

無回答

【単位：％】

200 40 60 80 100

36.0

（41人）

11.4

（13人）

0.0

（0人）
52.6

（60人）

0.0

（0人）

「受験意向（Ｑ６）」と「進学意向（Ｑ７）」を
かけあわせて集計（母数は全回答者）

ｰ学生確保（資料）-34ｰ
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全体 (n=114) 41人 

男性 (n=83) 27人 

女性 (n=31) 14人 

大学院に進学 (n=33) 26人 

就職 (n=101) 30人 

特色Ａ　魅力あり (n=105) 41人 

特色Ｂ　魅力あり (n=107) 41人 

性
別

大
学

卒
業
後
の

希
望
進
路
別

「
危
機
管
理
学

研
究
科

修
士
課
程

」

の
特
色
に
対
す
る

魅
力
度
別

36.0 

32.5 

45.2 

78.8 

29.7 

39.0 

38.3 

【単位：％】

200 40 60 80 100

進学

意向者数

（※）

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への受験意向別進学意向
＜属性別＞

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への
受験意向別進学意向＜属性別＞

※進学意向者数＝「受験したいと思う」かつ「大学卒業後すぐに進学したいと思う」と回答した人の人数

※日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」に対して、Ｑ６で「受験したいと思
う」と回答し、かつ、Ｑ７で「大学卒業後すぐに進学したいと思う」と回答した人を日本
大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の進学意向者と定義する。

＜属性別＞

ｰ学生確保（資料）-35ｰ
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選択肢記号の説明

□ 複数選択（チェックボックス）

○ 単一選択（ラジオボタン）

▽ 単一選択（プルダウン）

SAR Q1
あなたの性別をお答えください。

あてはまるものを1つお選びください。

○ 1. 男性

○ 2. 女性

SAR Q2
あなたの学年をお答えください。

あてはまるものを1つお選びください。

○ 1. 1年生 ⇒集計対象外

○ 2. 2年生 ⇒集計対象外

○ 3. 3年生

○ 4. 4年生 ⇒集計対象外

○ 5. 5年生 ⇒集計対象外

○ 6. 6年生 ⇒集計対象外

SAR Q3
あなたが所属する学部学科をお答えください。

あてはまるものを1つお選びください。

○ 1. 危機管理学部　危機管理学科

○ 2. スポーツ科学部　競技スポーツ学科 ⇒集計対象外

○ 3. あてはまるものはない ⇒集計対象外

MAC Q4
あなたは、大学卒業後の進路について、現時点ではどのように考えていますか。

以下の項目から、あてはまるものをすべてお選びください。

（いくつでも）

□ 1. 大学院に進学

□ 2. 就職

□ 3. その他【FA】 Q4_3FA

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」(仮称、設置構想中）に関するアンケート

調査票

ｰ学生確保（資料）-37ｰ
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MTS Q5

日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」（仮称、設置構想中）には、

以下のような特色があります。

あなたはどの程度魅力を感じますか。（それぞれ、あてはまる番号1つだけ）

項目リスト

Q5S1 1.

オンリーワンの学びの場

危機管理は，法制度，意思決定，コミュニケーション，テクノロジーなど，多様な

社会システムにまたがる課題である。本研究科は，従来の諸科学の縦割りではな

く，効果的な危機管理という視点で，社会システムを統一的に把握しようとする唯

一の研究機関である。

Q5S2 2.

ファンダメンタルな学びの場

新型コロナウイルスのパンデミック，自然災害，国際的緊張関係など危機の増大

は，リーダーの資質としての危機管理の重要性と，社会の各層における危機管理人

材の必要性を浮き彫りにしている。本研究科は，このニーズに応える必然性の高い

学びである。

選択肢リスト

○ 1. とても魅力を感じる

○ 2. ある程度魅力を感じる

○ 3. あまり魅力を感じない

○ 4. まったく魅力を感じない

SAR Q6

あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」（仮称、設置構想

中）を受験してみたいと思いますか。

あなたの気持ちに近いものを1つお選びください。（1つだけ）

※研究科名をクリックすると設置構想内容をご確認いただけます。

○ 1. 受験したいと思う

○ 2. 受験したいと思わない

SAR Q7

あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」（仮称、設置構想

中）を受験して合格したら、進学したいと思いますか。

あなたの気持ちに近いものを1つお選びください。（1つだけ）

※研究科名をクリックすると設置構想内容をご確認いただけます。

○ 1. 大学卒業後すぐに進学したいと思う

○ 2. 実務経験を積んだ後に進学したいと思う

○ 3. 進学したいと思わない

調査票

ｰ学生確保（資料）-38ｰ



日本大学大学院
「危機管理学研究科 修士課程」

「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称）

設置に関するニーズ調査
結果報告書

【他大学生対象調査】

令和３年11月

株式会社 進研アド

Ⓒ Shinken-Ad. Co., Ltd. All Rights Reserved.

ｰ学生確保（資料）-39ｰ
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１．調査目的

３．調査項目

2023年４月開設予定の日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポー
ツ科学研究科 修士課程」新設構想に関して、他大学生からの進学ニーズを把
握する。

他大学生対象調査

• 居住地

• 現在学んでいる学問分野

• 性別

• 大学卒業後の希望進路

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」への受験意向

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」への入学意向

２．調査概要

高校生対象 調査概要

他大学生対象調査

調査対象 一都三県 文系学部に所属する大学３年生

調査エリア 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

調査方法 Web調査

調査
対象数

依頼数 309人

調査時期 2021年９月30日（木）～2021年10月２日（土）

調査実施機関 株式会社 進研アド

ｰ学生確保（資料）-40ｰ



他大学生対象 調査結果まとめ

ｰ学生確保（資料）-41ｰ
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他大学生対象 調査結果まとめ

※本調査は、日本大学大学院の「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究
科 修士課程」に対する需要を確認するための調査として設計。日本大学大学院の
主な学生募集エリアである埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の大学に所属してい
る大学3年生に調査を実施し、309人から回答を得た。

• 回答者の居住地は「東京都」が46.3％で最も多い。次いで「神奈川県」が25.9％、

「埼玉県」が16.2％、「千葉県」が11.7％と続く。

• 回答者の現在学んでいる学問分野は、「経済・経営・商学」が27.5％で最も多い。

次いで「文学」が16.2％、「教員養成・教育学」が12.9％と続く。

• 回答者の性別は、「男性」が25.6％、「女性」が74.4％である。

回答者の属性

大学卒業後の希望進路

• 回答者の大学卒業後の希望進路を複数回答で聴取したところ、「就職」の割合が

95.5％で最も高い。次いで「大学院に進学」が10.0％、「その他」が3.2％と続く。大学

院への進学志望者も一定数いることから、日本大学大学院がターゲットとする対象

に調査を実施できていると考えられる。

ｰ学生確保（資料）-42ｰ
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他大学生対象 調査結果まとめ

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 危機管理学専攻 修士課程」における魅力

度（※）は、高い順に「Ａ．オンリーワンの学びの場 危機管理は，法制度，意思決

定，コミュニケーション，テクノロジーなど，多様な社会システムにまたがる課題であ

る。本研究科は，従来の諸科学の縦割りではなく，効果的な危機管理という視点

で，社会システムを統一的に把握しようとする唯一の研究機関である。」（72.8％）、

「Ｂ．ファンダメンタルな学びの場 新型コロナウイルスのパンデミック，自然災害，

国際的緊張関係など危機の増大は,リーダーの資質としての危機管理の重要性と,

社会の各層における危機管理人材の必要性を浮き彫りにしている。本研究科は，

このニーズに応える必然性の高い学びである。」（70.6％）である。

• 日本大学大学院「スポーツ科学研究科 スポーツ科学専攻 修士課程」における魅

力度は、高い順に「Ｄ．スポーツ科学の研究者・高度専門職業人を養成 競技スポ

ーツを広義的に捉え，多様で最先端な国内外のスポーツ科学の研究方法を学び，

その上で競技スポーツの価値を発信できる研究を推進し，国際社会に貢献できる

研究者及び有能な高度専門職業人を養成することを目指している。」（64.1％）、

「Ｃ．スポーツ科学の高度な知識の修得 競技スポーツを科学的な観点から研究

を遂行することができる教員が在籍し，競技者・指導者を科学的にサポートするシ

ステムや高度な実験機器が整備されていることから，競技スポーツの現場に即した

高度なスポーツ科学研究が実践できる環境が整っている。」（63.1％）である。

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した人の合計値

ｰ学生確保（資料）-43ｰ
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日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への
受験意向・入学意向

他大学生対象 調査結果まとめ

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程を受験したいと思う」と答えた人

は、15.2％（309人中、47人）である。

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程を受験したいと思う」と答えた47

人のうち、「大学卒業後すぐに危機管理学研究科 修士課程に入学したいと思う」

と回答した人は、17.0％（８人）である。

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への
入学意向者数

※ここからは、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」に対して、Ｑ４で「危機
管理学研究科 修士課程を受験したいと思う」と回答し、かつ、Ｑ５で「大学卒業後す
ぐに危機管理学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人を入学意向者と
定義し、分析を行う。

• 回答者全体における入学意向は2.6％（８人）で、予定されている入学定員８人を

満たしている。

＜属性別＞

◇居住地別

• 日本大学大学院の所在地である「東京都」の居住者からの入学意向は2.8％（143

人中、４人）である。

◇大学卒業後の希望進路別

• 日本大学大学院を受験・入学する可能性が高い「大学院に進学」を考えている回

答者の入学意向は9.7％（31人中、３人）である。また、「就職」を考えている回答者

の入学意向は2.4％（295人中、７人）と、就職希望者であっても日本大学大学院

「危機管理学研究科 修士課程」の設置構想概要資料や特色を見聞きすること

で、定員に近い７人が入学意向を示している。

ｰ学生確保（資料）-44ｰ
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日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への
受験意向・入学意向

他大学生対象 調査結果まとめ

• 日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程を受験したいと思う」と答えた人

は、14.2％（309人中、44人）である。

• 日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程を受験したいと思う」と答えた44

人のうち、「大学卒業後すぐにスポーツ科学研究科 修士課程に入学したいと思

う」と回答した人は、15.9％（７人）である。

日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への
入学意向者数

※ここからは、日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」に対して、Ｑ４で「ス
ポーツ科学研究科 修士課程を受験したいと思う」と回答し、かつ、Ｑ５で「大学卒業
後すぐにスポーツ科学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人を入学意
向者と定義し、分析を行う。

• 回答者全体における入学意向は2.3％（７人）で、予定されている入学定員８人に

近い。

＜属性別＞

◇居住地別

• 日本大学大学院の所在地である「東京都」の居住者からの入学意向は2.8％（143

人中、４人）である。

◇大学卒業後の希望進路別

• 日本大学大学院を受験・入学する可能性が高い「大学院に進学」を考えている回

答者の入学意向は3.2％（31人中、１人）である。また、「就職」を考えている回答者

の入学意向は2.4％（295人中、７人）と、就職希望者であっても日本大学大学院

「スポーツ科学研究科 修士課程」の設置構想概要資料や特色を見聞きすること

で、定員に近い７人が入学意向を示している。

ｰ学生確保（資料）-45ｰ
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ス
ポ
ー

ツ
学

社
会
学

法
学

生
活
科
学

総
合
科
学

経
済
・
経
営
・
商
学

文
学

語
学

教
員
養
成
・
教
育
学

国
際
関
係
学

無
回
答

(n=309)

5.5 
9.1 9.1 

2.9 
0.3 

27.5 

16.2 

9.1 
12.9 

7.4 

0.0 
0%

10%

20%

30%

■居住地

回答者の属性（居住地／現在学んでいる学問分野）

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

無
回
答

(n=309)

16.2 
11.7 

46.3 

25.9 

0.0 
0%

20%

40%

■現在学んでいる学問分野

SＱ4. あなたが所属している学部で学んでいる学問分野について、最もあてはまるものを1つお選びください。

ｰ学生確保（資料）-47ｰ
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■大学卒業後の希望進路

回答者の属性（性別）／大学卒業後の希望進路

Ｑ２. あなたは、大学卒業後の進路について、現時点ではどのように考えていますか。以下の項目から、あてはまるものを

すべてお選びください。（いくつでも）

大
学
院
に
進
学

就
職

そ
の
他

無
回
答

(n=309)

10.0 

95.5 

3.2 0.0 
0%

20%

40%

60%

80%

■性別

(n=309)

男性

25.6%

女性

74.4%

無回答

0.0%

Ｑ１. あなたの性別をお答えください。あてはまるものを1つお選びください。

ｰ学生確保（資料）-48ｰ
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■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した人の合計値

Ｑ３. 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称、設置構想中）には、
以下のような特色があります。あなたはどの程度魅力を感じますか。（それぞれ、あてはまる番号1つだけ）

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

※魅力度は、人数をもとに％を算出し、小数点第二位を四捨五入しているため、「とても魅力を感じる」と「ある程度魅力を感じる」の合計値と必ずしも一致しない

(各n=309)

とても魅力を
感じる

ある程度
魅力を
感じる

あまり
魅力を

感じない

まったく
魅力を

感じない

無回答

Ａ．

オンリーワンの学びの場
危機管理は，法制度，意思決定，コミュニ
ケーション，テクノロジーなど，多様な社会シ
ステムにまたがる課題である。本研究科は，
従来の諸科学の縦割りではなく，効果的な危
機管理という視点で，社会システムを統一的
に把握しようとする唯一の研究機関である。

72.8

Ｂ．

ファンダメンタルな学びの場
新型コロナウイルスのパンデミック，自然災
害，国際的緊張関係など危機の増大は，リー
ダーの資質としての危機管理の重要性と，社
会の各層における危機管理人材の必要性を
浮き彫りにしている。本研究科は，このニー
ズに応える必然性の高い学びである。

70.6

Ｃ．

スポーツ科学の高度な知識の修得
競技スポーツを科学的な観点から研究を遂
行することができる教員が在籍し，競技者・
指導者を科学的にサポートするシステムや
高度な実験機器が整備されていることから，
競技スポーツの現場に即した高度なスポー
ツ科学研究が実践できる環境が整っている。

63.1

Ｄ．

スポーツ科学の研究者・高度専門職業人を
養成
競技スポーツを広義的に捉え，多様で最先
端な国内外のスポーツ科学の研究方法を学
び，その上で競技スポーツの価値を発信でき
る研究を推進し，国際社会に貢献できる研究
者及び有能な高度専門職業人を養成するこ
とを目指している。

64.1

危
機
管
理
学
研
究
科

危
機
管
理
学
専
攻

修
士
課
程

ス
ポ
ー

ツ
科
学
研
究
科

ス
ポ
ー

ツ
科
学
専
攻

修
士
課
程

15.5 

20.1 

18.8 

16.5 

57.3 

50.5 

44.3 

47.6 

17.8 

21.0 

27.5 

25.2 

9.4 

8.4 

9.4 

10.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

【単位：％】
200 40 60 80 100

魅力度

（※）

ｰ学生確保（資料）-49ｰ
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大
学
卒
業
後
す
ぐ
に

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と
思
う

大
学
卒
業
後
す
ぐ
に

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
う

実
務
経
験
を

積
ん
だ
後
に

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と
思
う

実
務
経
験
を
積
ん
だ

後
に
ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
う

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

ど
ち
ら
も

入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

無
回
答

(n=47)

17.0 

（8人）
6.4 

（3人）

34.0 

（16人）

4.3 

（2人）

34.0 

（16人）

0.0 

（0人）

4.3 

（2人） 0.0 

（0人）
0%

10%

20%

30%

大
学
卒
業
後
す
ぐ
に

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と
思
う

実
務
経
験
を

積
ん
だ
後
に

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と
思
う

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

大
学
卒
業
後
す
ぐ
に

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
う

実
務
経
験
を
積
ん
だ

後
に
ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
う

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

(n=309)

危機管理学研究科　修士課程を受験したい スポーツ科学研究科　修士課程を受験したい ど
ち
ら
も
受
験

し
た
い
＆

ど
ち
ら
も
入
学

し
た
い
と
思
わ
な
い

ど
ち
ら
も

受
験
し
た
い
と

思
わ
な
い

無
回
答

2.6 

（8人）

5.2 

（16人）

5.2 

（16人）
2.3 

（7人）

7.8 

（24人）
2.6 

（8人）
0.6 

（2人）

73.8 

（228人）

0.0 

（0人）
0%

20%

40%

60%

危
機
管
理
学

研
究
科

修
士
課
程

を
受
験
し
た
い

と
思
う

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科

修
士
課
程

を
受
験
し
た
い

と
思
う

ど
ち
ら
も
受
験

し
た
い
と

思
わ
な
い

無
回
答

(n=309)

15.2 

（47人）
14.2 

（44人）

73.8 

（228人）

0.0 

（0人）
0%

20%

40%

60%

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への
受験意向／入学意向／受験意向別入学意向

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への受験意向
Ｑ４. あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称、設置

構想中）を受験してみたいと思いますか。あなたの気持ちに近いものをすべてお選びください。（いくつでも）

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への入学意向
Ｑ５. あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称、設置

構想中）を受験して合格したら、入学したいと思いますか。あなたの気持ちに近いものを1つお選びください。（1つだけ）

「危機管理学研究科 修士課程を受験したいと思う」
と答えた47人のみ抽出

「受験意向（Ｑ４）」と「入学意向（Ｑ５）」を
かけあわせて集計（母数は全回答者）

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への受験意向別入学意向

ｰ学生確保（資料）-50ｰ
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■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への受験意向別入学意向
＜属性別＞

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への
受験意向別入学意向＜属性別＞

※入学意向者数＝「危機管理学研究科 修士課程を受験したいと思う」かつ
「大学卒業後すぐに危機管理学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人の人数

※日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」に対して、Ｑ４で「危機管理学研究
科 修士課程を受験したいと思う」と回答し、かつ、Ｑ５で「大学卒業後すぐに危機管
理学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人を日本大学大学院「危機管
理学研究科 修士課程」の入学意向者と定義する。

＜属性別＞

全体 (n=309) 8人 

埼玉県 (n=50) 0人 

千葉県 (n=36) 2人 

東京都 (n=143) 4人 

神奈川県 (n=80) 2人 

男性 (n=79) 3人 

女性 (n=230) 5人 

大学院に進学 (n=31) 3人 

就職 (n=295) 7人 

居
住
地
別

性
別

大
学

卒
業
後
の

希
望
進
路
別

2.6 

0.0 

5.6 

2.8 

2.5 

3.8 

2.2 

9.7 

2.4 

【単位：％】

200 40 60 80 100

入学

意向者数

（※）

ｰ学生確保（資料）-51ｰ
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■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への受験意向別入学意向
＜属性別＞

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」への
受験意向別入学意向＜属性別＞

※入学意向者数＝「危機管理学研究科 修士課程を受験したいと思う」かつ
「大学卒業後すぐに危機管理学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人の人数

※日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」に対して、Ｑ４で「危機管理学研究
科 修士課程を受験したいと思う」と回答し、かつ、Ｑ５で「大学卒業後すぐに危機管
理学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人を日本大学大学院「危機管
理学研究科 修士課程」の入学意向者と定義する。

＜属性別＞

全体 (n=309) 8人 

スポーツ学 (n=17) 1人 

社会学 (n=28) 2人 

法学 (n=28) 1人 

生活科学 (n=9) 0人 

総合科学 (n=1) 0人 

経済・経営・商学 (n=85) 2人 

文学 (n=50) 0人 

語学 (n=28) 1人 

教員養成・教育学 (n=40) 0人 

国際関係学 (n=23) 1人 

現
在
学
ん
で
い
る

学
問
分
野
別

2.6 

5.9 

7.1 

3.6 

0.0 

0.0 

2.4 

0.0 

3.6 

0.0 

4.3 

【単位：％】

200 40 60 80 100

入学

意向者数

（※）

ｰ学生確保（資料）-52ｰ
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大
学
卒
業
後
す
ぐ
に

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と
思
う

大
学
卒
業
後
す
ぐ
に

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
う

実
務
経
験
を

積
ん
だ
後
に

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と
思
う

実
務
経
験
を
積
ん
だ

後
に
ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
う

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

ど
ち
ら
も

入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

無
回
答

(n=44)

4.5 

（2人）

15.9 

（7人）
2.3 

（1人）

54.5 

（24人）

0.0 

（0人）

18.2 

（8人）
4.5 

（2人）
0.0 

（0人）
0%

20%

40%

危
機
管
理
学

研
究
科

修
士
課
程

を
受
験
し
た
い

と
思
う

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科

修
士
課
程

を
受
験
し
た
い

と
思
う

ど
ち
ら
も
受
験

し
た
い
と

思
わ
な
い

無
回
答

(n=309)

15.2 

（47人）
14.2 

（44人）

73.8 

（228人）

0.0 

（0人）
0%

20%

40%

60%

大
学
卒
業
後
す
ぐ
に

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と
思
う

実
務
経
験
を

積
ん
だ
後
に

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と
思
う

危
機
管
理
学
研
究
科

修
士
課
程
に

入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

大
学
卒
業
後
す
ぐ
に

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
う

実
務
経
験
を
積
ん
だ

後
に
ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
う

ス
ポ
ー

ツ
科
学

研
究
科
　
修
士
課
程

に
入
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

(n=309)

危機管理学研究科　修士課程を受験したい スポーツ科学研究科　修士課程を受験したい ど
ち
ら
も
受
験

し
た
い
＆

ど
ち
ら
も
入
学

し
た
い
と
思
わ
な
い

ど
ち
ら
も

受
験
し
た
い
と

思
わ
な
い

無
回
答

2.6 

（8人）

5.2 

（16人）

5.2 

（16人）
2.3 

（7人）

7.8 

（24人）
2.6 

（8人）
0.6 

（2人）

73.8 

（228人）

0.0 

（0人）
0%

20%

40%

60%

日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への
受験意向／入学意向／受験意向別入学意向

■日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への受験意向
Ｑ４. あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称、設置

構想中）を受験してみたいと思いますか。あなたの気持ちに近いものをすべてお選びください。（いくつでも）

■日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への入学意向
Ｑ５. あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称、設置

構想中）を受験して合格したら、入学したいと思いますか。あなたの気持ちに近いものを1つお選びください。（1つだけ）

「スポーツ科学研究科 修士課程を受験したいと思う」
と答えた44人のみ抽出

「受験意向（Ｑ４）」と「入学意向（Ｑ５）」を
かけあわせて集計（母数は全回答者）

■日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への受験意向別入学意向

ｰ学生確保（資料）-53ｰ
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■日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への受験意向別入学意向
＜属性別＞

日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への
受験意向別入学意向＜属性別＞

※日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」に対して、Ｑ４で「スポーツ科学研
究科 修士課程を受験したいと思う」と回答し、かつ、Ｑ５で「大学卒業後すぐにス
ポーツ科学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人を日本大学大学院
「スポーツ科学研究科 修士課程」の入学意向者と定義する。

＜属性別＞

※入学意向者数＝「スポーツ科学研究科 修士課程を受験したいと思う」かつ
「大学卒業後すぐにスポーツ科学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人の人数

全体 (n=309) 7人 

埼玉県 (n=50) 1人 

千葉県 (n=36) 0人 

東京都 (n=143) 4人 

神奈川県 (n=80) 2人 

男性 (n=79) 1人 

女性 (n=230) 6人 

大学院に進学 (n=31) 1人 

就職 (n=295) 7人 

居
住
地
別

性
別

大
学

卒
業
後
の

希
望
進
路
別

2.3 

2.0 

0.0 

2.8 

2.5 

1.3 

2.6 

3.2 

2.4 

【単位：％】

200 40 60 80 100

入学

意向者数

（※）

ｰ学生確保（資料）-54ｰ
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全体 (n=309) 7人 

スポーツ学 (n=17) 0人 

社会学 (n=28) 0人 

法学 (n=28) 2人 

生活科学 (n=9) 0人 

総合科学 (n=1) 0人 

経済・経営・商学 (n=85) 2人 

文学 (n=50) 2人 

語学 (n=28) 1人 

教員養成・教育学 (n=40) 0人 

国際関係学 (n=23) 0人 

現
在
学
ん
で
い
る

学
問
分
野
別

2.3 

0.0 

0.0 

7.1 

0.0 

0.0 

2.4 

4.0 

3.6 

0.0 

0.0 

【単位：％】

200 40 60 80 100

入学

意向者数

（※）

■日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への受験意向別入学意向
＜属性別＞

日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」への
受験意向別入学意向＜属性別＞

※日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」に対して、Ｑ４で「スポーツ科学研
究科 修士課程を受験したいと思う」と回答し、かつ、Ｑ５で「大学卒業後すぐにス
ポーツ科学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人を日本大学大学院
「スポーツ科学研究科 修士課程」の入学意向者と定義する。

＜属性別＞

※入学意向者数＝「スポーツ科学研究科 修士課程を受験したいと思う」かつ
「大学卒業後すぐにスポーツ科学研究科 修士課程に入学したいと思う」と回答した人の人数
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調査票 ＜事前調査＞

選択肢記号の説明

□ 複数選択（チェックボックス）

○ 単一選択（ラジオボタン）

▽ 単一選択（プルダウン）

SAR Q1

あなたについて、最もあてはまるものを1つお選びください。

○ 1. 大学生(4年制大学・6年制大学)

○ 2. 大学院生 ⇒終了

○ 3. 短期大学生 ⇒終了

○ 4. 専門学校生 ⇒終了

○ 5. 働いている ⇒終了

○ 6. その他 ⇒終了

SAR Q2

あなたの学年について、あてはまるものを1つお選びください。

○ 1. 1年生 ⇒終了

○ 2. 2年生 ⇒終了

○ 3. 3年生

○ 4. 4年生 ⇒終了

○ 5. 5年生 ⇒終了

○ 6. 6年生 ⇒終了

○ 7. その他 ⇒終了

あなたご自身に関するアンケート
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SAP Q3

あなたが通っている大学の所在地について、主にあてはまるものを1つお選びください。

複数キャンパスがある場合は、あなたが現在最も通っているキャンパスの所在地をお選

びください。

▽ 1. 北海道 ⇒終了

▽ 2. 青森県 ⇒終了

▽ 3. 岩手県 ⇒終了

▽ 4. 宮城県 ⇒終了

▽ 5. 秋田県 ⇒終了

▽ 6. 山形県 ⇒終了

▽ 7. 福島県 ⇒終了

▽ 8. 茨城県 ⇒終了

▽ 9. 栃木県 ⇒終了

▽ 10. 群馬県 ⇒終了

▽ 11. 埼玉県

▽ 12. 千葉県

▽ 13. 東京都

▽ 14. 神奈川県

▽ 15. 新潟県 ⇒終了

▽ 16. 富山県 ⇒終了

▽ 17. 石川県 ⇒終了

▽ 18. 福井県 ⇒終了

▽ 19. 山梨県 ⇒終了

▽ 20. 長野県 ⇒終了

▽ 21. 岐阜県 ⇒終了

▽ 22. 静岡県 ⇒終了

▽ 23. 愛知県 ⇒終了

▽ 24. 三重県 ⇒終了

▽ 25. 滋賀県 ⇒終了

▽ 26. 京都府 ⇒終了

▽ 27. 大阪府 ⇒終了

▽ 28. 兵庫県 ⇒終了

▽ 29. 奈良県 ⇒終了

▽ 30. 和歌山県 ⇒終了

▽ 31. 鳥取県 ⇒終了

▽ 32. 島根県 ⇒終了

▽ 33. 岡山県 ⇒終了

▽ 34. 広島県 ⇒終了

▽ 35. 山口県 ⇒終了

▽ 36. 徳島県 ⇒終了

▽ 37. 香川県 ⇒終了

▽ 38. 愛媛県 ⇒終了

▽ 39. 高知県 ⇒終了

▽ 40. 福岡県 ⇒終了

▽ 41. 佐賀県 ⇒終了

▽ 42. 長崎県 ⇒終了

▽ 43. 熊本県 ⇒終了

▽ 44. 大分県 ⇒終了

▽ 45. 宮崎県 ⇒終了

▽ 46. 鹿児島県 ⇒終了

▽ 47. 沖縄県 ⇒終了

▽ 48. 海外 ⇒終了

調査票 ＜事前調査＞
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SAR Q4

あなたが所属している学部で学んでいる学問分野について、最もあてはまるものを1つ

お選びください。

○ 1. スポーツ学

○ 2. 社会学

○ 3. 法学

○ 4. 生活科学

○ 5. 総合科学

○ 6. 経済・経営・商学

○ 7. 文学

○ 8. 語学

○ 9. 教員養成・教育学

○ 10. 国際関係学

○ 11. 理学 ⇒終了

○ 12. 工学 ⇒終了

○ 13. 農・水産学 ⇒終了

○ 14. 看護・保健学 ⇒終了

○ 15. 医・歯・薬学 ⇒終了

○ 16. 芸術学 ⇒終了

○ 17. その他 ⇒終了

SAR Q5
あなたは直近1か月以内に　日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」「ス

ポーツ科学研究科　修士課程」（いずれも仮称、設置構想中）に関するアンケート

に回答したことがありますか。

○ 1. ある ⇒終了

○ 2. ない

調査票 ＜事前調査＞
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選択肢記号の説明

□ 複数選択（チェックボックス）

○ 単一選択（ラジオボタン）

▽ 単一選択（プルダウン）

SAR Q1
あなたの性別をお答えください。

あてはまるものを1つお選びください。

○ 1. 男性

○ 2. 女性

MAC Q2
あなたは、大学卒業後の進路について、現時点ではどのように考えていますか。

以下の項目から、あてはまるものをすべてお選びください。（いくつでも）

□ 1. 大学院に進学

□ 2. 就職

□ 3. その他【FA】 Q2_3FA

MTS Q3

日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」「スポーツ科学研究科　修士課

程」（いずれも仮称、設置構想中）には、以下のような特色があります。

あなたはどの程度魅力を感じますか。（それぞれ、あてはまる番号1つだけ）

※研究科名をクリックすると設置構想内容をご確認いただけます。

項目リスト

Q3S1 1.

オンリーワンの学びの場

危機管理は，法制度，意思決定，コミュニケーション，テクノロジーなど，多様な

社会システムにまたがる課題である。本研究科は，従来の諸科学の縦割りではな

く，効果的な危機管理という視点で，社会システムを統一的に把握しようとする唯

一の研究機関である。

Q3S2 2.

ファンダメンタルな学びの場

新型コロナウイルスのパンデミック，自然災害，国際的緊張関係など危機の増大

は，リーダーの資質としての危機管理の重要性と，社会の各層における危機管理人

材の必要性を浮き彫りにしている。本研究科は，このニーズに応える必然性の高い

学びである。

Q3S3 3.

スポーツ科学の高度な知識の修得

競技スポーツを科学的な観点から研究を遂行することができる教員が在籍し，競技

者・指導者を科学的にサポートするシステムや高度な実験機器が整備されていること

から，競技スポーツの現場に即した高度なスポーツ科学研究が実践できる環境が

整っている。

Q3S4 4.

スポーツ科学の研究者・高度専門職業人を養成

競技スポーツを広義的に捉え，多様で最先端な国内外のスポーツ科学の研究方法

を学び，その上で競技スポーツの価値を発信できる研究を推進し，国際社会に貢

献できる研究者及び有能な高度専門職業人を養成することを目指している。

選択肢リスト

○ 1. とても魅力を感じる

○ 2. ある程度魅力を感じる

○ 3. あまり魅力を感じない

○ 4. まったく魅力を感じない

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称、設置構想中）に関するアンケ

ート

調査票

ｰ学生確保（資料）-60ｰ



22

調査票

MAC Q4

あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」「スポーツ科学研究

科　修士課程」（いずれも仮称、設置構想中）を受験してみたいと思いますか。

あなたの気持ちに近いものをすべてお選びください。（いくつでも）

※研究科名をクリックすると設置構想内容をご確認いただけます。

□ 1. 危機管理学研究科　修士課程を受験したいと思う

□ 2. スポーツ科学研究科　修士課程を受験したいと思う

□ 3. どちらも受験したいと思わない

SAR Q5

あなたは、日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」「スポーツ科学研究

科　修士課程」（いずれも仮称、設置構想中）を受験して合格したら、入学したい

と思いますか。

あなたの気持ちに近いものを1つお選びください。（1つだけ）

※研究科名をクリックすると設置構想内容をご確認いただけます。

○ 1. 大学卒業後すぐに危機管理学研究科　修士課程に入学したいと思う

○ 2. 大学卒業後すぐにスポーツ科学研究科　修士課程に入学したいと思う

○ 3. 実務経験を積んだ後に危機管理学研究科　修士課程に入学したいと思う

○ 4. 実務経験を積んだ後にスポーツ科学研究科　修士課程に入学したいと思う

○ 5. 危機管理学研究科　修士課程に入学したいと思わない

○ 6. スポーツ科学研究科　修士課程に入学したいと思わない

○ 7. どちらも入学したいと思わない
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音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Language
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検索ページ

トップ

暮らし・健康・福祉

教育・文化・スポーツ
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環境・都市基盤

都政情報

トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表／令和3年（2021年） > 12月 > 東京都の人
口（推計）-令和3年12月1日現在

 2021年12月27日 総務局

「東京都の人口（推計）」の概要（令和3年12月1日現在）

この推計人口は、5年ごとに行われる国勢調査の間の時点における各月の人口を把握するため、令和2年10月1日現在の
国勢調査人口（確報値）を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口の増減数を加えて推計したものです。

人口総数 13,998,001人
対前月比 4,562人（減）
対前年同月比 41,209人（減）
男 6,868,364人
女 7,129,637人
世帯総数 7,244,006世帯＜参考値＞

1 人口の動き

令和3年12月1日現在の東京都の人口は、推計で13,998,001人となった。地域別にみると、区部が9,679,649人、市部
が4,239,255人、郡部が55,010人、島部が24,087人となっている。
前月と比べると、総数では4,562人（-0.03％）減少している。その内訳を地域別にみると、区部は4,122人（-0.04％
）の減少、市部は429人（-0.01％）の減少、郡部は1人（0.00％）の増加、島部は12人（-0.05％）の減少となってい
る。
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図1 総人口（推計）の月別推移
（平成31年・令和元年～令和3年）

 

図2 対前月増減数の月別推移
（平成31年・令和元年～令和3年）

2 区市町村の人口

（1）人口の多い区
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1. 世田谷区 938,427

2. 練馬区 750,534

3. 大田区 741,356

4. 足立区 692,748

5. 江戸川区 691,458

（2）人口の多い市町村

1. 八王子市 579,602

2. 町田市 432,412

3. 府中市 262,836

4. 調布市 243,045

5. 西東京市 207,303

（3）人口増加の多い区市町村（対前月比）

1. 墨田区 110

2. 江東区 92

3. 東村山市 79

4. 府中市 78

5. 小金井市 61

（4）人口増加の多い区市町村（対前年同月比）＜参考＞

1. 町田市 1,421

2. 国分寺市 1,099

3. 小金井市 1,094

4. 中央区 1,030

5. 稲城市 740

令和2年国勢調査人口（確報値）に基づき、平成27年11月1日から令和3年11月1日までの「東京都の人口（推計）」を
補正しました。
詳細は、ホームページ「東京都の統計」（東京都の人口（推計））をご覧ください。

問い合わせ先
総務局統計部人口統計課
電話 03-5388-2531

ページの先頭へ戻る
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※以下に従って同僚他大学院の条件を選出
①関東圏内，②法学，政治学，国際，経済をキーワードにして算出
②早慶上智，ＭＡＲＣＨ，日東駒専を太字比較
１．大学院（修士・博士前期　昼間部）入学初年度年間納付額

総額
入学金 授業料 施設設備費  実験・実習・体育費 教育充実費特別納付金 維持費他

1 文学研究科（修士） 国際文化コミュニケーション専攻 * 810000 270000 450000 90000 0 0 0
2 法学研究科（修士） 私法学専攻 * 810000 270000 450000 90000 0 0 0 昼夜開講
3 法学研究科（修士） 公法学専攻 * 810000 270000 450000 90000 0 0 0 昼夜開講
4 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 810000 270000 450000 90000 0 0 0 昼夜開講
5 国際学研究科（修士） 国際地域学専攻 * 810000 270000 450000 90000 0 0 0 昼夜開講
6 国際観光学研究科（修士） 国際観光学専攻 * 810000 270000 450000 90000 0 0 0 昼夜開講
7 法学研究科（修士） 法学専攻 * 810000 200000 470000 120000 0 20000 0
8 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 810000 200000 470000 120000 0 20000 0
9 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 810000 200000 470000 120000 0 20000 0 昼夜開講

10 法学研究科（博士前期課程） 民事法学専攻 * 820000 200000 560000 0 0 60000 0
11 法学研究科（博士前期課程） 公法学専攻 * 820000 200000 560000 0 0 60000 0
12 政治経済学研究科（博士前期課程） 政治学専攻 * 820000 200000 560000 0 0 60000 0
13 政治経済学研究科（博士前期課程） 経済学専攻 * 820000 200000 560000 0 0 60000 0
14 国際日本学研究科（博士前期課程） 国際日本学専攻 * 820000 200000 560000 0 0 60000 0
15 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 827000 200000 624000 0 3000 0 0
16 法学研究科（修士） 基礎法学専攻 * 827000 200000 624000 0 3000 0 0 昼夜開講
17 法学研究科（修士） 民事法学専攻 * 827000 200000 624000 0 3000 0 0 昼夜開講
18 法学研究科（修士） 公法学専攻 * 827000 200000 624000 0 3000 0 0 昼夜開講
19 政治学研究科（修士） 政治学専攻 ジャーナリズムコース以外 830000 200000 624000 0 6000 0 0
20 政治学研究科（修士） 国際政治学専攻 * 850000 200000 570000 80000 0 0 0
21 政治学研究科（修士） 政治学専攻 連帯社会インスティテュートを含む 850000 200000 570000 80000 0 0 0 昼夜開講
22 経済学研究科（修士） 経済学専攻 1年制を除く 850000 200000 570000 80000 0 0 0 昼夜開講
23 国際文化研究科（修士） 国際文化専攻 * 850000 200000 570000 80000 0 0 0 昼夜開講
24 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 881000 290000 515000 50000 26000 0 0
25 法学研究科（修士） 法学政治学専攻 * 908000 225000 683000 0 0 0 0
26 経営学研究科（修士） 国際経営学専攻 公共経営学コース以外 908000 225000 683000 0 0 0 0
27 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 908000 225000 683000 0 0 0 0 昼夜開講
29 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 920000 200000 480000 0 0 180000 60000
30 グローバル・スタディーズ研究科（修士） 国際関係論専攻 * 920000 200000 480000 0 0 180000 60000
31 法学研究科博士（前期）課程 政治学専攻 * 927900 240000 559600 128300 0 0 0 昼夜開講
32 法学研究科博士（前期）課程 国際企業関係法専攻 * 927900 240000 559600 128300 0 0 0 昼夜開講
33 経済学研究科博士（前期）課程 経済学専攻 * 927900 240000 559600 128300 0 0 0 昼夜開講
34 日本大学 法学研究科（修士） 私法学専攻 * 930000 200000 580000 150000 0 0 0 昼夜開講
35 日本大学 法学研究科（修士） 公法学専攻 * 930000 200000 580000 150000 0 0 0 昼夜開講
36 日本大学 法学研究科（修士） 政治学専攻 標準コース 930000 200000 580000 150000 0 0 0 昼夜開講
37 国際コミュニケーション研究科（修士） 国際コミュニケーション研究専攻 * 950000 200000 745000 0 5000 0 0
38 法学研究科（修士） 私法学専攻 * 950000 250000 540000 160000 0 0 0
39 法学研究科（修士） 公法学専攻 * 950000 250000 540000 160000 0 0 0
40 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 950000 250000 540000 160000 0 0 0
41 生物資源科学研究科（修士） 生物資源経済学専攻 * 1000000 200000 700000 100000 0 0 0
42 国際政治経済学研究科（修士） 国際政治学専攻 * 1005000 290000 515000 100000 100000 0 0 昼夜開講
43 国際政治経済学研究科（修士） 国際経済学専攻 * 1005000 290000 515000 100000 100000 0 0 昼夜開講
44 国際政治経済学研究科（修士） 国際コミュニケーション専攻 * 1005000 290000 515000 100000 100000 0 0 昼夜開講
45 農学研究科（博士前期課程） 農業経済学専攻 * 1008000 200000 688000 0 30000 90000 0
46 法学研究科（修士） 民事法学専攻 * 1010000 0 1010000 0 0 0 0
47 法学研究科（修士） 公法学専攻 * 1010000 0 1010000 0 0 0 0
48 法学研究科（修士） 政治学専攻 * 1010000 0 1010000 0 0 0 0
49 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 1010000 0 1010000 0 0 0 0
50 法学研究科（修士） 先端法学専攻 * 1078000 200000 875000 0 3000 0 0 昼夜開講
51 政治学研究科（修士） 政治学専攻 ジャーナリズムコース（2年制） 1086000 200000 880000 0 6000 0 0
52 経済学研究科（修士） 経済学専攻 * 1100000 200000 730000 170000 0 0 0 昼夜開講
53 国際関係研究科（修士） 国際関係研究専攻 標準コース 1150000 200000 750000 200000 0 0 0 昼夜開講
54 政治学研究科（修士） 政治学専攻 ジャーナリズムコース（１年制） 1401000 200000 1195000 0 6000 0 0
55 アジア太平洋研究科（修士） 国際関係学専攻 * 1573000 200000 1373000 0 0 0 0
56 経営学研究科（修士） 国際経営学専攻 公共経営学コース 1800000 0 1800000 0 0 0 0

※大学名は敢えて明記せず，研究科及び専攻名のみとする。
平均 945,413

備考内訳
他大学・企業等よりの入学者

コース名専攻科名学費順 研究科名大学名
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企業対象調査

調査対象 企業の採用担当者

調査エリア 北海道、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県

調査方法 郵送調査

調査
対象数

依頼数 160企業

回収数（回収率） 37企業（23.1％）

調査時期 2021年９月６日（月）～2021年９月30日（木）

調査実施機関 株式会社 進研アド

１．調査目的

３．調査項目

2023年４月開設予定の日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ
科学研究科 修士課程」新設構想に関して、企業のニーズを把握する。

企業対象調査

• 人事採用への関与度

• 本社所在地

• 業種

• 従業員数

• 正規社員の平均採用人数

• 本年度の採用予定数

• 採用したい学問分野

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」の社会的必要性

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」修了生に対する採用意向

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」修了生の毎年の採用想定人数

２．調査概要

企業対象 調査概要
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※本調査は、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科
修士課程」に対する人材需要を確認するための調査として設計。日本大学大学院「危
機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」の修了生就職先とし
て想定される企業の人事関連業務に携わっている人を対象に調査を実施し、37企業
から回答を得た。

• 回答者の人事採用への関与度を聞いたところ、「採用の決裁権があり、選考にか

かわっている」人は16.2％、「採用の決裁権はないが、選考にかかわっている」人

が81.1％と、採用や選考にかかわる人事担当者からの意見を聴取できていると考

えられる。

• 回答企業の本社所在地は、日本大学大学院の所在地である「東京都」が75.7％を

占め、最も多い。次いで「大阪府」が10.8％、「神奈川県」が8.1％である。

• 回答企業の業種としては「卸売・小売業」が21.6％で最も多い。次いで「サービス

業」が18.9％、「建設業」が10.8％である。

• 回答企業の従業員数（正規社員）は、「1,000名～5,000名未満」が35.1％で最も多

い。次いで「100名～500名未満」が21.6％、「500名～1,000名未満」「5,000名以

上」が18.9％である。

企業対象 調査結果まとめ

回答企業（回答者）の属性

回答企業の採用状況（過去３か年）／
本年度の採用予定数／採用したい学問分野

• 回答企業の平均的な正規社員の採用人数は、「100名以上」が32.4％で最も多い。

次いで「10名～20名未満」が21.6％、「50名～100名未満」が18.9％である。

• 回答企業の本年度の採用予定数は、「昨年度並み」が56.8％で最も多い。次いで

「増やす」が27.0％、「減らす」が13.5％である。採用を減らす企業も一定数みられる

ものの、回答企業の多くで昨年と同等かそれ以上の採用が予定されている様子で

ある。

• 回答企業の採用したい学問分野を複数回答で聴取したところ、「学んだ学問分野

にはこだわらない」が64.9％で最も高い。次いで「工学」が29.7％、「経済・経営・商

学」「理学」がともに18.9％である。
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企業対象 調査結果まとめ

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 危機管理学専攻 修士課程」の魅力度

（※）は、「Ａ．オンリーワンの学びの場 危機管理は，法制度，意思決定，コミュニ

ケーション，テクノロジーなど，多様な社会システムにまたがる課題である。本研究

科は，従来の諸科学の縦割りではなく，効果的な危機管理という視点で，社会シス

テムを統一的に把握しようとする唯一の研究機関である。」「Ｂ．ファンダメンタルな

学びの場 新型コロナウイルスのパンデミック，自然災害，国際的緊張関係など危

機の増大は，リーダーの資質としての危機管理の重要性と，社会の各層における

危機管理人材の必要性を浮き彫りにしている。本研究科は，このニーズに応える

必然性の高い学びである。」（ともに94.6％）である。

• 日本大学大学院「スポーツ科学研究科 スポーツ科学専攻 修士課程」で最も魅

力度が高いのは、「Ｃ．スポーツ科学の高度な知識の修得 競技スポーツを科学

的な観点から研究を遂行することができる教員が在籍し，競技者・指導者を科学

的にサポートするシステムや高度な実験機器が整備されていることから，競技スポ

ーツの現場に即した高度なスポーツ科学研究が実践できる環境が整っている。」

（83.8％）である。次に魅力度が高いのは、「Ｄ．スポーツ科学の研究者・高度専門

職業人を養成 競技スポーツを広義的に捉え，多様で最先端な国内外のスポーツ

科学の研究方法を学び，その上で競技スポーツの価値を発信できる研究を推進

し，国際社会に貢献できる研究者及び有能な高度専門職業人を養成することを目

指している。」（81.1％）である。

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した企業の合計値
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企業対象 調査結果まとめ

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」修了生に対する
採用意向・毎年の採用想定人数

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」修了生を「採用したいと思う」と答

えた企業は、97.3％（37企業中、36企業）である。

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の修了生を「採用したいと思う」

と答えた36企業へ日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」修了生の採

用を毎年何名程度想定しているか聞いたところ、採用想定人数の合計は92人で、

予定している入学定員数８人を大きく上回っている。このことから、安定した人材需

要があることがうかがえる。

＜属性別＞

◇本社所在地別

• 「東京都」に本社がある企業からの採用意向は、96.4％（28企業中、27企業）。採

用想定人数の合計は74人で、予定している入学定員数を大きく上回っている。

「大阪府」に本社がある企業からの採用意向は、100.0％（４企業中、４企業）。採

用想定人数の合計は８人で、予定している入学定員数を満たしている。

• 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の社会的必要性についての評

価は、97.3％（37企業中、36企業）が「必要だと思う」と回答しており、多くの企業か

らこれからの社会にとって必要な研究科であると評価されていることがうかがえる。

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の社会的必要性
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◇業種別

• 「卸売・小売業」の企業からの採用意向は、87.5％（８企業中、７企業）。採用想定

人数の合計は17人で、予定している入学定員数を２倍以上上回っている。「金融・

保険業」の企業からの採用意向は、100.0％（３企業中、３企業）。採用想定人数の

合計は８人で、予定している入学定員数を満たしている。「医療・福祉」の企業から

の採用意向は、100.0％（１企業中、１企業）。採用想定人数の合計は10人で、予

定している入学定員数を上回っている。「サービス業」の企業からの採用意向は、

100.0％（７企業中、７企業）。採用想定人数の合計は28人で、予定している入学定

員数を３倍以上上回っている。

◇従業員数別

• 従業員数が「500名未満」から「5,000名以上」まで企業の規模にかかわらず、一定

の採用意向がみられる。

◇採用したい学問分野別

• 「経済・経営・商学」を学んだ学生を採用したいと回答した企業からの採用意向は、

85.7％（７企業中、６企業）。採用想定人数の合計は９人で、予定している入学定

員数を上回っている。「理学」を学んだ学生を採用したいと回答した企業からの採

用意向は、100.0％（７企業中、７企業）。採用想定人数の合計は15人で、予定して

いる入学定員数を上回っている。「工学」を学んだ学生を採用したいと回答した企

業からの採用意向は、90.9％（11企業中、10企業）。採用想定人数の合計は21人

で、予定している入学定員数を２倍以上上回っている。

◇社会的必要性別（危機管理学研究科 修士課程）

• 「危機管理学研究科 修士課程」が社会的に「必要だと思う」と回答した企業から

の採用意向は、97.2％（36企業中、35企業）。採用想定人数の合計は91人で、予

定している入学定員数を大きく上回っている。

企業対象 調査結果まとめ
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企業対象 調査結果まとめ

日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」修了生に
対する採用意向・毎年の採用想定人数

• 日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」修了生を「採用したいと思う」と

答えた企業は、83.8％（37企業中、31企業）である。

• 日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」の修了生を「採用したいと思う」

と答えた31企業へ日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」修了生の採

用を毎年何名程度想定しているか聞いたところ、採用想定人数の合計は82人で、

予定している入学定員数８人を大きく上回っている。このことから、安定した人材需

要があることがうかがえる。

＜属性別＞

◇本社所在地別

• 「東京都」に本社がある企業からの採用意向は、85.7％（28企業中、24企業）。採

用想定人数の合計は67人で、予定している入学定員数を大きく上回っている。

• 日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」の社会的必要性についての

評価は、97.3％（37企業中、36企業）が「必要だと思う」と回答しており、多くの企業

からこれからの社会にとって必要な研究科であると評価されていることがうかがえ

る。

日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」の
社会的必要性

ｰ学生確保（資料）-74ｰ
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◇業種別

• 「スポーツ関連業」の企業からの採用意向は、100.0％（２企業中、２企業）。採用想

定人数の合計は５人である。「卸売・小売業」の企業からの採用意向は、62.5％

（８企業中、５企業）。採用想定人数の合計は14人で、予定している入学定員数を

上回っている。「医療・福祉」の企業からの採用意向は、100.0％（１企業中、１企

業）。採用想定人数の合計は10人で、予定している入学定員数を上回っている。

「サービス業」の企業からの採用意向は、85.7％（７企業中、６企業）。採用想定人

数の合計は28人で、予定している入学定員数を３倍以上上回っている。

◇従業員数別

• 従業員数が「500名未満」から「5,000名以上」まで企業の規模にかかわらず、一定

の採用意向がみられる。

◇採用したい学問分野別

• 「スポーツ学」を学んだ学生を採用したいと回答した企業からの採用意向は、

100.0％（３企業中、３企業）。採用想定人数の合計は8人で、予定している入学定

員数を満たしている。「理学」を学んだ学生を採用したいと回答した企業からの採

用意向は、71.4％（７企業中、５企業）。採用想定人数の合計は11人で、予定して

いる入学定員数を上回っている。「工学」を学んだ学生を採用したいと回答した企

業からの採用意向は、72.7％（11企業中、８企業）。採用想定人数の合計は17人

で、予定している入学定員数を２倍以上上回っている。

◇社会的必要性別（スポーツ科学研究科 修士課程）

• 「スポーツ科学研究科 修士課程」が社会的に「必要だと思う」と回答した企業から

の採用意向は、86.1％（36企業中、31企業）。採用想定人数の合計は82人で、予

定している入学定員数を大きく上回っている。

企業対象 調査結果まとめ

ｰ学生確保（資料）-75ｰ



企業対象 調査結果

ｰ学生確保（資料）-76ｰ
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(n=37)

北
海
道

東
京
都

神
奈
川
県

大
阪
府

兵
庫
県

無
回
答

2.7 

75.7 

8.1 10.8 
2.7 0.0 

0%

20%

40%

60%

採用の決裁権が
あり、選考に

かかわっている

採用の決裁権は
ないが、選考に
かかわっている

採用時には
直接かかわらず、

情報や意見を収集・
提供する立場にある

無回答

全体 (n=37) 16.2 81.1 

2.7 0.0 

【単位：％】

200 40 60 80 100

回答企業（回答者）の属性（人事採用への関与度／本社所在地）

■人事採用への関与度
Ｑ１. アンケートにお答えいただいている方の、人事採用への関与度をお教えください。（あてはまる番号１つに○）

■本社所在地
Ｑ２. 貴社・貴団体の本社（本部）所在地について、都道府県名をお教えください。

ｰ学生確保（資料）-77ｰ
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金
融
・
保
険
業

不
動
産
業

飲
食
店
・
宿
泊
業

医
療
・
福
祉

複
合
サ
ー

ビ
ス
事
業

サ
ー

ビ
ス
業

公
務

そ
の
他

無
回
答

8.1 
5.4 

0.0 
2.7 

0.0 

18.9 

2.7 
5.4 

0.0 
0%

10%

20%

ス
ポ
ー

ツ
関
連
業

学
校
・
教
育
機
関

製
造
業

建
設
業

運
輸
業

情
報
通
信
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・

水
道
業

農
・
林
・
漁
・
鉱
業

卸
売
・
小
売
業

(n=37)

5.4 

0.0 

5.4 

10.8 

5.4 5.4 
2.7 

0.0 

21.6 

0%

10%

20%

■業種
Ｑ３. 貴社・貴団体の業種について、ご回答ください。（あてはまる番号１つに○）

回答企業（回答者）の属性（業種）

ｰ学生確保（資料）-78ｰ
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5
0
名
未
満

5
0
名
～

1
0
0
名
未
満

1
0
0
名
～

5
0
0
名
未
満

5
0
0
名
～

1
,
0
0
0
名
未
満

1
,
0
0
0
名
～

5
,
0
0
0
名
未
満

5
,
0
0
0
名
以
上

無
回
答

(n=37)

5.4 

0.0 

21.6 
18.9 

35.1 

18.9 

0.0 
0%

10%

20%

30%

■従業員数
Ｑ４. 貴社・貴団体の従業員数（正規社員）について、ご回答ください。（あてはまる番号１つに○）

回答企業（回答者）の属性（従業員数）

ｰ学生確保（資料）-79ｰ
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増やす 昨年度並み 減らす 未定 無回答

全体 (n=37) 27.0 56.8 13.5 

2.7 0.0 

【単位：％】

200 40 60 80 100

０
名

１
名
～

５
名
未
満

５
名
～

1
0
名
未
満

1
0
名
～

2
0
名
未
満

2
0
名
～

3
0
名
未
満

3
0
名
～

5
0
名
未
満

5
0
名
～

1
0
0
名
未
満

1
0
0
名
以
上

無
回
答

(n=37)

0.0 

8.1 
5.4 

21.6 

10.8 

2.7 

18.9 

32.4 

0.0 
0%

10%

20%

30%

正規社員の平均採用人数／本年度の採用予定数

Ｑ５. 貴社・貴団体の過去３か年の平均的な正規社員の採用数について、お教えください。（あてはまる番号１つに○）

■正規社員の平均採用人数

■本年度の採用予定数

Ｑ６. 貴社・貴団体の本年度の採用予定数は、昨年度と比較していかがですか。(あてはまる番号１つに○)

ｰ学生確保（資料）-80ｰ
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(n=37)

ス
ポ
ー

ツ
学

社
会
学

法
学

生
活
科
学

総
合
科
学

経
済
・
経
営
・
商
学

文
学

語
学

教
員
養
成
・
教
育
学

国
際
関
係
学

8.1 10.8 10.8 
5.4 2.7 

18.9 

2.7 5.4 2.7 5.4 

0%

20%

40%

60%

採用したい学問分野

Ｑ７. 貴社・貴団体では、今後、大学や大学院でどのような学問分野を学んだ人物を採用したいとお考えですか。
（あてはまる番号すべてに○）

■採用したい学問分野

理
学

工
学

農
・
水
産
学

看
護
・
保
健
学

医
・
歯
・
薬
学

芸
術
学

そ
の
他

学
ん
だ
学
問
分
野
に
は

こ
だ
わ
ら
な
い

無
回
答

18.9 

29.7 

5.4 2.7 2.7 0.0 2.7 

64.9 

0.0 
0%

20%

40%

60%

ｰ学生確保（資料）-81ｰ
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(各n=37)

とても魅力を
感じる

ある程度
魅力を
感じる

あまり
魅力を

感じない

まったく
魅力を

感じない

無回答

Ａ．

オンリーワンの学びの場
危機管理は，法制度，意思決定，コミュニ
ケーション，テクノロジーなど，多様な社会シ
ステムにまたがる課題である。本研究科は，
従来の諸科学の縦割りではなく，効果的な危
機管理という視点で，社会システムを統一的
に把握しようとする唯一の研究機関である。

94.6

Ｂ．

ファンダメンタルな学びの場
新型コロナウイルスのパンデミック，自然災
害，国際的緊張関係など危機の増大は，リー
ダーの資質としての危機管理の重要性と，社
会の各層における危機管理人材の必要性を
浮き彫りにしている。本研究科は，このニー
ズに応える必然性の高い学びである。

94.6

Ｃ．

スポーツ科学の高度な知識の修得
競技スポーツを科学的な観点から研究を遂
行することができる教員が在籍し，競技者・
指導者を科学的にサポートするシステムや
高度な実験機器が整備されていることから，
競技スポーツの現場に即した高度なスポー
ツ科学研究が実践できる環境が整っている。

83.8

Ｄ．

スポーツ科学の研究者・高度専門職業人を
養成
競技スポーツを広義的に捉え，多様で最先
端な国内外のスポーツ科学の研究方法を学
び，その上で競技スポーツの価値を発信でき
る研究を推進し，国際社会に貢献できる研究
者及び有能な高度専門職業人を養成するこ
とを目指している。

81.1

危
機
管
理
学
研
究
科

危
機
管
理
学
専
攻

修
士
課
程

ス
ポ
ー

ツ
科
学
研
究
科

ス
ポ
ー

ツ
科
学
専
攻

修
士
課
程

64.9 

54.1 

27.0 

29.7 

29.7 

40.5 

56.8 

51.4 

5.4 

5.4 

16.2 

18.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

【単位：％】
200 40 60 80 100

魅力度

（※）

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

※魅力度＝「とても魅力を感じる」「ある程度魅力を感じる」と回答した人の合計値

Ｑ８. 日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」（いずれも仮称、設置構想中）には、
以下のような特色があります。貴社・貴団体（ご回答者）にとって、これらの特色はそれぞれどの程度魅力に感じますか。
（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」
「スポーツ科学研究科 修士課程」の特色に対する魅力度

※魅力度は、人数をもとに％を算出し、小数点第二位を四捨五入しているため、「とても魅力を感じる」と「ある程度魅力を感じる」の合計値と必ずしも一致しない

ｰ学生確保（資料）-82ｰ
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採用したいと思う 採用したいと思わない 無回答

全体 (n=37)
97.3

（36企業）

2.7

（1企業）

0.0

（0企業）

【単位：％】

200 40 60 80 100

 　
標
本
数

　
単
位

１
名

２
名

３
名

４
名

５
名
～

９
名

1
0
名
以
上

毎
年
の
採
用
想
定
人
数
を

示
し
た
企
業
数
・
計

お
よ
び
採
用
想
定
人
数
・

計

（
※

）

％ 50.0% 13.9% 13.9% 2.8% 8.3% 8.3%

企業数 18 5 5 1 3 3 35

名 18 10 15 4 15 30 92

 全体 36 ⇒

必要だと思う 必要だと思わない 無回答

全体 (n=37)
97.3

（36企業）

2.7

（1企業）

0.0

（0企業）

【単位：％】

200 40 60 80 100

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の社会的必要性／
修了生に対する採用意向／修了生の毎年の採用想定人数

「採用したいと思う」と答えた36企業のみ抽出

※ 毎年の採用想定人数・計 「５名～９名」＝５名、「10名以上」＝10名 を代入し合計値を算出

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」修了生に対する採用意向

Ｑ10.貴社・貴団体（ご回答者）では、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」
（いずれも仮称、設置構想中）を修了した学生について、採用したいと思われますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」修了生の毎年の採用想定人数

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」の社会的必要性
Ｑ９. 貴社・貴団体（ご回答者）は、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」

（いずれも仮称、設置構想中）は、これからの社会にとって必要だと思われますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

Ｑ11.Ｑ10でいずれかの研究科の修了生を「１．採用したいと思う」と回答された方におたずねします。
「１．採用したいと思う」と回答された研究科を修了した学生について、採用を考える場合、毎年何名程度の採用を
想定されますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

ｰ学生確保（資料）-83ｰ
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全体 (n=37) 36企業 92人 

東京都 (n=28) 27企業 74人 

大阪府 (n=4) 4企業 8人 

卸売・小売業 (n=8) 7企業 17人 

金融・保険業 (n=3) 3企業 8人 

医療・福祉 (n=1) 1企業 10人 

サービス業 (n=7) 7企業 28人 

500名未満 (n=10) 10企業 10人 

500名～1,000名未満 (n=7) 6企業 13人 

1,000名～5,000名未満 (n=13) 13企業 46人 

5,000名以上 (n=7) 7企業 23人 

経済・経営・商学 (n=7) 6企業 9人 

理学 (n=7) 7企業 15人 

工学 (n=11) 10企業 21人 

社会的必要性別
（危機管理学

研究科
修士課程）

必要だと思う (n=36) 35企業 91人 

本社
所在地

別

業種別

採用
したい
学問

分野別

従業員
数別

97.3 

96.4 

100.0 

87.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

85.7 

100.0 

100.0 

85.7 

100.0 

90.9 

97.2 

0 20 40 60 80 100
【単位：％】

採用意向

企業

・合計

採用

想定人数

・合計

採用意向（％）

■日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」修了生に対する採用意向／
採用想定人数＜属性別＞

日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」修了生
に対する採用意向／採用想定人数＜属性別＞

※日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」に対して、Ｑ10で「採用したいと思う」と
回答した企業を【採用意向企業】と定義し、さらに【採用意向企業】のうち、Q11で回答し
た企業が示す具体的な人数を【採用想定人数】と定義する。

＜属性別＞

※ 採用想定人数・合計 「５名～９名」＝５名、「10名以上」＝10名 を代入し合計値を算出

ｰ学生確保（資料）-84ｰ
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標
本
数

　
単
位

１
名

２
名

３
名

４
名

５
名
～

９
名

1
0
名
以
上

毎
年
の
採
用
想
定
人
数
を

示
し
た
企
業
数
・
計

お
よ
び
採
用
想
定
人
数
・

計

（
※

）

％ 48.4% 16.1% 9.7% 6.5% 6.5% 9.7%

企業数 15 5 3 2 2 3 30

名 15 10 9 8 10 30 82

 全体 31 ⇒

採用したいと思う 採用したいと思わない 無回答

全体 (n=37)
83.8

（31企業）

16.2

（6企業）

0.0

（0企業）

【単位：％】

200 40 60 80 100

必要だと思う 必要だと思わない 無回答

全体 (n=37)
97.3

（36企業）

2.7

（1企業）

0.0

（0企業）

【単位：％】

200 40 60 80 100

日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」の社会的必要性／
修了生に対する採用意向／修了生の毎年の採用想定人数

「採用したいと思う」と答えた31企業のみ抽出

※ 毎年の採用想定人数・計 「５名～９名」＝５名、「10名以上」＝10名 を代入し合計値を算出

■日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」修了生に対する採用意向
Ｑ10.貴社・貴団体（ご回答者）では、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」

（いずれも仮称、設置構想中）を修了した学生について、採用したいと思われますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

■日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」修了生の毎年の
採用想定人数

■日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」の社会的必要性
Ｑ９. 貴社・貴団体（ご回答者）は、日本大学大学院「危機管理学研究科 修士課程」「スポーツ科学研究科 修士課程」

（いずれも仮称、設置構想中）は、これからの社会にとって必要だと思われますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

Ｑ11.Ｑ10でいずれかの研究科の修了生を「１．採用したいと思う」と回答された方におたずねします。
「１．採用したいと思う」と回答された研究科を修了した学生について、採用を考える場合、毎年何名程度の採用を
想定されますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

ｰ学生確保（資料）-85ｰ
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全体 (n=37) 31企業 82人 

東京都 (n=28) 24企業 67人 

大阪府 (n=4) 3企業 7人 

スポーツ関連業 (n=2) 2企業 5人 

卸売・小売業 (n=8) 5企業 14人 

医療・福祉 (n=1) 1企業 10人 

サービス業 (n=7) 6企業 28人 

500名未満 (n=10) 7企業 7人 

500名～1,000名未満 (n=7) 6企業 12人 

1,000名～5,000名未満 (n=13) 12企業 41人 

5,000名以上 (n=7) 6企業 22人 

スポーツ学 (n=3) 3企業 8人 

理学 (n=7) 5企業 11人 

工学 (n=11) 8企業 17人 

社会的必要性別
（スポーツ科学

研究科
修士課程）

必要だと思う (n=36) 31企業 82人 

本社
所在地

別

業種別

従業員
数別

採用
したい
学問

分野別

83.8 

85.7 

75.0 

100.0 

62.5 

100.0 

85.7 

70.0 

85.7 

92.3 

85.7 

100.0 

71.4 

72.7 

86.1 

0 20 40 60 80 100
【単位：％】

採用意向

企業

・合計

採用

想定人数

・合計

採用意向（％）

■日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」修了生に対する採用意向／
採用想定人数＜属性別＞

日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」
修了生に対する採用意向／採用想定人数＜属性別＞

※日本大学大学院「スポーツ科学研究科 修士課程」に対して、Ｑ10で「採用したいと思う」
と回答した企業を【採用意向企業】と定義し、さらに【採用意向企業】のうち、Q11で回答
した企業が示す具体的な人数を【採用想定人数】と定義する。

＜属性別＞

※ 採用想定人数・合計 「５名～９名」＝５名、「10名以上」＝10名 を代入し合計値を算出
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Ｑ１． アンケートにお答えいただいている方の、人事採用への関与度をお教えください。

（あてはまる番号１つに○）

1. 採用の決裁権があり、選考にかかわっている

2. 採用の決裁権はないが、選考にかかわっている

3. 採用時には直接かかわらず、情報や意見を収集・提供する立場にある

Ｑ２． 貴社・貴団体の本社（本部）所在地について、都道府県名をお教えください。

Ｑ３． 貴社・貴団体の業種について、ご回答ください。（あてはまる番号１つに○）

1. スポーツ関連業 7. 電気・ガス・熱供給・水道業 13. 医療・福祉

2. 学校・教育機関 8. 農・林・漁・鉱業 14. 複合サービス事業

3. 製造業 9. 卸売・小売業 15. サービス業

4. 建設業 10. 金融・保険業 16. 公務

5. 運輸業 11. 不動産業 17. その他　　

6. 情報通信業 12. 飲食店・宿泊業

Ｑ４． 貴社・貴団体の従業員数（正規社員）について、ご回答ください。（あてはまる番号１つに○）

1. 50名未満 3. 100名～500名未満 5. 1,000名～5,000名未満

2. 50名～100名未満 4. 500名～1,000名未満 6. 5,000名以上

Ｑ５． 貴社・貴団体の過去３か年の平均的な正規社員の採用数について、お教えください。

（あてはまる番号１つに○）

1. 0名 4. 10名～20名未満 7. 50名～100名未満

2. 1名～5名未満 5. 20名～30名未満 8. 100名以上

3. 5名～10名未満 6. 30名～50名未満

Ｑ６． 貴社・貴団体の本年度の採用予定数は、昨年度と比較していかがですか。(あてはまる番号１つに○)

1. 増やす 2. 昨年度並み 3. 減らす 4. 未定

Ｑ７． 貴社・貴団体では、今後、大学や大学院でどのような学問分野を学んだ人物を採用したいとお考えですか。

（あてはまる番号すべてに○）

1. スポーツ学 7. 文学 13. 農・水産学

2. 社会学 8. 語学 14. 看護・保健学

3. 法学 9. 教員養成・教育学 15. 医・歯・薬学

4. 生活科学 10. 国際関係学 16. 芸術学

5. 総合科学 11. 理学 17. その他

6. 経済・経営・商学 12. 工学 # 学んだ学問分野にはこだわらない

→次ページに続く

日本大学大学院では2023年（令和５年）４月に「危機管理学研究科　修士課程」「スポーツ科学研究科　修士
課程」（いずれも仮称）の設置を構想しています。
このアンケートは採用ご担当者の皆様からご意見をお伺いし、より充実した研究科にするための参考資料とさ
せていただくものです。
このアンケートで得られた情報や回答内容は、上記の目的のための統計資料としてのみ活用し、個人を特定
することは一切ありません。
つきましては、ぜひアンケートへのご協力をお願いいたします。

　日本大学大学院
「危機管理学研究科　修士課程」「スポーツ科学研究科　修士課程」

（いずれも仮称、設置構想中）に関するアンケート

都 ・ 道 ・ 府 ・ 県　←１つに○本社(本部)所在地

※このアンケートや別紙に記載されている内容は予定であり、変更になる可能性があります。

はじめに、貴社・貴団体についてお伺いいたします。
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Ｑ８． 日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」「スポーツ科学研究科　修士課程」

（いずれも仮称、設置構想中）には、以下のような特色があります。

貴社・貴団体（ご回答者）にとって、これらの特色はそれぞれ

どの程度魅力に感じますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

Ｑ９． 貴社・貴団体（ご回答者）は、日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」

「スポーツ科学研究科　修士課程」（いずれも仮称、設置構想中）は、

これからの社会にとって必要だと思われますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

→

→

Ｑ10． 貴社・貴団体（ご回答者）では、日本大学大学院「危機管理学研究科　修士課程」

「スポーツ科学研究科　修士課程」（いずれも仮称、設置構想中）を修了した学生について、

採用したいと思われますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

→

→

Ｑ11． Ｑ10でいずれかの研究科の修了生を「１．採用したいと思う」と回答された方におたずねします。

「１．採用したいと思う」と回答された研究科を修了した学生について、採用を考える場合、

毎年何名程度の採用を想定されますか。（それぞれ、あてはまる番号１つに○）

→

→

6

６１ ２

危
機
管
理
学
研
究
科

危
機
管
理
学
専
攻

修
士
課
程

ス
ポ
ー

ツ
科
学
研
究
科

ス
ポ
ー

ツ
科
学
専
攻

修
士
課
程

スポーツ科学研究科　修士課程

危機管理学研究科　修士課程

1 2 3 4 5

１ ２

１

1.必要だと思う 2.必要だと思わない

1 2

1 2

1.採用したいと
思う

2.採用したいと
思わない

１

４名

～質問は以上です。ご協力ありがとうございました。～

６

危機管理学研究科　修士課程

４

→ １ ２ ３ ４

→

３

日本大学大学院では、2023年（令和５年）４月に、「危機管理学研究科　修士課程」
「スポーツ科学研究科　修士課程」（いずれも仮称）の設置を構想しています。

※ ここからは、別紙［日本大学大学院 危機管理学研究科・スポーツ科学研究科 修士課程の設置計画の概要］を
ご覧いただいた上でお答えください ※

４

２

あまり
魅力を

感じない

まったく
魅力を

感じない

A.

オンリーワンの学びの場
危機管理は，法制度，意思決定，コミュニケーション，テクノロジー
など，多様な社会システムにまたがる課題である。本研究科は，従
来の諸科学の縦割りではなく，効果的な危機管理という視点で，
社会システムを統一的に把握しようとする唯一の研究機関である。

B.

ファンダメンタルな学びの場
新型コロナウイルスのパンデミック，自然災害，国際的緊張関係な
ど危機の増大は，リーダーの資質としての危機管理の重要性と，
社会の各層における危機管理人材の必要性を浮き彫りにしてい
る。本研究科は，このニーズに応える必然性の高い学びである。

３ ４→

とても
魅力を
感じる

３

ある程度
魅力を
感じる

C.

スポーツ科学の高度な知識の修得
競技スポーツを科学的な観点から研究を遂行することができる教
員が在籍し，競技者・指導者を科学的にサポートするシステムや
高度な実験機器が整備されていることから，競技スポーツの現場
に即した高度なスポーツ科学研究が実践できる環境が整ってい
る。

D. １ ２→

スポーツ科学の研究者・高度専門職業人を養成
競技スポーツを広義的に捉え，多様で最先端な国内外のスポーツ
科学の研究方法を学び，その上で競技スポーツの価値を発信で
きる研究を推進し，国際社会に貢献できる研究者及び有能な高度
専門職業人を養成することを目指している。

スポーツ科学研究科　修士課程

２

１ ２

危機管理学研究科　修士課程

スポーツ科学研究科　修士課程

１名 ２名 ３名
５名～
９名

10名以上

３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５
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別記様式第３号 

教  員  名  簿 

学 長 の 氏 名 等 

調書
番号 役職名 

フリガナ

氏  名 

<就任(予定)年月> 

年齢 
保有 

学位等 

月額基本給 

(千円) 

現 職 

(就任年月) 

－ 学長 
 加
か

 藤
とう

 直
なお

 人
と

 

＜令和2年9月＞ 
博士 

（文学） 

日本大学学長 
(令和 2.9～5.8) 

-教員名簿-1-



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 専 教授

クドウ　ソウイチ

工藤　聡一

<令和５年４月>

博士
（法学）

危機管理法制１
（企業・取引）
ロジスティクス法特講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1前

2前
1前
1後
2前
2後

2

2
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

日本大学大学院
法学研究科

教授
（平成26.４）

４日

2 専 教授

ナカムラ　リョウ

中村　良

<令和５年４月>

法学修士
※

危機管理法制３
（企業・経済）
コンプライアンス実務特
講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1後

2前

1前
1後
2前
2後

2

2

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

日本大学大学院
総合社会情報研

究科
教授

（平成29.４）

４日

3 専 教授

アンドウ　タカヨ

安藤　貴世

<令和５年４月>

博士
（国際関

係）

危機管理法制６（行政・
国際）
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1後

1前
1後
2前
2後

2

1
1
1
1

1

1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

日本大学大学院
総合社会情報研

究科
教授

（平成29.４）

４日

4 専 教授

フクダ　ミツル

福田　充

<令和５年４月>

博士
（政治
学）

危機管理学方法論１（リ
スクリテラシー）※
リスクコミュニケーショ
ン特講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1前

2前

1前
1後
2前
2後

0.8

2

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

日本大学大学院
新聞学研究科

教授
（平成22.４）

４日

5 専 教授

コタニ　ケン

小谷　賢

<令和５年４月>

博士
（人間・
環境学）

情報戦略特講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

2前
1前
1後
2前
2後

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

４日

6 専 教授

ウエノ　ユキヒコ

上野　幸彦

<令和５年４月>

法学修士
※

犯罪・刑事司法特講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

2前
1前
1後
2前
2後

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

４日

7 専 教授

ヨシトミ　ノゾム

吉富　望

<令和５年４月>

修士
（安全保
障）※

災害救援・官民協力特講
国際人道支援実務特講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

2前
2前
1前
1後
2前
2後

2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

４日

8 専 教授

オカダ　フトシ

岡田　太

<令和５年４月>

修士
（商学）

※

企業リスクマネジメント
特講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

2前

1前
1後
2前
2後

2

1
1
1
1

1

1
1
1
1

日本大学
商学部
　教授

（平11.４）

４日

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

別記様式第３号（その２の１）

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

年齢
月額

基本給
（千円）

（危機管理学研究科危機管理学専攻（M））

教 員 の 氏 名 等

調書
番号

担当授業科目の名称職位
現　職

（就任年月）
専任等
区分

保有
学位等

申請に係る大学等の職
務 に 従 事 す る
週 当 た り 平 均 日 数

配 当
年 次

-教員名簿-2-



9 専 教授

ナガヌマ　ジュンコ

永沼　淳子

<令和５年４月>

修士
（法学）

※

研究倫理※
リーガルマインド※
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1前
1前
1前
1後
2前
2後

0.5
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

４日

10 専 教授

センザキ　アキナカ

先﨑　彰容

<令和５年４月>

博士
（文学）

アカデミック・ライティ
ング＆リサーチ※
研究倫理※

1前

1前

0.5

0.5

1

1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

４日

11 専 准教授

スズキ　ヒデヒロ

鈴木　秀洋

<令和５年４月>

法務博士
（専門
職）

危機管理法制５（行政・
地域）
地域防災連携実務特講４
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1後

2前
1前
1後
2前
2後

2

2
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　准教授
（平28.４）

４日

12 専 教授※

キムラ　アツシ

木村　敦

<令和５年４月>

博士（心
理学）

アカデミック・ライティ
ング＆リサーチ※
研究倫理※
リスク心理特講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1前

1前
2前
1前
1後
2前
2後

0.5

0.5
2
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

日本大学大学院
総合社会情報研

究科
准教授

（令和３.４）

４日

13 専 准教授

ミヤワキ　タケシ

宮脇　健

<令和５年４月>

修士
（政治
学）※

危機管理学方法論１（リ
スクリテラシー）※
アカデミック・ライティ
ング＆リサーチ※
研究倫理※
リスク・政策分析特講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1前

1前

1前
2前
1前
1後
2前
2後

0.6

0.5

0.5
2
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　准教授
（平28.４）

４日

14 専 准教授

ヤマシタ　ヒロユキ

山下　博之

<令和５年４月>

修士
（政治
学）※

危機管理学方法論１（リ
スクリテラシー）※
アカデミック・ライティ
ング＆リサーチ※
防災・減災政策特講
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1前

1前

2前
1前
1後
2前
2後

0.6

0.5

2
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　准教授
（平28.４）

４日

15 専 教授※

スギヤマ　コウイチ

杉山　幸一

<令和５年４月>

修士
（法学）

※

リーガルマインド※

危機管理法制４（行政・
国家）※
危機管理学研究演習Ⅰ
危機管理学研究演習Ⅱ
危機管理学研究演習Ⅲ
危機管理学研究演習Ⅳ

1前
(集中)
1前

1前
1後
2前
2後

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

４日

16 専 教授

フルヤ　ヨウイチ

古　谷　洋　一

<令和５年４月>

修士
（刑事司

法）
テロリズム対策特講 2前 2 1

日本大学
危機管理学部

　教授
（令４.４）

４日

専 教授

フクダ　ヤスオ

福田　弥夫

<令和５年４月>

博士
（法学）

危機管理学方法論２（比
較研究・外書）
リスクファイナンス法特
講

1後

2前

2

2

1

1

日本大学危機管
理学部　教授
（学部長）
（平28.４）

４日

兼任 講師

フクダ　ヤスオ

福田　弥夫

<令和６年４月>

博士
（法学）

危機管理学方法論２（比
較研究・外書）
リスクファイナンス法特
講

1後

2前

2

2

1

1

日本大学危機管
理学部　教授
（学部長）
（～令和６.
３）

専 教授

カツマタ　ヒデミチ

勝股　秀通

<令和５年４月>

修士
（社会
学）

企業広報特講
レピュテーションリスク
実務特講

2前
2前

2
2

1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

４日

兼任 講師

カツマタ　ヒデミチ

勝股　秀通

<令和６年４月>

修士
（社会
学）

企業広報特講
レピュテーションリスク
実務特講

2前
2前

2
2

1
1

日本大学
危機管理学部

　教授
（平28.４）

17

18
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19 兼担 教授

サカマキ　トシユキ

酒巻　俊之

<令和５年４月>

法学修士
危機管理法制２（企業・
組織）

1後 2 1

日本大学
経済学部
　教授

（平14.４）

20 兼任 講師

カナヤマ　タイスケ

金山　泰介

<令和５年４月>

法学士
危機管理法制４（行政・
国家）※
社会安全・治安維持特講

1前

2前

2

2

1

1

日本大学
危機管理学部

特任教授
（令和4.４）

※12，15の教員は令和４年４月昇格により事前相談時から職位変更

※16の教員は当初担当教員の体調不良により変更

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出

　を行おうとする場合又は大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合は，この書類を作成する必要はない。

３　「申請に係る学部等に従事する週当たりの平均日数」の欄は，専任教員のみ記載すること。

（注）

１　教員の数に応じ，適宜枠を増やして記入すること。
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 ３人 ３人 人 人 人 ６人

修 士 人 人 １人 ２人 ２人 ２人 人 ７人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 １人 人 人 人 人 １人

修 士 人 人 ２人 人 人 人 人 ２人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 ４人 ３人 人 人 人 ７人

修 士 人 人 ３人 ２人 ２人 ２人 人 ９人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度における状況を記載すること。

准 教 授

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況

教 授

講 師

助 教

合 計

（注）

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

２　この書類は，専任教員についてのみ，作成すること。

４　専門職大学院若しくは専門職大学の前期課程を修了した者又は専門職大学又は専門職短期大学を卒業した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を

　記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。
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